
条例番号 条     例     名 所  管  名 公 布 年 月 日

条例第１号 さいたま市民の日条例 都 市 経 営 戦 略 部 令和３年３月１１日

条例第２号
さいたま市職員の特殊勤務手当に関する条

例の一部を改正する条例 
職 員 課 令和３年３月１１日

条例第３号
さいたま市衛生関係事務手数料条例の一部

を改正する条例 
食 品 衛 生 課 令和３年３月１１日

条例第４号
さいたま市建築等関係事務手数料条例の一

部を改正する条例 
建 築 総 務 課 令和３年３月１１日

条例第５号
さいたま市合併振興基金条例の一部を改正

する条例 
都 市 経 営 戦 略 部 令和３年３月１１日

条例第６号

さいたま市放課後児童健全育成事業の設備

及び運営の基準に関する条例の一部を改正

する条例 

青 少 年 育 成 課 令和３年３月１１日

条例第７号
さいたま市国民健康保険税条例の一部を改

正する条例 
国 民 健 康 保 険 課 令和３年３月１１日

条例第８号
さいたま市生活環境の保全に関する条例の

一部を改正する条例 
環 境 対 策 課 令和３年３月１１日

条例第９号
さいたま市食品衛生法施行条例の一部を改

正する条例 
食品・医薬品安全課 令和３年３月１１日

条例第１０号 さいたま市犯罪被害者等支援条例 市 民 生 活 安 全 課 令和３年３月１１日

条例第１１号
さいたま市特定非営利活動促進法施行条例

の一部を改正する条例 
市 民 協 働 推 進 課 令和３年３月１１日

条例第１２号 さいたま市ＳＤＧｓ企業認証審査会条例 経 済 政 策 課 令和３年３月１１日

条例第１３号
さいたま市公募対象公園施設設置等予定者

選定委員会条例 
都 市 公 園 課 令和３年３月１１日

条例第１４号
さいたま市道路の構造の技術的基準及び道

路標識に関する条例の一部を改正する条例 
道 路 計 画 課 令和３年３月１１日

条例第１５号
さいたま市介護保険条例の一部を改正する

条例 
介 護 保 険 課 令和３年３月１１日

条例第１６号
さいたま市職員の特殊勤務手当に関す

る条例の一部を改正する条例 
議 員 提 案 令和３年３月１１日

条例第１７号

さいたま市養護老人ホームの設備及び運営

の基準に関する条例等の一部を改正する条

例

介 護 保 険 課 令和３年３月３１日

条例第１８号

さいたま市指定障害福祉サービスの事業等

の人員、設備及び運営の基準等に関する条

例等の一部を改正する条例

障 害 支 援 課 令和３年３月３１日

条例第１９号
さいたま市議会基本条例の一部を改正

する条例
議 員 提 案 令和３年３月３１日



条例番号 条     例     名 所  管  名 公 布 年 月 日

条例第２０号 さいたま市市税条例の一部を改正する条例 税 制 課 令和３年３月３１日



さいたま市条例第１号 

   さいたま市民の日条例 

 （趣旨） 

第１条 市民が、郷土である本市の歴史や文化に親しみ、市民としての一体感とまち

づくりに自ら参画する意識を高め、魅力ある本市を将来にわたって創っていくこと

を期する日として、さいたま市民の日（以下「市民の日」という。）を設ける。 

 （市民の日） 

第２条 市民の日は、５月１日とする。 

 （市の取組） 

第３条 市は、第１条の趣旨にふさわしい取組を行うものとする。 

 （使用料等の免除） 

第４条 市民の日には、市の設置した公の施設の利用に係る使用料又は料金（以下「

使用料等」という。）で市長が指定するものについて、当該公の施設の使用料等を

定めた条例の規定にかかわらず、これを免除する。 

 （市民等の協力） 

第５条 市は、広く市民及び団体に対し、第１条の趣旨にふさわしい催し等の実施に

ついて協力を求めるものとする。 

   附 則

 この条例は、公布の日から施行する。



さいたま市条例第２号 

   さいたま市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

さいたま市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成１３年さいたま市条例第４４号

）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （特殊勤務手当の種類）  （特殊勤務手当の種類）

第２条 特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおり

とする。

第２条 特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおり

とする。

～  ［略］ ～  ［略］

 児童相談所等業務手当

 ［略］  ［略］

 ［略］  ［略］

 ［略］  ［略］

 ［略］  ［略］

 ［略］  ［略］

 ［略］  ［略］

 ［略］  ［略］

 ［略］  ［略］

 ［略］  ［略］

 ［略］  ［略］

 ［略］  ［略］

 ［略］  ［略］

 ［略］  ［略］

 ［略］  ［略］

 ［略］  ［略］

(21) ［略］  ［略］

(22) ［略］ (21) ［略］

(23) ［略］ (22) ［略］

(24) ［略］ (23) ［略］

(25) ［略］ (24) ［略］

(26) ［略］ (25) ［略］

(27) ［略］ (26) ［略］

 （福祉保健業務手当）  （福祉保健業務手当）



第６条 福祉保健業務手当は、次に掲げる職員に支

給する。

第６条 福祉保健業務手当は、次に掲げる職員に支

給する。

 社会福祉に関する指導監督又は現業の業務（

次条第１項の規定により児童相談所等業務手当

が支給される業務を除く。）に従事した職員

 社会福祉に関する指導監督又は現業の業務に

従事した職員

 ［略］  ［略］

２ ［略］ ２ ［略］

 （児童相談所等業務手当）

第６条の２ 児童相談所等業務手当は、次に掲げる

職員に支給する。

 児童虐待への対応又は児童の一時保護の業務

に従事した職員

 社会生活への適応が困難な児童に対する、相

談その他の援助、心理に関する治療又は生活指

導の業務に従事した職員

２ 前項に規定する手当の額は、従事した日１日に

つき１，０００円を超えない範囲内において規則

で定める額とする。

附 則

 （施行期日等）

１ この条例は、公布の日から施行し、令和２年４月１日から適用する。

 （児童相談所等業務手当の内払）

２ この条例による改正後のさいたま市職員の特殊勤務手当に関する条例（以下「改

正後の条例」という。）第６条の２第１項の規定を適用する場合において、同項各

号に規定する業務に対し、既にこの条例による改正前のさいたま市職員の特殊勤務

手当に関する条例第６条第１項第１号の規定により福祉保健業務手当が支給されて

いるときは、当該福祉保健業務手当の支給は、改正後の条例第６条の２第１項の規

定による児童相談所等業務手当の内払とみなす。



さいたま市条例第３号 

さいたま市衛生関係事務手数料条例の一部を改正する条例

第１条 さいたま市衛生関係事務手数料条例（平成１３年さいたま市条例第３１２号

）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

別表（第２条関係）

事務の種類 手数料の額

１～５０ ［略］

５１ ［略］

５２ 農林水産物及び食品

の輸出の促進に関する法

律（令和元年法律第５７

号）第１５条第２項の規

定による輸出証明書の発

行の申請に対する審査

１件につき ８

７０円

５３ 農林水産物及び食品

の輸出の促進に関する法

律第１７条第２項の規定

による適合施設の認定の

申請に対する審査

 施設の認定に当たり

現地調査を要するもの

１件につき ２

０，９００円

 施設の認定に当たり

現地調査が不要なもの

１件につき １

０，４００円

５４ ［略］

５５ ［略］

５６ ［略］

５７ ［略］

５８ ［略］

５９ ［略］

別表（第２条関係）

事務の種類 手数料の額 

１～５０ ［略］ 

５１ ［略］ 

５２ ［略］ 

５３ ［略］ 

５４ ［略］ 

５５ ［略］ 

５６ ［略］ 

５７ ［略］ 

第２条 さいたま市衛生関係事務手数料条例の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。



 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

別表（第２条関係）

事務の種類 手数料の額

１ ［略］

２ 食品衛生法第５５条第

１項及び食品衛生法施行

令（昭和２８年政令第２

２９号）第３５条の規定

による営業の許可の申請

に対する審査 

 飲食店営業許可  

  ア 新規のもの １件につき １

７，６００円 

  イ 継続のもの １件につき １

４，０００円 

 調理の機能を有する

自動販売機により食品

を調理し、調理された

食品を販売する営業許

可 

  ア 新規のもの １件につき ６

，８００円 

  イ 継続のもの １件につき ５

，４００円 

 食肉販売業許可   

  ア 新規のもの １件につき １

０，７００円 

  イ 継続のもの １件につき ８

，５００円 

 魚介類販売業許可   

  ア 新規のもの １件につき １

０，７００円 

  イ 継続のもの １件につき ８

，５００円 

 魚介類競り売り営業

許可 

  ア 新規のもの １件につき ２

４，５００円 

  イ 継続のもの １件につき １

９，６００円 

 集乳業許可   

  ア 新規のもの １件につき １

０，７００円 

別表（第２条関係）

事務の種類 手数料の額 

１ ［略］ 

２ 食品衛生法第５２条第

１項及び食品衛生法施行

令（昭和２８年政令第２

２９号）第３５条の規定

による営業の許可の申請

に対する審査 

 飲食店営業許可  

  ア 新規のもの １件につき １

６，０００円 

  イ 更新のもの １件につき １

２，０００円 

 喫茶店営業許可 

  ア 新規のもの １件につき ９

，８００円 

  イ 更新のもの １件につき ７

，３００円 

 菓子製造業許可   

  ア 新規のもの １件につき １

４，０００円 

  イ 更新のもの １件につき １

０，５００円 

 あん類製造業許可   

  ア 新規のもの １件につき １

４，０００円 

  イ 更新のもの １件につき １

０，５００円 

 アイスクリーム類製

造業許可 

  ア 新規のもの １件につき １

４，０００円 

  イ 更新のもの １件につき １

０，５００円 

 乳処理業許可   

  ア 新規のもの １件につき ２

２，４００円 



  イ 継続のもの １件につき ８

，５００円 

 乳処理業許可 

  ア 新規のもの １件につき ２

４，５００円 

  イ 継続のもの １件につき １

９，６００円 

 特別牛乳搾取処理業

許可 

  ア 新規のもの １件につき ２

４，５００円 

  イ 継続のもの １件につき １

９，６００円 

 食肉処理業許可   

  ア 新規のもの １件につき ２

４，５００円 

  イ 継続のもの １件につき １

９，６００円 

 食品の放射線照射業

許可 

  ア 新規のもの １件につき ２

４，５００円 

  イ 継続のもの １件につき １

９，６００円 

 菓子製造業許可   

  ア 新規のもの １件につき １

５，４００円 

  イ 継続のもの １件につき １

２，３００円 

 アイスクリーム類製

造業許可 

  ア 新規のもの １件につき １

５，４００円 

  イ 継続のもの １件につき １

２，３００円 

 乳製品製造業許可   

  ア 新規のもの １件につき ２

４，５００円 

  イ 継続のもの １件につき １

９，６００円 

 清涼飲料水製造業許 

  可 

  ア 新規のもの １件につき ２

４，５００円 

  イ 継続のもの １件につき １

９，６００円 

 食肉製品製造業許可 

  ア 新規のもの １件につき ２

  イ 更新のもの １件につき １

７，０００円 

 特別牛乳搾取処理業

許可 

  ア 新規のもの １件につき ２

２，４００円 

  イ 更新のもの １件につき １

７，０００円 

 乳製品製造業許可 

  ア 新規のもの １件につき ２

２，４００円 

  イ 更新のもの １件につき １

７，０００円 

 集乳業許可   

  ア 新規のもの １件につき ９

，８００円 

  イ 更新のもの １件につき ７

，３００円 

 乳類販売業許可 

  ア 新規のもの １件につき ９

，８００円 

  イ 更新のもの １件につき ７

，３００円 

 食肉処理業許可   

  ア 新規のもの １件につき ２

２，４００円 

  イ 更新のもの １件につき １

７，０００円 

 食肉販売業許可 

  ア 新規のもの １件につき ９

，８００円 

  イ 更新のもの １件につき ７

，３００円 

 食肉製品製造業許可   

  ア 新規のもの １件につき ２

２，４００円 

  イ 更新のもの １件につき １

７，０００円 

 魚介類販売業許可 

  ア 新規のもの １件につき ９

，８００円 

  イ 更新のもの １件につき ７

，３００円 

 魚介類競り売り営業

許可 

  ア 新規のもの １件につき ２



４，５００円 

  イ 継続のもの １件につき １

９，６００円 

 水産製品製造業許可 

  ア 新規のもの １件につき ２

４，５００円 

  イ 継続のもの １件につき １

９，６００円 

 氷雪製造業許可 

  ア 新規のもの １件につき ２

４，５００円 

  イ 継続のもの １件につき １

９，６００円 

 液卵製造業許可 

  ア 新規のもの １件につき １

５，４００円 

  イ 継続のもの １件につき １

２，３００円 

 食用油脂製造業許可 

  ア 新規のもの １件につき ２

４，５００円 

  イ 継続のもの １件につき １

９，６００円 

 みそ又はしょうゆ製

造業許可 

ア 新規のもの １件につき １

７，６００円 

イ 継続のもの １件につき １

４，０００円 

(21) 酒類製造業許可   

  ア 新規のもの １件につき １

７，６００円 

  イ 継続のもの １件につき １

４，０００円 

(22) 豆腐製造業許可   

  ア 新規のもの １件につき １

５，４００円 

  イ 継続のもの １件につき １

２，３００円 

(23) 納豆製造業許可   

  ア 新規のもの １件につき １

５，４００円 

  イ 継続のもの １件につき １

２，３００円 

(24) 麺類製造業許可 

２，４００円 

  イ 更新のもの １件につき １

７，０００円 

 魚肉練り製品製造業

許可 

  ア 新規のもの １件につき １

６，０００円 

  イ 更新のもの １件につき １

２，０００円 

 食品の冷凍又は冷蔵

業許可 

  ア 新規のもの １件につき ２

２，４００円 

  イ 更新のもの １件につき １

７，０００円 

 食品の放射線照射業

許可 

  ア 新規のもの １件につき ２

２，４００円 

  イ 更新のもの １件につき １

７，０００円 

 清涼飲料水製造業許

可 

  ア 新規のもの １件につき ２

２，４００円 

  イ 更新のもの １件につき １

７，０００円 

 乳酸菌飲料製造業許 

  可 

ア 新規のもの １件につき １

４，０００円 

イ 更新のもの １件につき １

０，５００円 

(21) 氷雪製造業許可   

  ア 新規のもの １件につき ２

２，４００円 

  イ 更新のもの １件につき １

７，０００円 

(22) 氷雪販売業許可   

  ア 新規のもの １件につき １

４，０００円 

  イ 更新のもの １件につき １

０，５００円 

(23) 食用油脂製造業許可   

  ア 新規のもの １件につき ２

２，４００円 

  イ 更新のもの １件につき １

７，０００円 

(24) マーガリン又はショ

ートニング製造業許可 



  ア 新規のもの １件につき １

５，４００円 

  イ 継続のもの １件につき １

２，３００円 

(25) そうざい製造業許可  

  ア 新規のもの １件につき ２

４，５００円 

  イ 継続のもの １件につき １

９，６００円 

(26) 複合型そうざい製造

業許可 

  ア 新規のもの １件につき ３

５，０００円 

  イ 継続のもの １件につき ２

８，０００円 

(27) 冷凍食品製造業許可  

  ア 新規のもの １件につき ２

４，５００円 

  イ 継続のもの １件につき １

９，６００円 

(28) 複合型冷凍食品製造

業許可 

  ア 新規のもの １件につき ３

５，０００円 

  イ 継続のもの １件につき ２

８，０００円 

(29) 漬物製造業許可  

  ア 新規のもの １件につき １

５，４００円 

  イ 継続のもの １件につき １

２，３００円 

(30) 密封包装食品製造業

許可 

  ア 新規のもの １件につき ２

４，５００円 

  イ 継続のもの １件につき １

９，６００円 

(31) 食品の小分け業許可  

  ア 新規のもの １件につき １

５，４００円 

  イ 継続のもの １件につき １

２，３００円 

(32) 添加物製造業許可  

  ア 新規のもの １件につき ２

４，５００円 

  イ 継続のもの １件につき １

９，６００円 

  ア 新規のもの １件につき ２

２，４００円 

  イ 更新のもの １件につき １

７，０００円 

(25) みそ製造業許可   

  ア 新規のもの １件につき １

６，０００円 

  イ 更新のもの １件につき １

２，０００円 

(26) しょう油製造業許可 

  ア 新規のもの １件につき １

６，０００円 

  イ 更新のもの １件につき １

２，０００円 

(27) ソース類製造業許可   

  ア 新規のもの １件につき １

６，０００円 

  イ 更新のもの １件につき １

２，０００円 

(28) 酒類製造業許可 

  ア 新規のもの １件につき １

６，０００円 

  イ 更新のもの １件につき １

２，０００円 

(29) 豆腐製造業許可   

  ア 新規のもの １件につき １

４，０００円 

  イ 更新のもの １件につき １

０，５００円 

(30) 納豆製造業許可 

  ア 新規のもの １件につき １

４，０００円 

  イ 更新のもの １件につき １

０，５００円 

(31) めん類製造業許可   

  ア 新規のもの １件につき １

４，０００円 

  イ 更新のもの １件につき １

０，５００円 

(32) 総菜製造業許可   

  ア 新規のもの １件につき ２

２，４００円 

  イ 更新のもの １件につき １

７，０００円 

(33) 缶詰又は瓶詰食品製

造業許可 

  ア 新規のもの １件につき ２



３～５２ ［略］ 

５３ ［略］ 

２，４００円 

  イ 更新のもの １件につき １

７，０００円 

(34) 添加物製造業許可  

  ア 新規のもの １件につき ２

２，４００円 

  イ 更新のもの １件につき １

７，０００円 

３～５２ ［略］ 

５３ ［略］ 

５４ 食品衛生に関する条

例（昭和２５年埼玉県条

例第３２号）第２条第１

項の規定による許可の申

請に対する審査 

 菓子種製造業営業許 

  可 

  ア 新規のもの １件につき １

３，３００円 

  イ 更新のもの １件につき １

０，０００円 

 こんにゃく類製造業

営業許可 

  ア 新規のもの １件につき １

３，３００円 

  イ 更新のもの １件につき １

０，０００円 

 漬物製造業営業許可   

  ア 新規のもの １件につき １

３，３００円 

  イ 更新のもの １件につき １

０，０００円 

 魚介類加工業営業許 

  可 

  ア 新規のもの １件につき １

３，３００円 

  イ 更新のもの １件につき １

０，０００円 

 食料品販売業営業許 

  可 

  ア 新規のもの １件につき ８

，９００円 

  イ 更新のもの １件につき ６

，８００円 

５５ 食品衛生に関する条

例第３条第１項の規定に

よる行商許可の申請に対

する審査 

 新規のもの １件につき ２



５４ 埼玉県ふぐの取扱い

等に関する条例（平成１

４年埼玉県条例第７８号

）第１３条の規定による

ふぐ取扱施設の認定の申

請に対する審査

１件につき ４

，６００円

５５ ［略］

５６ ［略］

，１００円 

 更新のもの １件につき １

，６００円 

５６ 食品衛生に関する条

例第３条第５項の規定に

よる行商の許可証又は記

章の再交付 

１件につき ７

００円 

５７ 埼玉県ふぐの取扱い

等に関する条例（平成１

４年埼玉県条例第７８号

）第１３条の規定による

ふぐ取扱施設の認定の申

請に対する審査 

１件につき ８

，１００円 

５８ ［略］ 

５９ ［略］ 

附 則

 （施行期日）

１ この条例中、第１条の規定は令和３年４月１日から、第２条の規定は同年６月１

日から施行する。

 （経過措置）

２ 第１条の規定による改正後のさいたま市衛生関係事務手数料条例別表第２項の規

定は、第１条の規定の施行の日以後の申請に係る手数料について適用する。

３ 第２条の規定による改正後のさいたま市衛生関係事務手数料条例（以下「改正後

の条例」という。）別表第２項の規定は、改正後の条例の施行の日以後の申請に係

る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例に

よる。

 （手数料に関しての特例）

４ 食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過

措置に関する政令（令和元年政令第１２３号）附則第２条の規定によりなお従前の

例により営業を行うことができるとされている者が、同条に規定する有効期間の満

了の日までの間に、当該営業に相当する同令による改正後の食品衛生法施行令（次

項において「改正令」という。）第３５条の営業について、食品衛生法等の一部を

改正する法律（平成３０年法律第４６号）第２条の規定による改正後の食品衛生法

（次項において「改正法」という。）第５５条第１項の許可の申請をする場合にあ



っては、当該申請を許可の継続の申請とみなし、改正後の条例別表第２項に規定す

る継続の審査に係る手数料の額を適用する。

５ 改正後の条例の施行の際現に食品衛生に関する条例（昭和２５年埼玉県条例第３

２号）第２条第１項の規定による魚介類加工業の許可を受けて営業を行っていた者

が、改正令第３５条第１６号の営業について改正法第５５条第１項の許可を受けよ

うと申請をする場合及び同条例第２条第１項の規定によるつけ物製造業の許可を受

けて営業を行っていた者が、改正令第３５条第２９号の営業について改正法第５５

条第１項の許可の申請をする場合にあっては、令和６年５月３１日までの間は、当

該申請を許可の継続の申請とみなし、改正後の条例別表第２項に規定する継続の審

査に係る手数料の額を適用する。



さいたま市条例第４号 

さいたま市建築等関係事務手数料条例の一部を改正する条例

さいたま市建築等関係事務手数料条例（平成１３年さいたま市条例第７３号）の一

部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

事務の種類 手数料の額 

１～６７ ［略］ 

６８ 都市の低炭素化の促進に

関する法律（平成２４年法律

第８４号。以下「都市低炭素

化促進法」という。）第５３

条第１項の規定による低炭素

建築物新築等計画の認定の申

請（以下「低炭素建築物新築

等計画の認定申請」という。

）に対する審査（次項から第

７０項までに規定する審査を

除く。） 

 ［略］ 

 ［略］ 

 住宅の用途を含む低炭素

建築物の共用部分（当該住

宅の用途に供する部分に限

る。以下同じ。） 

  ア ［略］ 

  イ 床面積の合計が３００

平方メートルを超え１，

０００平方メートル以下

のもの 

  ウ 床面積の合計が１，０

００平方メートルを超え

２，０００平方メートル

以下のもの 

  エ ［略］ 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

１４５，０

００円

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

事務の種類 手数料の額 

１～６７ ［略］ 

６８ 都市の低炭素化の促進に

関する法律（平成２４年法律

第８４号。以下「都市低炭素

化促進法」という。）第５３

条第１項の規定による低炭素

建築物新築等計画の認定の申

請（以下「低炭素建築物新築

等計画の認定申請」という。

）に対する審査（次項から第

７０項までに規定する審査を

除く。） 

 ［略］ 

 ［略］ 

 住宅の用途を含む低炭素

建築物の共用部分（当該住

宅の用途に供する部分に限

る。以下同じ。） 

  ア ［略］ 

  イ 床面積の合計が３００ 

平方メートルを超え２， 

０００平方メートル以下 

のもの 

  ウ ［略］ 

  エ ［略］ 

  オ ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 



  キ ［略］ 

 前２号に掲げる部分以外

の部分 

ア ［略］ 

  イ 床面積の合計が３００

平方メートルを超え１，

０００平方メートル以下

のもの 

  ウ 床面積の合計が１，０

００平方メートルを超え

２，０００平方メートル

以下のもの 

  エ ［略］ 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

  キ ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

３１７，０

００円

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

６８の２ 低炭素建築物新築等

計画の認定申請に対する審査

（建築物エネルギー消費性能

基準等を定める省令（平成２

８年経済産業省令・国土交通

省令第１号。第７３項から第

７５項まで、第７７項、第７

９項、第８０項及び備考第８

項において「省令」という。

）第１０条第１号イ 及びロ

 に定める基準に適合する非

住宅用途を含む建築物の非住

宅部分の審査に限る。） 

 ［略］ 

 ［略］ 

 床面積の合計が３００平

方メートルを超え１，００

０平方メートル以下のもの 

 床面積の合計が１，００ 

０平方メートルを超え２， 

０００平方メートル以下の 

もの 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

１１８，０

００円

［略］ 

［略］ 

［略］ 

［略］ 

［略］ 

６９ 低炭素建築物新築等計画

の認定申請に対する審査（都

市低炭素化促進法第５４条第

１項各号に掲げる基準に適合

していることを示す書類が提

出された場合の審査に限る。

） 

 ［略］ 

 前号に掲げる部分以外の 

［略］ 

 ［略］ 

  カ ［略］ 

 前２号に掲げる部分以外

の部分 

  ア ［略］ 

イ 床面積の合計が３００ 

平方メートルを超え２， 

０００平方メートル以下 

のもの 

  ウ ［略］ 

  エ ［略］ 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

６８の２ 低炭素建築物新築等

計画の認定申請に対する審査

（建築物エネルギー消費性能

基準等を定める省令（平成２

８年経済産業省令・国土交通

省令第１号。第７３項から第

７５項まで、第７７項、第７

９項、第８０項及び備考第８

項において「省令」という。

）第１０条第１号イ 及びロ

 に定める基準に適合する非

住宅用途を含む建築物の非住

宅部分の審査に限る。） 

 ［略］ 

 ［略］ 

 床面積の合計が３００平 

方メートルを超え２，００ 

０平方メートル以下のもの 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

［略］ 

［略］ 

［略］ 

［略］ 

［略］ 

６９ 低炭素建築物新築等計画

の認定申請に対する審査（都

市低炭素化促進法第５４条第

１項各号に掲げる基準に適合

していることを示す書類が提

出された場合の審査に限る。

） 

 ［略］ 

 前号に掲げる部分以外の 

［略］ 

 ［略］ 



部分 

  ア ［略］ 

  イ 床面積の合計が３００

平方メートルを超え１，

０００平方メートル以下

のもの 

  ウ 床面積の合計が１，０

００平方メートルを超え

２，０００平方メートル

以下のもの 

  エ ［略］ 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

  キ ［略］ 

［略］ 

１９，００

０円

［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

７０～７２ ［略］  

７３ 建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律（平

成２７年法律第５３号。以下

「建築物省エネ法」という。

）第１２条第１項又は第１３

条第２項の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能適合性

判定の申請に対する審査 

［略］ 

 省令第１条第１号イに定 

める基準に適合する同号に 

規定する建築物 

  ア ［略］ 

  イ 床面積の合計が３００

平方メートル以上１，０

００平方メートル未満の

もの 

  ウ 床面積の合計が１，０

００平方メートル以上２ 

，０００平方メートル未 

満のもの 

  エ ［略］ 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

  キ ［略］ 

 省令第１条第１号ロに定

める基準に適合する同号に

規定する建築物 

ア ［略］ 

  イ 床面積の合計が３００

平方メートル以上１，０

００平方メートル未満の

もの 

  ウ 床面積の合計が１，０

００平方メートル以上２ 

，０００平方メートル未 

［略］ 

３３４，０

００円

［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

［略］ 

１３０，０

００円

［略］ 

部分 

ア ［略］ 

  イ 床面積の合計が３００ 

平方メートルを超え２， 

０００平方メートル以下 

のもの 

  ウ ［略］ 

  エ ［略］ 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

［略］ 

［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

７０～７２ ［略］  

７３ 建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律（平

成２７年法律第５３号。以下

「建築物省エネ法」という。

）第１２条第１項又は第１３

条第２項の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能適合性

判定の申請に対する審査 

［略］ 

 省令第１条第１号イに定 

める基準に適合する同号に 

規定する建築物 

ア ［略］ 

  イ 床面積の合計が３００

平方メートル以上２，０

００平方メートル未満の

もの 

  ウ ［略］ 

  エ ［略］ 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

 省令第１条第１号ロに定

める基準に適合する同号に

規定する建築物 

  ア ［略］ 

イ 床面積の合計が３００ 

平方メートル以上２，０ 

００平方メートル未満の 

［略］ 

［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

［略］ 



満のもの 

  エ ［略］ 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

  キ ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

７４ 建築物省エネ法第１２条

第２項又は第１３条第３項の

規定に基づく建築物エネルギ

ー消費性能適合性判定の申請

に対する審査 

［略］ 

 省令第１条第１号イに定 

める基準に適合する同号に 

規定する建築物 

  ア ［略］ 

  イ 床面積の合計が３００

平方メートル以上１，０

００平方メートル未満の

もの 

ウ 床面積の合計が１，０ 

００平方メートル以上２ 

，０００平方メートル未 

満のもの 

  エ ［略］ 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

  キ ［略］ 

 省令第１条第１号ロに定

める基準に適合する同号に

規定する建築物 

ア ［略］ 

  イ 床面積の合計が３００

平方メートル以上１，０

００平方メートル未満の

もの 

  ウ 床面積の合計が１，０

００平方メートル以上２ 

，０００平方メートル未 

満のもの 

  エ ［略］ 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

  キ ［略］ 

［略］ 

１６７，０

００円

［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

［略］ 

６５，００

０円

［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

７５ 建築物省エネ法第３４条 ［略］ 

第１項の規定に基づく建築 

物エネルギー消費性能向上 

計画の認定の申請に対する 

審査（次項に規定する審査 

を除く。） 

 建築物省エネ法第３５条

第１項各号に掲げる基準に 

もの 

  ウ ［略］ 

  エ ［略］ 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

７４ 建築物省エネ法第１２条

第２項又は第１３条第３項の

規定に基づく建築物エネルギ

ー消費性能適合性判定の申請

に対する審査 

［略］ 

 省令第１条第１号イに定

める基準に適合する同号に

規定する建築物 

  ア ［略］ 

  イ 床面積の合計が３００

平方メートル以上２，０

００平方メートル未満の

もの 

  ウ ［略］ 

  エ ［略］ 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

 省令第１条第１号ロに定

める基準に適合する同号に

規定する建築物 

  ア ［略］ 

  イ 床面積の合計が３００

平方メートル以上２，０

００平方メートル未満の

もの 

  ウ ［略］ 

  エ ［略］ 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

 ［略］ 

［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

［略］ 

［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

７５ 建築物省エネ法第２９条 ［略］ 

第１項の規定に基づく建築 

物エネルギー消費性能向上 

計画の認定の申請に対する 

審査（次項に規定する審査 

を除く。） 

 建築物省エネ法第３０条

第１項各号に掲げる基準に 



適合していることを示す書 

類が提出された場合 

  ア・イ ［略］ 

  ウ 非住宅用途を含む建築

物の非住宅部分 

（ア） ［略］ 

（イ） 床面積の合計が３０

０平方メートル以上１ 

，０００平方メートル 

未満のもの 

（ウ） 床面積の合計が１，

０００平方メートル以

上２，０００平方メー

トル未満のもの 

（エ） ［略］ 

（オ） ［略］ 

（カ） ［略］ 

（キ） ［略］ 

［略］ 

［略］ 

１９，００

０円

［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 第１号以外の場合で、省 

令第１０条第１号イ 及び

ロ に定める基準に適合す

る非住宅用途を含む建築物 

の非住宅部分 

  ア ［略］ 

  イ 床面積の合計が３００

平方メートル以上１，０

００平方メートル未満の

もの 

  ウ 床面積の合計が１，０

００平方メートル以上２ 

，０００平方メートル未 

満のもの 

  エ ［略］ 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

  キ ［略］ 

 ［略］ 

３３４，０

００円

［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 第１号以外の場合で、省

令第１０条第１号イ 及び

ロ に定める基準に適合す

る非住宅用途を含む建築物

の非住宅部分 

  ア ［略］ 

  イ 床面積の合計が３００

平方メートル以上１，０

００平方メートル未満の

もの 

  ウ 床面積の合計が１，０

００平方メートル以上

２，０００平方メート

［略］ 

１３０，０

００円

［略］ 

適合していることを示す書 

類が提出された場合 

ア・イ ［略］ 

  ウ 非住宅用途を含む建築

物の非住宅部分 

（ア） ［略］ 

（イ） 床面積の合計が３０

０平方メートル以上２ 

，０００平方メートル 

未満のもの 

（ウ） ［略］ 

（エ） ［略］ 

（オ） ［略］ 

（カ） ［略］ 

［略］ 

［略］ 

［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ ［略］ 

 第１号以外の場合で、省 

令第１０条第１号イ 及び

ロ に定める基準に適合す

る非住宅用途を含む建築物 

の非住宅部分 

  ア ［略］ 

  イ 床面積の合計が３００

平方メートル以上２，０

００平方メートル未満の

もの 

  ウ ［略］ 

  エ ［略］ 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

 ［略］ 

［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 第１号以外の場合で、省 

令第１０条第１号イ 及び

ロ に定める基準に適合す

る非住宅用途を含む建築物 

の非住宅部分 

ア ［略］ 

  イ 床面積の合計が３００

平方メートル以上２，０

００平方メートル未満の

［略］ 

 ［略］ 



ル未満のもの 

  エ ［略］ 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

  キ ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

７６ 建築物省エネ法第３４条

第１項の規定に基づく建築物

エネルギー消費性能向上計画

の認定の申請（建築物省エネ

法第３５条第２項の規定によ

る申出を伴う申請に限る。）

に対する審査 

［略］ 

  ・  ［略］ ［略］ 

７７ 建築物省エネ法第３６条

第１項の規定に基づく建築物

エネルギー消費性能向上計画

の変更の認定の申請に対する

審査（次項に規定する審査を

除く。） 

［略］ 

 建築物省エネ法第３５条 

第１項各号に掲げる基準に 

適合していることを示す書 

類が提出された場合 

ア・イ ［略］ 

  ウ 非住宅用途を含む建築

物の非住宅部分 

（ア） ［略］ 

（イ） 床面積の合計が３０

０平方メートル以上１ 

，０００平方メートル 

未満のもの 

（ウ） 床面積の合計が１，

０００平方メートル以

上２，０００平方メー

トル未満のもの 

（エ） ［略］ 

（オ） ［略］ 

（カ） ［略］ 

（キ） ［略］ 

［略］ 

［略］ 

９，５００

円

［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ ［略］ 

 第１号以外の場合で、省 

令第１０条第１号イ 及び

ロ に定める基準に適合す

る非住宅用途を含む建築物 

の非住宅部分 

ア ［略］ 

  イ 床面積の合計が３００

平方メートル以上１，０

００平方メートル未満の

もの 

［略］ 

１６７，０

００円

もの 

  ウ ［略］ 

  エ ［略］ 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

７６ 建築物省エネ法第２９条

第１項の規定に基づく建築物

エネルギー消費性能向上計画

の認定の申請（建築物省エネ

法第３０条第２項の規定によ

る申出を伴う申請に限る。）

に対する審査 

［略］ 

 ・  ［略］ ［略］ 

７７ 建築物省エネ法第３１条

第１項の規定に基づく建築物

エネルギー消費性能向上計画

の変更の認定の申請に対する

審査（次項に規定する審査を

除く。） 

［略］ 

 建築物省エネ法第３０条 

第１項各号に掲げる基準に 

適合していることを示す書 

類が提出された場合 

ア・イ ［略］ 

  ウ 非住宅用途を含む建築

物の非住宅部分 

（ア） ［略］ 

（イ） 床面積の合計が３０

０平方メートル以上２ 

，０００平方メートル 

未満のもの 

（ウ） ［略］ 

（エ） ［略］ 

（オ） ［略］ 

（カ） ［略］ 

［略］ 

［略］ 

［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ ［略］ 

 第１号以外の場合で、省 

令第１０条第１号イ 及び

ロ に定める基準に適合す

る非住宅用途を含む建築物 

の非住宅部分 

ア ［略］ ［略］ 



  ウ 床面積の合計が１，０

００平方メートル以上２ 

，０００平方メートル未 

満のもの 

  エ ［略］ 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

  キ ［略］ 

［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 第１号以外の場合で、省 

令第１０条第１号イ 及び

ロ に定める基準に適合す

る非住宅用途を含む建築物 

の非住宅部分 

ア ［略］ 

  イ 床面積の合計が３００

平方メートル以上１，０

００平方メートル未満の

もの 

  ウ 床面積の合計が１，０

００平方メートル以上２ 

，０００平方メートル未 

満のもの 

  エ ［略］ 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

  キ ［略］ 

［略］ 

６５，００

０円

［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

７８ 建築物省エネ法第３６条

第１項の規定に基づく建築物

エネルギー消費性能向上計画

の変更の認定の申請（同条第

２項において準用する建築物

省エネ法第３５条第２項の規

定による申出を伴う申請に限

る。）に対する審査 

［略］ 

７９ 建築物省エネ法第４１条

第１項の規定に基づく建築物

エネルギー消費性能に係る認

定の申請に対する審査 

［略］ 

 建築物省エネ法第２条第 

３号に掲げる基準に適合し 

ていることを示す書類が提 

出された場合 

ア・イ ［略］ 

  ウ 非住宅用途を含む建築

物の非住宅部分 

（ア） ［略］ 

（イ） 床面積の合計が３０

０平方メートル以上１ 

，０００平方メートル 

未満のもの 

［略］ 

［略］ 

１９，００

０円

  イ 床面積の合計が３００

平方メートル以上２，０

００平方メートル未満の

もの 

  ウ ［略］ 

  エ ［略］ 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 第１号以外の場合で、省 

令第１０条第１号イ 及び

ロ に定める基準に適合す

る非住宅用途を含む建築物 

の非住宅部分 

ア ［略］ 

イ 床面積の合計が３００ 

平方メートル以上２，０ 

００平方メートル未満の 

もの 

  ウ ［略］ 

  エ ［略］ 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

［略］ 

［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

７８ 建築物省エネ法第３１条

第１項の規定に基づく建築物

エネルギー消費性能向上計画

の変更の認定の申請（同条第

２項において準用する建築物

省エネ法第３０条第２項の規

定による申出を伴う申請に限

る。）に対する審査 

［略］ 

７９ 建築物省エネ法第３６条

第１項の規定に基づく建築物

エネルギー消費性能に係る認

定の申請に対する審査 

［略］ 

 建築物省エネ法第２条第 

３号に掲げる基準に適合し 

ていることを示す書類が提 

出された場合 

ア・イ ［略］ 

  ウ 非住宅用途を含む建築 

物の非住宅部分 

（ア） ［略］ 

［略］ 

［略］ 



（ウ） 床面積の合計が１，

０００平方メートル以

上２，０００平方メー

トル未満のもの 

（エ） ［略］ 

（オ） ［略］ 

（カ） ［略］ 

（キ） ［略］ 

［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

・  ［略］ ［略］ 

 第１号以外の場合で、省 

令第１条第１項第１号イに 

定める基準に適合する非住 

宅用途を含む建築物の非住 

宅部分 

ア ［略］ 

  イ 床面積の合計が３００

平方メートル以上１，０

００平方メートル未満の

もの 

  ウ 床面積の合計が１，０

００平方メートル以上２ 

，０００平方メートル未 

満のもの 

  エ ［略］ 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

  キ ［略］ 

［略］ 

３３４，０

００円

［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 第１号以外の場合で、省 

令第１条第１項第１号ロに 

定める基準に適合する非住 

宅用途を含む建築物の非住 

宅部分 

ア ［略］ 

  イ 床面積の合計が３００

平方メートル以上１，０

００平方メートル未満の

もの 

  ウ 床面積の合計が１，０

００平方メートル以上２ 

，０００平方メートル未 

満のもの 

  エ ［略］ 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

  キ ［略］ 

［略］ 

１３０，０

００円

［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

８０ 建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律施行

規則（平成２８年国土交通省

令第５号）第１１条の規定に

基づく軽微な変更に該当して 

 ［略］ 

（イ） 床面積の合計が３０

０平方メートル以上２ 

，０００平方メートル 

未満のもの 

（ウ） ［略］ 

（エ） ［略］ 

（オ） ［略］ 

（カ） ［略］ 

［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ・  ［略］ ［略］ 

 第１号以外の場合で、省 

令第１条第１項第１号イに 

定める基準に適合する非住 

宅用途を含む建築物の非住 

宅部分 

ア ［略］ 

イ 床面積の合計が３００ 

平方メートル以上２，０ 

００平方メートル未満の 

もの 

  ウ ［略］ 

  エ ［略］ 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

［略］ 

［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 第１号以外の場合で、省 

令第１条第１項第１号ロに 

定める基準に適合する非住 

宅用途を含む建築物の非住 

宅部分 

ア ［略］ 

イ 床面積の合計が３００ 

平方メートル以上２，０ 

００平方メートル未満の 

もの 

  ウ ［略］ 

  エ ［略］ 

［略］ 

［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

８０ 建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律施行

規則（平成２８年国土交通省

令第５号）第１１条の規定に

基づく軽微な変更に該当して 

［略］ 



いることを証する書面の交付

に対する手数料 

 省令第１条第１号イに定 

める基準に適合する同号に 

規定する建築物 

ア ［略］ 

  イ 床面積の合計が３００

平方メートル以上１，０

００平方メートル未満の

もの 

  ウ 床面積の合計が１，０

００平方メートル以上２ 

，０００平方メートル未 

満のもの 

  エ ［略］ 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

  キ ［略］ 

［略］ 

１６７，０

００円

［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 省令第１条第１号ロに定

める基準に適合する同号に

規定する建築物 

ア ［略］ 

  イ 床面積の合計が３００

平方メートル以上１，０

００平方メートル未満の

もの 

  ウ 床面積の合計が１，０

００平方メートル以上２ 

，０００平方メートル未 

満のもの 

  エ ［略］ 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

  キ ［略］ 

［略］ 

６５，００

０円

［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

いることを証する書面の交付 

に対する手数料 

 省令第１条第１号イに定 

める基準に適合する同号に 

規定する建築物 

ア ［略］ 

イ 床面積の合計が３００ 

平方メートル以上２，０ 

００平方メートル未満の 

もの 

  ウ ［略］ 

  エ ［略］ 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

［略］ 

［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 省令第１条第１号ロに定 

める基準に適合する同号に 

規定する建築物 

ア ［略］ 

イ 床面積の合計が３００ 

平方メートル以上２，０ 

００平方メートル未満の 

もの 

  ウ ［略］ 

  エ ［略］ 

  オ ［略］ 

  カ ［略］ 

［略］ 

［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 備考 ［略］  備考 ［略］ 

附 則

 （施行期日）

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。

 （経過措置）

２ この条例による改正後のさいたま市建築等関係事務手数料条例別表第６８項から

第６９項まで、第７３項から第７５項まで、第７７項、第７９項及び第８０項の規

定は、この条例の施行の日以後に申請のあった事務に係る手数料について適用し、

同日前に申請のあった事務に係る手数料については、なお従前の例による。



さいたま市条例第５号 

   さいたま市合併振興基金条例の一部を改正する条例

 さいたま市合併振興基金条例（平成１３年さいたま市条例第２９２号）の一部を次

のように改正する。

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （設置）  （設置） 

第１条 市民の連帯の強化又は地域振興のために必

要な経費の財源に充てるため、さいたま市合併振

興基金（以下「基金」という。）を設置する。 

第１条 さいたま市における市民の連帯の強化又は

地域振興のための事業費用に充てるため、さいた

ま市合併振興基金（以下「基金」という。）を設

置する。 

 （運用益金の整理）  （運用益金の整理） 

第４条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上

して整理するものとする。 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上

して整理するものとする。 

 （処分） 

第６条 基金は、市民の連帯の強化又は地域振興の

ために必要な経費の財源に充てる場合に限り、こ

れを処分することができる。 

第７条 ［略］ 第６条 ［略］ 

   附 則

 この条例は、公布の日から施行する。



さいたま市条例第６号 

さいたま市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部

を改正する条例 

 さいたま市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例（平成２６

年さいたま市条例第５３号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

×  改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当 

  該改正後部分に改める。 

×  改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

×  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（職員） （職員）

第１０条 ［略］ 第１０条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 放課後児童支援員は、次のいずれかに該当する

者であって、都道府県知事又は地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項の

指定都市若しくは同法第２５２条の２２第１項の

中核市の長が行う研修を修了したもの（次のいず

れかに該当する者として放課後児童健全育成事業

に従事することとなった日（当該日が２以上ある

ときは、最も遅い日）から２年を経過する日の属

する年度の末日までに修了することを予定してい

る者を含む。）でなければならない。 

～  ［略］ 

３ 放課後児童支援員は、次のいずれかに該当する

者であって、都道府県知事又は地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項の

指定都市の長が行う研修を修了したもの（次のい

ずれかに該当する者として放課後児童健全育成事

業に従事することとなった日（当該日が２以上あ

るときは、最も遅い日）から２年を経過する日の

属する年度の末日までに修了することを予定して

いる者を含む。）でなければならない。 

～  ［略］ 

４・５ ［略］ ４・５ ［略］ 

   附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 



さいたま市条例第７号 

   さいたま市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

 さいたま市国民健康保険税条例（平成１４年さいたま市条例第２８号）の一部を次

のように改正する。

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （課税額）  （課税額）

第３条 ［略］ 第３条 ［略］

２ 前項第１号の基礎課税額は、国保課税被保険者

（前条第１項の世帯主及びその世帯に属する国民

健康保険の被保険者並びに前条第２項の世帯主に

係る世帯に属する国民健康保険の被保険者をいう。

 以下同じ。）につき算定した所得割額及び被保険

者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算額

が６３万円を超える場合においては、基礎課税額

は、６３万円とする。

２ 前項第１号の基礎課税額は、国保課税被保険者

（前条第１項の世帯主及びその世帯に属する国民

健康保険の被保険者並びに前条第２項の世帯主に

係る世帯に属する国民健康保険の被保険者をいう。

 以下同じ。）につき算定した所得割額及び被保険

者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算額

が６１万円を超える場合においては、基礎課税額

は、６１万円とする。

３ ［略］ ３ ［略］

４ 第１項第３号の介護納付金課税額は、介護納付

金課税被保険者（国保課税被保険者のうち介護保

険法第９条第２号に規定する被保険者であるもの

をいう。以下同じ。）につき算定した所得割額及

び被保険者均等割額の合算額とする。ただし、当

該合算額が１７万円を超える場合においては、介

護納付金課税額は、１７万円とする。

４ 第１項第３号の介護納付金課税額は、介護納付

金課税被保険者（国保課税被保険者のうち介護保

険法第９条第２号に規定する被保険者であるもの

をいう。以下同じ。）につき算定した所得割額及

び被保険者均等割額の合算額とする。ただし、当

該合算額が１６万円を超える場合においては、介

護納付金課税額は、１６万円とする。

 （後期高齢者支援金等課税額に係る所得割額）  （後期高齢者支援金等課税額に係る所得割額）

第６条 第３条第３項の所得割額は、国保課税被保

険者に係る基礎控除後の総所得金額等に１００分

の２．２４を乗じて算定する。

第６条 第３条第３項の所得割額は、国保課税被保

険者に係る基礎控除後の総所得金額等に１００分

の２．１１を乗じて算定する。

 （後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者均等

割額）

 （後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者均等

割額）

第７条 第３条第３項の被保険者均等割額は、国保

課税被保険者１人について９，１００円とする。

第７条 第３条第３項の被保険者均等割額は、国保

課税被保険者１人について８，５００円とする。

 （介護納付金課税額に係る所得割額）  （介護納付金課税額に係る所得割額）

第８条 第３条第４項の所得割額は、介護納付金課

税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に１

第８条 第３条第４項の所得割額は、介護納付金課

税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に１



００分の２．１０を乗じて算定する。 ００分の２．０２を乗じて算定する。

 （介護納付金課税額に係る被保険者均等割額）  （介護納付金課税額に係る被保険者均等割額）

第９条 第３条第４項の被保険者均等割額は、介護

納付金課税被保険者１人について１万２００円と

する。

第９条 第３条第４項の被保険者均等割額は、介護

納付金課税被保険者１人について９，７００円と

する。

 （国民健康保険税の減額）  （国民健康保険税の減額）

第２１条 次の各号に掲げる国民健康保険税の納税

義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第

３条第２項本文の基礎課税額から当該各号アに掲

げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が

６３万円を超える場合には、６３万円）及び同条

第３項本文の後期高齢者支援金等課税額から当該

各号イに掲げる額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が１９万円を超える場合には、１９万円

）並びに同条第４項本文の介護納付金課税額から

当該各号ウに掲げる額を減額して得た額（当該減

額して得た額が１７万円を超える場合には、１７

万円）の合算額とする。

第２１条 次の各号に掲げる国民健康保険税の納税

義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第

３条第２項本文の基礎課税額から当該各号アに掲

げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が

６１万円を超える場合には、６１万円）及び同条

第３項本文の後期高齢者支援金等課税額から当該

各号イに掲げる額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が１９万円を超える場合には、１９万円

）並びに同条第４項本文の介護納付金課税額から

当該各号ウに掲げる額を減額して得た額（当該減

額して得た額が１６万円を超える場合には、１６

万円）の合算額とする。

 世帯主、当該年度の賦課期日（賦課期日後に

国民健康保険税の納付義務が発生した場合には

その発生した日。以下この項において同じ。）

現在においてその世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者（国民健康保

険法第６条第８号の規定により被保険者の資格

を喪失した者（世帯主を除く。）であって、当

該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の

世帯に属するものをいう。以下同じ。）につき

算定した法第７０３条の５に規定する総所得金

額及び山林所得金額の合算額が、４３万円（納

税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険

の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与

所得を有する者（前年中に法第７０３条の５に

規定する総所得金額に係る所得税法（昭和４０

年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給

与所得について同条第３項に規定する給与所得

控除額の控除を受けた者（同条第 1項に規定す
る給与等の収入金額が５５万円を超える者に限

る。）をいう。以下この号において同じ。）の

数及び公的年金等に係る所得を有する者（前年

中に法第７０３条の５に規定する総所得金額に

係る所得税法第３５条第３項に規定する公的年

金等に係る所得について同条第４項に規定する

公的年金等控除額の控除を受けた者（年齢６５

歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金

額が６０万円を超える者に限り、年齢６５歳以

上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が

１１０万円を超える者に限る。）をいい、給与

所得を有する者を除く。）の数の合計数（以下

この条において「給与所得者等の数」という。

 世帯主、当該年度の賦課期日（賦課期日後に

国民健康保険税の納付義務が発生した場合には

その発生した日。以下この項において同じ。）

現在においてその世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者（国民健康保

険法第６条第８号の規定により被保険者の資格

を喪失した者（世帯主を除く。）であって、当

該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の

世帯に属するものをいう。以下同じ。）につき

算定した法第３１４条の２第１項に規定する総

所得金額（青色専従者給与額又は事業専従者控

除額については、法第３１３条第３項、第４項

又は第５項の規定を適用せず、また、所得税法

（昭和４０年法律第３３号）第５７条第１項、

第３項又は第４項の規定の例によらないものと

する。以下この号中山林所得金額の算定につい

ても同様とする。次号及び第３号において同じ。

  ）及び山林所得金額の合算額が、法第３１４条

の２第２項に規定する金額を超えない世帯に係

る納税義務者



）が２以上の場合にあっては、４３万円に当該

給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円

を乗じて得た金額を加算した金額）を超えない

世帯に係る納税義務者

  ア ［略］   ア ［略］

  イ 後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者

均等割額 国保課税被保険者１人について 

６，３７０円

  イ 後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者

均等割額 国保課税被保険者１人について 

５，９５０円

  ウ 介護納付金課税額に係る被保険者均等割額

    介護納付金課税被保険者１人について ７

，１４０円

  ウ 介護納付金課税額に係る被保険者均等割額

    介護納付金課税被保険者１人について ６

，７９０円

 世帯主、当該年度の賦課期日現在においてそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特

定同一世帯所属者につき算定した法第７０３条

の５に規定する総所得金額及び山林所得金額の

合算額が、４３万円（納税義務者並びにその世

帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同

一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上

の場合にあっては、４３万円に当該給与所得者

等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得

た金額を加算した金額）に当該被保険者の数及

び特定同一世帯所属者の数の合計数に２８万５

，０００円を乗じて得た額を加算した金額を超

えない世帯に係る納税義務者（前号に該当する

者を除く。）

 世帯主、当該年度の賦課期日現在においてそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特

定同一世帯所属者につき算定した法第３１４条

の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得

金額の合算額が、法第３１４条の２第２項に規

定する金額に当該被保険者の数及び特定同一世

帯所属者の数の合計数に２８万５，０００円を

乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に

係る納税義務者（前号に該当する者を除く。）

  ア ［略］   ア ［略］

  イ 後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者

均等割額 国保課税被保険者１人について 

４，５５０円

  イ 後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者

均等割額 国保課税被保険者１人について 

４，２５０円

  ウ 介護納付金課税額に係る被保険者均等割額

    介護納付金課税被保険者１人について ５

，１００円

  ウ 介護納付金課税額に係る被保険者均等割額

    介護納付金課税被保険者１人について ４

，８５０円

 世帯主、当該年度の賦課期日現在においてそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特

定同一世帯所属者につき算定した法第７０３条

の５に規定する総所得金額及び山林所得金額の

合算額が、４３万円（納税義務者並びにその世

帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同

一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上

の場合にあっては、４３万円に当該給与所得者

等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得

た金額を加算した金額）に当該被保険者の数及

び特定同一世帯所属者の数の合計数に５２万円

を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯

に係る納税義務者（前２号に該当する者を除く。

  ）

 世帯主、当該年度の賦課期日現在においてそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特

定同一世帯所属者につき算定した法第３１４条

の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得

金額の合算額が、法第３１４条の２第２項に規

定する金額に当該被保険者の数及び特定同一世

帯所属者の数の合計数に５２万円を乗じて得た

額を加算した金額を超えない世帯に係る納税義

務者（前２号に該当する者を除く。）

  ア ［略］   ア ［略］

  イ 後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者

均等割額 国保課税被保険者１人について 

   １，８２０円

  イ 後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者

均等割額 国保課税被保険者１人について 

１，７００円

  ウ 介護納付金課税額に係る被保険者均等割額   ウ 介護納付金課税額に係る被保険者均等割額



    介護納付金課税被保険者１人について ２

，０４０円

    介護納付金課税被保険者１人について １

，９４０円

２ ［略］ ２ ［略］

   附 則    附 則

１～８ ［略］ １～８ ［略］

 （公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の

課税の特例）

 （公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の

課税の特例）

９ 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健

康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者（

以下「世帯主等」という。）が、前年中に所得税

法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所

得（次項から附則第１３項までにおいて「公的年

金等所得」という。）について同条第４項に規定

する公的年金等控除額（年齢６５歳以上の者に係

るものに限る。次項から附則第１３項までにおい

て「特定公的年金等控除額」という。）の控除を

受けた場合における第２１条の規定の適用につい

ては、同条中「法第７０３条の５に規定する総所

得金額及び山林所得金額」とあるのは、「法第７

０３条の５に規定する総所得金額（所得税法第３

５条第３項に規定する公的年金等に係る所得につ

いては、同条第２項第１号の規定により計算した

金額から１５万円を控除した金額によるものとす

る。）及び山林所得金額」と、「１１０万円」と

あるのは「１２５万円」とする。

９ 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健

康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者（

以下「世帯主等」という。）が、前年中に所得税

法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所

得（次項から附則第１３項までにおいて「公的年

金等所得」という。）について同条第４項に規定

する公的年金等控除額（年齢６５歳以上の者に係

るものに限る。次項から附則第１３項までにおい

て「特定公的年金等控除額」という。）の控除を

受けた場合における第２１条の規定の適用につい

ては、同条中「総所得金額（」とあるのは、「総

所得金額（所得税法第３５条第３項に規定する公

的年金等に係る所得については、同条第２項第１

号の規定により計算した金額から１５万円を控除

した金額によるものとし、」とする。

１０～１３ ［略］ １０～１３ ［略］

 （長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特

例）

 （長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特

例）

１４ 世帯主等が法附則第３４条第４項の譲渡所得

を有する場合における第４条及び第２１条の規定

の適用については、第４条第１項中「及び山林所

得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第３４条第４項に規

定する長期譲渡所得の金額（租税特別措置法（昭

和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若し

くは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１

項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３

５条の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６

条の規定に該当する場合には、これらの規定の適

用により同法第３１条第１項に規定する長期譲渡

所得の金額から控除する金額を控除した金額。以

下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額

」という。）の合計額から法第３１４条の２第２

項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とある

のは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡

所得の金額の合計額（」と、同条第２項中「又は

山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金

額又は法附則第３４条第４項に規定する長期譲渡

所得の金額」と、第２１条中「及び山林所得金額

」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第

１４ 世帯主等が法附則第３４条第４項の譲渡所得

を有する場合における第４条及び第２１条の規定

の適用については、第４条第１項中「及び山林所

得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第３４条第４項に規

定する長期譲渡所得の金額（租税特別措置法（昭

和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若し

くは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１

項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３

５条の２第１項又は第３６条の規定に該当する場

合には、これらの規定の適用により同法第３１条

第１項に規定する長期譲渡所得の金額から控除す

る金額を控除した金額。以下この項において「控

除後の長期譲渡所得の金額」という。）の合計額

から法第３１４条の２第２項」と、「及び山林所

得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金

額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額（

」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とある

のは「若しくは山林所得金額又は法附則第３４条

第４項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第２

１条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山

林所得金額並びに法附則第３４条第４項に規定す



３４条第４項に規定する長期譲渡所得の金額」と

する。

る長期譲渡所得の金額」とする。

 （短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特

例）

 （短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特

例）

１５ 前項の規定は、世帯主等が法附則第３５条第

５項の譲渡所得を有する場合について準用する。

この場合において、前項中「法附則第３４条第４

項」とあるのは「法附則第３５条第５項」と、「

長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得

の金額」と、「、第３５条の２第１項、第３５条

の３第１項又は第３６条」とあるのは「又は第３

６条」と、「第３１条第１項」とあるのは「第３

２条第１項」と読み替えるものとする。

１５ 前項の規定は、世帯主等が法附則第３５条第

５項の譲渡所得を有する場合について準用する。

この場合において、前項中「法附則第３４条第４

項」とあるのは「法附則第３５条第５項」と、「

長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得

の金額」と、「、第３５条の２第１項又は第３６

条」とあるのは「又は第３６条」と、「第３１条

第１項」とあるのは「第３２条第１項」と読み替

えるものとする。

１６～２６ ［略］ １６～２６ ［略］

附 則

 （施行期日）

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。

 （経過措置）

２ この条例による改正後のさいたま市国民健康保険税条例の規定は、令和３年度以

後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和２年度分までの国民健康保険税

については、なお従前の例による。



さいたま市条例第８号 

さいたま市生活環境の保全に関する条例の一部を改正する条例

さいたま市生活環境の保全に関する条例（平成２０年さいたま市条例第４６号）の

一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （夜間営業騒音等の規制）  （夜間営業騒音等の規制）

第５５条 夜間において次に掲げる営業を行う者は、

当該営業に係る夜間における騒音について、規則

で定める区域の区分ごとに規則で定める基準を超

える騒音を発生し、又は発生させてはならない。

第５５条 夜間において次に掲げる営業を行う者は、

当該営業に係る夜間における騒音について、規則

で定める区域の区分ごとに規則で定める基準を超

える騒音を発生し、又は発生させてはならない。

 ［略］  ［略］

 喫茶店営業（食品衛生法施行令第３５条第２

号に掲げるものをいう。）

 ［略］  ［略］

 ［略］  ［略］

 ［略］  ［略］

 ［略］  ［略］

 公衆浴場営業（さいたま市公衆浴場法施行条

例（平成２４年さいたま市条例第７８号）第５

条第２項に規定する公衆浴場のうち、保養又は

休養のための施設を有するものにおいて行うも

のに限る。）

 公衆浴場営業（公衆浴場法施行条例（平成２

０年埼玉県条例第１９号）第５条第２項に規定

する公衆浴場のうち、保養又は休養のための施

設を有するものにおいて行うものに限る。）

 ［略］

２ ［略］

 ［略］

２ ［略］

 （定義）

第６０条 この節において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。

・  ［略］

 元請業者 建築物その他の工作物（以下この

節において「建築物等」という。）を解体し、

改造し、又は補修する作業を伴う建設工事（以

下この節において「解体等建設工事」という。

）を施工しようとする者で、当該解体等建設工

事（他の者から請け負ったものを除く。）を発

注する者（以下この節において「発注者」とい

 （定義）

第６０条 この節において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。

  ・  ［略］

 受注者 建築物その他の工作物（以下この節

において「建築物等」という。）を解体し、改

造し、又は補修する作業を伴う建設工事（当該

建設工事が石綿排出等工事に該当しないことが

明らかなものとして規則で定めるものを除く。

以下この節において「解体等建設工事」という。

）を施工しようとする者で、当該建設工事（他



う。）から直接請け負うものをいう。

 （解体等建設工事に係る事前調査及び説明等）

第６１条 元請業者は、石綿含有建築材料の使用の

有無その他の規則で定める事項について、規則で

定めるところにより調査を行うとともに、発注者

に対し、当該調査の結果について、規則で定める

事項を記載した書面を交付して説明しなければな

らない。この場合において、解体等建設工事が石

綿排出等工事に該当するときは、規則で定める事

項を書面に記載して、これらの事項について説明

しなければならない。

２ 発注者は、元請業者が行う前項の調査に要する

費用を適正に負担することその他当該調査に関し

必要な措置を講じることにより、当該調査に協力

しなければならない。

３ 元請業者は、規則で定めるところにより、第１

項の規定による調査に関する記録を作成し、当該

記録及び同項に規定する書面の写しを保存しなけ

ればならない。

４ 自主施工者（解体等建設工事を請負契約によら

ないで自ら施工する者をいう。以下この節におい

て同じ。）は、解体等建設工事が石綿排出等工事

に該当するか否かについて、第１項の規則で定め

る方法による調査を行うとともに、前項の規則で

定めるところにより、当該調査に関する記録を作

成し、これを保存しなければならない。

５ 元請業者又は自主施工者は、第１項又は前項の

規定による調査に係る解体等建設工事を施工する

ときは、第３項又は前項に規定する記録の写しを

当該解体等建設工事の現場に備え置かなければな

らない。

（事前調査の結果の掲示等）

第６２条 前条第１項又は第４項の規定による調査

を行った者は、当該調査の結果、石綿含有建築材

料の使用が確認されたときは、当該使用が確認さ

れた建築物等に係る石綿排出等工事に着手する日

の７日前から当該石綿排出等工事が完了するまで

の間、規則で定めるところにより、当該調査の結

果その他規則で定める事項を当該石綿排出等工事

の現場において公衆に見やすいように掲示すると

ともに、その内容を工事関係者に周知し、石綿飛

散防止対策の徹底を指示しなければならない。

２ 前条第１項又は第４項の規定による調査を行っ

た者は、当該調査の結果、石綿含有建築材料の使

用が確認されなかったときは、当該解体等建設工

の者から請け負ったものを除く。）を発注する

者（以下この節において「発注者」という。）

から直接請け負う者をいう。

 （解体等建設工事に係る事前調査及び説明等）

第６１条 受注者は、石綿含有建築材料の使用の有

無その他の規則で定める事項について、規則で定

めるところにより調査を行うとともに、当該解体

等建設工事の発注者に対し、当該調査の結果につ

いて、規則で定める事項を記載した書面を交付し

て説明しなければならない。この場合において、

当該解体等建設工事が石綿排出等工事に該当する

ときは、規則で定める事項を書面に記載して、こ

れらの事項について説明しなければならない。

２ 前項前段の場合において、解体等建設工事の発

注者は、当該解体等建設工事の受注者が行う同項

の調査に要する費用を適正に負担することその他

当該調査に関し必要な措置を講じることにより、

当該調査に協力しなければならない。

３ 解体等建設工事を請負契約によらないで自ら施

工する者（以下この節において「自主施工者」と

いう。）は、当該解体等建設工事が石綿排出等工

事に該当するか否かについて調査を行わなければ

ならない。

（事前調査の結果の掲示等）

第６２条 前条第１項又は第３項の規定による調査

を行った者は、当該調査の結果、石綿含有建築材

料の使用が確認されたときは、当該使用が確認さ

れた建築物等に係る石綿排出等工事に着手する日

の７日前から当該石綿排出等工事が完了するまで

の間、規則で定めるところにより、当該調査の結

果その他規則で定める事項を当該石綿排出等工事

の場所において公衆に見やすいように掲示すると

ともに、その内容を工事関係者に周知し、石綿飛

散防止対策の徹底を指示しなければならない。

２ 前条第１項又は第３項の規定による調査を行っ

た者は、当該調査の結果、石綿含有建築材料の使

用が確認されなかったときは、当該解体等建設工



事の着手日から完了日までの間、規則で定めると

ころにより、当該調査の結果その他規則で定める

事項を当該解体等建設工事の現場において公衆に

見やすいように掲示しなければならない。

（作業実施基準）

第６３条 市長は、石綿含有建築材料の種類及び石

綿排出等作業の種類ごとに、石綿排出等作業の方

法及び石綿排出等作業の場所から大気中に排出さ

れ、又は飛散する石綿の濃度の測定に関する基準

として、石綿排出等作業に係る基準（以下この節

において「作業実施基準」という。）を規則で定

めるものとする。

 （作業実施基準及び敷地境界基準の遵守義務等）

第６５条 石綿排出等工事の元請業者若しくは当該

石綿排出等工事の全部若しくは一部（石綿排出等

作業を伴うものに限る。以下この節において同じ。

）を請け負った他の者（その請け負った石綿排出

等工事が数次の請負契約によって行われるときは、

当該他の者の請負契約の後次の全ての請負契約の

当事者である請負人を含む。以下この節において

「下請負人」という。）又は自主施工者は、作業

実施基準及び敷地境界基準を遵守しなければなら

ない。

２ 作業実施基準に基づき石綿の濃度を測定した石

綿排出等工事の元請業者若しくは下請負人又は自

主施工者は、当該石綿の濃度が敷地境界基準を超

えたことを確認したときは、直ちに、その測定結

果を市長に報告しなければならない。

（石綿濃度の測定計画の提出等）

第６６条 ［略］

２ 石綿排出等作業の元請業者は、発注者に対し、

測定計画について、規則で定めるところにより、

書面を交付して説明しなければならない。

 （石綿排出等作業完了報告書の提出等）

第６７条 ［略］

２ 石綿排出等作業の元請業者は、発注者に対し、

測定結果及び実施状況について、規則で定めると

ころにより、書面を交付して説明しなければなら

ない。

（勧告）

第６８条 市長は、次の各号のいずれかに該当する

ときは、これらの行為を行うべきことを勧告する

ことができる。

 元請業者が第６１条第１項の規定による調査

 を行っていないとき。

事の着手日から完了日までの間、その旨を当該解

体等建設工事の場所において公衆に見やすいよう

に掲示しなければならない。

 （作業実施基準）

第６３条 市長は、石綿排出等作業の種類ごとに、

石綿排出等作業の方法及び石綿排出等作業の場所

から大気中に排出され、又は飛散する石綿の濃度

の測定に関する基準として、石綿排出等作業に係

る基準（以下この節において「作業実施基準」と

いう。）を規則で定めるものとする。

 （作業実施基準及び敷地境界基準の遵守義務等）

第６５条 石綿排出等工事を施工する者は、作業実

施基準及び敷地境界基準を遵守しなければならな

い。

２ 作業実施基準に基づき石綿の濃度を測定した石

綿排出等工事を施工する者は、当該石綿の濃度が

敷地境界基準を超えたことを確認したときは、直

ちに、その測定結果を市長に報告しなければなら

ない。

（石綿濃度の測定計画の提出等）

第６６条 ［略］

２ 石綿排出等作業の受注者は、発注者に対し、測

定計画について、規則で定めるところにより、書

面を交付して説明しなければならない。

 （石綿排出等作業完了報告書の提出等）

第６７条 ［略］

２ 石綿排出等作業の受注者は、発注者に対し、測

定結果及び実施状況について、規則で定めるとこ

ろにより、書面を交付して説明しなければならな

い。

（勧告）

第６８条 市長は、次の各号のいずれかに該当する

ときは、これらの行為を行うべきことを勧告する

ことができる。

 受注者が第６１条第１項の規定による調査を

行っていないとき。



 自主施工者が第６１条第４項の規定による調

査を行っていないとき。

 元請業者又は自主施工者が第６１条第５項の

規定による備置きを行っていないとき。

 石綿排出等工事の元請業者又は自主施工者が

第６２条第１項の規定による掲示を行っていな

いとき。

 石綿排出等工事の元請業者若しくは下請負人

 又は自主施工者が第６５条第２項の規定による

報告を行っていないとき。

 ［略］

２ ［略］

３ 市長は、石綿排出等工事の元請業者若しくは下

請負人又は自主施工者が当該石綿排出等工事にお

いて作業実施基準又は敷地境界基準を遵守してい

ないと認めるときは、その者に対し、期限を定め

て、作業実施基準に従うべきことを勧告し、又は

当該石綿排出等作業の一時停止を勧告することが

できる。

 （発注者等の配慮）

第７０条 発注者は、元請業者に対して、設計図書

の提供その他の解体等建設工事に係る建築物等に

おける石綿含有建築材料の使用の状況に関する情

報の提供に努めなければならない。

２ 石綿排出等工事の発注者は、当該石綿排出等工

事の元請業者に対し、施工方法、工期、工事費そ

の他当該石綿排出等工事の請負契約に関する事項

について、作業実施基準又は敷地境界基準の遵守

を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮

しなければならない。

３ 前項の規定は、石綿排出等工事の元請業者が当

該石綿排出等工事の全部又は一部を他の者に請け

負わせるとき及び下請負人が当該石綿排出等工事

の全部又は一部を更に他の者に請け負わせるとき

について準用する。

 自主施工者が第６１条第３項の規定による調

査を行っていないとき。

 受注者又は自主施工者が第６２条第１項の規

定による掲示を行っていないとき。

 石綿排出等工事を施工する者が第６５条第２

項の規定による報告を行っていないとき。

 ［略］

２ ［略］

３ 市長は、石綿排出等工事を施工する者が当該石

綿排出等工事において作業実施基準又は敷地境界

基準を遵守していないと認めるときは、当該石綿

排出等工事の受注者又は自主施工者に対し、期限

を定めて、作業実施基準に従うべきことを勧告し、

又は当該石綿排出等作業の一時停止を勧告するこ

とができる。

 （発注者の配慮）

第７０条 建設工事の発注者は、当該建設工事の施

工者に対して、設計図書の提供その他の当該建設

工事に係る建築物等における石綿含有建築材料の

使用の状況に関する情報の提供に努めなければな

らない。

２ 石綿排出等工事の発注者は、当該石綿排出等工

事を施工する者に対し、施工方法、工期、工事費

その他当該石綿排出等工事の請負契約に関する事

項について、作業実施基準又は敷地境界基準の遵

守を妨げるおそれのある条件を付さないように配

慮しなければならない。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。ただし、第５５条の改正は、同年

６月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後のさいたま市生活環境の保全に関する条例第６１条、第６

２条、第６５条及び第７０条の規定は、この条例の施行の日から起算して１４日を



経過する日以後に着手する建設工事（大気汚染防止法の一部を改正する法律（令和

２年法律第３９号）による改正前の大気汚染防止法（昭和４３年法律第９７号）第

１８条の１５第１項又は第２項の規定による届出がされた特定粉じん排出等作業に

係る建設工事であって、同日前に着手していないもの（以下「届出がされた未着手

の工事」という。）を除く。）について適用し、同日前に着手した建設工事（届出

がされた未着手の工事を含む。）については、なお従前の例による。



さいたま市条例第９号 

さいたま市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例

さいたま市食品衛生法施行条例（平成１４年さいたま市条例第１００号）の一部を

次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （食品等の製造又は加工の営業等の届出）

第３条 食品若しくは添加物を製造し、又は加工す

る業（令第３５条に規定する営業及び食品衛生に

関する条例（昭和２５年埼玉県条例第３２号。以

下「県条例」という。）第２条第１項に規定する

営業（第６条において「許可営業」という。）を

除く。）を営もうとする者は、施設ごとにその者

の氏名その他の規則で定める事項を市長に届け出

なければならない。

２ 前項の規定による届出をした者は、規則で定め

る事項又は食品衛生責任者に変更があったときは、

速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

３ 第１項の規定による届出をした者は、当該営業

を廃止したときは、速やかにその旨を市長に届け

出なければならない。

 （廃業の届出）

第４条 法第５２条第１項の許可を受けた者は、当

該許可に係る営業を廃止したときは、速やかにそ

の旨を市長に届け出なければならない。

 （給食施設の届出）

第５条 営業以外の場合で寄宿舎、学校、病院等の

施設において、継続的に不特定又は多数の者に食

品を供与しようとする者は、その者の氏名その他

の規則で定める事項をあらかじめ市長に届け出な

ければならない。

２ 前項の規定による届出をした者は、規則で定め

る事項に変更があったときは、速やかにその旨を

市長に届け出なければならない。

３ 第１項の規定による届出をした者は、当該食品



の供与を廃止したときは、速やかにその旨を市長

に届け出なければならない。

 （食品衛生責任者の届出）

第６条 許可営業を営む者は、食品衛生法施行規則

（昭和２３年厚生省令第２３号）別表第１７一イ

の規定により食品衛生責任者を定めたときは、速

やかに許可営業を営む者の氏名その他の規則で定

める事項を市長に届け出なければならない。

２ 前項の規定による届出をした者は、食品衛生責

任者に変更があったときは、速やかにその旨を市

長に届け出なければならない。

 （営業許可に関する書面の掲示）  （営業許可に関する書面の掲示）

第３条 法第５５条第１項の許可を受けた者は、規

則で定める営業許可に関する書面を当該施設の見

やすい場所に掲示しなければならない。ただし、

特別の事情がある場合は、この限りでない。

第７条 法第５２条第１項又は県条例第２条の許可

を受けた者は、規則で定める営業許可に関する書

面を当該施設の見やすい場所に掲示しなければな

らない。ただし、特別の事情がある場合は、この

限りでない。

第４条 ［略］ 第８条 ［略］

   附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和３年６月１日から施行する。

 （経過措置）

２ この条例の施行の日前に、この条例による改正前のさいたま市食品衛生法施行条

例（以下「改正前の条例」という。）第３条第１項又は第５条第１項の届出をした

者であって、食品衛生法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第４６号）附則

第８条の適用を受けるものについては、令和３年１１月３０日又は同法第２条の規

定による改正後の食品衛生法（以下「改正法」という。）第５７条第１項（改正法

第６８条第３項において準用する場合を含む。）の規定による届出をした日のいず

れか早い日までの間は、改正前の条例第３条第２項及び第３項並びに第５条第２項

及び第３項の規定は、なおその効力を有する。

３ この条例の施行の日前に、改正前の条例第３条第１項の規定による届出をした者

であって、食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備

及び経過措置に関する政令（令和元年政令第１２３号。以下「整備令」という。）



第９条の規定により営業を行うものについては、令和６年５月３１日又は当該営業

に相当する整備令による改正後の食品衛生法施行令（次項において「改正令」とい

う。）第３５条の営業について改正法第５５条第１項の許可を受けた日のいずれか

早い日までの間は、改正前の条例第３条第２項及び第３項の規定は、なおその効力

を有する。

４ 整備令附則第２条の規定によりなお従前の例により営業を行うことができるとさ

れている者については、同条に規定する有効期間の満了の日又は当該営業に相当す

る改正令第３５条の営業について改正法第５５条第１項の許可を受けた日のいずれ

か早い日までの間は、改正前の条例第４条、第６条第２項及び第７条の規定は、な

おその効力を有する。



さいたま市条例第１０号

   さいたま市犯罪被害者等支援条例 

 （目的） 

第１条 この条例は、犯罪被害者等基本法（平成１６年法律第１６１号）の趣旨にの

っとり、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、並びに市、市民等及び事業

者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定め、

当該支援のための施策を総合的かつ計画的に推進することにより、犯罪被害者等の

権利利益の保護並びに被害の軽減及び回復を図り、もって市民の誰もが安心して暮

らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 犯罪等 犯罪及びこれに準じる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。 

 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。 

 市民等 市内に住所を有し、勤務し、若しくは在学する者又は市内で活動を行

う団体をいう。 

 事業者 市内において犯罪被害者等を雇用する者その他の市内で事業活動を行

う団体をいう。 

 二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の者の配慮に欠ける

言動、インターネット等を通じて行われる誹謗
ひぼう

中傷、報道機関（報道を業として 

行う個人を含む。）による過度な取材及び報道等により、犯罪被害者等が受ける 

経済的な損失、精神的な苦痛、心身の不調、プライバシーの侵害その他の被害を 

いう。 

 民間支援団体 犯罪被害者等の支援を行う民間の団体をいう。 

 関係機関等 国、埼玉県、警察、犯罪被害者等の支援を行う公共的団体、民間

支援団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。 

（基本理念） 

第３条 市における犯罪被害者等の支援は、次に掲げる理念（以下「基本理念」とい



う。）にのっとり、推進されなければならない。 

 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んじられ、その

尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されるよう、配慮して行われるべ

きものであること。 

 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのな

いよう配慮するとともに、二次被害等を生じさせることがないよう行われるべき

ものであること。 

 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が平穏な生活を再び営むことができるよ

う必要な支援が途切れることなく行われるべきものであること。 

 犯罪被害者等の支援は、被害の状況及び原因、二次被害の有無等の犯罪被害者 

等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われるべきものであること。 

 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人情報が適切に取り扱われるように

最大限配慮して行われるべきものであること。 

 犯罪被害者等の支援は、その犯罪等の種類及び性質を鑑み、犯罪被害者等のプ

ライバシー及び心理状態に特段の配慮をするなど、適切に行われるべきものであ

ること。 

 犯罪被害者等の支援は、市、関係機関等、市民等及び事業者が相互に連携し、

及び協力して推進されるべきものであること。 

 （市の責務） 

第４条 市は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援に関する施策を策定し、及

び実施するものとする。 

２ 市は、前項の施策を円滑に実施することができるよう、関係機関等と連携し、及

び協力するものとする。 

 （市民等の責務） 

第５条 市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪

被害者等の支援の必要性についての理解を深め、犯罪被害者等を地域社会で孤立さ

せないよう努めるとともに、市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力

するよう努めなければならない。 

 （事業者の責務） 



第６条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪

被害者等の支援の必要性についての理解を深め、その事業活動を行うに当たっては

二次被害等が生じることがないよう十分に配慮するとともに、市が実施する犯罪被

害者等の支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

２ 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の就労その他犯罪等による被害に

関し、事業者に求められる手続等について十分に配慮するよう努めなければならな

い。 

 （相談、情報の提供等） 

第７条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう

にするため、犯罪等により害を被ったことにより直面している様々な問題について

相談に応じ、必要な情報の提供及び助言並びに関係機関等との連絡調整を行うもの

とする。 

２ 市は、犯罪被害者等の支援に関する相談に応じるとともに、必要な情報の提供及

び助言を総合的に行うための窓口を設置するものとする。 

 （見舞金の支給） 

第８条 市は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、犯罪

被害者等に対し、見舞金の支給を行うものとする。 

（日常生活の支援） 

第９条 市は、犯罪被害者等が日常生活を円滑に営むことができるようにするため、

犯罪等により日常生活を営むことが困難となった犯罪被害者等に対し、日常の家事

に係る支援その他必要な支援を行うものとする。 

（心理的外傷からの回復に向けた支援） 

第１０条 市は、犯罪等により受けた心理的外傷が早期に軽減し、又は回復すること

ができるよう犯罪被害者等に対し、医療費の助成その他必要な支援を行うものとす

る。 

 （居住の安定に向けた支援） 

第１１条 市は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者

等に対し、転居に要する費用の助成その他必要な支援を行うものとする。 

 （安全の確保に向けた施策） 



第１２条 市は、犯罪被害者等が二次被害等を受けることを防止し、その安全を確保

するため、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保その他必要な施策を

講じるものとする。 

 （雇用の安定に向けた施策） 

第１３条 市は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、犯罪被害者等が置かれてい

る状況について、事業者の理解を深めるための措置その他必要な施策を講じるもの

とする。 

 （市内に住所を有しない犯罪等による被害者の支援） 

第１４条 市は、市内に住所を有しない者が市内で発生した犯罪等により害を被った

ときには、その者が住所を有する地方公共団体と連携し、及び協力して、必要な情

報の提供及び助言を行うものとする。 

 （総合的支援体制の整備） 

第１５条 市は、関係機関等と連携し、及び協力して、犯罪被害者等の支援を円滑に

行うことができるよう、総合的な支援体制を整備するものとする。 

 （人材の育成） 

第１６条 市は、犯罪被害者等の支援の充実を図るため、犯罪被害者等の支援を行う

人材を育成するための研修の実施その他必要な施策を講じるものとする。 

 （民間支援団体への支援） 

第１７条 市は、民間支援団体の活動の促進を図るため、民間支援団体に対し、市が

実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に係る情報の提供その他必要な支援を行

うものとする。 

 （市民等及び事業者の理解の増進） 

第１８条 市は、犯罪被害者等が置かれている状況、二次被害等の可能性及び犯罪被

害者等に対する支援の必要性について市民等及び事業者の理解を深めるため、啓発

その他必要な施策を講じるものとする。 

 （意見の反映） 

第１９条 市は、市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策について、犯罪被害

者等、有識者及び市民等からの意見を反映するよう努めるものとする。 

 （支援の制限） 



第２０条 市は、犯罪被害者等が犯罪等を誘発したときその他犯罪被害者等の支援を

行うことが社会通念上適切でないと認められるときは、犯罪被害者等の支援を行わ

ないことができる。 

 （委任） 

第２１条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

   附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 



さいたま市条例第１１号 

   さいたま市特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例

 さいたま市特定非営利活動促進法施行条例（平成２３年さいたま市条例第５２号）

の一部を次のように改正する。

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （設立の認証申請）  （設立の認証申請）

第２条 ［略］ 第２条 ［略］

２～４ ［略］ ２～４ ［略］

５ 法第１０条第４項（法第２５条第５項及び第３

４条第５項において準用する場合を含む。）に規

定する条例で定める軽微な不備は、誤記その他明

白な誤りとする。

５ 法第１０条第３項（法第２５条第５項及び第３

４条第５項において準用する場合を含む。）に規

定する条例で定める軽微な不備は、誤記その他明

白な誤りとする。

 （特定非営利活動法人が行う電磁的記録による縦

覧等）

 （特定非営利活動法人が行う電磁的記録による縦

覧等）

第１７条 読替え後の電子文書法第５条第１項に規

定する条例で定める縦覧等は、法第２８条第３項、

第４５条第１項第５号（法第５１条第５項及び第

６３条第５項において準用する場合を含む。）並

びに第５２条第４項及び第５項並びに第５４条第

４項（これらの規定を法第６２条において準用す

る場合を含む。）の規定による書面の閲覧とする。

第１７条 読替え後の電子文書法第５条第１項に規

定する条例で定める縦覧等は、法第２８条第３項、

第４５条第１項第５号（法第５１条第５項及び第

６３条第５項において準用する場合を含む。）並

びに第５２条第４項及び第５４条第４項（これら

の規定を法第６２条において準用する場合を含む。

）の規定による書面の閲覧とする。

２ ［略］ ２ ［略］

   附 則

 この条例は、令和３年６月９日から施行する。



さいたま市条例第１２号 

さいたま市ＳＤＧｓ企業認証審査会条例

（設置）

第１条 市長の諮問に応じ、持続可能な開発目標を達成するための取組を実践する市

内企業等の認証について審査し、及び当該認証制度の推進に関し必要な事項につい

 て調査審議するため、さいたま市ＳＤＧｓ企業認証審査会（以下「審査会」という。

）を設置する。

（組織）

第２条 審査会は、委員１２人以内をもって組織する。

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

 産業政策又は企業経営に関し識見を有する者

 関係団体の代表者

 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

（任期）

第３条 委員の任期は、３年とする。ただし、再任を妨げない。

２ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（委員長）

第４条 審査会に委員長を置き、委員の互選により定める。

２ 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

３ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名

する委員がその職務を代理する。

（会議）

第５条 審査会の会議は、委員長が招集する。

２ 審査会の会議の議長は、委員長をもって充てる。

３ 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

４ 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。

５ 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に対し、出席を求めて説明若しくは

意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。



（会議の公開）

第６条 審査会の会議は、非公開とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、審

査会に諮って会議を公開することができる。

（部会）

第７条 審査会は、特定の事項を調査審議するため必要があるときは、部会を置くこ

とができる。

２ 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。

３ 前３条の規定は、部会について準用する。

（庶務）

第８条 審査会の庶務は、経済局において処理する。

（委任）

第９条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別

に定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。

（さいたま市附属機関の設置等に関する条例の一部改正） 

２ さいたま市附属機関の設置等に関する条例（平成２６年さいたま市条例第２号）

の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

 改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

別表（第２条―第４条関係） 別表（第２条―第４条関係）
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さいたま市条例第１３号

   さいたま市公募対象公園施設設置等予定者選定委員会条例

 （設置）

第１条 市長の諮問に応じ、公募対象公園施設に係る設置等予定者の選定に関し必要

な事項を審議するため、さいたま市公募対象公園施設設置等予定者選定委員会（以

下「委員会」という。）を設置する。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 公募対象公園施設 都市公園法（昭和３１年法律第７９号。以下「法」という。 

  ）第５条の２第１項に規定する公募対象公園施設をいう。 

 設置等予定者 法第５条の２第２項第９号の設置等予定者をいう。 

 （所掌事務） 

第３条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。 

 法第５条の２第２項第９号の評価の基準の策定 

 法第５条の４第３項の規定による設置等予定者の選定 

 前２号に掲げるもののほか、公募対象公園施設に係る設置等予定者の選定に関

し必要な事項 

 （組織）

第４条 委員会は、委員５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。 

 学識経験を有する者 

 市職員 

 （任期）

第５条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。

２ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 （委員長）

第６条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。



３ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名

する委員が、その職務を代理する。

 （会議）

第７条 委員会の会議は、委員長が招集する。 

２ 委員会の会議の議長は、委員長をもって充てる。 

３ 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、

第６項の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りでない。 

４ 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。

５ 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、出席を求めて説明

若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

６ 委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の従事する業

務に直接の利害関係のある事項を審議する場合は、その議事に加わることができな

い。ただし、委員会の同意を得たときは、この限りでない。

７ 委員会の会議は、非公開とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、委員会

に諮って会議を公開することができる。

 （守秘義務）

第８条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退い

た後も、同様とする。

 （庶務）

第９条 委員会の庶務は、都市局において処理する。

 （委任）

第１０条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が

別に定める。

   附 則

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。



さいたま市条例第１４号 

さいたま市道路の構造の技術的基準及び道路標識に関する条例の一部を改正す

る条例 

さいたま市道路の構造の技術的基準及び道路標識に関する条例（平成２４年さいた

ま市条例第８８号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

目次 目次 

 第１章～第５章 ［略］  第１章～第５章 ［略］ 

 第６章 特例措置及び専用道路（第３９条―第４

４条） 

 第６章 特例措置及び専用道路（第３９条―第４

３条） 

 第７章 道路標識（第４５条）  第７章 道路標識（第４４条） 

附則  附則 

 （交通安全施設）  （交通安全施設） 

第３３条 交通事故の防止を図るため必要がある場

合においては、横断歩道橋等、自動運行補助施設、

柵、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設その他

これらに類する施設で規則で定めるものを設ける

ものとする。 

第３３条 交通事故の防止を図るため必要がある場

合においては、横断歩道橋等、柵、照明施設、視

線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施

設で規則で定めるものを設けるものとする。 

（歩行者利便増進道路） 

第４４条 歩行者利便増進道路に設けられる歩道若

しくは自転車歩行者道又は歩行者利便増進道路で

ある自転車歩行者専用道路若しくは歩行者専用道

路には、歩行者の滞留の用に供する部分を設ける

ものとする。 

２ 前項に規定する部分には、歩行者利便増進施設

等の適正かつ計画的な設置を誘導する必要がある

ときは、歩行者利便増進施設等を設置する場所を

確保するものとする。この場合において、必要が

あると認めるときは、当該場所に街灯、ベンチそ

の他の歩行者の利便の増進に資する工作物、物件

又は施設を設けるものとする。 

３ 歩行者利便増進道路（高齢者、障害者等の移動

等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律



第９１号）第１０条第１項に規定する新設特定道

路を除く。）は、同項に規定する道路移動等円滑

化基準に適合する構造とするものとする。 

   第７章 ［略］    第７章 ［略］ 

第４５条 ［略］ 第４４条 ［略］ 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



さいたま市条例第１５号 

   さいたま市介護保険条例の一部を改正する条例

 さいたま市介護保険条例（平成１３年さいたま市条例第１８６号）の一部を次のよ

うに改正する。

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （保険料率等）  （保険料率等）

第３条 令和３年度から令和５年度までの各年度に

おける保険料率は、次の各号に掲げる法第９条第

１号に規定する第１号被保険者（以下「第１号被

保険者」という。）の区分に応じ、当該各号に定

める額とする。

第３条 平成３０年度から令和２年度までの各年度

における保険料率は、次の各号に掲げる法第９条

第１号に規定する第１号被保険者（以下「第１号

被保険者」という。）の区分に応じ、当該各号に

定める額とする。

 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２

号。以下「令」という。）第３９条第１項第１

号に掲げる者 ３６，２０４円

 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２

号。以下「令」という。）第３９条第１項第１

号に掲げる者 ３２，５２８円

 令第３９条第１項第２号に掲げる者 ４３，

４４５円

 令第３９条第１項第２号に掲げる者 ３９，

０３４円

 令第３９条第１項第３号に掲げる者 ４７，

０６６円

 令第３９条第１項第３号に掲げる者 ４２，

２８７円

 令第３９条第１項第４号に掲げる者 ６１，

５４７円

 令第３９条第１項第４号に掲げる者 ５５，

２９８円

 令第３９条第１項第５号に掲げる者 ７２，

４０８円

 令第３９条第１項第５号に掲げる者 ６５，

０５６円

 次のいずれかに該当する者 ７９，６４９円  次のいずれかに該当する者 ７１，５６２円

  ア 合計所得金額（地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規

定する合計所得金額をいう。以下同じ。）（

租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）

第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４

条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の

３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第

１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規

定の適用がある場合には、当該合計所得金額

から令第２２条の２第２項に規定する特別控

除額を控除して得た額とし、当該合計所得金

額が零を下回る場合には、零とする。以下同

じ。）が１２５万円未満である者であり、か

  ア 合計所得金額（地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規

定する合計所得金額をいう。以下同じ。）（

租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）

第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４

条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の

３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第

１項又は第３６条の規定の適用がある場合に

は、当該合計所得金額から令第２２条の２第

２項に規定する特別控除額を控除して得た額

とする。以下この項において同じ。）が１２

５万円未満である者であり、かつ、前各号の

いずれにも該当しないもの



つ、前各号のいずれにも該当しないもの

  イ ［略］   イ ［略］

 次のいずれかに該当する者 ９４，１３１円  次のいずれかに該当する者 ８４，５７３円

  ア・イ ［略］   ア・イ ［略］ 

 次のいずれかに該当する者 １０８，６１２

円

 次のいずれかに該当する者 ９７，５８４円

  ア・イ ［略］   ア・イ ［略］ 

 次のいずれかに該当する者 １２３，０９４

円

 次のいずれかに該当する者 １１０，５９６

円

  ア・イ ［略］   ア・イ ［略］

 次のいずれかに該当する者 １４４，８１６

円

 次のいずれかに該当する者 １３０，１１２

円

  ア・イ ［略］   ア・イ ［略］ 

 次のいずれかに該当する者 １６６，５３９

円

 次のいずれかに該当する者 １４６，３７６

円

  ア・イ ［略］   ア・イ ［略］

 前各号のいずれにも該当しない者 １９１，

８８２円

 前各号のいずれにも該当しない者 １６５，

８９３円

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者について、

令第３９条第５項の規定による保険料の減額賦課

に係る令和３年度から令和５年度までの各年度に

おける保険料率は、同号の規定にかかわらず、２

万１，７２３円とする。

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者について、

令第３９条第５項の規定による保険料の減額賦課

に係る令和２年度における保険料率は、同号の規

定にかかわらず、１９，５１７円とする。

３ 第１項第２号に掲げる第１号被保険者について、

 令第３９条第６項の規定による保険料の減額賦課

に係る令和３年度から令和５年度までの各年度に

おける保険料率は、同号の規定にかかわらず、２

万５，３４３円とする。

３ 第１項第２号に掲げる第１号被保険者について、

 令第３９条第６項の規定による保険料の減額賦課

に係る令和２年度における保険料率は、同号の規

定にかかわらず、２２，７７０円とする。

４ 第１項第３号に掲げる第１号被保険者について、

 令第３９条第７項の規定による保険料の減額賦課

に係る令和３年度から令和５年度までの各年度に

おける保険料率は、同号の規定にかかわらず、４

万３，４４５円とする。

４ 第１項第３号に掲げる第１号被保険者について、

 令第３９条第７項の規定による保険料の減額賦課

に係る令和２年度における保険料率は、同号の規

定にかかわらず、３９，０３４円とする。

５ ［略］ ５ ［略］

   附 則    附 則

 （令和３年度から令和５年度までの保険料率の算

定に関する基準の特例）

第１０条 第１号被保険者のうち、令和２年の合計

所得金額に所得税法（昭和４０年法律第３３号）

第２８条第１項に規定する給与所得又は同法第３

５条第３項に規定する公的年金等に係る所得が含

まれている者の令和３年度における保険料率の算

定についての第３条第１項（第６号ア、第７号ア、

 第８号ア、第９号ア、第１０号ア及び第１１号ア

に係る部分に限る。）の規定の適用については、

同項第６号ア中「租税特別措置法」とあるのは、

「所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条



第１項に規定する給与所得及び同法第３５条第３

項に規定する公的年金等に係る所得の合計額につ

いては、同法第２８条第２項の規定によって計算

した金額及び同法第３５条第２項第１号の規定に

よって計算した金額の合計額から１０万円を控除

して得た額（当該額が零を下回る場合には、零と

する。）によるものとし、租税特別措置法」とす

る。

２ 前項の規定は、令和４年度における保険料率の

算定について準用する。この場合において、同項

中「令和２年」とあるのは、「令和３年」と読み

替えるものとする。

３ 第１項の規定は、令和５年度における保険料率

の算定について準用する。この場合において、同

項中「令和２年」とあるのは、「令和４年」と読

み替えるものとする。

   附 則

 （施行期日）

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。

 （経過措置）

２ この条例による改正後のさいたま市介護保険条例第３条第１項から第４項までの

規定は、令和３年度以後の年度分の保険料について適用し、令和２年度分までの保

険料については、なお従前の例による。



さいたま市条例第１６号 

   さいたま市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

さいたま市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成１３年さいたま市条例第４４号

）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

   附 則    附 則

１～３ ［略］ １～３ ［略］

 （防疫等業務手当の額の特例）  （防疫等業務手当の額の特例）

４ 当分の間、第１１条第１項第１号又は第２号に

規定する業務のうち、新型コロナウイルス感染症

（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に

関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条

第７項第３号に規定する新型コロナウイルス感染

症をいう。）に係るものに従事した職員に対して

支給する防疫等業務手当の額は、第１１条第２項

第１号の規定にかかわらず、従事した日１日につ

き３，０００円（感染するおそれが特に高い業務

として規則で定めるものに従事した職員に対して

は、４，０００円）を超えない範囲内において規

則で定める額とする。

４ 新型コロナウイルス感染症（新型コロナウイル

ス感染症を指定感染症として定める等の政令（令

和２年政令第１１号）第１条に規定するものをい

う。以下この項において同じ。）を同条の規定に

より感染症の予防及び感染症の患者に対する医療

に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６

条第８項の指定感染症として定める期間中、第１

１条第１項第１号又は第２号に規定する業務のう

ち、新型コロナウイルス感染症に係るものに従事

した職員に対して支給する防疫等業務手当の額は、

 同条第２項第１号の規定にかかわらず、従事した

日１日につき３，０００円（感染するおそれが特

に高い業務として規則で定めるものに従事した職

員に対しては、４，０００円）を超えない範囲内

において規則で定める額とする。

附 則

 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のさいたま市職員の特殊

勤務手当に関する条例の規定は、令和３年２月１３日から適用する。



さいたま市条例第１７号 

   さいたま市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改正

する条例 

 （さいたま市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部改正） 

第１条 さいたま市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例（平成２４年

さいたま市条例第５５号）の一部を次のように改正する。 

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

 改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （基本方針）  （基本方針） 

第２条 ［略］ 第２条 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ 養護老人ホームは、入所者の人権の擁護、虐待

の防止等のため、必要な体制の整備を行うととも

に、その職員に対し、研修を実施する等の措置を

講じなければならない。 

 （運営規程）  （運営規程） 

第７条 養護老人ホームは、次に掲げる施設の運営

についての重要事項に関する規程を定めておかな

ければならない。  

第７条 養護老人ホームは、次に掲げる施設の運営

についての重要事項に関する規程を定めておかな

ければならない。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ［略］  ［略］ 

 （非常災害対策）  （非常災害対策） 

第８条 ［略］ 第８条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 養護老人ホームは、前項に規定する訓練の実施

に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携

に努めなければならない。 

 （職員の配置の基準）  （職員の配置の基準） 

第１２条 ［略］ 第１２条 ［略］ 

２～１１ ［略］ ２～１１ ［略］ 



１２ 第１項第３号、第６号及び第７号の規定にか

かわらず、サテライト型養護老人ホームの生活相

談員、栄養士又は調理員、事務員その他の職員に

ついては、次に掲げる本体施設の場合には、次の

各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員

により当該サテライト型養護老人ホームの入所者

の処遇が適切に行われていると認められるときは、

 これを置かないことができる。 

１２ 第１項第３号、第６号及び第７号の規定にか

かわらず、サテライト型養護老人ホームの生活相

談員、栄養士又は調理員、事務員その他の職員に

ついては、次に掲げる本体施設の場合には、次の

各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員

により当該サテライト型養護老人ホームの入所者

の処遇が適切に行われていると認められるときは、

 これを置かないことができる。 

 養護老人ホーム 生活相談員、栄養士又は調

理員、事務員その他の職員 

 養護老人ホーム 栄養士又は調理員、事務員

その他の職員 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 （処遇の方針）  （処遇の方針） 

第１５条 ［略］ 第１５条 ［略］ 

２～５ ［略］ ２～５ ［略］ 

６ 養護老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図

るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

６ 養護老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図

るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会（テレビ電話装置その他の情報通信機

器（以下「テレビ電話装置等」という。）を活

用して行うことができるものとする。）を３月

に１回以上開催するとともに、その結果につい

て、支援員その他の従業者に周知徹底を図るこ

と。 

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会を３月に１回以上開催するとともに、

その結果について、支援員その他の従業者に周

知徹底を図ること。 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

 （施設長の責務）  （施設長の責務） 

第２０条 ［略］ 第２０条 ［略］ 

２ 養護老人ホームの施設長は、職員に第７条から

第９条まで、第１３条から前条まで及び次条から

第２９条までの規定を遵守させるために必要な指

揮命令を行うものとする。 

２ 養護老人ホームの施設長は、職員に第７条から

第９条まで、第１３条から前条まで及び次条から

第２８条までの規定を遵守させるために必要な指

揮命令を行うものとする。 

 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第２２条 ［略］ 第２２条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 養護老人ホームは、職員に対し、その資質の向

上のための研修の機会を確保しなければならない。

 その際、当該養護老人ホームは、全ての職員（看

護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、

介護保険法第８条第２項に規定する政令で定める

者等の資格を有する者その他これに類する者を除

く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を

受講させるために必要な措置を講じなければなら

ない。 

３ 養護老人ホームは、職員に対し、その資質の向

上のための研修の機会を確保しなければならない。

４ 養護老人ホームは、適切なサービスの提供を確

保する観点から、職場において行われる性的な言

動又は優越的な関係を背景とした言動であって業

務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員



の就業環境が害されることを防止するための方針

の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

 （業務継続計画の策定等） 

第２２条の２ 養護老人ホームは、感染症や非常災

害の発生時において、入所者に対する処遇を継続

的に行うための、及び非常時の体制で早期の業務

再開を図るための計画（以下「業務継続計画」と

いう。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要

な措置を講じなければならない。 

２ 養護老人ホームは、職員に対し、業務継続計画

について周知するとともに、必要な研修及び訓練

を定期的に実施しなければならない。 

３ 養護老人ホームは、定期的に業務継続計画の見

直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を

行うものとする。 

 （衛生管理等）  （衛生管理等） 

第２３条 ［略］ 第２３条 ［略］ 

２ 養護老人ホームは、当該養護老人ホームにおい

て感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しない

ように、次に掲げる措置を講じなければならない。

２ 養護老人ホームは、当該養護老人ホームにおい

て感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しない

ように、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該養護老人ホームにおける感染症及び食中

毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討

する委員会（テレビ電話装置等を活用して行う

ことができるものとする。）をおおむね３月に

１回以上開催するとともに、その結果について、

  支援員その他の職員に周知徹底を図ること。 

 当該養護老人ホームにおける感染症及び食中

毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討

する委員会をおおむね３月に１回以上開催する

とともに、その結果について、支援員その他の

職員に周知徹底を図ること。 

 ［略］    ［略］ 

 当該養護老人ホームにおいて、支援員その他

の職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びま

ん延の防止のための研修並びに感染症の予防及

びまん延の防止のための訓練を定期的に実施す

ること。 

 当該養護老人ホームにおいて、支援員その他

の職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びま

ん延の防止のための研修を定期的に実施するこ

と。 

 ［略］    ［略］ 

 （事故発生の防止及び発生時の対応）  （事故発生の防止及び発生時の対応） 

第２８条 養護老人ホームは、事故の発生又はその

再発を防止するため、次に定める措置を講じなけ

ればならない。 

第２８条 養護老人ホームは、事故の発生又はその

再発を防止するため、次に定める措置を講じなけ

ればならない。 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

 事故発生の防止のための委員会（テレビ電話

装置等を活用して行うことができるものとする。

  ）及び支援員その他の職員に対する研修を定期

的に行うこと。 

 事故発生の防止のための委員会及び支援員そ

の他の職員に対する研修を定期的に行うこと。

 前３号に掲げる措置を適切に実施するための

担当者を置くこと。 

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 



 （虐待の防止） 

第２９条 養護老人ホームは、虐待の発生又はその

再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなけ

ればならない。 

 当該養護老人ホームにおける虐待の防止のた

めの対策を検討する委員会（テレビ電話装置等

を活用して行うことができるものとする。）を

定期的に開催するとともに、その結果について、

  職員に周知徹底を図ること。 

 当該養護老人ホームにおける虐待の防止のた

めの指針を整備すること。 

 当該養護老人ホームにおいて、職員に対し、

虐待の防止のための研修を定期的に実施するこ

と。 

 前３号に掲げる措置を適切に実施するための

担当者を置くこと。 

 （電磁的記録等） 

第３０条 養護老人ホーム及びその職員は、作成、

保存その他これらに類するもののうち、この条例

の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、

抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の

知覚によって認識することができる情報が記載さ

れた紙その他の有体物をいう。以下この条におい

て同じ。）で行うことが規定されている又は想定

されるものについては、書面に代えて、当該書面

に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その

他人の知覚によっては認識することができない方

式で作られる記録であって、電子計算機による情

報処理の用に供されるものをいう。）により行う

ことができる。 

 （さいたま市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部改正） 

第２条 さいたま市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例（平成２

４年さいたま市条例第５６号）の一部を次のように改正する。 

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

 改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 



改正後 改正前 

目次 目次 

 第１章 ［略］  第１章 ［略］ 

 第２章 基本方針並びに人員、設備及び運営に関

する基準（第２条―第３１条の２） 

 第２章 基本方針並びに人員、設備及び運営に関

する基準（第２条―第３１条）  

 第３章～第５章 ［略］  第３章～第５章 ［略］ 

 第６章 雑則（第５３条） 

 附則  附則 

 （基本方針）  （基本方針） 

第２条 ［略］ 第２条 ［略］ 

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

５ 特別養護老人ホームは、入所者の人権の擁護、

虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うと

ともに、その職員に対し、研修を実施する等の措

置を講じなければならない。 

 （職員の専従）  （職員の専従） 

第６条 特別養護老人ホームの職員は、専ら当該特

別養護老人ホームの職務に従事する者でなければ

ならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場

合は、この限りでない。 

第６条 特別養護老人ホームの職員は、専ら当該特

別養護老人ホームの職務に従事する者でなければ

ならない。ただし、特別養護老人ホーム（ユニッ

ト型特別養護老人ホーム（第３２条に規定するユ

ニット型特別養護老人ホームをいう。以下この条

において同じ。）を除く。以下この条において同

じ。）にユニット型特別養護老人ホームを併設す

る場合の特別養護老人ホーム及びユニット型特別

養護老人ホームの介護職員及び看護職員（第４０

条第２項（第５２条において準用する場合を含む。

 ）の規定に基づき配置される看護職員に限る。以

下この条において同じ。）、特別養護老人ホーム

にユニット型地域密着型特別養護老人ホーム（第

４９条に規定するユニット型地域密着型特別養護

老人ホームをいう。以下この条において同じ。）

を併設する場合の特別養護老人ホーム及びユニッ

ト型地域密着型特別養護老人ホームの介護職員及

び看護職員、地域密着型特別養護老人ホーム（第

１１条第７項に規定する地域密着型特別養護老人

ホームをいい、ユニット型地域密着型特別養護老

人ホームを除く。以下この条において同じ。）に

ユニット型特別養護老人ホームを併設する場合の

地域密着型特別養護老人ホーム及びユニット型特

別養護老人ホームの介護職員及び看護職員又は地

域密着型特別養護老人ホームにユニット型地域密

着型特別養護老人ホームを併設する場合の地域密

着型特別養護老人ホーム及びユニット型地域密着

型特別養護老人ホームの介護職員及び看護職員を

除き、入所者の処遇に支障がない場合は、この限

りでない。 



 （運営規程）  （運営規程） 

第７条 特別養護老人ホームは、次に掲げる施設の

運営についての重要事項に関する規程を定めてお

かなければならない。 

第７条 特別養護老人ホームは、次に掲げる施設の

運営についての重要事項に関する規程を定めてお

かなければならない。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ［略］  ［略］ 

 （非常災害対策）  （非常災害対策） 

第８条 ［略］ 第８条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 特別養護老人ホームは、前項に規定する訓練の

実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう

連携に努めなければならない。 

 （処遇の方針）  （処遇の方針） 

第１５条 ［略］ 第１５条 ［略］ 

２～５ ［略］ ２～５ ［略］ 

６ 特別養護老人ホームは、身体的拘束等の適正化

を図るため、次に掲げる措置を講じなければなら

ない。 

６ 特別養護老人ホームは、身体的拘束等の適正化

を図るため、次に掲げる措置を講じなければなら

ない。 

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会（テレビ電話装置その他の情報通信機

器（以下「テレビ電話装置等」という。）を活

用して行うことができるものとする。）を３月

に１回以上開催するとともに、その結果につい

て、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る

こと。 

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会を３月に１回以上開催するとともに、

その結果について、介護職員その他の従業者に

周知徹底を図ること。 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

７ ［略］ ７ ［略］ 

 （施設長の責務）  （施設長の責務） 

第２３条 ［略］ 第２３条 ［略］ 

２ 特別養護老人ホームの施設長は、職員に第７条

から第９条まで及び第１２条から第３１条の２ま

での規定を遵守させるために必要な指揮命令を行

うものとする。 

２ 特別養護老人ホームの施設長は、職員に第７条

から第９条まで及び第１２条から第３１条までの

規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うも

のとする。 

 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第２４条 ［略］ 第２４条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 特別養護老人ホームは、職員に対し、その資質

の向上のための研修の機会を確保しなければなら

ない。その際、当該特別養護老人ホームは、全て

の職員（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支

援専門員、介護保険法第８条第２項に規定する政

令で定める者等の資格を有する者その他これに類

する者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎

３ 特別養護老人ホームは、職員に対し、その資質

の向上のための研修の機会を確保しなければなら

ない。 



的な研修を受講させるために必要な措置を講じな

ければならない。 

４ 特別養護老人ホームは、適切なサービスの提供

を確保する観点から、職場において行われる性的

な言動又は優越的な関係を背景とした言動であっ

て業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより

職員の就業環境が害されることを防止するための

方針の明確化等の必要な措置を講じなければなら

ない。 

 （業務継続計画の策定等） 

第２４条の２ 特別養護老人ホームは、感染症や非

常災害の発生時において、入所者に対するサービ

スの提供を継続的に実施するための、及び非常時

の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下

「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務

継続計画に従い必要な措置を講じなければならな

い。 

２ 特別養護老人ホームは、職員に対し、業務継続

計画について周知するとともに、必要な研修及び

訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 特別養護老人ホームは、定期的に業務継続計画

の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変

更を行うものとする。 

 （衛生管理等）  （衛生管理等） 

第２６条 ［略］ 第２６条 ［略］ 

２ 特別養護老人ホームは、当該特別養護老人ホー

ムにおいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん

延しないように、次に掲げる措置を講じなければ

ならない。 

２ 特別養護老人ホームは、当該特別養護老人ホー

ムにおいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん

延しないように、次に掲げる措置を講じなければ

ならない。 

 当該特別養護老人ホームにおける感染症及び

食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を

検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して

行うことができるものとする。）をおおむね３

月に１回以上開催するとともに、その結果につ

いて、介護職員その他の職員に周知徹底を図る

こと。 

 当該特別養護老人ホームにおける感染症及び

食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を

検討する委員会をおおむね３月に１回以上開催

するとともに、その結果について、介護職員そ

の他の職員に周知徹底を図ること。 

 ［略］    ［略］ 

 当該特別養護老人ホームにおいて、介護職員

その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防

及びまん延の防止のための研修並びに感染症の

予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に

実施すること。 

 当該特別養護老人ホームにおいて、介護職員

その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防

及びまん延の防止のための研修を定期的に実施

すること。 

 ［略］    ［略］ 

 （事故発生の防止及び発生時の対応）  （事故発生の防止及び発生時の対応） 

第３１条 特別養護老人ホームは、事故の発生又は

その再発を防止するため、次に定める措置を講じ

第３１条 特別養護老人ホームは、事故の発生又は

その再発を防止するため、次に定める措置を講じ



なければならない。 なければならない。 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

 事故発生の防止のための委員会（テレビ電話

装置等を活用して行うことができるものとする。

  ）及び職員に対する研修を定期的に行うこと。

 事故発生の防止のための委員会及び職員に対

する研修を定期的に行うこと。 

 前３号に掲げる措置を適切に実施するための

担当者を置くこと。 

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

 （虐待の防止） 

第３１条の２ 特別養護老人ホームは、虐待の発生

又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を

講じなければならない。 

 当該特別養護老人ホームにおける虐待の防止

のための対策を検討する委員会（テレビ電話装

置等を活用して行うことができるものとする。

）を定期的に開催するとともに、その結果につ

いて、介護職員その他の従業者に周知徹底を図

ること。 

 当該特別養護老人ホームにおける虐待の防止

のための指針を整備すること。 

 当該特別養護老人ホームにおいて、介護職員

その他の従業者に対し、虐待の防止のための研

修を定期的に実施すること。 

 前３号に掲げる措置を適切に実施するための

担当者を置くこと。 

   第３章 ［略］    第３章 ［略］ 

 （基本方針）  （基本方針） 

第３３条 ［略］ 第３３条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の人

権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整

備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施

する等の措置を講じなければならない。 

 （運営規程）  （運営規程） 

第３４条 ユニット型特別養護老人ホームは、次に

掲げる施設の運営についての重要事項に関する規

程を定めておかなければならない。 

第３４条 ユニット型特別養護老人ホームは、次に

掲げる施設の運営についての重要事項に関する規

程を定めておかなければならない。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ［略］  ［略］ 

 （設備の基準）  （設備の基準） 

第３５条 ［略］ 第３５条 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 



４ 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりと

する。 

４ 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりと

する。 

 ユニット    ユニット 

  ア 居室   ア 居室 

(ア) ［略］    (ア) ［略］ 

(イ) 居室は、いずれかのユニットに属するも

のとし、当該ユニットの共同生活室に近接

して一体的に設けること。ただし、一のユ

ニットの入居定員は、原則としておおむね

１０人以下とし、１５人を超えないものと

する。 

(イ) 居室は、いずれかのユニットに属するも

のとし、当該ユニットの共同生活室に近接

して一体的に設けること。ただし、一のユ

ニットの入居定員は、１２人以下としなけ

ればならない。 

(ウ) ［略］    (ウ) ［略］ 

(エ) 一の居室の床面積等は、１０．６５平方

メートル以上とすること。ただし、(ア)ただ

し書の場合にあっては、２１．３平方メー

トル以上とすること。 

(エ) 一の居室の床面積等は、次のいずれかを

満たすこと。 

     ａ １０．６５平方メートル以上とするこ

と。ただし、(ア)ただし書の場合にあって

は、２１．３平方メートル以上とするこ

と。 

     ｂ ユニットに属さない居室を改修したも

のについては、入居者同士の視線の遮断

の確保を前提にした上で、居室を隔てる

壁について、天井との間に一定の隙間が

生じていても差し支えない。 

(オ)～(ケ) ［略］    (オ)～(ケ) ［略］ 

  イ～エ ［略］   イ～エ ［略］ 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

５・６ ［略］ ５・６ ［略］ 

 （サービスの取扱方針）  （サービスの取扱方針） 

第３６条 ［略］ 第３６条 ［略］ 

２～７ ［略］ ２～７ ［略］ 

８ ユニット型特別養護老人ホームは、身体的拘束

等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じな

ければならない。 

８ ユニット型特別養護老人ホームは、身体的拘束

等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じな

ければならない。 

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこ

とができるものとする。）を３月に１回以上開

催するとともに、その結果について、介護職員

その他の従業者に周知徹底を図ること。 

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会を３月に１回以上開催するとともに、

その結果について、介護職員その他の従業者に

周知徹底を図ること。 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

９ ［略］ ９ ［略］ 

 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第４０条 ［略］ 第４０条 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ ユニット型特別養護老人ホームは、職員に対し、４ ユニット型特別養護老人ホームは、職員に対し、



 その資質の向上のための研修の機会を確保しなけ

ればならない。その際、当該ユニット型特別養護

老人ホームは、全ての職員（看護師、准看護師、

介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第８条

第２項に規定する政令で定める者等の資格を有す

る者その他これに類する者を除く。）に対し、認

知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために

必要な措置を講じなければならない。 

 その資質の向上のための研修の機会を確保しなけ

ればならない。 

５ ユニット型特別養護老人ホームは、適切なサー

ビスの提供を確保する観点から、職場において行

われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした

言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えた

ものにより職員の就業環境が害されることを防止

するための方針の明確化等の必要な措置を講じな

ければならない。 

 （準用）  （準用） 

第４２条 第３条から第６条まで、第８条、第９条、

 第１２条から第１４条まで、第１８条、第２０条

から第２３条まで、第２４条の２及び第２６条か

ら第３１条の２までの規定は、ユニット型特別養

護老人ホームについて準用する。この場合におい

て、第９条第２項第３号中「第１５条第５項」と

あるのは「第３６条第７項」と、同項第４号中「

第２９条第２項」とあるのは「第４２条において

準用する第２９条第２項」と、同項第５号中「第

３１条第３項」とあるのは「第４２条において準

用する第３１条第３項」と、第２３条第２項中「

第７条から第９条まで及び第１２条から第３１条

の２まで」とあるのは「第３４条及び第３６条か

ら第４１条まで並びに第４２条において準用する

第８条、第９条、第１２条から第１４条まで、第

１８条、第２０条から第２３条まで、第２４条の

２及び第２６条から第３１条の２まで」と読み替

えるものとする。 

第４２条 第３条から第６条まで、第８条、第９条、

 第１２条から第１４条まで、第１８条、第２０条

から第２３条まで及び第２６条から第３１条まで

の規定は、ユニット型特別養護老人ホームについ

て準用する。この場合において、第９条第２項第

３号中「第１５条第５項」とあるのは「第３６条

第７項」と、同項第４号中「第２９条第２項」と

あるのは「第４２条において準用する第２９条第

２項」と、同項第５号中「第３１条第３項」とあ

るのは「第４２条において準用する第３１条第３

項」と、第２３条第２項中「第７条から第９条ま

で及び第１２条から第３１条まで」とあるのは「

第３４条及び第３６条から第４１条まで並びに第

４２条において準用する第８条、第９条、第１２

条から第１４条まで、第１８条、第２０条から第

２３条まで及び第２６条から第３１条まで」と読

み替えるものとする。 

 （職員の配置の基準）  （職員の配置の基準） 

第４５条 地域密着型特別養護老人ホームには、次

に掲げる職員を置かなければならない。ただし、

他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ること

により当該地域密着型特別養護老人ホームの効果

的な運営を期待することができる場合であって、

入所者の処遇に支障がないときは、第５号の栄養

士を置かないことができる。 

第４５条 地域密着型特別養護老人ホームには、次

に掲げる職員を置かなければならない。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

２～８ ［略］ ２～８ ［略］ 

９ 第１項第３号及び第５号から第７号までの規定

にかかわらず、サテライト型居住施設の生活相談

員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員

９ 第１項第３号及び第５号から第７号までの規定

にかかわらず、サテライト型居住施設の生活相談

員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員



その他の職員については、次に掲げる本体施設の

場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定める職員により当該サテライト型居住施設

の入所者の処遇が適切に行われていると認められ

るときは、これを置かないことができる。 

その他の職員については、次に掲げる本体施設の

場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定める職員により当該サテライト型居住施設

の入所者の処遇が適切に行われていると認められ

るときは、これを置かないことができる。 

 特別養護老人ホーム 生活相談員、栄養士、

機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職

員 

 特別養護老人ホーム 栄養士、機能訓練指導

員又は調理員、事務員その他の職員 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

１０～１５ ［略］ １０～１５ ［略］ 

 （地域との連携等）  （地域との連携等） 

第４７条 地域密着型特別養護老人ホームは、その

運営に当たっては、入所者、入所者の家族、地域

住民の代表者、市の職員又は当該地域密着型特別

養護老人ホームが所在する区域を管轄する介護保

険法第１１５条の４６第１項に規定する地域包括

支援センターの職員、地域密着型特別養護老人ホ

ームについて知見を有する者等により構成される

協議会（テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。ただし、入所者又はその家族

（以下この号において「入所者等」という。）が

参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活

用について当該入所者等の同意を得なければなら

ない。）（以下「運営推進会議」という。）を設

置し、おおむね２月に１回以上、運営推進会議に

対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価

を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、

 助言等を聴く機会を設けなければならない。 

第４７条 地域密着型特別養護老人ホームは、その

運営に当たっては、入所者、入所者の家族、地域

住民の代表者、市の職員又は当該地域密着型特別

養護老人ホームが所在する区域を管轄する介護保

険法第１１５条の４６第１項に規定する地域包括

支援センターの職員、地域密着型特別養護老人ホ

ームについて知見を有する者等により構成される

協議会（以下「運営推進会議」という。）を設置

し、おおむね２月に１回以上、運営推進会議に対

し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を

受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、

助言等を聴く機会を設けなければならない。 

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

 （準用）  （準用） 

第４８条 第２条から第９条まで、第１２条から第

１５条まで、第１７条から第２９条まで、第３１

条及び第３１条の２の規定は、地域密着型特別養

護老人ホームについて準用する。この場合におい

て、第９条第２項第３号中「第１５条第５項」と

あるのは「第４８条において準用する第１５条第

５項」と、同項第４号中「第２９条第２項」とあ

るのは「第４８条において準用する第２９条第２

項」と、同項第５号中「第３１条第３項」とある

のは「第４８条において準用する第３１条第３項

」と、第２３条第２項中「第７条から第９条まで

及び第１２条から第３１条の２まで」とあるのは

「第４６条及び第４７条並びに第４８条において

準用する第７条から第９条まで、第１２条から第

１５条まで、第１７条から第２９条まで、第３１

条及び第３１条の２」と読み替えるものとする。

第４８条 第２条から第９条まで、第１２条から第

１５条まで、第１７条から第２９条まで及び第３

１条の規定は、地域密着型特別養護老人ホームに

ついて準用する。この場合において、第９条第２

項第３号中「第１５条第５項」とあるのは「第４

８条において準用する第１５条第５項」と、同項

第４号中「第２９条第２項」とあるのは「第４８

条において準用する第２９条第２項」と、同項第

５号中「第３１条第３項」とあるのは「第４８条

において準用する第３１条第３項」と、第２３条

第２項中「第７条から第９条まで及び第１２条か

ら第３１条まで」とあるのは「第４６条及び第４

７条並びに第４８条において準用する第７条から

第９条まで、第１２条から第１５条まで、第１７

条から第２９条まで及び第３１条」と読み替える

ものとする。 



 （設備の基準）  （設備の基準） 

第５０条 ［略］ 第５０条 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりと

する。 

４ 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりと

する。 

 ユニット    ユニット 

  ア 居室   ア 居室 

(ア) ［略］    (ア) ［略］ 

(イ) 居室は、いずれかのユニットに属するも

のとし、当該ユニットの共同生活室に近接

して一体的に設けること。ただし、一のユ

ニットの入居定員は、原則としておおむね

１０人以下とし、１５人を超えないものと

する。 

(イ) 居室は、いずれかのユニットに属するも

のとし、当該ユニットの共同生活室に近接

して一体的に設けること。ただし、一のユ

ニットの入居定員は、１２人以下としなけ

ればならない。 

(ウ) ［略］    (ウ) ［略］ 

(エ) 一の居室の床面積等は、１０．６５平方

メートル以上とすること。ただし、(ア)ただ

し書の場合にあっては、２１．３平方メー

トル以上とすること。 

(エ) 一の居室の床面積等は、次のいずれかを

満たすこと。 

     ａ １０．６５平方メートル以上とするこ

と。ただし、(ア)ただし書の場合にあって

は、２１．３平方メートル以上とするこ

と。 

     ｂ ユニットに属さない居室を改修したも

のについては、入居者同士の視線の遮断

の確保を前提にした上で、居室を隔てる

壁について、天井との間に一定の隙間が

生じていても差し支えない。 

(オ)～(ケ) ［略］    (オ)～(ケ) ［略］ 

  イ～エ ［略］   イ～エ ［略］ 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

５～７ ［略］ ５～７ ［略］ 

 （準用）  （準用） 

第５２条 第３条から第６条まで、第８条、第９条、

 第１２条から第１４条まで、第１８条、第２０条

から第２３条まで、第２４条の２、第２６条から

第２９条まで、第３１条、第３１条の２、第３３

条、第３４条、第３６条、第３８条から第４１条

まで及び第４７条の規定は、ユニット型地域密着

型特別養護老人ホームについて準用する。この場

合において、第９条第２項第３号中「第１５条第

５項」とあるのは「第５２条において準用する第

３６条第７項」と、同項第４号中「第２９条第２

項」とあるのは「第５２条において準用する第２

９条第２項」と、同項第５号中「第３１条第３項

」とあるのは「第５２条において準用する第３１

条第３項」と、第２３条第２項中「第７条から第

９条まで及び第１２条から第３１条の２まで」と

第５２条 第３条から第６条まで、第８条、第９条、

 第１２条から第１４条まで、第１８条、第２０条

から第２３条まで、第２６条から第２９条まで、

第３１条、第３３条、第３４条、第３６条、第３

８条から第４１条まで及び第４７条の規定は、ユ

ニット型地域密着型特別養護老人ホームについて

準用する。この場合において、第９条第２項第３

号中「第１５条第５項」とあるのは「第５２条に

おいて準用する第３６条第７項」と、同項第４号

中「第２９条第２項」とあるのは「第５２条にお

いて準用する第２９条第２項」と、同項第５号中

「第３１条第３項」とあるのは「第５２条におい

て準用する第３１条第３項」と、第２３条第２項

中「第７条から第９条まで及び第１２条から第３

１条まで」とあるのは「第５１条並びに第５２条



あるのは「第５１条並びに第５２条において準用

する第８条、第９条、第１２条から第１４条まで、

 第１８条、第２０条から第２３条まで、第２４条

の２、第２６条から第２９条まで、第３１条、第

３１条の２、第３４条、第３６条、第３８条から

第４１条まで及び第４７条」と読み替えるものと

する。 

において準用する第８条、第９条、第１２条から

第１４条まで、第１８条、第２０条から第２３条

まで、第２６条から第２９条まで、第３１条、第

３４条、第３６条、第３８条から第４１条まで及

び第４７条」と読み替えるものとする。 

   第６章 雑則（第５３条） 

 （電磁的記録等） 

第５３条 特別養護老人ホーム及びその職員は、作

成、保存その他これらに類するもののうち、この

条例の規定において書面（書面、書類、文書、謄

本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等

人の知覚によって認識することができる情報が記

載された紙その他の有体物をいう。以下この条に

おいて同じ。）で行うことが規定されている又は

想定されるもの（次項に規定するものを除く。）

については、書面に代えて、当該書面に係る電磁

的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚

によっては認識することができない方式で作られ

る記録であって、電子計算機による情報処理の用

に供されるものをいう。）により行うことができ

る。 

２ 特別養護老人ホーム及びその職員は、説明、同

意その他これらに類するもの（以下「説明等」と

いう。）のうち、この条例の規定において書面で

行うことが規定されている又は想定されるものに

ついては、当該説明等の相手方の承諾を得て、書

面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的方

法その他人の知覚によって認識することができな

い方法をいう。）によることができる。 

 （さいたま市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部改正） 

第３条 さいたま市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例（平成２４年

さいたま市条例第５７号）の一部を次のように改正する。 

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

 改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 



改正後 改正前 

目次 目次 

 第１章・第２章 ［略］  第１章・第２章 ［略］ 

 第３章 設備及び運営に関する基準（第３条―第

３３条の２） 

 第３章 設備及び運営に関する基準（第３条―第

３３条） 

 第４章 雑則（第３４条） 

 附則  附則 

第２条 ［略］ 第２条 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ 軽費老人ホームは、入所者の人権の擁護、虐待

の防止等のため、必要な体制の整備を行うととも

に、その職員に対し、研修を実施する等の措置を

講じなければならない。 

 （運営規程）  （運営規程） 

第７条 軽費老人ホームは、次に掲げる施設の運営

についての重要事項に関する規程（以下「運営規

程」という。）を定めておかなければならない。

第７条 軽費老人ホームは、次に掲げる施設の運営

についての重要事項に関する規程（以下「運営規

程」という。）を定めておかなければならない。

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ［略］  ［略］ 

 （非常災害対策）  （非常災害対策） 

第８条 ［略］ 第８条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 軽費老人ホームは、前項に規定する訓練の実施

に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携

に努めなければならない。 

 （サービス提供の方針）  （サービス提供の方針） 

第１７条 ［略］ 第１７条 ［略］ 

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

５ 軽費老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図

るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

５ 軽費老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図

るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会（テレビ電話装置その他の情報通信機

器（以下「テレビ電話装置等」という。）を活

用して行うことができるものとする。）を３月

に１回以上開催するとともに、その結果につい

て、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る

こと。 

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会を３月に１回以上開催するとともに、

その結果について、介護職員その他の従業者に

周知徹底を図ること。 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

 （施設長の責務）  （施設長の責務） 

第２２条 ［略］ 第２２条 ［略］ 

２ 軽費老人ホームの施設長は、職員に第７条から ２ 軽費老人ホームの施設長は、職員に第７条から



第９条まで、第１２条から前条まで及び次条から

第３３条の２までの規定を遵守させるために必要

な指揮命令を行うものとする。 

第９条まで、第１２条から前条まで及び次条から

第３３条までの規定を遵守させるために必要な指

揮命令を行うものとする。 

 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第２４条 ［略］ 第２４条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 軽費老人ホームは、職員に対し、その資質の向

上のための研修の機会を確保しなければならない。

その際、当該軽費老人ホームは、全ての職員（看

護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、

介護保険法第８条第２項に規定する政令で定める

者等の資格を有する者その他これに類する者を除

く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を

受講させるために必要な措置を講じなければなら

ない。 

３ 軽費老人ホームは、職員に対し、その資質の向

上のための研修の機会を確保しなければならない。

４ 軽費老人ホームは、適切なサービスの提供を確

保する観点から、職場において行われる性的な言

動又は優越的な関係を背景とした言動であって業

務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員

の就業環境が害されることを防止するための方針

の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

 （業務継続計画の策定等） 

第２４条の２ 軽費老人ホームは、感染症や非常災

害の発生時において、入所者に対するサービスの

提供を継続的に実施するための、及び非常時の体

制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業

務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続

計画に従い必要な措置を講じなければならない。

２ 軽費老人ホームは、職員に対し、業務継続計画

について周知するとともに、必要な研修及び訓練

を定期的に実施しなければならない。 

３ 軽費老人ホームは、定期的に業務継続計画の見

直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を

行うものとする。 

 （衛生管理等）  （衛生管理等） 

第２６条 ［略］ 第２６条 ［略］ 

２ 軽費老人ホームは、当該軽費老人ホームにおい

て感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しない

ように、次に掲げる措置を講じなければならない。

２ 軽費老人ホームは、当該軽費老人ホームにおい

て感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しない

ように、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該軽費老人ホームにおける感染症及び食中

毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討

する委員会（テレビ電話装置等を活用して行う

ことができるものとする。）をおおむね３月に

１回以上開催するとともに、その結果について、

  介護職員その他の職員に対し、周知徹底を図る

こと。 

 当該軽費老人ホームにおける感染症及び食中

毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討

する委員会をおおむね３月に１回以上開催する

とともに、その結果について、介護職員その他

の職員に対し、周知徹底を図ること。 



 ［略］    ［略］ 

 当該軽費老人ホームにおいて、介護職員その

他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防及び

まん延の防止のための研修並びに感染症の予防

及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施

すること。 

 当該軽費老人ホームにおいて、介護職員その

他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防及び

まん延の防止のための研修を定期的に実施する

こと。 

 ［略］    ［略］ 

 （掲示）  （掲示） 

第２８条 ［略］ 第２８条 ［略］ 

２ 軽費老人ホームは、前項に規定する事項を記載

した書面を当該軽費老人ホームに備え付け、かつ、

 これをいつでも関係者に自由に閲覧させることに

より、同項の規定による掲示に代えることができ

る。 

 （事故発生の防止及び発生時の対応）  （事故発生の防止及び発生時の対応） 

第３３条 軽費老人ホームは、事故の発生又はその

再発を防止するため、次に定める措置を講じなけ

ればならない。 

第３３条 軽費老人ホームは、事故の発生又はその

再発を防止するため、次に定める措置を講じなけ

ればならない。 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

 事故発生の防止のための委員会（テレビ電話

装置等を活用して行うことができるものとする。

  ）及び職員に対する研修を定期的に行うこと。

 事故発生の防止のための委員会及び職員に対

する研修を定期的に行うこと。 

 前３号に掲げる措置を適切に実施するための

担当者を置くこと。 

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

 （虐待の防止） 

第３３条の２ 軽費老人ホームは、虐待の発生又は

その再発を防止するため、次に掲げる措置を講じ

なければならない。 

 当該軽費老人ホームにおける虐待の防止のた

めの対策を検討する委員会（テレビ電話装置等

を活用して行うことができるものとする。）を

定期的に開催するとともに、その結果について、

  職員に周知徹底を図ること。 

 当該軽費老人ホームにおける虐待の防止のた

めの指針を整備すること。 

 当該軽費老人ホームにおいて、職員に対し、

虐待の防止のための研修を定期的に実施するこ

と。 

 前３号に掲げる措置を適切に実施するための

担当者を置くこと。 

   第４章 雑則 

 （電磁的記録等） 



第３４条 軽費老人ホーム及びその職員は、作成、

交付、保存その他これらに類するもののうち、こ

の条例の規定において書面（書面、書類、文書、

謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形

等人の知覚によって認識することができる情報が

記載された紙その他の有体物をいう。以下この条

において同じ。）で行うことが規定されている又

は想定されるもの（次項に規定するものを除く。

）については、書面に代えて、当該書面に係る電

磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知

覚によっては認識することができない方式で作ら

れる記録であって、電子計算機による情報処理の

用に供されるものをいう。）により行うことがで

きる。 

２ 軽費老人ホーム及びその職員は、交付、説明、

同意、承諾、締結その他これらに類するもの（以

下「交付等」という。）のうち、この条例の規定

において書面で行うことが規定されている又は想

定されるものについては、当該交付等の相手方の

承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法（電子的

方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識す

ることができない方法をいう。）によることがで

きる。 

 （さいたま市指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

の一部改正） 

第４条 さいたま市指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する

条例（平成２４年さいたま市条例第６８号）の一部を次のように改正する。 

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

目次 目次 

 第１章～第１４章 ［略］  第１章～第１４章 ［略］ 

 第１５章 雑則（第２５５条） 

 附則  附則 

 （指定居宅サービスの事業の一般原則）  （指定居宅サービスの事業の一般原則） 

第３条 ［略］ 第３条 ［略］ 



２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 指定居宅サービス事業者は、利用者の人権の擁

護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行

うとともに、その従業者に対し、研修を実施する

等の措置を講じなければならない。 

４ 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービス

を提供するに当たっては、法第１１８条の２第１

項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情

報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなけれ

ばならない。 

 （管理者及びサービス提供責任者の責務）  （管理者及びサービス提供責任者の責務） 

第２９条 ［略］ 第２９条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ サービス提供責任者は、第２５条に規定する業

務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 

３ サービス提供責任者は、第２５条に規定する業

務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

 居宅介護支援事業者等に対し、指定訪問介護

の提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口

  腔
くう

機能その他の利用者の心身の状態及び生活の

  状況に係る必要な情報の提供を行うこと。 

 居宅介護支援事業者等に対し、指定訪問介護

の提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口

  腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の

  状況に係る必要な情報の提供を行うこと。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 （運営規程）  （運営規程） 

第３０条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事

業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重

要事項に関する規程（第３４条において「運営規

程」という。）を定めておかなければならない。

第３０条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事

業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重

要事項に関する規程（第３４条において「運営規

程」という。）を定めておかなければならない。

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ［略］  ［略］ 

 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第３２条 ［略］ 第３２条 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ 指定訪問介護事業者は、適切な指定訪問介護の

提供を確保する観点から、職場において行われる

性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動で

あって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものに

より訪問介護員等の就業環境が害されることを防

止するための方針の明確化等の必要な措置を講じ

なければならない。 

 （業務継続計画の策定等） 

第３２条の２ 指定訪問介護事業者は、感染症や非

常災害の発生時において、利用者に対する指定訪

問介護の提供を継続的に実施するための、及び非

常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（



以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該

業務継続計画に従い必要な措置を講じなければな

らない。 

２ 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に対し、

業務継続計画について周知するとともに、必要な

研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

３ 指定訪問介護事業者は、定期的に業務継続計画

の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変

更を行うものとする。 

 （衛生管理等）  （衛生管理等） 

第３３条 ［略］ 第３３条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業

所において感染症が発生し、又はまん延しないよ

うに、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該指定訪問介護事業所における感染症の予

防及びまん延の防止のための対策を検討する委

員会（テレビ電話装置その他の情報通信機器（

以下「テレビ電話装置等」という。）を活用し

て行うことができるものとする。）をおおむね

６月に１回以上開催するとともに、その結果に

ついて、訪問介護員等に周知徹底を図ること。

 当該指定訪問介護事業所における感染症の予

防及びまん延の防止のための指針を整備するこ

と。 

 当該指定訪問介護事業所において、訪問介護

員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止の

ための研修及び訓練を定期的に実施すること。

 （掲示）  （掲示） 

第３４条 ［略］ 第３４条 ［略］ 

２ 指定訪問介護事業者は、前項に規定する事項を

記載した書面を当該指定訪問介護事業所に備え付

け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧さ

せることにより、同項の規定による掲示に代える

ことができる。 

 （地域との連携等）  （地域との連携） 

第３９条 ［略］ 第３９条 ［略］ 

２ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の

所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対

して指定訪問介護を提供する場合には、当該建物

に居住する利用者以外の者に対しても指定訪問介

護の提供を行うよう努めなければならない。 

 （虐待の防止） 

第４０条の２ 指定訪問介護事業者は、虐待の発生



又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を

講じなければならない。 

 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止

のための対策を検討する委員会（テレビ電話装

置等を活用して行うことができるものとする。

）を定期的に開催するとともに、その結果につ

いて、訪問介護員等に周知徹底を図ること。 

 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止

のための指針を整備すること。 

 当該指定訪問介護事業所において、訪問介護

員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的

に実施すること。 

 前３号に掲げる措置を適切に実施するための

担当者を置くこと。 

 （準用）  （準用） 

第４２条の８ 第１節及び第４節（第１６条、第２

１条第１項、第２６条、第３１条並びに第３８条

第５項及び第６項を除く。）の規定は、基準該当

訪問介護の事業について準用する。この場合にお

いて、第２０条第１項中「内容、当該指定訪問介

護について法第４１条第６項の規定により利用者

に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額

」とあるのは「内容」と、第２１条第２項及び第

２２条中「法定代理受領サービスに該当しない指

定訪問介護」とあるのは「基準該当訪問介護」と、

 第２１条第３項中「前２項」とあるのは「前項」

と、第２５条第１項中「第６条第２項」とあるの

は「第４２条の４第２項」と、「第２９条」とあ

るのは「第４２条の８において準用する第２９条

」と読み替えるものとする。 

第４２条の８ 第１節及び第４節（第１６条、第２

１条第１項、第２６条、第３１条並びに第３８条

第５項及び第６項を除く。）の規定は、基準該当

訪問介護の事業について準用する。この場合にお

いて、第２０条中「内容、当該指定訪問介護につ

いて法第４１条第６項の規定により利用者に代わ

って支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあ

るのは「内容」と、第２１条第２項及び第２２条

中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問

介護」とあるのは「基準該当訪問介護」と、第２

１条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と、

第２５条第１項中「第６条第２項」とあるのは「

第４２条の４第２項」と、「第２９条」とあるの

は「第４２条の８において準用する第２９条」と

読み替えるものとする。 

 （運営規程）  （運営規程） 

第５２条 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入

浴介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営につ

いての重要事項に関する規程を定めておかなけれ

ばならない。 

第５２条 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入

浴介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営につ

いての重要事項に関する規程を定めておかなけれ

ばならない。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ［略］  ［略］ 

 （勤務体制の確保等） 

第５２条の２ 指定訪問入浴介護事業者は、利用者

に対し適切な指定訪問入浴介護を提供できるよう、

 指定訪問入浴介護事業所ごとに、訪問入浴介護従

業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

２ 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護

事業所ごとに、当該指定訪問入浴介護事業所の訪

問入浴介護従業者によって指定訪問入浴介護を提



供しなければならない。 

３ 指定訪問入浴介護事業者は、訪問入浴介護従業

者の資質の向上のために、その研修の機会を確保

しなければならない。その際、当該指定訪問入浴

介護事業者は、全ての訪問入浴介護従業者（看護

師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法

第８条第２項に規定する政令で定める者等の資格

を有する者その他これに類する者を除く。）に対

し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させる

ために必要な措置を講じなければならない。 

４ 指定訪問入浴介護事業者は、適切な指定訪問入

浴介護の提供を確保する観点から、職場において

行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とし

た言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超え

たものにより訪問入浴介護従業者の就業環境が害

されることを防止するための方針の明確化等の必

要な措置を講じなければならない。 

 （準用）  （準用） 

第５４条 第９条から第２０条まで、第２２条、第

２７条、第３２条の２から第３６条まで及び第３

７条から第４１条までの規定は、指定訪問入浴介

護の事業について準用する。この場合において、

これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「訪

問入浴介護従業者」と、第９条第１項中「第３０

条」とあるのは「第５２条」と、第３３条第２項

中「設備及び備品等」とあるのは「指定訪問入浴

介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」と読

み替えるものとする。 

第５４条 第９条から第２０条まで、第２２条、第

２７条、第３２条から第３６条まで及び第３７条

から第４１条までの規定は、指定訪問入浴介護の

事業について準用する。この場合において、これ

らの規定中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入

浴介護従業者」と、第９条第１項中「第３０条」

とあるのは「第５２条」と、第３３条第２項中「

設備及び備品等」とあるのは「指定訪問入浴介護

に用いる浴槽その他の設備及び備品等」と読み替

えるものとする。 

 （準用）  （準用） 

第５４条の５ 第９条から第１５条まで、第１７条

から第２０条まで、第２２条、第２７条、第３２

条の２から第３６条まで、第３７条から第４１条

まで（第３８条第５項及び第６項を除く。）及び

第４３条並びに第４節（第４７条第１項及び第５

４条を除く。）の規定は、基準該当訪問入浴介護

の事業について準用する。この場合において、こ

れらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「訪問

入浴介護従業者」と、第９条第１項中「第３０条

」とあるのは「第５２条」と、第２０条第１項中

「内容、当該指定訪問介護について法第４１条第

６項の規定により利用者に代わって支払を受ける

居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、

 第２２条中「法定代理受領サービスに該当しない

指定訪問介護」とあるのは「基準該当訪問入浴介

護」と、第３３条第２項中「設備及び備品等」と

あるのは「基準該当訪問入浴介護に用いる浴槽そ

の他の設備及び備品等」と、第４７条第２項中「

法定代理受領サービスに該当しない指定訪問入浴

第５４条の５ 第９条から第１５条まで、第１７条

から第２０条まで、第２２条、第２７条、第３２

条から第３６条まで、第３７条、第３８条（第５

項及び第６項を除く。）、第３９条から第４１条

まで及び第４３条並びに第４節（第４７条第１項

及び第５４条を除く。）の規定は、基準該当訪問

入浴介護の事業について準用する。この場合にお

いて、これらの規定中「訪問介護員等」とあるの

は「訪問入浴介護従業者」と、第９条中「第３０

条」とあるのは「第５２条」と、第２０条中「内

容、当該指定訪問介護について法第４１条第６項

の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅

介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第

２２条中「法定代理受領サービスに該当しない指

定訪問介護」とあるのは「基準該当訪問入浴介護

」と、第３３条中「設備及び備品等」とあるのは

「基準該当訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設

備及び備品等」と、第４７条第２項中「法定代理

受領サービスに該当しない指定訪問入浴介護」と



介護」とあるのは「基準該当訪問入浴介護」と、

同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と読

み替えるものとする。 

あるのは「基準該当訪問入浴介護」と、同条第３

項中「前２項」とあるのは「前項」と読み替える

ものとする。 

 （運営規程）  （運営規程） 

第６８条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護事

業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重

要事項に関する規程を定めておかなければならな

い。 

第６８条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護事

業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重

要事項に関する規程を定めておかなければならな

い。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ［略］  ［略］ 

 （指定訪問リハビリテーションの具体的取扱方針

） 

 （指定訪問リハビリテーションの具体的取扱方針

） 

第７６条 指定訪問リハビリテーションの提供は、

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行うも

のとし、その方針は、次に掲げるところによるも

のとする。 

第７６条 指定訪問リハビリテーションの提供は、

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行うも

のとし、その方針は、次に掲げるところによるも

のとする。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 指定訪問リハビリテーション事業者は、リハ

ビリテーション会議（次条第１項に規定する訪

問リハビリテーション計画又は第１２８条第１

項に規定する通所リハビリテーション計画の作

成のために、利用者及びその家族の参加を基本

としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言

語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画

の原案に位置付けた指定居宅サービス等（法第

８条第２４項に規定する指定居宅サービス等を

いう。）の担当者その他の関係者（以下「構成

員」という。）により構成される会議（テレビ

電話装置等を活用して行うことができるものと

する。ただし、利用者又はその家族（以下この

号において「利用者等」という。）が参加する

場合にあっては、テレビ電話装置等の活用につ

いて当該利用者等の同意を得なければならない。

  ）をいう。以下同じ。）の開催により、リハビ

リテーションに関する専門的な見地から利用者

の状況等に関する情報を構成員と共有するよう

努め、利用者に対し、適切なサービスを提供す

る。 

 指定訪問リハビリテーション事業者は、リハ

ビリテーション会議（次条第１項に規定する訪

問リハビリテーション計画又は第１２８条第１

項に規定する通所リハビリテーション計画の作

成のために、利用者及びその家族の参加を基本

としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言

語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画

の原案に位置付けた指定居宅サービス等（法第

８条第２４項に規定する指定居宅サービス等を

いう。）の担当者その他の関係者（以下「構成

員」という。）により構成される会議をいう。

以下同じ。）の開催により、リハビリテーショ

ンに関する専門的な見地から利用者の状況等に

関する情報を構成員と共有するよう努め、利用

者に対し、適切なサービスを提供する。 

 （運営規程）  （運営規程） 

第７８条 指定訪問リハビリテーション事業者は、

指定訪問リハビリテーション事業所ごとに、次に

掲げる事業の運営についての重要事項に関する規

程を定めておかなければならない。 

第７８条 指定訪問リハビリテーション事業者は、

指定訪問リハビリテーション事業所ごとに、次に

掲げる事業の運営についての重要事項に関する規

程を定めておかなければならない。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 虐待の防止のための措置に関する事項 



 ［略］  ［略］ 

 （指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針）  （指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針） 

第８６条 ［略］ 第８６条 ［略］ 

２ 薬剤師の行う指定居宅療養管理指導の方針は、

次に掲げるところによるものとする。 

２ 薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定

居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところに

よるものとする。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、

療養上適切な居宅サービスが提供されるために

必要があると認める場合又は居宅介護支援事業

者若しくは居宅サービス事業者から求めがあっ

た場合は、居宅介護支援事業者又は居宅サービ

ス事業者に対し、居宅サービス計画の作成、居

宅サービスの提供等に必要な情報提供又は助言

を行う。 

 前号に規定する居宅介護支援事業者又は居宅

サービス事業者に対する情報提供又は助言につ

いては、原則として、サービス担当者会議に参

加することにより行わなければならない。 

 前号の場合において、サービス担当者会議へ

の参加によることが困難な場合については、居

宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対

して、原則として、情報提供又は助言の内容を

記載した文書を交付して行わなければならない。

 ［略］  ［略］ 

３ 歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定居宅療養

管理指導の方針は、次に掲げるところによるもの

とする。 

 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、

医師又は歯科医師の指示に基づき、利用者の心

身機能の維持回復を図り、居宅における日常生

活の自立に資するよう、妥当適切に行う。 

 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、

懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその

家族に対し、療養上必要な事項について、理解

しやすいように指導又は説明を行う。 

 常に利用者の病状、心身の状況及びその置か

れている環境の的確な把握に努め、利用者に対

し適切なサービスを提供する。 

 それぞれの利用者について、提供した指定居

宅療養管理指導の内容について、速やかに診療

記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に

報告する。 

 （運営規程）  （運営規程） 

第８７条 指定居宅療養管理指導事業者は、指定居

宅療養管理指導事業所ごとに、次に掲げる事業の

運営についての重要事項に関する規程を定めてお

第８７条 指定居宅療養管理指導事業者は、指定居

宅療養管理指導事業所ごとに、次に掲げる事業の

運営についての重要事項に関する規程を定めてお



かなければならない。 かなければならない。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ［略］  ［略］ 

 （運営規程）  （運営規程） 

第９８条 指定通所介護事業者は、指定通所介護事

業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重

要事項に関する規程を定めておかなければならな

い。 

第９８条 指定通所介護事業者は、指定通所介護事

業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重

要事項に関する規程を定めておかなければならな

い。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ［略］  ［略］ 

 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第９９条 ［略］ 第９９条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 指定通所介護事業者は、通所介護従業者の資質

の向上のために、その研修の機会を確保しなけれ

 ばならない。その際、当該指定通所介護事業者は、

 全ての通所介護従業者（看護師、准看護師、介護

福祉士、介護支援専門員、法第８条第２項に規定

する政令で定める者等の資格を有する者その他こ

れに類する者を除く。）に対し、認知症介護に係

る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を

講じなければならない。 

３ 指定通所介護事業者は、通所介護従業者の資質

の向上のために、その研修の機会を確保しなけれ

ばならない。 

４ 指定通所介護事業者は、適切な指定通所介護の

提供を確保する観点から、職場において行われる

性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動で

あって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものに

より通所介護従業者の就業環境が害されることを

防止するための方針の明確化等の必要な措置を講

じなければならない。 

 （非常災害対策）  （非常災害対策） 

第１０１条 ［略］ 第１０１条 ［略］ 

２ 指定通所介護事業者は、前項に規定する訓練の

実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう

連携に努めなければならない。 

 （衛生管理等）  （衛生管理等） 

第１０２条 ［略］ 第１０２条 ［略］ 

２ 指定通所介護事業者は、当該指定通所介護事業

所において感染症が発生し、又はまん延しないよ

うに、次に掲げる措置を講じなければならない。

２ 指定通所介護事業者は、当該指定通所介護事業

所において感染症が発生し、又はまん延しないよ

うに必要な措置を講じるよう努めなければならな

い。 

 当該指定通所介護事業所における感染症の予

防及びまん延の防止のための対策を検討する委



員会（テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。）をおおむね６月に１回以

上開催するとともに、その結果について、通所

介護従業者に周知徹底を図ること。 

 当該指定通所介護事業所における感染症の予

防及びまん延の防止のための指針を整備するこ

と。 

 当該指定通所介護事業所において、通所介護

従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止

のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

 （地域との連携等） 

第１０２条の２ 指定通所介護事業者は、その事業

の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な

活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流

に努めなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、その事業の運営に当た

っては、提供した指定通所介護に関する利用者か

らの苦情に関して、市等が派遣する者が相談及び

援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力

するよう努めなければならない。 

３ 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所の

所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対

して指定通所介護を提供する場合には、当該建物

に居住する利用者以外の者に対しても指定通所介

護の提供を行うよう努めなければならない。 

第１０２条の３ ［略］ 第１０２条の２ ［略］ 

 （準用）  （準用） 

第１０４条 第９条から第１８条まで、第２０条、

第２２条、第２７条、第２８条、第３２条の２、

 第３４条から第３６条まで、第３７条、第３８条、

 第４０条の２、第４１条及び第５１条の規定は、

指定通所介護の事業について準用する。この場合

において、第９条第１項中「第３０条」とあるの

は「第９８条」と、同項、第２８条、第３２条の

２第２項、第３４条第１項並びに第４０条の２第

１号及び第３号中「訪問介護員等」とあるのは「

通所介護従業者」と読み替えるものとする。 

第１０４条 第９条から第１８条まで、第２０条、

第２２条、第２７条、第２８条、第３４条から第

３６条まで、第３７条から第３９条まで、第４１

条及び第５１条の規定は、指定通所介護の事業に

ついて準用する。この場合において、第９条第１

項中「第３０条」とあるのは「第９８条」と、「

 訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、

 第３４条中「訪問介護員等」とあるのは「通所介

護従業者」と読み替えるものとする。 

 （準用）  （準用） 

第１０６条 第９条から第１８条まで、第２０条、

第２２条、第２７条、第２８条、第３２条の２、

 第３４条から第３６条まで、第３７条、第３８条、

 第４０条の２、第４１条、第５１条、第９０条、

第９２条及び第９３条第４項並びに前節（第１０

４条を除く。）の規定は、共生型通所介護の事業

について準用する。この場合において、第９条第

第１０６条 第９条から第１８条まで、第２０条、

第２２条、第２７条、第２８条、第３４条から第

３６条まで、第３７条から第３９条まで、第４１

条、第５１条、第９０条、第９２条及び第９３条

第４項並びに前節（第１０４条を除く。）の規定

は、共生型通所介護の事業について準用する。こ

の場合において、第９条第１項中「第３０条に規



１項中「第３０条に規定する運営規程」とあるの

は「運営規程（第９８条に規定する運営規程をい

う。第３４条第１項において同じ。）」と、「訪

問介護員等」とあるのは「共生型通所介護の提供

に当たる従業者（以下「共生型通所介護従業者」

 という。）」と、第２８条、第３２条の２第２項、

 第３４条第１項並びに第４０条の２第１号及び第

３号中「訪問介護員等」とあるのは「共生型通所

介護従業者」と、第９３条第４項中「前項ただし

書の場合（指定通所介護事業者が第１項に掲げる

設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外

のサービスを提供する場合に限る。）」とあるの

は「共生型通所介護事業者が共生型通所介護事業

所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型通所介

護以外のサービスを提供する場合」と、第９６条

第２号、第９７条第５項、第９９条第３項及び第

４項並びに第１０２条第２項第１号及び第３号中

「通所介護従業者」とあるのは「共生型通所介護

従業者」と、第１０３条第２項第２号中「次条に

おいて準用する第２０条第２項」とあるのは「第

２０条第２項」と、同項第３号中「次条において

準用する第２７条」とあるのは「第２７条」と、

同項第４号中「次条において準用する第３８条第

２項」とあるのは「第３８条第２項」と読み替え

るものとする。 

定する運営規程」とあるのは「運営規程（第９８

条に規定する運営規程をいう。第３４条において

同じ。）」と、「訪問介護員等」とあるのは「共

生型通所介護の提供に当たる従業者（以下「共生

型通所介護従業者」という。）」と、第２８条及

び第３４条中「訪問介護員等」とあるのは「共生

型通所介護従業者」と、第９３条第４項中「前項

ただし書の場合（指定通所介護事業者が第１項に

掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介

護以外のサービスを提供する場合に限る。）」と

あるのは「共生型通所介護事業者が共生型通所介

護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型

通所介護以外のサービスを提供する場合」と、第

９６条第２号、第９７条第５項及び第９９条第３

項中「通所介護従業者」とあるのは「共生型通所

介護従業者」と、第１０３条第２項第２号中「次

条において準用する第２０条第２項」とあるのは

「第２０条第２項」と、同項第３号中「次条にお

いて準用する第２７条」とあるのは「第２７条」

と、同項第４号中「次条において準用する第３８

条第２項」とあるのは「第３８条第２項」と読み

替えるものとする。 

 （準用）  （準用） 

第１２２条の５ 第９条から第１５条まで、第１７

条、第１８条、第２０条、第２２条、第２７条、

第２８条、第３２条の２、第３４条から第３６条

まで、第３７条、第３８条（第５項及び第６項を

除く。）、第４０条の２、第４１条、第５１条、

第９０条及び第４節（第９４条第１項及び第１０

４条を除く。）の規定は、基準該当通所介護の事

業について準用する。この場合において、第９条

 第１項中「第３０条」とあるのは「第９８条」と、

 同項、第２８条、第３２条の２第２項、第３４条

第１項並びに第４０条の２第１号及び第３号中「

訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、

 第２０条第１項中「内容、当該指定訪問介護につ

いて法第４１条第６項の規定により利用者に代わ

って支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあ

るのは「内容」と、第２２条中「法定代理受領サ

ービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「

基準該当通所介護」と、第９４条第２項中「法定

代理受領サービスに該当しない指定通所介護」と

あるのは「基準該当通所介護」と、同条第３項中

「前２項」とあるのは「前項」と読み替えるもの

とする。 

第１２２条の５ 第９条から第１５条まで、第１７

条、第１８条、第２０条、第２２条、第２７条、

 第２８条、第３４条から第３６条まで、第３７条、

 第３８条（第５項及び第６項を除く。）、第３９

条、第４１条、第５１条、第９０条及び第４節（

第９４条第１項及び第１０４条を除く。）の規定

は、基準該当通所介護の事業について準用する。

この場合において、第９条中「第３０条」とある

のは「第９８条」と、「訪問介護員等」とあるの

は「通所介護従業者」と、第２０条中「内容、当

該指定訪問介護について法第４１条第６項の規定

により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サ

ービス費の額」とあるのは「内容」と、第２２条

中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問

介護」とあるのは「基準該当通所介護」と、第３

４条中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従

業者」と、第９４条第２項中「法定代理受領サー

ビスに該当しない指定通所介護」とあるのは「基

準該当通所介護」と、同条第３項中「前２項」と

あるのは「前項」と読み替えるものとする。 



 （運営規程）  （運営規程） 

第１３０条 指定通所リハビリテーション事業者は、

 指定通所リハビリテーション事業所ごとに、次に

掲げる事業の運営についての重要事項に関する規

程を定めておかなければならない。 

第１３０条 指定通所リハビリテーション事業者は、

 指定通所リハビリテーション事業所ごとに、次に

掲げる事業の運営についての重要事項に関する規

程を定めておかなければならない。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ［略］  ［略］ 

 （衛生管理等）  （衛生管理等） 

第１３１条 ［略］ 第１３１条 ［略］ 

２ 指定通所リハビリテーション事業者は、当該事

業所において感染症が発生し、又はまん延しない

 ように、次に掲げる措置を講じなければならない。

２ 指定通所リハビリテーション事業者は、当該事

業所において感染症が発生し、又はまん延しない

ように必要な措置を講じるよう努めなければなら

ない。 

 当該指定通所リハビリテーション事業所にお

ける感染症の予防及びまん延の防止のための対

策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用

して行うことができるものとする。）をおおむ

ね６月に１回以上開催するとともに、その結果

について、通所リハビリテーション従業者に周

知徹底を図ること。 

 当該指定通所リハビリテーション事業所にお

ける感染症の予防及びまん延の防止のための指

針を整備すること。 

 当該指定通所リハビリテーション事業所にお

いて、通所リハビリテーション従業者に対し、

感染症の予防及びまん延の防止のための研修及

び訓練を定期的に実施すること。 

 （準用）  （準用） 

第１３３条 第９条から第１４条まで、第１６条か

ら第１８条まで、第２０条、第２２条、第２７条、

 第２８条、第３２条の２、第３４条、第３５条、

第３７条から第４１条まで、第６０条、第９４条

及び第９９条から第１０１条までの規定は、指定

通所リハビリテーションの事業について準用する。

 この場合において、これらの規定中「訪問介護員

等」とあるのは「通所リハビリテーション従業者

」と、第９条第１項中「第３０条」とあるのは「

第１３０条」と、第１４条中「心身の状況」とあ

るのは「心身の状況、病歴」と、第９９条第３項

及び第４項中「通所介護従業者」とあるのは「通

所リハビリテーション従業者」と読み替えるもの

とする。 

第１３３条 第９条から第１４条まで、第１６条か

ら第１８条まで、第２０条、第２２条、第２７条、

 第２８条、第３４条、第３５条、第３７条から第

４１条まで、第６０条、第９４条及び第９９条か

ら第１０１条までの規定は、指定通所リハビリテ

ーションの事業について準用する。この場合にお

いて、これらの規定中「訪問介護員等」とあるの

は「通所リハビリテーション従業者」と、第９条

第１項中「第３０条」とあるのは「第１３０条」

と、第１４条中「心身の状況」とあるのは「心身

の状況、病歴」と、第９９条第３項中「通所介護

従業者」とあるのは「通所リハビリテーション従

業者」と読み替えるものとする。 

 （従業者の員数）  （従業者の員数） 

第１３５条 ［略］ 第１３５条 ［略］ 

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 



５ 第１項第２号の生活相談員のうち１人以上は、

常勤でなければならない。また、同項第３号の介

護職員又は看護職員のうち１人以上は、常勤でな

ければならない。ただし、利用定員が２０人未満

 である併設事業所の場合にあっては、生活相談員、

 介護職員及び看護職員のいずれも常勤で配置しな

いことができる。 

５ 第１項第２号の生活相談員並びに同項第３号の

介護職員及び看護職員のそれぞれのうち１人は、

常勤の者でなければならない。ただし、利用定員

が２０人未満である併設事業所の場合にあっては、

 この限りでない。 

６ 指定短期入所生活介護事業者は、第１項第３号

の規定により看護職員を配置しなかった場合であ

っても、利用者の状態像に応じて必要がある場合

には、病院、診療所又は指定訪問看護ステーショ

ン（併設事業所にあっては、当該併設事業所を併

設する特別養護老人ホーム等（以下この章におい

て「併設本体施設」という。）を含む。）との密

接な連携により看護職員を確保することとする。

７ ［略］ ６ ［略］ 

８ 指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短

期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、

 指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期

入所生活介護の事業とが同一の事業所において一

体的に運営されている場合については、指定介護

予防サービス条例第１１７条第１項から第７項ま

でに規定する人員に関する基準を満たすことをも

って、前各項に規定する基準を満たしているもの

とみなすことができる。 

７ 指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短

期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、

 指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期

入所生活介護の事業とが同一の事業所において一

体的に運営されている場合については、指定介護

予防サービス条例第１１７条第１項から第６項ま

でに規定する人員に関する基準を満たすことをも

って、前各項に規定する基準を満たしているもの

とみなすことができる。 

 （設備及び備品等）  （設備及び備品等） 

第１３８条 指定短期入所生活介護事業所の建物（

利用者の日常生活のために使用しない附属の建物

を除く。）は、耐火建築物（建築基準法（昭和２

５年法律第２０１号）第２条第９号の２に規定す

る耐火建築物をいう。以下同じ。）でなければな

らない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満

たす２階建て又は平屋建ての指定短期入所生活介

護事業所の建物にあっては、準耐火建築物（同条

第９号の３に規定する準耐火建築物をいう。以下

同じ。）とすることができる。 

第１３８条 指定短期入所生活介護事業所の建物（

利用者の日常生活のために使用しない附属の建物

を除く。）は、耐火建築物（建築基準法（昭和２

５年法律第２０１号）第２条第９号の２に規定す

る耐火建築物をいう。以下同じ。）でなければな

らない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満

たす２階建て又は平屋建ての指定短期入所生活介

護事業所の建物にあっては、準耐火建築物（同条

第９号の３に規定する準耐火建築物をいう。以下

同じ。）とすることができる。 

 ［略］    ［略］ 

 居室等を２階又は地階に設けている場合であ

って、次に掲げる要件の全てを満たすこと。 

 居室等を２階又は地階に設けている場合であ

って、次に掲げる要件の全てを満たすこと。 

  ア 当該指定短期入所生活介護事業所の所在地

を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、

第１５５条において準用する第１０１条第１

項に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な

避難を確保するために必要な事項を定めるこ

と。 

  ア 当該指定短期入所生活介護事業所の所在地

を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、

第１５５条において準用する第１０１条に規

定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を

確保するために必要な事項を定めること。 

  イ 第１５５条において準用する第１０１条第

１項に規定する訓練については、同項に規定

する計画に従い、昼間及び夜間において行う

  イ 第１５５条において準用する第１０１条に

規定する訓練については、同条に規定する計

画に従い、昼間及び夜間において行うこと。



こと。 

  ウ ［略］   ウ ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ 併設事業所の場合にあっては、前項の規定にか

かわらず、当該併設事業所及び併設本体施設の効

率的運営が可能であり、かつ、当該併設事業所の

利用者及び当該併設本体施設の入所者又は入院患

者の処遇に支障がないときは、当該併設本体施設

の前項各号に掲げる設備（居室を除く。）を指定

短期入所生活介護の事業の用に供することができ

るものとする。 

４ 併設事業所の場合にあっては、前項の規定にか

かわらず、当該併設事業所及び当該併設事業所を

併設する特別養護老人ホーム等（以下この章にお

いて「併設本体施設」という。）の効率的運営が

可能であり、かつ、当該併設事業所の利用者及び

当該併設本体施設の入所者又は入院患者の処遇に

支障がないときは、当該併設本体施設の前項各号

に掲げる設備（居室を除く。）を指定短期入所生

活介護の事業の用に供することができるものとす

る。 

５～８ ［略］ ５～８ ［略］ 

 （運営規程）  （運営規程） 

第１５１条 指定短期入所生活介護事業者は、指定

短期入所生活介護事業所ごとに、次に掲げる事業

の運営についての重要事項に関する規程を定めて

おかなければならない。 

第１５１条 指定短期入所生活介護事業者は、指定

短期入所生活介護事業所ごとに、次に掲げる事業

の運営についての重要事項に関する規程を定めて

おかなければならない。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ［略］  ［略］ 

 （準用）  （準用） 

第１５５条 第１０条から第１４条まで、第１６条、

 第１７条、第２０条、第２２条、第２７条、第３

２条の２、第３４条から第３６条まで、第３７条

から第４１条まで（第３９条第２項を除く。）、

第５１条、第９９条、第１０１条及び第１０２条

の規定は、指定短期入所生活介護の事業について

準用する。この場合において、第３２条の２第２

項、第３４条第１項並びに第４０条の２第１号及

び第３号中「訪問介護員等」とあるのは「短期入

所生活介護従業者」と、第９９条第３項及び第４

項並びに第１０２条第２項第１号及び第３号中「

通所介護従業者」とあるのは「短期入所生活介護

従業者」と読み替えるものとする。 

第１５５条 第１０条から第１４条まで、第１６条、

 第１７条、第２０条、第２２条、第２７条、第３

４条から第３６条まで、第３７条から第４１条ま

で、第５１条、第９９条、第１０１条及び第１０

２条の規定は、指定短期入所生活介護の事業につ

いて準用する。この場合において、第３４条中「

訪問介護員等」とあるのは「短期入所生活介護従

業者」と、第９９条第３項中「通所介護従業者」

とあるのは「短期入所生活介護従業者」と読み替

えるものとする。 

 （設備及び備品等）  （設備及び備品等） 

第１５８条 ユニット型指定短期入所生活介護の事

業を行う者（以下「ユニット型指定短期入所生活

介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所

（以下「ユニット型指定短期入所生活介護事業所

」という。）の建物（利用者の日常生活のために

使用しない附属の建物を除く。）は、耐火建築物

でなければならない。ただし、次の各号のいずれ

かの要件を満たす２階建て又は平屋建てのユニッ

ト型指定短期入所生活介護事業所の建物にあって

第１５８条 ユニット型指定短期入所生活介護の事

業を行う者（以下「ユニット型指定短期入所生活

介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所

（以下「ユニット型指定短期入所生活介護事業所

」という。）の建物（利用者の日常生活のために

使用しない附属の建物を除く。）は、耐火建築物

でなければならない。ただし、次の各号のいずれ

かの要件を満たす２階建て又は平屋建てのユニッ

ト型指定短期入所生活介護事業所の建物にあって



は、準耐火建築物とすることができる。 は、準耐火建築物とすることができる。 

 ［略］    ［略］ 

 居室等を２階又は地階に設けている場合であ

って、次に掲げる要件の全てを満たすこと。 

 居室等を２階又は地階に設けている場合であ

って、次に掲げる要件の全てを満たすこと。 

  ア 当該ユニット型指定短期入所生活介護事業

所の所在地を管轄する消防長又は消防署長と

相談の上、第１６８条において準用する第１

５５条において準用する第１０１条第１項に

規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難

を確保するために必要な事項を定めること。

  ア 当該ユニット型指定短期入所生活介護事業

所の所在地を管轄する消防長又は消防署長と

相談の上、第１６８条において準用する第１

５５条において準用する第１０１条に規定す

る計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保

するために必要な事項を定めること。 

  イ 第１６８条において準用する第１５５条に

おいて準用する第１０１条第１項に規定する

   訓練については、同項に規定する計画に従い、

昼間及び夜間において行うこと。 

  イ 第１６８条において準用する第１５５条に

おいて準用する第１０１条に規定する訓練に

ついては、同条に規定する計画に従い、昼間

及び夜間において行うこと。 

  ウ ［略］   ウ ［略］ 

２～５ ［略］ ２～５ ［略］ 

６ 第３項各号に掲げる設備の基準は、次のとおり

とする。 

６ 第３項各号に掲げる設備の基準は、次のとおり

とする。 

 ユニット    ユニット 

  ア 居室   ア 居室 

(ア) ［略］    (ア) ［略］ 

(イ) 居室は、いずれかのユニットに属するも

のとし、当該ユニットの共同生活室に近接

して一体的に設けること。ただし、一のユ

ニットの利用定員（当該ユニット型指定短

期入所生活介護事業所において同時にユニ

ット型指定短期入所生活介護の提供を受け

ることができる利用者（当該ユニット型指

定短期入所生活介護事業者がユニット型指

定介護予防短期入所生活介護事業者（指定

介護予防サービス条例第１４１条第１項に

規定するユニット型指定介護予防短期入所

生活介護事業者をいう。以下同じ。）の指

定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短

期入所生活介護の事業とユニット型指定介

護予防短期入所生活介護の事業（指定介護

予防サービス条例第１３９条に規定するユ

ニット型指定介護予防短期入所生活介護の

事業をいう。以下同じ。）とが同一の事業

所において一体的に運営されている場合に

あっては、ユニット型指定短期入所生活介

護又はユニット型指定介護予防短期入所生

活介護の利用者。以下この条及び第１６７

条において同じ。）の数の上限をいう。以

下この節において同じ。）は、原則として

おおむね１０人以下とし、１５人を超えな

いものとする。 

(イ) 居室は、いずれかのユニットに属するも

のとし、当該ユニットの共同生活室に近接

して一体的に設けること。ただし、一のユ

ニットの利用定員（当該ユニット型指定短

期入所生活介護事業所において同時にユニ

ット型指定短期入所生活介護の提供を受け

ることができる利用者（当該ユニット型指

定短期入所生活介護事業者がユニット型指

定介護予防短期入所生活介護事業者（指定

介護予防サービス条例第１４１条第１項に

規定するユニット型指定介護予防短期入所

生活介護事業者をいう。以下同じ。）の指

定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短

期入所生活介護の事業とユニット型指定介

護予防短期入所生活介護の事業（指定介護

予防サービス条例第１３９条に規定するユ

ニット型指定介護予防短期入所生活介護の

事業をいう。以下同じ。）とが同一の事業

所において一体的に運営されている場合に

あっては、ユニット型指定短期入所生活介

護又はユニット型指定介護予防短期入所生

活介護の利用者。以下この条及び第１６７

条において同じ。）の数の上限をいう。以

下この節において同じ。）は、おおむね１

０人以下としなければならない。 

(ウ) 利用者１人当たりの床面積は、１０．６

５平方メートル以上とすること。 

(ウ) 利用者１人当たりの床面積は、１０．６

５平方メートル以上とすること。また、ユ



ニットに属さない居室を改修したものにつ

いては、利用者同士の視線の遮断の確保を

前提にした上で、居室を隔てる壁について、

    天井との間に一定の隙間が生じても差し支

えない。 

(エ) ［略］    (エ) ［略］ 

  イ～エ ［略］   イ～エ ［略］ 

 ［略］    ［略］ 

７・８ ［略］ ７・８ ［略］ 

 （運営規程）  （運営規程） 

第１６５条 ユニット型指定短期入所生活介護事業

者は、ユニット型指定短期入所生活介護事業所ご

とに、次に掲げる事業の運営についての重要事項

に関する規程を定めておかなければならない。 

第１６５条 ユニット型指定短期入所生活介護事業

者は、ユニット型指定短期入所生活介護事業所ご

とに、次に掲げる事業の運営についての重要事項

に関する規程を定めておかなければならない。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ［略］  ［略］ 

 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第１６６条 ［略］ 第１６６条 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、短

期入所生活介護従業者の資質の向上のために、そ

 の研修の機会を確保しなければならない。その際、

 当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、

全ての短期入所生活介護従業者（看護師、准看護

師、介護福祉士、介護支援専門員、法第８条第２

項に規定する政令で定める者等の資格を有する者

その他これに類する者を除く。）に対し、認知症

介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要

な措置を講じなければならない。 

４ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、短

期入所生活介護従業者の資質の向上のために、そ

の研修の機会を確保しなければならない。 

５ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、適

切なユニット型指定短期入所生活介護の提供を確

保する観点から、職場において行われる性的な言

動又は優越的な関係を背景とした言動であって業

務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより短期

入所生活介護従業者の就業環境が害されることを

防止するための方針の明確化等の必要な措置を講

じなければならない。 

 （準用）  （準用） 

第１６８条の３ 第１０条から第１４条まで、第１

 ６条、第１７条、第２０条、第２２条、第２７条、

 第３２条の２、第３４条から第３６条まで、第３

７条から第４１条まで（第３９条第２項を除く。

）、第５１条、第９９条、第１０１条、第１０２

条、第１３４条及び第１３６条並びに第４節（第

１５５条を除く。）の規定は、共生型短期入所生

第１６８条の３ 第１０条から第１４条まで、第１

６条、第１７条、第２０条、第２２条、第２７条、

 第３４条から第３６条まで、第３７条から第４１

条まで、第５１条、第９９条、第１０１条、第１

０２条、第１３４条及び第１３６条並びに第４節

（第１５５条を除く。）の規定は、共生型短期入

所生活介護の事業について準用する。この場合に



活介護の事業について準用する。この場合におい

て、第３２条の２第２項中「訪問介護員等」とあ

るのは「共生型短期入所生活介護の提供に当たる

従業者（以下「共生型短期入所生活介護従業者」

という。）」と、第３４条第１項中「運営規程」

とあるのは「運営規程（第１５１条に規定する運

営規程をいう。第１３９条第１項において同じ。

）」と、同項並びに第４０条の２第１号及び第３

号中「訪問介護員等」とあるのは「共生型短期入

所生活介護従業者」と、第９９条第３項及び第４

項並びに第１０２条第２項第１号及び第３号中「

通所介護従業者」とあるのは「共生型短期入所生

活介護従業者」と、第１３９条第１項中「第１５

１条に規定する重要事項に関する規程」とあるの

は「運営規程」と、同項、第１４２条第３項、第

１４３条第１項及び第１５０条中「短期入所生活

介護従業者」とあるのは「共生型短期入所生活介

護従業者」と、第１５４条第２項第２号中「次条

において準用する第２０条第２項」とあるのは「

第２０条第２項」と、同項第４号中「次条におい

 て準用する第２７条」とあるのは「第２７条」と、

 同項第５号中「次条において準用する第３８条第

２項」とあるのは「第３８条第２項」と、同項第

６号中「次条において準用する第４０条第２項」

とあるのは「第４０条第２項」と読み替えるもの

とする。 

おいて、第３４条中「運営規程」とあるのは「運

営規程（第１５１条に規定する運営規程をいう。

第１３９条第１項において同じ。）」と、「訪問

介護員等」とあるのは「共生型短期入所生活介護

の提供に当たる従業者（以下「共生型短期入所生

活介護従業者」という。）」と、第９９条第３項

中「通所介護従業者」とあるのは「共生型短期入

所生活介護従業者」と、第１３９条第１項中「第

１５１条に規定する重要事項に関する規程」とあ

るのは「運営規程」と、同項、第１４２条第３項、

 第１４３条第１項及び第１５０条中「短期入所生

活介護従業者」とあるのは「共生型短期入所生活

介護従業者」と、第１５４条第２項第２号中「次

条において準用する第２０条第２項」とあるのは

「第２０条第２項」と、同項第４号中「次条にお

いて準用する第２７条」とあるのは「第２７条」

と、同項第５号中「次条において準用する第３８

条第２項」とあるのは「第３８条第２項」と、同

項第６号中「次条において準用する第４０条第２

項」とあるのは「第４０条第２項」と読み替える

ものとする。 

 （準用）  （準用） 

第１６８条の１０ 第１０条から第１４条まで、第

１７条、第２０条、第２２条、第２７条、第３２

条の２、第３４条から第３６条まで、第３７条か

ら第４１条まで（第３８条第５項及び第６項並び

に第３９条第２項を除く。）、第５１条、第９９

条、第１０１条、第１０２条、第１３４条並びに

第４節（第１４１条第１項及び第１５５条を除く。

 ）の規定は、基準該当短期入所生活介護の事業に

ついて準用する。この場合において、第２０条第

１項中「内容、当該指定訪問介護について法第４

１条第６項の規定により利用者に代わって支払を

受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内

容」と、第２２条中「法定代理受領サービスに該

当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当短

期入所生活介護」と、第３２条の２第２項、第３

４条第１項並びに第４０条の２第１号及び第３号

中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所生活介

護従業者」と、第９９条第３項及び第４項並びに

第１０２条第２項第１号及び第３号中「通所介護

従業者」とあるのは「短期入所生活介護従業者」

と、第１４１条第２項中「法定代理受領サービス

に該当しない指定短期入所生活介護」とあるのは

第１６８条の１０ 第１０条から第１４条まで、第

１７条、第２０条、第２２条、第２７条、第３４

条から第３６条まで、第３７条、第３８条（第５

項及び第６項を除く。）、第３９条から第４１条

まで、第５１条、第９９条、第１０１条、第１０

２条、第１３４条並びに第４節（第１４１条第１

項及び第１５５条を除く。）の規定は、基準該当

短期入所生活介護の事業について準用する。この

場合において、第２０条中「内容、当該指定訪問

介護について法第４１条第６項の規定により利用

者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の

額」とあるのは「内容」と、第２２条中「法定代

理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあ

るのは「基準該当短期入所生活介護」と、第３４

条中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所生活

介護従業者」と、第９９条第３項中「通所介護従

業者」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、

 第１４１条第２項中「法定代理受領サービスに該

当しない指定短期入所生活介護」とあるのは「基

準該当短期入所生活介護」と、同条第３項中「前

２項」とあるのは「前項」と、第１４７条中「医

師及び看護職員」とあるのは「看護職員」と、第



「基準該当短期入所生活介護」と、同条第３項中

「前２項」とあるのは「前項」と、第１４７条中

「医師及び看護職員」とあるのは「看護職員」と、

 第１５２条第２項中「静養室」とあるのは「静養

室等」と、第１５４条第２項第２号中「次条にお

いて準用する第２０条第２項」とあるのは「第２

０条第２項」と、同項第４号中「次条において準

用する第２７条」とあるのは「第２７条」と、同

項第５号中「次条において準用する第３８条第２

項」とあるのは「第３８条第２項」と、同項第６

号中「次条において準用する第４０条第２項」と

あるのは「第４０条第２項」と読み替えるものと

する。 

１５２条第２項中「静養室」とあるのは「静養室

等」と、第１５４条第２項第２号中「次条におい

て準用する第２０条第２項」とあるのは「第２０

条第２項」と、同項第４号中「次条において準用

する第２７条」とあるのは「第２７条」と、同項

第５号中「次条において準用する第３８条第２項

」とあるのは「第３８条第２項」と、同項第６号

中「次条において準用する第４０条第２項」とあ

るのは「第４０条第２項」と読み替えるものとす

る。 

 （運営規程）  （運営規程） 

第１８１条 指定短期入所療養介護事業者は、指定

短期入所療養介護事業所ごとに、次に掲げる事業

の運営についての重要事項に関する規程を定めて

おかなければならない。 

第１８１条 指定短期入所療養介護事業者は、指定

短期入所療養介護事業所ごとに、次に掲げる事業

の運営についての重要事項に関する規程を定めて

おかなければならない。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ［略］  ［略］ 

 （準用）  （準用） 

第１８４条 第１０条から第１４条まで、第１６条、

 第１７条、第２０条、第２２条、第２７条、第３

２条の２、第３４条、第３５条、第３７条から第

４１条まで（第３９条第２項を除く。）、第５１

条、第９９条、第１０１条、第１３１条、第１３

９条、第１４０条第２項及び第１５３条の規定は、

 指定短期入所療養介護の事業について準用する。

この場合において、第３２条の２第２項、第３４

条第１項並びに第４０条の２第１号及び第３号中

「訪問介護員等」とあるのは「短期入所療養介護

従業者」と、第９９条第３項及び第４項中「通所

介護従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業

者」と、第１３１条第２項第１号及び第３号中「

通所リハビリテーション従業者」とあるのは「短

期入所療養介護従業者」と、第１３９条第１項中

「第１５１条」とあるのは「第１８１条」と、「

短期入所生活介護従業者」とあるのは「短期入所

療養介護従業者」と読み替えるものとする。 

第１８４条 第１０条から第１４条まで、第１６条、

 第１７条、第２０条、第２２条、第２７条、第３

４条、第３５条、第３７条から第４１条まで、第

５１条、第９９条、第１０１条、第１３１条、第

１３９条、第１４０条第２項及び第１５３条の規

定は、指定短期入所療養介護の事業について準用

する。この場合において、第３４条中「訪問介護

員等」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、

 第９９条第３項中「通所介護従業者」とあるのは

「短期入所療養介護従業者」と、第１３９条中「

第１５１条」とあるのは「第１８１条」と、「短

期入所生活介護従業者」とあるのは「短期入所療

養介護従業者」と読み替えるものとする。 

 （運営規程）  （運営規程） 

第１９３条 ユニット型指定短期入所療養介護事業

者は、ユニット型指定短期入所療養介護事業所ご

とに、次に掲げる事業の運営についての重要事項

に関する規程を定めておかなければならない。 

第１９３条 ユニット型指定短期入所療養介護事業

者は、ユニット型指定短期入所療養介護事業所ご

とに、次に掲げる事業の運営についての重要事項

に関する規程を定めておかなければならない。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 



 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ［略］  ［略］ 

 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第１９４条 ［略］ 第１９４条 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、短

期入所療養介護従業者の資質の向上のために、そ

 の研修の機会を確保しなければならない。その際、

 当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、

全ての短期入所療養介護従業者（看護師、准看護

師、介護福祉士、介護支援専門員、法第８条第２

項に規定する政令で定める者等の資格を有する者

その他これに類する者を除く。）に対し、認知症

介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要

な措置を講じなければならない。 

４ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、短

期入所療養介護従業者の資質の向上のために、そ

の研修の機会を確保しなければならない。 

５ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、適

切なユニット型指定短期入所療養介護の提供を確

保する観点から、職場において行われる性的な言

動又は優越的な関係を背景とした言動であって業

務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより短期

入所療養介護従業者の就業環境が害されることを

防止するための方針の明確化等の必要な措置を講

じなければならない。 

 （指定特定施設入居者生活介護の取扱方針）  （指定特定施設入居者生活介護の取扱方針） 

第２０６条 ［略］ 第２０６条 ［略］ 

２～５ ［略］ ２～５ ［略］ 

６ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、身体的

拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講

じなければならない。 

６ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、身体的

拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講

じなければならない。 

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこ

とができるものとする。）を３月に１回以上開

催するとともに、その結果について、介護職員

その他の従業者に周知徹底を図ること。 

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会を３月に１回以上開催するとともに、

その結果について、介護職員その他の従業者に

周知徹底を図ること。 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

７ ［略］ ７ ［略］ 

 （運営規程）  （運営規程） 

第２１２条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、

 指定特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営につ

いての重要事項に関する規程を定めておかなけれ

ばならない。 

第２１２条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、

 指定特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営につ

いての重要事項に関する規程を定めておかなけれ

ばならない。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ［略］  ［略］ 



 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第２１３条 ［略］ 第２１３条 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、特定施

設従業者の資質の向上のために、その研修の機会

を確保しなければならない。その際、指定特定施

設入居者生活介護事業者は、全ての特定施設従業

者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専

門員、法第８条第２項に規定する政令で定める者

等の資格を有する者その他これに類する者を除く。

 ）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講

させるために必要な措置を講じなければならない。

４ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、特定施

設従業者の資質の向上のために、その研修の機会

を確保しなければならない。 

５ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、適切な

指定特定施設入居者生活介護の提供を確保する観

点から、職場において行われる性的な言動又は優

越的な関係を背景とした言動であって業務上必要

かつ相当な範囲を超えたものにより特定施設従業

者の就業環境が害されることを防止するための方

針の明確化等の必要な措置を講じなければならな

い。 

 （準用）  （準用） 

第２１７条 第１２条、第１３条、第２２条、第２

 ７条、第３２条の２、第３４条から第３６条まで、

 第３７条、第３８条、第４０条から第４１条まで、

 第５０条、第５１条、第１０１条、第１０２条及

び第１４６条の規定は、指定特定施設入居者生活

介護の事業について準用する。この場合において、

 第３２条の２第２項、第３４条第１項並びに第４

０条の２第１号及び第３号中「訪問介護員等」と

あるのは「特定施設従業者」と、第５０条中「訪

問入浴介護従業者」とあるのは「特定施設従業者

」と、第１０２条第２項第１号及び第３号中「通

所介護従業者」とあるのは「特定施設従業者」と

読み替えるものとする。 

第２１７条 第１２条、第１３条、第２２条、第２

７条、第３４条から第３６条まで、第３７条から

 第４１条まで、第５０条、第５１条、第１０１条、

 第１０２条及び第１４６条の規定は、指定特定施

設入居者生活介護の事業について準用する。この

場合において、第３４条中「訪問介護員等」とあ

るのは「特定施設従業者」と、第５０条中「訪問

入浴介護従業者」とあるのは「特定施設従業者」

と読み替えるものとする。 

 （運営規程）  （運営規程） 

第２２５条 外部サービス利用型指定特定施設入居

者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに、次に

掲げる事業の運営についての重要事項に関する規

程を定めておかなければならない。 

第２２５条 外部サービス利用型指定特定施設入居

者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに、次に

掲げる事業の運営についての重要事項に関する規

程を定めておかなければならない。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ［略］  ［略］ 

 （準用）  （準用） 

第２２８条 第１２条、第１３条、第２２条、第２

 ７条、第３２条の２、第３４条から第３６条まで、

 第３７条、第３８条、第４０条から第４１条まで、

第２２８条 第１２条、第１３条、第２２条、第２

７条、第３４条から第３６条まで、第３７条から

第４１条まで、第５０条、第５１条、第１０１条、



 第５０条、第５１条、第１０１条、第１０２条、

第２０２条、第２０４条から第２０７条まで、第

２１０条、第２１１条及び第２１３条から第２１

５条までの規定は、外部サービス利用型指定特定

施設入居者生活介護の事業について準用する。こ

の場合において、第３２条の２第２項並びに第４

０条の２第１号及び第３号中「訪問介護員等」と

あるのは「指定特定施設の従業者」と、第３４条

第１項中「訪問介護員等」とあるのは「外部サー

ビス利用型特定施設従業者」と、第３５条中「指

定訪問介護事業所」とあるのは「指定特定施設及

び受託居宅サービス事業所」と、第５０条中「訪

問入浴介護従業者」とあるのは「指定特定施設の

従業者」と、第１０２条第２項第１号及び第３号

中「通所介護従業者」とあるのは「指定特定施設

の従業者」と、第２０４条第２項中「指定特定施

設入居者生活介護を」とあるのは「基本サービス

を」と、第２０７条中「他の特定施設従業者」と

あるのは「他の外部サービス利用型特定施設従業

者及び受託居宅サービス事業者」と、第２１３条

中「指定特定施設入居者生活介護」とあるのは「

基本サービス」と読み替えるものとする。 

 第１０２条、第２０２条、第２０４条から第２０

７条まで、第２１０条、第２１１条及び第２１３

条から第２１５条までの規定は、外部サービス利

用型指定特定施設入居者生活介護の事業について

準用する。この場合において、第３４条中「訪問

介護員等」とあるのは「外部サービス利用型特定

施設従業者」と、第３５条中「指定訪問介護事業

所」とあるのは「指定特定施設及び受託居宅サー

ビス事業所」と、第５０条中「訪問入浴介護従業

者」とあるのは「指定特定施設の従業者」と、第

２０４条第２項中「指定特定施設入居者生活介護

を」とあるのは「基本サービスを」と、第２０７

条中「他の特定施設従業者」とあるのは「他の外

部サービス利用型特定施設従業者及び受託居宅サ

ービス事業者」と、第２１３条中「指定特定施設

入居者生活介護」とあるのは「基本サービス」と

読み替えるものとする。 

 （運営規程）  （運営規程） 

第２３７条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉

用具貸与事業所ごとに、次に掲げる事業の運営に

ついての重要事項に関する規程（以下この節にお

いて「運営規程」という。）を定めておかなけれ

ばならない。 

第２３７条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉

用具貸与事業所ごとに、次に掲げる事業の運営に

ついての重要事項に関する規程（以下この節にお

いて「運営規程」という。）を定めておかなけれ

ばならない。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ［略］  ［略］ 

 （衛生管理等）  （衛生管理等） 

第２４０条 ［略］ 第２４０条 ［略］ 

２～５ ［略］ ２～５ ［略］ 

６ 指定福祉用具貸与事業者は、当該指定福祉用具

貸与事業所において感染症が発生し、又はまん延

しないように、次に掲げる措置を講じなければな

らない。 

 当該指定福祉用具貸与事業所における感染症

の予防及びまん延の防止のための対策を検討す

る委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこ

とができるものとする。）をおおむね６月に１

回以上開催するとともに、その結果について、

福祉用具専門相談員に周知徹底を図ること。 

 当該指定福祉用具貸与事業所における感染症

の予防及びまん延の防止のための指針を整備す

ること。 



 当該指定福祉用具貸与事業所において、福祉

用具専門相談員に対し、感染症の予防及びまん

延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施

すること。 

 （掲示及び目録の備付け）  （掲示及び目録の備付け） 

第２４１条 ［略］ 第２４１条 ［略］ 

２ 指定福祉用具貸与事業者は、前項に規定する事

項を記載した書面を当該指定福祉用具貸与事業所

に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由

に閲覧させることにより、同項の規定による掲示

に代えることができる。 

３ ［略］ ２ ［略］ 

 （準用）  （準用） 

第２４３条 第９条から第２０条まで、第２２条、

第２７条、第３２条の２、第３５条、第３６条、

第３７条から第４１条まで、第５１条並びに第９

９条第１項、第２項及び第４項の規定は、指定福

祉用具貸与の事業について準用する。この場合に

おいて、第９条第１項中「第３０条」とあるのは

「第２３７条」と、同項、第３２条の２第２項並

びに第４０条の２第１号及び第３号中「訪問介護

員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第

１１条中「以下同じ。）」とあるのは「以下同じ。

 ）、取り扱う福祉用具の種目」と、第１５条第２

項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は

助言」と、第１９条中「訪問介護員等」とあるの

は「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあ

るのは「利用者」と、第２０条第１項中「提供日

及び内容」とあるのは「提供の開始日及び終了日

並びに種目及び品名」と、第２２条中「内容」と

あるのは「種目、品名」と、第９９条第１項、第

２項及び第４項中「通所介護従業者」とあるのは

「福祉用具専門相談員」と、同条第２項中「処遇

」とあるのは「サービス利用」と読み替えるもの

とする。 

第２４３条 第９条から第２０条まで、第２２条、

第２７条、第３５条、第３６条、第３７条から第

４１条まで、第５１条並びに第９９条第１項及び

第２項の規定は、指定福祉用具貸与の事業につい

て準用する。この場合において、第９条第１項中

「第３０条」とあるのは「第２３７条」と、「訪

問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」

と、第１１条中「以下同じ。）」とあるのは「以

下同じ。）、取り扱う福祉用具の種目」と、第１

５条第２項中「適切な指導」とあるのは「適切な

相談又は助言」と、第１９条中「訪問介護員等」

とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用

者」とあるのは「利用者」と、第２０条第１項中

「提供日及び内容」とあるのは「提供の開始日及

び終了日並びに種目及び品名」と、第２２条中「

内容」とあるのは「種目、品名」と、第９９条第

２項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と読

み替えるものとする。 

 （準用）  （準用） 

第２４３条の３ 第９条から第１５条まで、第１７

条から第２０条まで、第２２条、第２７条、第３

２条の２、第３５条、第３６条、第３７条から第

４１条まで（第３８条第５項及び第６項を除く。

）、第５１条、第９９条第１項、第２項及び第４

項、第２２９条、第２３１条、第２３２条並びに

第４節（第２３３条第１項及び第２４３条を除く。

 ）の規定は、基準該当福祉用具貸与の事業に準用

する。この場合において、第９条第１項中「第３

０条」とあるのは「第２３７条」と、同項、第３

第２４３条の３ 第９条から第１５条まで、第１７

条から第２０条まで、第２２条、第２７条、第３

５条、第３６条、第３７条、第３８条（第５項及

 び第６項を除く。）、第３９条から第４１条まで、

 第５１条、第９９条第１項及び第２項、第２２９

条、第２３１条、第２３２条並びに第４節（第２

３３条第１項及び第２４３条を除く。）の規定は、

 基準該当福祉用具貸与の事業に準用する。この場

合において、第９条中「第３０条」とあるのは「

第２３７条」と、「訪問介護員等」とあるのは「



２条の２第２項並びに第４０条の２第１号及び第

３号中「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専

門相談員」と、第１１条中「実施地域」とあるの

は「実施地域、取り扱う福祉用具の種目」と、第

１５条第２項中「適切な指導」とあるのは「適切

な相談又は助言」と、第１９条中「訪問介護員等

」とあるのは「従業者」と、第２０条第１項中「

提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第

４１条第６項の規定により利用者に代わって支払

を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「

提供の開始日及び終了日、種目、品名」と、第２

２条中「法定代理受領サービスに該当しない指定

訪問介護」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」

と、第９９条第１項、第２項及び第４項中「通所

介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」

と、同条第２項中「処遇」とあるのは「サービス

の利用」と、第２３３条第２項中「法定代理受領

サービスに該当しない指定福祉用具貸与」とある

のは「基準該当福祉用具貸与」と、同条第３項中

「前２項」とあるのは「前項」と読み替えるもの

とする。 

福祉用具専門相談員」と、第１１条中「実施地域

」とあるのは「実施地域、取り扱う福祉用具の種

目」と、第１５条第２項中「適切な指導」とある

のは「適切な相談又は助言」と、第１９条中「訪

問介護員等」とあるのは「従業者」と、第２０条

中「提供日及び内容、当該指定訪問介護について

法第４１条第６項の規定により利用者に代わって

支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるの

は「提供の開始日及び終了日、種目、品名」と、

第２２条中「法定代理受領サービスに該当しない

指定訪問介護」とあるのは「基準該当福祉用具貸

与」と、第９９条第２項中「処遇」とあるのは「

サービスの利用」と、第２３３条第２項中「法定

代理受領サービスに該当しない指定福祉用具貸与

」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と、同条

第３項中「前２項」とあるのは「前項」と読み替

えるものとする。 

 （準用）  （準用） 

第２５４条 第９条から第１５条まで、第１７条か

ら第１９条まで、第２７条、第３２条の２、第３

３条、第３５条、第３６条、第３７条から第４１

条まで、第５１条、第９９条第１項、第２項及び

第４項、第２３４条、第２３７条から第２３９条

まで並びに第２４１条の規定は、指定特定福祉用

具販売の事業について準用する。この場合におい

て、第９条第１項中「第３０条」とあるのは「第

 ２５４条において準用する第２３７条」と、同項、

 第３２条の２第２項、第３３条第３項第１号及び

第３号並びに第４０条の２第１号及び第３号中「

訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員

」と、第１１条中「以下同じ。）」とあるのは「

以下同じ。）、取り扱う特定福祉用具の種目」と、

 第１５条第２項中「適切な指導」とあるのは「適

切な相談又は助言」と、第１９条中「訪問介護員

等」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び

利用者」とあるのは「利用者」と、第３３条第１

項中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、

第９９条第１項、第２項及び第４項中「通所介護

従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、

同条第２項中「処遇」とあるのは「サービス利用

」と、第２３４条中「福祉用具」とあるのは「特

定福祉用具」と、「貸与」とあるのは「販売」と、

 第２３７条中「利用料」とあるのは「販売費用の

額」と、第２３８条及び第２３９条中「福祉用具

」とあるのは「特定福祉用具」と読み替えるもの

第２５４条 第９条から第１５条まで、第１７条か

ら第１９条まで、第２７条、第３３条、第３５条、

第３６条、第３７条から第４１条まで、第５１条、

 第９９条第１項及び第２項、第２３４条、第２３

７条から第２３９条まで並びに第２４１条の規定

は、指定特定福祉用具販売の事業について準用す

る。この場合において、第９条第１項中「第３０

条」とあるのは「第２５４条において準用する第

２３７条」と、「訪問介護員等」とあるのは「福

祉用具専門相談員」と、第１１条中「以下同じ。

）」とあるのは「以下同じ。）、取り扱う特定福

祉用具の種目」と、第１５条第２項中「適切な指

導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第１

９条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、

 「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」

と、第３３条中「訪問介護員等」とあるのは「従

業者」と、第９９条第２項中「処遇」とあるのは

「サービス利用」と、第２３４条中「福祉用具」

とあるのは「特定福祉用具」と、「貸与」とある

のは「販売」と、第２３７条中「利用料」とある

のは「販売費用の額」と、第２３８条及び第２３

９条中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」

と読み替えるものとする。 



とする。 

   第１５章 雑則 

 （電磁的記録等） 

第２５５条 指定居宅サービス事業者及び指定居宅

サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他

これらに類するもののうち、この条例の規定にお

いて書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、

 副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって

認識することができる情報が記載された紙その他

の有体物をいう。以下この条において同じ。）で

行うことが規定されている又は想定されるもの（

第１２条第１項（第４２条の３、第４２条の８、

第５４条、第５４条の５、第７０条、第８０条、

第８９条、第１０４条、第１０６条、第１２２条

の５、第１３３条、第１５５条（第１６８条にお

いて準用する場合を含む。）、第１６８条の３、

第１６８条の１０、第１８４条（第１９６条にお

いて準用する場合を含む。）、第２１７条、第２

２８条、第２４３条、第２４３条の３及び第２５

４条において準用する場合を含む。）及び第２０

４条第１項（第２２８条において準用する場合を

含む。）並びに次項に規定するものを除く。）に

ついては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的

記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に

よっては認識することができない方式で作られる

記録であって、電子計算機による情報処理の用に

供されるものをいう。）により行うことができる。

２ 指定居宅サービス事業者及び指定居宅サービス

の提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、

締結その他これらに類するもの（以下「交付等」

という。）のうち、この条例の規定において書面

で行うことが規定されている又は想定されるもの

については、当該交付等の相手方の承諾を得て、

書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的

方法その他人の知覚によって認識することができ

ない方法をいう。）によることができる。 

 （さいたま市指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する

条例の一部改正） 

第５条 さいたま市指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関

する条例（平成２４年さいたま市条例第６９号）の一部を次のように改正する。 

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

 改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 



 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

目次 目次 

 第１章～第１４章 ［略］  第１章～第１４章 ［略］ 

 第１５章 雑則（第２４５条） 

 附則  附則 

 （指定介護予防サービスの事業の一般原則）  （指定介護予防サービスの事業の一般原則） 

第３条 ［略］ 第３条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 指定介護予防サービス事業者は、利用者の人権

の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備

を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施

する等の措置を講じなければならない。 

４ 指定介護予防サービス事業者は、指定介護予防

サービスを提供するに当たっては、法第１１８条

の２第１項に規定する介護保険等関連情報その他

必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努

めなければならない。 

 （運営規程）  （運営規程） 

第５０条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指

定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに、次に掲げ

る事業の運営についての重要事項に関する規程を

定めておかなければならない。 

第５０条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指

定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに、次に掲げ

る事業の運営についての重要事項に関する規程を

定めておかなければならない。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ［略］  ［略］ 

 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第５０条の２ ［略］ 第５０条の２ ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防

訪問入浴介護従業者の資質の向上のために、その

研修の機会を確保しなければならない。その際、

当該指定介護予防訪問入浴介護事業者は、全ての

介護予防訪問入浴介護従業者（看護師、准看護師、

 介護福祉士、介護支援専門員、法第８条第２項に

規定する政令で定める者等の資格を有する者その

他これに類する者を除く。）に対し、認知症介護

に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措

置を講じなければならない。 

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防

訪問入浴介護従業者の資質の向上のために、その

研修の機会を確保しなければならない。 



４ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、適切な指

定介護予防訪問入浴介護の提供を確保する観点か

ら、職場において行われる性的な言動又は優越的

な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ

相当な範囲を超えたものにより介護予防訪問入浴

介護従業者の就業環境が害されることを防止する

ための方針の明確化等の必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

 （業務継続計画の策定等） 

第５０条の２の２ 指定介護予防訪問入浴介護事業

者は、感染症や非常災害の発生時において、利用

者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提供を継

続的に実施するための、及び非常時の体制で早期

の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計

画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従

い必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防

訪問入浴介護従業者に対し、業務継続計画につい

て周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期

的に実施しなければならない。 

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、定期的に

業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務

継続計画の変更を行うものとする。 

 （衛生管理等）  （衛生管理等） 

第５０条の３ ［略］ 第５０条の３ ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該指定

介護予防訪問入浴介護事業所において感染症が発

生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置

を講じなければならない。 

 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所におけ

る感染症の予防及びまん延の防止のための対策

を検討する委員会（テレビ電話装置その他の情

報通信機器（以下「テレビ電話装置等」という。

  ）を活用して行うことができるものとする。）

をおおむね６月に１回以上開催するとともに、

その結果について、介護予防訪問入浴介護従業

者に周知徹底を図ること。 

 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所におけ

る感染症の予防及びまん延の防止のための指針

を整備すること。 

 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所におい

て、介護予防訪問入浴介護従業者に対し、感染

症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓

練を定期的に実施すること。 

 （掲示）  （掲示） 

第５０条の４ ［略］ 第５０条の４ ［略］ 



２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項に規

定する事項を記載した書面を当該指定介護予防訪

問入浴介護事業所に備え付け、かつ、これをいつ

でも関係者に自由に閲覧させることにより、同項

の規定による掲示に代えることができる。 

 （地域との連携等）  （地域との連携） 

第５０条の９ ［略］ 第５０条の９ ［略］ 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護

予防訪問入浴介護事業所の所在する建物と同一の

建物に居住する利用者に対して指定介護予防訪問

入浴介護を提供する場合には、当該建物に居住す

る利用者以外の者に対しても指定介護予防訪問入

浴介護の提供を行うよう努めなければならない。

 （虐待の防止） 

第５０条の１０の２ 指定介護予防訪問入浴介護事

業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、

 次に掲げる措置を講じなければならない。 

 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所におけ

る虐待の防止のための対策を検討する委員会（

テレビ電話装置等を活用して行うことができる

ものとする。）を定期的に開催するとともに、

その結果について、介護予防訪問入浴介護従業

者に周知徹底を図ること。 

 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所におけ

る虐待の防止のための指針を整備すること。 

 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所におい

て、介護予防訪問入浴介護従業者に対し、虐待

の防止のための研修を定期的に実施すること。

 前３号に掲げる措置を適切に実施するための

担当者を置くこと。 

 （準用）  （準用） 

第５４条の５ 第１節、第４節（第４６条の９、第

４７条第１項、第５０条の８第５項及び第６項並

びに第５２条を除く。）及び前節の規定は、基準

該当介護予防訪問入浴介護の事業について準用す

る。この場合において、第４６条の２及び第５０

条の４第１項中「第５０条」とあるのは「第５４

条の５において準用する第５０条」と、第４６条

の１３第１項中「内容、当該指定介護予防訪問入

浴介護について法第５３条第４項の規定により利

用者に代わって支払を受ける介護予防サービス費

の額」とあるのは「内容」と、第４７条第２項中

「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予

防訪問入浴介護」とあるのは「基準該当介護予防

訪問入浴介護」と、同条第３項中「前２項」とあ

るのは「前項」と、第４７条の２中「法定代理受

領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介

第５４条の５ 第１節、第４節（第４６条の９、第

４７条第１項、第５０条の８第５項及び第６項並

びに第５２条を除く。）及び前節の規定は、基準

該当介護予防訪問入浴介護の事業について準用す

る。この場合において、第４６条の２及び第４６

条の１８中「第５０条」とあるのは「第５４条の

５において準用する第５０条」と、第４６条の１

３中「内容、当該指定介護予防訪問入浴介護につ

いて法第５３条第４項の規定により利用者に代わ

って支払を受ける介護予防サービス費の額」とあ

るのは「内容」と、第４７条第２項中「法定代理

受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴

介護」とあるのは「基準該当介護予防訪問入浴介

護」と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前

項」と、第４７条の２中「法定代理受領サービス

に該当しない指定介護予防訪問入浴介護」とある



護」とあるのは「基準該当介護予防訪問入浴介護

」と読み替えるものとする。 

のは「基準該当介護予防訪問入浴介護」と読み替

えるものとする。 

 （運営規程）  （運営規程） 

第６４条 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介

護予防訪問看護事業所ごとに、次に掲げる事業の

運営についての重要事項に関する規程を定めてお

かなければならない。 

第６４条 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介

護予防訪問看護事業所ごとに、次に掲げる事業の

運営についての重要事項に関する規程を定めてお

かなければならない。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ［略］  ［略］ 

 （勤務体制の確保等） 

第６４条の２ 指定介護予防訪問看護事業者は、利

用者に対し適切な指定介護予防訪問看護を提供で

きるよう、指定介護予防訪問看護事業所ごとに、

看護師等の勤務の体制を定めておかなければなら

ない。 

２ 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防

訪問看護事業所ごとに、当該指定介護予防訪問看

護事業所の看護師等によって指定介護予防訪問看

護を提供しなければならない。 

３ 指定介護予防訪問看護事業者は、看護師等の資

質の向上のために、その研修の機会を確保しなけ

ればならない。 

４ 指定介護予防訪問看護事業者は、適切な指定介

護予防訪問看護の提供を確保する観点から、職場

において行われる性的な言動又は優越的な関係を

背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範

囲を超えたものにより看護師等の就業環境が害さ

れることを防止するための方針の明確化等の必要

な措置を講じなければならない。 

 （準用）  （準用） 

第６６条 第４６条の２、第４６条の３、第４６条

の５から第４６条の７まで、第４６条の９から第

４６条の１３まで、第４７条の２、第４７条の３、

 第４９条及び第５０条の２の２から第５０条の１

１までの規定は、指定介護予防訪問看護の事業に

ついて準用する。この場合において、これらの規

定中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは

「看護師等」と、第４６条の２及び第５０条の４

 第１項中「第５０条」とあるのは「第６４条」と、

 第４６条の７中「心身の状況」とあるのは「心身

の状況、病歴」と、第５０条の３第２項中「介護

予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び

備品等」とあるのは「設備及び備品等」と読み替

えるものとする。 

第６６条 第４６条の２、第４６条の３、第４６条

の５から第４６条の７まで、第４６条の９から第

４６条の１３まで、第４７条の２、第４７条の３、

 第４９条及び第５０条の２から第５０条の１１ま

での規定は、指定介護予防訪問看護の事業につい

て準用する。この場合において、これらの規定中

「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「看

護師等」と、第４６条の２及び第５０条の４中「

第５０条」とあるのは「第６４条」と、第４６条

の７中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、

病歴」と、第５０条の３中「介護予防訪問入浴介

護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」とある

のは「設備及び備品等」と読み替えるものとする。

 （運営規程）  （運営規程） 



第７４条 指定介護予防訪問リハビリテーション事

業者は、指定介護予防訪問リハビリテーション事

業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重

要事項に関する規程を定めておかなければならな

い。 

第７４条 指定介護予防訪問リハビリテーション事

業者は、指定介護予防訪問リハビリテーション事

業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重

要事項に関する規程を定めておかなければならな

い。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ［略］  ［略］ 

 （準用）  （準用） 

第７６条 第４６条の２から第４６条の７まで、第

４６条の９から第４６条の１３まで、第４７条の

２、第４７条の３、第４９条、第５０条の２の２

から第５０条の５まで、第５０条の７から第５０

条の１１まで、第６０条及び第６４条の２の規定

は、指定介護予防訪問リハビリテーションの事業

について準用する。この場合において、これらの

規定中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるの

は「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」と、

 第４６条の２及び第５０条の４第１項中「第５０

条」とあるのは「第７４条」と、第４６条の７中

「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」

と、第５０条の３第２項中「介護予防訪問入浴介

護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」とある

のは「設備及び備品等」と、第６４条の２中「看

護師等」とあるのは「理学療法士、作業療法士又

は言語聴覚士」と読み替えるものとする。 

第７６条 第４６条の２から第４６条の７まで、第

４６条の９から第４６条の１３まで、第４７条の

２、第４７条の３、第４９条、第５０条の２から

第５０条の５まで、第５０条の７から第５０条の

１１まで及び第６０条の規定は、指定介護予防訪

問リハビリテーションの事業について準用する。

この場合において、これらの規定中「介護予防訪

問入浴介護従業者」とあるのは「理学療法士、作

業療法士又は言語聴覚士」と、第４６条の２及び

第５０条の４中「第５０条」とあるのは「第７４

条」と、第４６条の７中「心身の状況」とあるの

は「心身の状況、病歴」と、第５０条の３中「介

護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及

び備品等」とあるのは「設備及び備品等」と読み

替えるものとする。 

 （指定介護予防訪問リハビリテーションの具体的

取扱方針） 

 （指定介護予防訪問リハビリテーションの具体的

取扱方針） 

第７８条 指定介護予防訪問リハビリテーションの

提供は、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

が行うものとし、その方針は、第７０条に規定す

る基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基

づき、次に掲げるところによるものとする。 

第７８条 指定介護予防訪問リハビリテーションの

提供は、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

が行うものとし、その方針は、第７０条に規定す

る基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基

づき、次に掲げるところによるものとする。 

 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供

に当たっては、主治の医師若しくは歯科医師か

らの情報伝達又はサービス担当者会議若しくは

リハビリテーション会議（介護予防訪問リハビ

リテーション計画又は介護予防通所リハビリテ

ーション計画の作成のために、利用者及びその

家族の参加を基本としつつ、医師、理学療法士、

  作業療法士、言語聴覚士、指定介護予防支援等

条例第４条に規定する担当職員、介護予防サー

ビス計画の原案に位置付けた指定介護予防サー

ビス等（法第８条の２第１６項に規定する指定

介護予防サービス等をいう。）の担当者その他

の関係者（以下「構成員」という。）により構

成される会議（テレビ電話装置等を活用して行

うことができるものとする。ただし、利用者又

はその家族（以下この号において「利用者等」

 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供

に当たっては、主治の医師若しくは歯科医師か

らの情報伝達又はサービス担当者会議若しくは

リハビリテーション会議（介護予防訪問リハビ

リテーション計画又は介護予防通所リハビリテ

ーション計画の作成のために、利用者及びその

家族の参加を基本としつつ、医師、理学療法士、

  作業療法士、言語聴覚士、指定介護予防支援等

条例第４条に規定する担当職員、介護予防サー

ビス計画の原案に位置付けた指定介護予防サー

ビス等（法第８条の２第１６項に規定する指定

介護予防サービス等をいう。）の担当者その他

の関係者（以下「構成員」という。）により構

成される会議をいう。以下同じ。）を通じる等

の適切な方法により、利用者の病状、心身の状



という。）が参加する場合にあっては、テレビ

電話装置等の活用について当該利用者等の同意

を得なければならない。）をいう。以下同じ。

）を通じる等の適切な方法により、利用者の病

状、心身の状況、その置かれている環境等利用

者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うも

のとする。 

況、その置かれている環境等利用者の日常生活

全般の状況の的確な把握を行うものとする。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 （運営規程）  （運営規程） 

第８３条 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、

 指定介護予防居宅療養管理指導事業所ごとに、次

に掲げる事業の運営についての重要事項に関する

規程を定めておかなければならない。 

第８３条 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、

 指定介護予防居宅療養管理指導事業所ごとに、次

に掲げる事業の運営についての重要事項に関する

規程を定めておかなければならない。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ［略］  ［略］ 

 （準用）  （準用） 

第８５条 第４６条の２から第４６条の７まで、第

４６条の１０、第４６条の１２、第４６条の１３、

 第４７条の２、第４７条の３、第４９条、第５０

条の２の２から第５０条の５まで、第５０条の７

から第５０条の１１まで、第６０条及び第６４条

の２の規定は、指定介護予防居宅療養管理指導の

事業について準用する。この場合において、これ

らの規定中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあ

るのは「介護予防居宅療養管理指導従業者」と、

第４６条の２及び第５０条の４第１項中「第５０

条」とあるのは「第８３条」と、第４６条の７中

「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴、

服薬歴」と、第４６条の１２中「初回訪問時及び

利用者」とあるのは「利用者」と、第５０条の３

第２項中「介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽そ

の他の設備及び備品等」とあるのは「設備及び備

品等」と、第６４条の２中「看護師等」とあるの

は「介護予防居宅療養管理指導従業者」と読み替

えるものとする。 

第８５条 第４６条の２から第４６条の７まで、第

４６条の１０、第４６条の１２、第４６条の１３、

 第４７条の２、第４７条の３、第４９条、第５０

条の２から第５０条の５まで、第５０条の７から

第５０条の１１まで及び第６０条の規定は、指定

介護予防居宅療養管理指導の事業について準用す

る。この場合において、これらの規定中「介護予

防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防居

宅療養管理指導従業者」と、第４６条の２及び第

５０条の４中「第５０条」とあるのは「第８３条

」と、第４６条の７中「心身の状況」とあるのは

「心身の状況、病歴、服薬歴」と、第４６条の１

２中「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用

者」と、第５０条の３中「介護予防訪問入浴介護

に用いる浴槽その他の設備及び備品等」とあるの

は「設備及び備品等」と読み替えるものとする。

 （指定介護予防居宅療養管理指導の具体的取扱方

針） 

 （指定介護予防居宅療養管理指導の具体的取扱方

針） 

第８７条 ［略］ 第８７条 ［略］ 

２ 薬剤師の行う指定介護予防居宅療養管理指導の

方針は、次に掲げるところによるものとする。 

２ 薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定

介護予防居宅療養管理指導の方針は、次に掲げる

ところによるものとする。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当た

っては、療養上適切な介護予防サービスが提供

されるために必要があると認める場合又は介護

予防支援事業者若しくは介護予防サービス事業



者から求めがあった場合は、介護予防支援事業

者又は介護予防サービス事業者に対し、介護予

防サービス計画の作成、介護予防サービスの提

供等に必要な情報提供又は助言を行うものとす

る。 

 前号に規定する介護予防支援事業者又は介護

予防サービス事業者に対する情報提供又は助言

については、原則として、サービス担当者会議

に参加することにより行わなければならない。

 前号の場合において、サービス担当者会議へ

の参加によることが困難な場合については、介

護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者

に対して、原則として、情報提供又は助言の内

容を記載した文書を交付して行わなければなら

ない。 

 ［略］  ［略］ 

３ 歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定介護予防

居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところに

よるものとする。 

 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当た

っては、医師又は歯科医師の指示に基づき、利

用者の心身機能の維持回復を図り、居宅におけ

る日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行

うものとする。 

 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当た

っては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者

又はその家族に対し、療養上必要な事項につい

て、理解しやすいように指導又は説明を行う。

 常に利用者の病状、心身の状況及びその置か

れている環境の的確な把握に努め、利用者に対

し適切なサービスを提供するものとする。 

 それぞれの利用者について、提供した指定介

護予防居宅療養管理指導の内容について、速や

かに診療記録を作成するとともに、医師又は歯

科医師に報告するものとする。 

 （運営規程）  （運営規程） 

第１０８条 指定介護予防通所リハビリテーション

事業者は、指定介護予防通所リハビリテーション

事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての

重要事項に関する規程を定めておかなければなら

ない。 

第１０８条 指定介護予防通所リハビリテーション

事業者は、指定介護予防通所リハビリテーション

事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての

重要事項に関する規程を定めておかなければなら

ない。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ［略］  ［略］ 

 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第１０８条の２ ［略］ 第１０８条の２ ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、３ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、



 介護予防通所リハビリテーション従業者の資質の

向上のために、その研修の機会を確保しなければ

ならない。その際、当該指定介護予防通所リハビ

リテーション事業者は、全ての介護予防通所リハ

ビリテーション従業者（看護師、准看護師、介護

福祉士、介護支援専門員、法第８条第２項に規定

する政令で定める者等の資格を有する者その他こ

れに類する者を除く。）に対し、認知症介護に係

る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を

講じなければならない。 

 介護予防通所リハビリテーション従業者の資質の

向上のために、その研修の機会を確保しなければ

ならない。 

４ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、

 適切な指定介護予防通所リハビリテーションの提

供を確保する観点から、職場において行われる性

的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であ

って業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによ

り介護予防通所リハビリテーション従業者の就業

環境が害されることを防止するための方針の明確

化等の必要な措置を講じなければならない。 

 （非常災害対策）  （非常災害対策） 

第１０８条の４ ［略］ 第１０８条の４ ［略］ 

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、

 前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民

の参加が得られるよう連携に努めなければならな

い。 

 （衛生管理等）  （衛生管理等） 

第１０９条 ［略］ 第１０９条 ［略］ 

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、

 当該事業所において感染症が発生し、又はまん延

しないように、次に掲げる措置を講じなければな

らない。 

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、

 当該事業所において感染症が発生し、又はまん延

しないように必要な措置を講じるよう努めなけれ

ばならない。 

 当該指定介護予防通所リハビリテーション事

業所における感染症の予防及びまん延の防止の

ための対策を検討する委員会（テレビ電話装置

等を活用して行うことができるものとする。）

をおおむね６月に１回以上開催するとともに、

その結果について、介護予防通所リハビリテー

ション従業者に周知徹底を図ること。 

 当該指定介護予防通所リハビリテーション事

業所における感染症の予防及びまん延の防止の

ための指針を整備すること。 

 当該指定介護予防通所リハビリテーション事

業所において、介護予防通所リハビリテーショ

ン従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防

止のための研修及び訓練を定期的に実施するこ

と。 

 （準用）  （準用） 



第１１１条 第４６条の２から第４６条の７まで、

第４６条の９から第４６条の１１まで、第４６条

の１３、第４７条の２、第４７条の３、第５０条

の２の２、第５０条の４、第５０条の５、第５０

条の７から第５０条の１１まで及び第６０条の規

定は、指定介護予防通所リハビリテーションの事

業について準用する。この場合において、これら

の規定中「介護予防訪問入浴介護従業者」とある

のは「介護予防通所リハビリテーション従業者」

と、第４６条の２及び第５０条の４第１項中「第

５０条」とあるのは「第１０８条」と、第４６条

の７中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、

病歴」と読み替えるものとする。 

第１１１条 第４６条の２から第４６条の７まで、

第４６条の９から第４６条の１１まで、第４６条

の１３、第４７条の２、第４７条の３、第５０条

の４、第５０条の５、第５０条の７から第５０条

の１１まで及び第６０条の規定は、指定介護予防

通所リハビリテーションの事業について準用する。

 この場合において、これらの規定中「介護予防訪

問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防通所リ

ハビリテーション従業者」と、第４６条の２及び

第５０条の４中「第５０条」とあるのは「第１０

８条」と、第４６条の７中「心身の状況」とある

のは「心身の状況、病歴」と読み替えるものとす

る。 

 （指定介護予防通所リハビリテーションの基本取

扱方針） 

 （指定介護予防通所リハビリテーションの基本取

扱方針） 

第１１２条 ［略］ 第１１２条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、

 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当

たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状

 態の改善、口腔
くう

機能の向上等の特定の心身機能に

 着目した改善等を目的とするものではなく、当該

心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り

要介護状態とならないで自立した日常生活を営む

ことができるよう支援することを目的とするもの

であることを常に意識してサービスの提供に当た

らなければならない。 

３ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、

 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当

たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状

 態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に

 着目した改善等を目的とするものではなく、当該

心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り

要介護状態とならないで自立した日常生活を営む

ことができるよう支援することを目的とするもの

であることを常に意識してサービスの提供に当た

らなければならない。 

４・５ ［略］ ４・５ ［略］ 

 （従業者の員数）  （従業者の員数） 

第１１７条 ［略］ 第１１７条 ［略］ 

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

５ 第１項第２号の生活相談員のうち１人以上は、

常勤でなければならない。また、同項第３号の介

護職員又は看護職員のうち１人以上は、常勤でな

ければならない。ただし、利用定員が２０人未満

 である併設事業所の場合にあっては、生活相談員、

 介護職員及び看護職員のいずれも常勤で配置しな

いことができる。 

５ 第１項第２号の生活相談員並びに同項第３号の

介護職員及び看護職員のそれぞれのうち１人は、

常勤の者でなければならない。ただし、利用定員

が２０人未満である併設事業所の場合にあっては、

 この限りでない。 

６ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、第１

項第３号の規定により看護職員を配置しなかった

場合であっても、利用者の状態像に応じて必要が

ある場合には、病院、診療所又は指定介護予防訪

問看護ステーション（併設事業所にあっては、当

該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム等を

含む。）との密接な連携により看護職員を確保す

ることとする。 

７ ［略］ ６ ［略］ 

８ 指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短 ７ 指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短



期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、

 指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期

入所生活介護の事業とが同一の事業所において一

体的に運営されている場合については、指定居宅

サービス条例第１３５条第１項から第７項までに

規定する人員に関する基準を満たすことをもって、

 前各項に規定する基準を満たしているものとみな

すことができる。 

期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、

 指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期

入所生活介護の事業とが同一の事業所において一

体的に運営されている場合については、指定居宅

サービス条例第１３５条第１項から第６項までに

規定する人員に関する基準を満たすことをもって、

 前各項に規定する基準を満たしているものとみな

すことができる。 

 （設備及び備品等）  （設備及び備品等） 

第１２０条 指定介護予防短期入所生活介護事業所

の建物（利用者の日常生活のために使用しない附

属の建物を除く。）は、耐火建築物（建築基準法

（昭和２５年法律第２０１号）第２条第９号の２

に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。）でな

ければならない。ただし、次の各号のいずれかの

要件を満たす２階建て又は平屋建ての指定介護予

防短期入所生活介護事業所の建物にあっては、準

耐火建築物（同条第９号の３に規定する準耐火建

築物をいう。以下同じ。）とすることができる。

第１２０条 指定介護予防短期入所生活介護事業所

の建物（利用者の日常生活のために使用しない附

属の建物を除く。）は、耐火建築物（建築基準法

（昭和２５年法律第２０１号）第２条第９号の２

に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。）でな

ければならない。ただし、次の各号のいずれかの

要件を満たす２階建て又は平屋建ての指定介護予

防短期入所生活介護事業所の建物にあっては、準

耐火建築物（同条第９号の３に規定する準耐火建

築物をいう。以下同じ。）とすることができる。

 ［略］    ［略］ 

 居室等を２階又は地階に設けている場合であ

って、次に掲げる要件の全てを満たすこと。 

 居室等を２階又は地階に設けている場合であ

って、次に掲げる要件の全てを満たすこと。 

  ア 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所

の所在地を管轄する消防長又は消防署長と相

談の上、第１３０条において準用する第１０

８条の４第１項に規定する計画に利用者の円

滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事

項を定めること。 

  ア 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所

の所在地を管轄する消防長又は消防署長と相

談の上、第１３０条において準用する第１０

８条の４に規定する計画に利用者の円滑かつ

迅速な避難を確保するために必要な事項を定

めること。 

  イ 第１３０条において準用する第１０８条の

４第１項に規定する訓練については、同項に

規定する計画に従い、昼間及び夜間において

行うこと。 

  イ 第１３０条において準用する第１０８条の

４に規定する訓練については、同条に規定す

る計画に従い、昼間及び夜間において行うこ

と。 

  ウ ［略］   ウ ［略］ 

２～８ ［略］ ２～８ ［略］ 

 （運営規程）  （運営規程） 

第１２６条 指定介護予防短期入所生活介護事業者

は、指定介護予防短期入所生活介護事業所ごとに

次に掲げる事業の運営についての重要事項に関す

る規程を定めておかなければならない。 

第１２６条 指定介護予防短期入所生活介護事業者

は、指定介護予防短期入所生活介護事業所ごとに

次に掲げる事業の運営についての重要事項に関す

る規程を定めておかなければならない。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ［略］  ［略］ 

 （衛生管理等）  （衛生管理等） 

第１２７条の２ ［略］ 第１２７条の２ ［略］ 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、当該

指定介護予防短期入所生活介護事業所において感

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、当該

指定介護予防短期入所生活介護事業所において感



染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲

げる措置を講じなければならない。 

染症が発生し、又はまん延しないように必要な措

置を講じるよう努めなければならない。 

 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所に

おける感染症の予防及びまん延の防止のための

対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活

用して行うことができるものとする。）をおお

むね６月に１回以上開催するとともに、その結

果について、介護予防短期入所生活介護従業者

に周知徹底を図ること。 

 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所に

おける感染症の予防及びまん延の防止のための

指針を整備すること。 

 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所に

おいて、介護予防短期入所生活介護従業者に対

し、感染症の予防及びまん延の防止のための研

修及び訓練を定期的に実施すること。 

 （準用）  （準用） 

第１３０条 第４６条の３から第４６条の７まで、

第４６条の９、第４６条の１０、第４６条の１３、

 第４７条の２、第４７条の３、第４９条、第５０

条の２の２、第５０条の４から第５０条の１１ま

で（第５０条の９第２項を除く。）、第１０８条

の２及び第１０８条の４の規定は、指定介護予防

短期入所生活介護の事業について準用する。この

場合において、第５０条の２の２第２項、第５０

条の４第１項並びに第５０条の１０の２第１号及

び第３号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあ

るのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と、

第５０条の４第１項中「第５０条」とあるのは「

第１２６条」と、第１０８条の２第３項及び第４

項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」

とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」

と読み替えるものとする。 

第１３０条 第４６条の３から第４６条の７まで、

第４６条の９、第４６条の１０、第４６条の１３、

 第４７条の２、第４７条の３、第４９条、第５０

条の４から第５０条の１１まで、第１０８条の２

及び第１０８条の４の規定は、指定介護予防短期

入所生活介護の事業について準用する。この場合

において、第５０条の４中「第５０条」とあるの

は「第１２６条」と、「介護予防訪問入浴介護従

業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従

業者」と、第１０８条の２第３項中「介護予防通

所リハビリテーション従業者」とあるのは「介護

予防短期入所生活介護従業者」と読み替えるもの

とする。 

 （設備及び備品等）  （設備及び備品等） 

第１４１条 ユニット型指定介護予防短期入所生活

介護の事業を行う者（以下「ユニット型指定介護

予防短期入所生活介護事業者」という。）が当該

事業を行う事業所（以下「ユニット型指定介護予

防短期入所生活介護事業所」という。）の建物（

利用者の日常生活のために使用しない附属の建物

を除く。）は、耐火建築物でなければならない。

ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす２階

建て又は平屋建てのユニット型指定介護予防短期

入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建

築物とすることができる。 

第１４１条 ユニット型指定介護予防短期入所生活

介護の事業を行う者（以下「ユニット型指定介護

予防短期入所生活介護事業者」という。）が当該

事業を行う事業所（以下「ユニット型指定介護予

防短期入所生活介護事業所」という。）の建物（

利用者の日常生活のために使用しない附属の建物

を除く。）は、耐火建築物でなければならない。

ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす２階

建て又は平屋建てのユニット型指定介護予防短期

入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建

築物とすることができる。 

 ［略］    ［略］ 

 居室等を２階又は地階に設けている場合であ

って、次に掲げる要件の全てを満たすこと。 

 居室等を２階又は地階に設けている場合であ

って、次に掲げる要件の全てを満たすこと。 



  ア 当該ユニット型指定介護予防短期入所生活

介護事業所の所在地を管轄する消防長又は消

防署長と相談の上、第１４７条において準用

する第１３０条において準用する第１０８条

の４第１項に規定する計画に利用者の円滑か

つ迅速な避難を確保するために必要な事項を

定めること。 

  ア 当該ユニット型指定介護予防短期入所生活

介護事業所の所在地を管轄する消防長又は消

防署長と相談の上、第１４７条において準用

する第１３０条において準用する第１０８条

の４に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速

な避難を確保するために必要な事項を定める

こと。 

  イ 第１４７条において準用する第１３０条に

おいて準用する第１０８条の４第１項に規定

する訓練については、同項に規定する計画に

従い、昼間及び夜間において行うこと。 

  イ 第１４７条において準用する第１３０条に

おいて準用する第１０８条の４に規定する訓

練については、同条に規定する計画に従い、

昼間及び夜間において行うこと。 

  ウ ［略］   ウ ［略］ 

２～５ ［略］ ２～５ ［略］ 

６ 第３項各号に掲げる設備の基準は、次のとおり

とする。 

６ 第３項各号に掲げる設備の基準は、次のとおり

とする。 

 ユニット    ユニット 

  ア 居室   ア 居室 

(ア) ［略］    (ア) ［略］ 

(イ) 居室は、いずれかのユニットに属するも

のとし、当該ユニットの共同生活室に近接

して一体的に設けること。ただし、一のユ

ニットの利用定員（当該ユニット型指定介

護予防短期入所生活介護事業所において同

時にユニット型指定介護予防短期入所生活

介護の提供を受けることができる利用者（

当該ユニット型指定介護予防短期入所生活

介護事業者がユニット型指定短期入所生活

介護事業者（指定居宅サービス条例第１５

８条第１項に規定するユニット型指定短期

入所生活介護事業者をいう。以下同じ。）

の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指

定介護予防短期入所生活介護の事業とユニ

ット型指定短期入所生活介護の事業（指定

居宅サービス条例第１５６条に規定するユ

ニット型指定短期入所生活介護の事業をい

う。以下同じ。）とが同一の事業所におい

て一体的に運営されている場合については、

    ユニット型指定介護予防短期入所生活介護

又はユニット型指定短期入所生活介護の利

用者。以下この条及び第１４６条において

同じ。）の数の上限をいう。以下この節に

おいて同じ。）は、原則としておおむね１

０人以下とし、１５人を超えないものとす

る。 

(イ) 居室は、いずれかのユニットに属するも

のとし、当該ユニットの共同生活室に近接

して一体的に設けること。ただし、一のユ

ニットの利用定員（当該ユニット型指定介

護予防短期入所生活介護事業所において同

時にユニット型指定介護予防短期入所生活

介護の提供を受けることができる利用者（

当該ユニット型指定介護予防短期入所生活

介護事業者がユニット型指定短期入所生活

介護事業者（指定居宅サービス条例第１５

８条第１項に規定するユニット型指定短期

入所生活介護事業者をいう。以下同じ。）

の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指

定介護予防短期入所生活介護の事業とユニ

ット型指定短期入所生活介護の事業（指定

居宅サービス条例第１５６条に規定するユ

ニット型指定短期入所生活介護の事業をい

う。以下同じ。）とが同一の事業所におい

て一体的に運営されている場合については、

    ユニット型指定介護予防短期入所生活介護

又はユニット型指定短期入所生活介護の利

用者。以下この条及び第１４６条において

同じ。）の数の上限をいう。以下この節に

おいて同じ。）は、おおむね１０人以下と

しなければならない。 

(ウ) 利用者１人当たりの床面積は、１０．６

５平方メートル以上とすること。 

(ウ) 利用者１人当たりの床面積は、１０．６

５平方メートル以上とすること。また、ユ

ニットに属さない居室を改修したものにつ

いては、利用者同士の視線の遮断の確保を

前提にした上で、居室を隔てる壁について、

    天井との間に一定の隙間が生じても差し支

えない。 



(エ) ［略］    (エ) ［略］ 

  イ～エ ［略］   イ～エ ［略］ 

 ［略］    ［略］ 

７・８ ［略］ ７・８ ［略］ 

 （運営規程）  （運営規程） 

第１４４条 ユニット型指定介護予防短期入所生活

介護事業者は、ユニット型指定介護予防短期入所

生活介護事業所ごとに次に掲げる事業の運営につ

いての重要事項に関する規程を定めておかなけれ

ばならない。 

第１４４条 ユニット型指定介護予防短期入所生活

介護事業者は、ユニット型指定介護予防短期入所

生活介護事業所ごとに次に掲げる事業の運営につ

いての重要事項に関する規程を定めておかなけれ

ばならない。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ［略］  ［略］ 

 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第１４５条 ［略］ 第１４５条 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業

者は、介護予防短期入所生活介護従業者の資質の

向上のために、その研修の機会を確保しなければ

ならない。その際、当該ユニット型指定介護予防

短期入所生活介護事業者は、全ての介護予防短期

入所生活介護従業者（看護師、准看護師、介護福

祉士、介護支援専門員、法第８条第２項に規定す

る政令で定める者等の資格を有する者その他これ

に類する者を除く。）に対し、認知症介護に係る

基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講

じなければならない。 

４ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業

者は、介護予防短期入所生活介護従業者の資質の

向上のために、その研修の機会を確保しなければ

ならない。 

５ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業

者は、適切なユニット型指定介護予防短期入所生

活介護の提供を確保する観点から、職場において

行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とし

た言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超え

たものにより介護予防短期入所生活介護従業者の

就業環境が害されることを防止するための方針の

明確化等の必要な措置を講じなければならない。

 （準用）  （準用） 

第１５２条の３ 第４６条の３から第４６条の７ま

で、第４６条の９、第４６条の１０、第４６条の

１３、第４７条の２、第４７条の３、第４９条、

第５０条の２の２、第５０条の４から第５０条の

１１まで（第５０条の９第２項を除く。）、第１

０８条の２、第１０８条の４、第１１６条及び第

１１８条並びに第４節（第１３０条を除く。）及

び第５節の規定は、共生型介護予防短期入所生活

 介護の事業について準用する。この場合において、

第１５２条の３ 第４６条の３から第４６条の７ま

で、第４６条の９、第４６条の１０、第４６条の

１３、第４７条の２、第４７条の３、第４９条、

第５０条の４から第５０条の１１まで、第１０８

条の２、第１０８条の４、第１１６条及び第１１

８条並びに第４節（第１３０条を除く。）及び第

５節の規定は、共生型介護予防短期入所生活介護

の事業について準用する。この場合において、第

５０条の４中「第５０条」とあるのは「第１２６

条」と、「介護予防訪問入浴介護従業者」とある

のは「共生型介護予防短期入所生活介護の提供に



 第５０条の２の２第２項中「介護予防訪問入浴介

護従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所

生活介護の提供に当たる従業者（以下「共生型介

 護予防短期入所生活介護従業者」という。）」と、

 第５０条の４第１項中「第５０条」とあるのは「

第１２６条」と、同項並びに第５０条の１０の２

第１号及び第３号中「介護予防訪問入浴介護従業

者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介

護従業者」と、第１０８条の２第３項及び第４項

中「介護予防通所リハビリテーション従業者」と

あるのは「共生型介護予防短期入所生活介護従業

者」と、第１２１条第１項、第１２５条並びに第

１２７条の２第２項第１号及び第３号中「介護予

防短期入所生活介護従業者」とあるのは「共生型

介護予防短期入所生活介護従業者」と、第１２９

条第２項第２号中「次条において準用する第４６

条の１３第２項」とあるのは「第４６条の１３第

２項」と、同項第４号中「次条において準用する

第４７条の３」とあるのは「第４７条の３」と、

同項第５号中「次条において準用する第５０条の

８第２項」とあるのは「第５０条の８第２項」と、

 同項第６号中「次条において準用する第５０条の

１０第２項」とあるのは「第５０条の１０第２項

」と読み替えるものとする。 

当たる従業者（以下「共生型介護予防短期入所生

活介護従業者」という。）」と、第１０８条の２

第３項中「介護予防通所リハビリテーション従業

者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介

護従業者」と、第１２１条第１項及び第１２５条

中「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるの

は「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」と、

 第１２９条第２項第２号中「次条において準用す

る第４６条の１３第２項」とあるのは「第４６条

の１３第２項」と、同項第４号中「次条において

準用する第４７条の３」とあるのは「第４７条の

３」と、同項第５号中「次条において準用する第

５０条の８第２項」とあるのは「第５０条の８第

２項」と、同項第６号中「次条において準用する

第５０条の１０第２項」とあるのは「第５０条の

１０第２項」と読み替えるものとする。 

 （準用）  （準用） 

第１５２条の１０ 第４６条の３から第４６条の７

まで、第４６条の１０、第４６条の１３、第４７

条の２、第４７条の３、第４９条、第５０条の２

の２、第５０条の４から第５０条の１１まで（第

５０条の８第５項及び第６項並びに第５０条の９

第２項を除く。）、第１０８条の２、第１０８条

の４、第１１６条並びに第４節（第１２３条第１

項及び第１３０条を除く。）及び第５節の規定は、

 基準該当介護予防短期入所生活介護の事業につい

て準用する。この場合において、第４６条の１３

第１項中「内容、当該指定介護予防訪問入浴介護

について法第５３条第４項の規定により利用者に

代わって支払を受ける介護予防サービス費の額」

とあるのは「内容」と、第４７条の２中「法定代

理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入

浴介護」とあるのは「基準該当介護予防短期入所

生活介護」と、第５０条の２の２第２項、第５０

条の４第１項並びに第５０条の１０の２第１号及

び第３号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあ

るのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と、

第５０条の４第１項中「第５０条」とあるのは「

第１５２条の１０において準用する第１２６条」

と、第１０８条の２第３項及び第４項中「介護予

防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「

介護予防短期入所生活介護従業者」と、第１２３

条第２項中「法定代理受領サービスに該当しない

第１５２条の１０ 第４６条の３から第４６条の７

まで、第４６条の１０、第４６条の１３、第４７

条条の２、第４７条の３、第４９条、第５０条の

４から第５０条の７まで、第５０条の８（第５項

及び第６項を除く。）、第５０条の９から第５０

条の１１まで、第１０８条の２、第１０８条の４、

 第１１６条並びに第４節（第１２３条第１項及び

第１３０条を除く。）及び第５節の規定は、基準

該当介護予防短期入所生活介護の事業について準

用する。この場合において、第４６条の１３中「

内容、当該指定介護予防訪問入浴介護について法

第５３条第４項の規定により利用者に代わって支

払を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは

「内容」と、第４７条の２中「法定代理受領サー

ビスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護」と

あるのは「基準該当介護予防短期入所生活介護」

と、第５０条の４中「第５０条」とあるのは「第

１５２条の８において準用する第１２６条」と、

「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介

護予防短期入所生活介護従業者」と、第１０８条

の２第３項中「介護予防通所リハビリテーション

従業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護

従業者」と、第１２３条第２項中「法定代理受領

サービスに該当しない指定介護予防短期入所生活

介護」とあるのは「基準該当介護予防短期入所生

活介護」と、同条第３項中「前２項」とあるのは



指定介護予防短期入所生活介護」とあるのは「基

準該当介護予防短期入所生活介護」と、同条第３

項中「前２項」とあるのは「前項」と、第１２７

条第２項中「静養室」とあるのは「静養室等」と、

 第１２９条第２項第２号及び第４号から第６号ま

での規定中「次条」とあるのは「第１５２条の８

」と、第１３２条中「第１１６条」とあるのは「

第１５２条の８において準用する第１１６条」と、

 「前条」とあるのは「第１５２条の８において準

用する前条」と、第１３６条中「医師及び看護職

員」とあるのは「看護職員」と読み替えるものと

する。 

「前項」と、第１２７条第２項中「静養室」とあ

るのは「静養室等」と、第１２９条第２項第２号

及び第４号から第６号までの規定中「次条」とあ

るのは「第１５２条の８」と、第１３２条中「第

１１６条」とあるのは「第１５２条の８において

準用する第１１６条」と、「前条」とあるのは「

第１５２条の８において準用する前条」と、第１

３６条中「医師及び看護職員」とあるのは「看護

職員」と読み替えるものとする。 

 （運営規程）  （運営規程） 

第１５９条 指定介護予防短期入所療養介護事業者

は、指定介護予防短期入所療養介護事業所ごとに

次に掲げる事業の運営についての重要事項に関す

る規程を定めておかなければならない。 

第１５９条 指定介護予防短期入所療養介護事業者

は、指定介護予防短期入所療養介護事業所ごとに

次に掲げる事業の運営についての重要事項に関す

る規程を定めておかなければならない。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ［略］  ［略］ 

 （準用）  （準用） 

第１６２条 第４６条の３から第４６条の７まで、

第４６条の９、第４６条の１０、第４６条の１３、

 第４７条の２、第４７条の３、第４９条、第５０

条の２の２、第５０条の４、第５０条の５、第５

０条の７から第５０条の１１まで（第５０条の９

第２項を除く。）、第１０８条の２、第１０８条

の４、第１０９条、第１２１条、第１２２条第２

項及び第１２８条の規定は、指定介護予防短期入

所療養介護の事業について準用する。この場合に

おいて、第５０条の２の２第２項、第５０条の４

第１項並びに第５０条の１０の２第１号及び第３

号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは

「介護予防短期入所療養介護従業者」と、第５０

条の４第１項中「第５０条」とあるのは「第１５

９条」と、第１０８条の２第３項及び第４項並び

に第１０９条第２項第１号及び第３号中「介護予

防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「

介護予防短期入所療養介護従業者」と、第１２１

条第１項中「第１２６条」とあるのは「第１５９

条」と、「介護予防短期入所生活介護従業者」と

あるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と

読み替えるものとする。 

第１６２条 第４６条の３から第４６条の７まで、

第４６条の９、第４６条の１０、第４６条の１３、

 第４７条の２、第４７条の３、第４９条、第５０

条の４、第５０条の５、第５０条の７から第５０

 条の１１まで、第１０８条の２、第１０８条の４、

 第１０９条、第１２１条、第１２２条第２項及び

第１２８条の規定は、指定介護予防短期入所療養

介護の事業について準用する。この場合において、

 第５０条の４中「第５０条」とあるのは「第１５

９条」と、「介護予防訪問入浴介護従業者」とあ

るのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と、

第１０８条の２第３項中「介護予防通所リハビリ

テーション従業者」とあるのは「介護予防短期入

所療養介護従業者」と、第１２１条中「第１２６

条」とあるのは「第１５９条」と、「介護予防短

期入所生活介護従業者」とあるのは「介護予防短

期入所療養介護従業者」と読み替えるものとする。

 （運営規程）  （運営規程） 

第１７４条 ユニット型指定介護予防短期入所療養

介護事業者は、ユニット型指定介護予防短期入所

療養介護事業所ごとに次に掲げる事業の運営につ

第１７４条 ユニット型指定介護予防短期入所療養

介護事業者は、ユニット型指定介護予防短期入所

療養介護事業所ごとに次に掲げる事業の運営につ



いての重要事項に関する規程を定めておかなけれ

ばならない。 

いての重要事項に関する規程を定めておかなけれ

ばならない。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ［略］  ［略］ 

 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第１７５条 ［略］ 第１７５条 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業

者は、介護予防短期入所療養介護従業者の資質の

向上のために、その研修の機会を確保しなければ

ならない。その際、当該ユニット型指定介護予防

短期入所療養介護事業者は、全ての介護予防短期

入所療養介護従業者（看護師、准看護師、介護福

祉士、介護支援専門員、法第８条第２項に規定す

る政令で定める者等の資格を有する者その他これ

に類する者を除く。）に対し、認知症介護に係る

基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講

じなければならない。 

４ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業

者は、介護予防短期入所療養介護従業者の資質の

向上のために、その研修の機会を確保しなければ

ならない。 

５ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業

者は、適切なユニット型指定介護予防短期入所療

養介護の提供を確保する観点から、職場において

行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とし

た言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超え

たものにより介護予防短期入所療養介護従業者の

就業環境が害されることを防止するための方針の

明確化等の必要な措置を講じなければならない。

 （身体的拘束等の禁止）  （身体的拘束等の禁止） 

第１９２条 ［略］ 第１９２条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、

 身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措

置を講じなければならない。 

３ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、

 身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措

置を講じなければならない。 

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこ

とができるものとする。）を３月に１回以上開

催するとともに、その結果について、介護職員

その他の従業者に周知徹底を図ること。 

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会を３月に１回以上開催するとともに、

その結果について、介護職員その他の従業者に

周知徹底を図ること。 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

 （運営規程）  （運営規程） 

第１９３条 指定介護予防特定施設入居者生活介護

事業者は、指定介護予防特定施設ごとに、次に掲

げる事業の運営についての重要事項に関する規程

を定めておかなければならない。 

第１９３条 指定介護予防特定施設入居者生活介護

事業者は、指定介護予防特定施設ごとに、次に掲

げる事業の運営についての重要事項に関する規程

を定めておかなければならない。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ［略］  ［略］ 



 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第１９４条 ［略］ 第１９４条 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、

 介護予防特定施設従業者の資質の向上のために、

その研修の機会を確保しなければならない。その

 際、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事

業者は、全ての介護予防特定施設従業者（看護師、

 准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第８

条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有

する者その他これに類する者を除く。）に対し、

認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるため

に必要な措置を講じなければならない。 

４ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、

 介護予防特定施設従業者の資質の向上のために、

その研修の機会を確保しなければならない。 

５ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、

 適切な指定介護予防特定施設入居者生活介護の提

供を確保する観点から、職場において行われる性

的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であ

って業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによ

り介護予防特定施設従業者の就業環境が害される

ことを防止するための方針の明確化等の必要な措

置を講じなければならない。 

 （準用）  （準用） 

第１９８条 第４６条の５、第４６条の６、第４７

条の２から第４９条まで、第５０条の２の２、第

５０条の４から第５０条の１１まで（第５０条の

９第２項を除く。）、第１０８条の４及び第１２

７条の２の規定は、指定介護予防特定施設入居者

生活介護の事業について準用する。この場合にお

いて、第４８条、第５０条の２の２第２項、第５

０条の１０の２第１号及び第３号並びに第５０条

の４第１項中「介護予防訪問入浴介護従業者」と

あるのは「介護予防特定施設従業者」と、同項中

「第５０条」とあるのは「第１９３条」と、第１

２７条の２第２項第１号及び第３号中「介護予防

短期入所生活介護従業者」とあるのは「介護予防

特定施設従業者」と読み替えるものとする。 

第１９８条 第４６条の５、第４６条の６、第４７

条の２から第４９条まで、第５０条の４から第５

０条の１１まで、第１０８条の４及び第１２７条

の２の規定は、指定介護予防特定施設入居者生活

介護の事業について準用する。この場合において、

 第４８条及び第５０条の４中「介護予防訪問入浴

介護従業者」とあるのは「介護予防特定施設従業

者」と、同条中「第５０条」とあるのは「第１９

３条」と読み替えるものとする。 

 （運営規程）  （運営規程） 

第２１２条 外部サービス利用型指定介護予防特定

施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定

施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重

要事項に関する規程を定めておかなければならな

い。 

第２１２条 外部サービス利用型指定介護予防特定

施設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定

施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重

要事項に関する規程を定めておかなければならな

い。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ［略］  ［略］ 

 （準用）  （準用） 



第２１５条 第４６条の５、第４６条の６、第４７

条の２から第４９条まで、第５０条の２の２、第

５０条の４から第５０条の１１まで（第５０条の

９第２項を除く。）、第１０８条の４、第１２７

条の２、第１８８条から第１９２条まで及び第１

９４条から第１９６条までの規定は、外部サービ

ス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の

事業について準用する。この場合において、第４

８条、第５０条の２の２第２項並びに第５０条の

１０の２第１号及び第３号中「介護予防訪問入浴

介護従業者」とあるのは「指定介護予防特定施設

の従業者」と、第５０条の４第１項中「第５０条

」とあるのは「第２１２条」と、「介護予防訪問

入浴介護従業者」とあるのは「外部サービス利用

型介護予防特定施設従業者」と、第５０条の６中

「指定介護予防訪問入浴介護事業所」とあるのは

「指定介護予防特定施設及び受託介護予防サービ

ス事業所」と、第１２７条の２第２項第１号及び

第３号中「介護予防短期入所生活介護従業者」と

あるのは「外部サービス利用型介護予防特定施設

従業者」と、第１９０条第２項中「指定介護予防

特定施設入居者生活介護を」とあるのは「基本サ

ービスを」と、第１９４条中「指定介護予防特定

施設入居者生活介護」とあるのは「基本サービス

」と読み替えるものとする。 

第２１５条 第４６条の５、第４６条の６、第４７

条の２から第４９条まで、第５０条の４から第５

０条の１１まで、第１０８条の４、第１２７条の

２、第１８８条から第１９２条まで及び第１９４

条から第１９６条までの規定は、外部サービス利

用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業

について準用する。この場合において、第４８条

中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「

指定介護予防特定施設の従業者」と、第５０条の

４中「第５０条」とあるのは「第２１２条」と、

「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「外

部サービス利用型介護予防特定施設従業者」と、

第５０条の６中「指定介護予防訪問入浴介護事業

所」とあるのは「指定介護予防特定施設及び受託

介護予防サービス事業所」と、第１９０条第２項

中「指定介護予防特定施設入居者生活介護を」と

あるのは「基本サービスを」と、第１９４条中「

指定介護予防特定施設入居者生活介護」とあるの

は「基本サービス」と読み替えるものとする。 

 （運営規程）  （運営規程） 

第２２３条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、

指定介護予防福祉用具貸与事業所ごとに、次に掲

げる事業の運営についての重要事項に関する規程

を定めておかなければならない。 

第２２３条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、

指定介護予防福祉用具貸与事業所ごとに、次に掲

げる事業の運営についての重要事項に関する規程

を定めておかなければならない。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ［略］  ［略］ 

 （衛生管理等）  （衛生管理等） 

第２２６条 ［略］ 第２２６条 ［略］ 

２～５ ［略］ ２～５ ［略］ 

６ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、当該指定

介護予防福祉用具貸与事業所において感染症が発

生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置

を講じなければならない。 

 当該指定介護予防福祉用具貸与事業所におけ

る感染症の予防及びまん延の防止のための対策

を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用し

て行うことができるものとする。）をおおむね

６月に１回以上開催するとともに、その結果に

ついて、福祉用具専門相談員に周知徹底を図る

こと。 



 当該指定介護予防福祉用具貸与事業所におけ

る感染症の予防及びまん延の防止のための指針

を整備すること。 

 当該指定介護予防福祉用具貸与事業所におい

て、福祉用具専門相談員に対し、感染症の予防

及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期

的に実施すること。 

 （掲示及び目録の備え付け）  （掲示及び目録の備え付け） 

第２２７条 ［略］ 第２２７条 ［略］ 

２ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前項に規

定する事項を記載した書面を事業所に備え付け、

かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させる

ことにより、同項の規定による掲示に代えること

ができる。 

３ ［略］ ２ ［略］ 

 （準用）  （準用） 

第２２９条 第４６条の２から第４６条の１３まで、

 第４７条の２、第４７条の３、第４９条、第５０

条の２の２、第５０条の５から第５０条の１１ま

で並びに第１０８条の２第１項、第２項及び第４

項の規定は、指定介護予防福祉用具貸与の事業に

ついて準用する。この場合において、第４６条の

２第１項中「第５０条」とあるのは「第２２３条

」と、同項、第５０条の２の２第２項並びに第５

０条の１０の２第１号及び第３号中「介護予防訪

問入浴介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相

談員」と、第４６条の４中「以下同じ。）」とあ

るのは「以下同じ。）、取り扱う福祉用具の種目

」と、第４６条の８第２項中「適切な指導」とあ

るのは「適切な相談又は助言」と、第４６条の１

２中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは

「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とある

のは「利用者」と、第４６条の１３第１項中「提

供日及び内容」とあるのは「提供の開始日及び終

了日並びに種目及び品名」と、第４７条の２中「

内容」とあるのは「種目、品名」と、第１０８条

の２第２項中「処遇」とあるのは「サービス利用

」と、同条第４項中「介護予防通所リハビリテー

ション従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員

」と読み替えるものとする。 

第２２９条 第４６条の２から第４６条の１３まで、

 第４７条の２、第４７条の３、第４９条、第５０

条の５から第５０条の１１まで並びに第１０８条

の２第１項及び第２項の規定は、指定介護予防福

祉用具貸与の事業について準用する。この場合に

おいて、第４６条の２中「第５０条」とあるのは

「第２２３条」と、「介護予防訪問入浴介護従業

者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第４

６条の４中「以下同じ。）」とあるのは「以下同

じ。）、取り扱う福祉用具の種目」と、第４６条

の８第２項中「適切な指導」とあるのは「適切な

相談又は助言」と、第４６条の１２中「介護予防

訪問入浴介護従業者」とあるのは「従業者」と、

「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」

と、第４６条の１３第１項中「提供日及び内容」

とあるのは「提供の開始日及び終了日並びに種目

及び品名」と、第４７条の２中「内容」とあるの

は「種目、品名」と、第１０８条の２第２項中「

処遇」とあるのは「サービス利用」と読み替える

ものとする。 

 （準用）  （準用） 

第２３２条の３ 第４６条の２から第４６条の８ま

で、第４６条の１０から第４６条の１３まで、第

４７条の２、第４７条の３、第４９条、第５０条

の２の２、第５０条の５から第５０条の１１まで

（第５０条の８第５項及び第６項を除く。）並び

に第１０８条の２第１項、第２項及び第４項並び

に第１節、第２節（第２１９条を除く。）、第３

第２３２条の３ 第４６条の２から第４６条の８ま

で、第４６条の１０から第４６条の１３まで、第

４７条の２、第４７条の３、第４９条、第５０条

の５から第５０条の７まで、第５０条の８（第５

項及び第６項を除く。）、第５０条の９から第５

０条の１１まで並びに第１０８条の２第１項及び

 第２項並びに第１節、第２節（第２１９条を除く。



節、第４節（第２２２条第１項及び第２２９条を

除く。）及び前節の規定は、基準該当介護予防福

祉用具貸与の事業に準用する。この場合において、

 第４６条の２第１項中「第５０条」とあるのは「

第２３２条の３において準用する第２２３条」と、

 同項、第５０条の２の２第２項並びに第５０条の

１０の２第１号及び第３号中「介護予防訪問入浴

介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」

と、第４６条の４中「以下同じ。）」とあるのは

「以下同じ。）、取り扱う福祉用具の種目」と、

第４６条の８第２項中「適切な指導」とあるのは

「適切な相談又は助言」と、第４６条の１２中「

介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「従業

者」と、第４６条の１３第１項中「提供日及び内

容、当該指定介護予防訪問入浴介護について法第

５３条第４項の規定により利用者に代わって支払

を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは「

提供の開始日及び終了日、種目、品名」と、第４

７条の２中「法定代理受領サービスに該当しない

指定介護予防訪問入浴介護」とあるのは「基準該

当介護予防福祉用具貸与」と、第１０８条の２第

 ２項中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、

 同条第４項中「介護予防通所リハビリテーション

 従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、

第２２２条第２項中「法定代理受領サービスに該

当しない指定介護予防福祉用具貸与」とあるのは

「基準該当介護予防福祉用具貸与」と、同条第３

項中「前２項」とあるのは「前項」と読み替える

ものとする。 

 ）、第３節、第４節（第２２２条第１項及び第２

２９条を除く。）及び前節の規定は、基準該当介

護予防福祉用具貸与の事業に準用する。この場合

において、第４６条の２第１項中「第５０条」と

あるのは「第２３２条の３において準用する第２

２３条」と、「介護予防訪問入浴介護従業者」と

あるのは「福祉用具専門相談員」と、第４６条の

 ４中「以下同じ。）」とあるのは「以下同じ。）、

 取り扱う福祉用具の種目」と、第４６条の８第２

項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は

助言」と、第４６条の１２中「介護予防訪問入浴

介護従業者」とあるのは「従業者」と、第４６条

の１３中「提供日及び内容、当該指定介護予防訪

問入浴介護について法第５３条第４項の規定によ

り利用者に代わって支払を受ける介護予防サービ

ス費の額」とあるのは「提供の開始日及び終了日、

 種目、品名」と、第４７条の２中「法定代理受領

サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護

」とあるのは「基準該当介護予防福祉用具貸与」

と、第１０８条の２第２項中「処遇」とあるのは

「サービスの利用」と、第２２２条第２項中「法

定代理受領サービスに該当しない指定介護予防福

祉用具貸与」とあるのは「基準該当介護予防福祉

用具貸与」と、同条第３項中「前２項」とあるの

は「前項」と読み替えるものとする。 

 （準用）  （準用） 

第２４１条 第４６条の２から第４６条の８まで、

第４６条の１０から第４６条の１２まで、第４７

条の３、第４９条、第５０条の２の２、第５０条

の３、第５０条の５から第５０条の１１まで、第

１０８条の２第１項、第２項及び第４項、第２２

３条から第２２５条まで並びに第２２７条の規定

は、指定特定介護予防福祉用具販売の事業につい

て準用する。この場合において、第４６条の２第

１項中「第５０条」とあるのは「第２４１条にお

いて準用する第２２３条」と、同項、第５０条の

２の２第２項、第５０条の３第３項第１号及び第

３号並びに第５０条の１０の２第１号及び第３号

中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「

福祉用具専門相談員」と、第４６条の４中「以下

同じ。）」とあるのは「以下同じ。）、取り扱う

特定介護予防福祉用具の種目」と、第４６条の８

第２項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談

又は助言」と、第４６条の１２中「介護予防訪問

入浴介護従業者」とあるのは「従業者」と、「初

回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、

第１０８条の２第２項中「処遇」とあるのは「サ

第２４１条 第４６条の２から第４６条の８まで、

第４６条の１０から第４６条の１２まで、第４７

条の３、第４９条、第５０条の３、第５０条の５

から第５０条の１１まで、第１０８条の２第１項

及び第２項、第２２３条から第２２５条まで並び

に第２２７条の規定は、指定特定介護予防福祉用

具販売の事業について準用する。この場合におい

て、第４６条の２中「第５０条」とあるのは「第

２４１条において準用する第２２３条」と、「介

護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「福祉用

具専門相談員」と、第４６条の４中「以下同じ。

）」とあるのは「以下同じ。）、取り扱う特定介

護予防福祉用具の種目」と、第４６条の８第２項

中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助

言」と、第４６条の１２中「介護予防訪問入浴介

護従業者」とあるのは「従業者」と、「初回訪問

時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第１０

８条の２第２項中「処遇」とあるのは「サービス

利用」と、第２２３条中「利用料」とあるのは「

販売費用の額」と、第２２４条及び第２２５条中

「福祉用具」とあるのは「特定介護予防福祉用具



ービス利用」と、同条第４項中「介護予防通所リ

ハビリテーション従業者」とあるのは「福祉用具

専門相談員」と、第２２３条中「利用料」とある

のは「販売費用の額」と、第２２４条及び第２２

５条中「福祉用具」とあるのは「特定介護予防福

祉用具」と、第２２７条中「第２２３条」とある

のは「第２４１条において準用する第２２３条」

と読み替えるものとする。 

」と、第２２７条中「第２２３条」とあるのは「

第２４１条において準用する第２２３条」と読み

替えるものとする。 

   第１５章 雑則 

 （電磁的記録等） 

第２４５条 指定介護予防サービス事業者及び指定

介護予防サービスの提供に当たる者は、作成、保

存その他これらに類するもののうち、この条例の

規定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄

本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知

覚によって認識することができる情報が記載され

た紙その他の有体物をいう。以下この条において

同じ。）で行うことが規定されている又は想定さ

れるもの（第４６条の５第１項（第５４条の５、

第６６条、第７６条、第８５条、第１１１条、第

１３０条（第１４７条において準用する場合を含

む。）、第１５２条の３、第１５２条の１０、第

１６２条（第１７７条において準用する場合を含

む。）、第１９８条、第２１５条、第２２９条、

第２３２条の３及び第２４１条において準用する

場合を含む。）及び第１９０条第１項（第２１５

条において準用する場合を含む。）並びに次項に

規定するものを除く。）については、書面に代え

て、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁

気的方式その他人の知覚によっては認識すること

ができない方式で作られる記録であって、電子計

算機による情報処理の用に供されるものをいう。

）により行うことができる。 

２ 指定介護予防サービス事業者及び指定介護予防

サービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、

 承諾、締結その他これらに類するもの（以下「交

付等」という。）のうち、この条例の規定におい

て書面で行うことが規定されている又は想定され

るものについては、当該交付等の相手方の承諾を

得て、書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、

磁気的方法その他人の知覚によって認識すること

ができない方法をいう。）によることができる。

 （さいたま市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例の一

部改正） 

第６条 さいたま市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例



（平成２６年さいたま市条例第８７号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

目次 目次 

 第１章～第４章 ［略］  第１章～第４章 ［略］ 

 第５章 雑則（第３３条） 

 附則  附則 

 （基本方針）  （基本方針） 

第２条 ［略］ 第２条 ［略］ 

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

５ 指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権の擁

護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行

うとともに、その従業者に対し、研修を実施する

等の措置を講じなければならない。 

６ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援

を提供するに当たっては、法第１１８条の２第１

項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情

報を活用し、適切にかつ有効に行うよう努めなけ

ればならない。 

 （管理者）  （管理者） 

第５条 ［略］ 第５条 ［略］ 

２ 前項に規定する管理者は、介護保険法施行規則

（平成１１年厚生省令第３６号）第１４０条の６

６第１号イ に規定する主任介護支援専門員（以

下この項において「主任介護支援専門員」という。

 ）でなければならない。ただし、主任介護支援専

門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理

由がある場合については、介護支援専門員（主任

介護支援専門員を除く。）を前項に規定する管理

者とすることができる。 

２ 前項に規定する管理者は、介護保険法施行規則

（平成１１年厚生省令第３６号）第１４０条の６

６第１号イ 規定する主任介護支援専門員でなけ

ればならない。 

３ ［略］ ３ ［略］ 

 （内容及び手続の説明及び同意）  （内容及び手続の説明及び同意） 

第６条 ［略］ 第６条 ［略］ 

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援

の提供の開始に際し、あらかじめ、居宅サービス

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援

の提供の開始に際し、あらかじめ、居宅サービス



計画が第２条に規定する基本方針及び利用者の希

望に基づき作成されるものであり、利用者は複数

の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求め

ることができること、前６月間に当該指定居宅介

護支援事業所において作成された居宅サービス計

画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具

貸与及び地域密着型通所介護（以下この項におい

て「訪問介護等」という。）がそれぞれ位置付け

られた居宅サービス計画の数が占める割合、前６

月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成

された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介

護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス

事業者又は指定地域密着型サービス事業者によっ

て提供されたものが占める割合等につき説明を行

い、理解を得なければならない。 

計画が第２条に規定する基本方針及び利用者の希

望に基づき作成されるものであり、利用者は複数

の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求め

ることができること等につき説明を行い、理解を

得なければならない。 

３～８ ［略］ ３～８ ［略］ 

 （指定居宅介護支援の具体的取扱方針）  （指定居宅介護支援の具体的取扱方針） 

第１５条 指定居宅介護支援の方針は、第２条に規

定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針

に基づき、次に掲げるところによるものとする。

第１５条 指定居宅介護支援の方針は、第２条に規

定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針

に基づき、次に掲げるところによるものとする。

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 介護支援専門員は、サービス担当者会議（介

護支援専門員が居宅サービス計画の作成のため

に、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、

  居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅

サービス等の担当者（以下この条において「担

当者」という。）を招集して行う会議（テレビ

電話装置その他の情報通信機器（以下「テレビ

電話装置等」という。）を活用して行うことが

できるものとする。ただし、利用者又はその家

族（以下この号において「利用者等」という。

）が参加する場合にあっては、テレビ電話装置

等の活用について当該利用者等の同意を得なけ

ればならない。）をいう。以下同じ。）の開催

により、利用者の状況等に関する情報を担当者

と共有するとともに、当該居宅サービス計画の

原案の内容について、担当者から、専門的な見

地からの意見を求めるものとする。ただし、利

用者（末期の悪性腫瘍の患者に限る。）の心身

の状況等により、主治の医師又は歯科医師（以

下この条において「主治の医師等」という。）

の意見を勘案して必要と認める場合その他のや

むを得ない理由がある場合については、担当者

に対する照会等により意見を求めることができ

るものとする。 

 介護支援専門員は、サービス担当者会議（介

護支援専門員が居宅サービス計画の作成のため

に、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、

  居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅

サービス等の担当者（以下この条において「担

当者」という。）を招集して行う会議をいう。

以下同じ。）の開催により、利用者の状況等に

関する情報を担当者と共有するとともに、当該

居宅サービス計画の原案の内容について、担当

者から、専門的な見地からの意見を求めるもの

とする。ただし、利用者（末期の悪性腫瘍の患

者に限る。）の心身の状況等により、主治の医

師又は歯科医師（以下この条において「主治の

医師等」という。）の意見を勘案して必要と認

める場合その他のやむを得ない理由がある場合

については、担当者に対する照会等により意見

を求めることができるものとする。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

  の２ 介護支援専門員は、指定居宅サービス事

業者等から利用者に係る情報の提供を受けたと

きその他必要と認めるときは、利用者の服薬状

  の２ 介護支援専門員は、指定居宅サービス事

業者等から利用者に係る情報の提供を受けたと

きその他必要と認めるときは、利用者の服薬状



  況、口腔
くう

機能その他の利用者の心身又は生活の

  状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利

用者の同意を得て主治の医師若しくは歯科医師

又は薬剤師に提供するものとする。 

  況、口腔機能その他の利用者の心身又は生活の

  状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利

用者の同意を得て主治の医師若しくは歯科医師

又は薬剤師に提供するものとする。 

  ～ の２ ［略］   ～ の２ ［略］ 

  の３ 介護支援専門員は、その勤務する指定居

宅介護支援事業所において作成された居宅サー

ビス計画に位置付けられた指定居宅サービス等

に係る居宅介護サービス費、特例居宅介護サー

ビス費、地域密着型介護サービス費及び特例地

域密着型介護サービス費（以下この号において

「サービス費」という。）の総額が法第４３条

第２項に規定する居宅介護サービス費等区分支

給限度基準額に占める割合及び訪問介護に係る

居宅介護サービス費がサービス費の総額に占め

る割合が厚生労働大臣が定める基準に該当する

場合であって、かつ、市からの求めがあった場

合には、当該指定居宅介護支援事業所の居宅サ

ービス計画の利用の妥当性を検討し、当該居宅

サービス計画に訪問介護が必要な理由等を記載

するとともに、当該居宅サービス計画を市に届

け出なければならない。 

  ～(27) ［略］   ～(27) ［略］ 

 （運営規程）  （運営規程） 

第２０条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介

護支援事業所ごとに、事業の運営についての重要

事項に関する規程（以下「運営規程」という。）

として次に掲げる事項を定めるものとする。 

第２０条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介

護支援事業所ごとに、事業の運営についての重要

事項に関する規程（以下「運営規程」という。）

として次に掲げる事項を定めるものとする。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 虐待の防止のために措置に関する事項 

 ［略］  ［略］ 

 （勤務体制の確保）  （勤務体制の確保） 

第２１条 ［略］ 第２１条 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ 指定居宅介護支援事業者は、適切な指定居宅介

護支援の提供を確保する観点から、職場において

行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とし

た言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超え

たものにより介護支援専門員の就業環境が害され

ることを防止するための方針の明確化等の必要な

措置を講じなければならない。 

 （業務継続計画の策定等）  

第２１条の２ 指定居宅介護支援事業者は、感染症

や非常災害の発生時において、利用者に対する指

定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、

 及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための



計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、

 当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員に

対し、業務継続計画について周知するとともに、

必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければな

らない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、定期的に業務継続

計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画

の変更を行うものとする。 

 （感染症の予防及びまん延の防止のための措置）

第２３条の２ 指定居宅介護支援事業者は、当該指

定居宅介護支援事業所において感染症が発生し、

又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じ

なければならない。 

 当該指定居宅介護支援事業所における感染症

の予防及びまん延の防止のための対策を検討す

る委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこ

とができるものとする。）をおおむね６月に１

回以上開催するとともに、その結果について、

介護支援専門員に周知徹底を図ること。 

 当該指定居宅介護支援事業所における感染症

の予防及びまん延の防止のための指針を整備す

ること。 

 当該指定居宅介護支援事業所において、介護

支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の

防止のための研修及び訓練を定期的に実施する

こと。 

 （掲示）  （掲示） 

第２４条 ［略］ 第２４条 ［略］ 

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項に規定する事

項を記載した書面を当該指定居宅介護支援事業所

に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由

に閲覧させることにより、同項の規定による掲示

に代えることができる。 

 （虐待の防止） 

第２９条の２ 指定居宅介護支援事業者は、虐待の

発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措

置を講じなければならない。 

 当該指定居宅介護支援事業所における虐待防

止のための対策を検討する委員会（テレビ電話

装置等を活用して行うことができるものとする。

  ）を定期的に開催するとともに、その結果につ

いて、介護支援専門員に周知徹底を図ること。

 当該指定居宅介護支援事業所における虐待の

防止のための指針を整備すること。 



 当該指定居宅介護支援事業所において、介護

支援専門員に対し、虐待の防止のための研修を

定期的に実施すること。 

 前３号に掲げる措置を適切に実施するための

担当者を置くこと。 

   第５章 雑則 

 （電磁的記録等） 

第３３条 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介

護支援の提供に当たる者は、作成、保存その他こ

れらに類するもののうち、この条例の規定におい

て書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、

副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって

認識することができる情報が記載された紙その他

の有体物をいう。以下この条において同じ。）で

行うことが規定されている又は想定されるもの（

第９条（第３２条において準用する場合を含む。

）及び第１５条第２４号（第３２条において準用

する場合を含む。）並びに次項に規定するものを

除く。）については、書面に代えて、当該書面に

係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他

人の知覚によっては認識することができない方式

で作られる記録であって、電子計算機による情報

処理の用に供されるものをいう。）により行うこ

とができる。 

２ 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援

を提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾そ

の他これらに類するもの（以下「交付等」という。

 ）のうち、この条例の規定において書面で行うこ

とが規定されている又は想定されるものについて

は、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代

えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その

他人の知覚によって認識することができない方法

をいう。）によることができる。 

 （さいたま市指定介護予防支援等の事業の人員、運営等の基準等に関する条例の一

部改正） 

第７条 さいたま市指定介護予防支援等の事業の人員、運営等の基準等に関する条例

（平成２６年さいたま市条例第８８号）の一部を次のように改正する。 

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

 改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 



 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

目次 目次 

 第１章～第４章 ［略］  第１章～第４章 ［略］ 

 第５章 雑則（第３５条） 

 附則  附則 

 （基本方針）  （基本方針） 

第２条 ［略］ 第２条 ［略］ 

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

５ 指定介護予防支援事業者は、利用者の人権の擁

護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行

うとともに、その従業者に対し、研修を実施する

等の措置を講じなければならない。 

６ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援

を提供するに当たっては、法第１１８条の２第１

項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情

報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなけれ

ばならない。 

 （運営規程）  （運営規程） 

第１９条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予

防支援事業所ごとに、事業の運営についての重要

事項に関する規程（以下「運営規程」という。）

として次に掲げる事項を定めるものとする。 

第１９条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予

防支援事業所ごとに、事業の運営についての重要

事項に関する規程（以下「運営規程」という。）

として次に掲げる事項を定めるものとする。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ［略］  ［略］ 

 （勤務体制の確保）  （勤務体制の確保） 

第２０条 ［略］ 第２０条 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ 指定介護予防支援事業者は、適切な指定介護予

防支援の提供を確保する観点から、職場において

行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とし

た言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超え

たものにより担当職員の就業環境が害されること

を防止するための方針の明確化等の必要な措置を

講じなければならない。 

 （業務継続計画の策定等） 

第２０条の２ 指定介護予防支援事業者は、感染症

や非常災害の発生時において、利用者に対する指

定介護予防支援の提供を継続的実施するための、

及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための

計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、



 当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

２ 指定介護予防支援事業者は、担当職員に対し、

業務継続計画について周知するとともに、必要な

研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

３ 指定介護予防支援事業者は、定期的に業務継続

計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画

の変更を行うものとする。 

 （感染症の予防及びまん延の防止のための措置）

第２２条の２ 指定介護予防支援事業者は、当該指

定介護予防支援事業所において感染症が発生し、

又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じ

なければならない。 

 当該指定介護予防支援事業所における感染症

の予防及びまん延の防止のための対策を検討す

る委員会（テレビ電話装置その他の情報通信機

器（以下「テレビ電話装置等」という。）を活

用して行うことができるものとする。）をおお

むね６月に１回以上開催するとともに、その結

果について、担当職員に周知徹底を図ること。

 当該指定介護予防支援事業所における感染症

の予防及びまん延の防止のための指針を整備す

ること。 

 当該指定介護予防支援事業所において、担当

職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止の

ための研修及び訓練を定期的に実施すること。

 （掲示）  （掲示） 

第２３条 ［略］ 第２３条 ［略］ 

２ 指定介護予防支援事業者は、前項に規定する事

項を記載した書面を当該指定介護予防支援事業所

に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由

に閲覧させることにより、同項の規定による掲示

に代えることができる。 

 （虐待の防止） 

第２８条の２ 指定介護予防支援事業者は、虐待の

 発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措

置を講じなければならない。 

 当該指定介護予防支援事業所における虐待の

防止のための対策を検討する委員会（テレビ電

  話装置等を活用して行うことができるものとす

る。）を定期的に開催するとともに、その結果

について、担当職員に周知徹底を図ること。 

 当該指定介護予防支援事業所における虐待の

防止のための指針を整備すること。 

 当該指定介護予防支援事業所において、担当

職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的



に実施すること。 

 前３号に掲げる措置を適切に実施するための

担当者を置くこと。 

 （指定介護予防支援の具体的取扱方針）  （指定介護予防支援の具体的取扱方針） 

第３２条 指定介護予防支援の方針は、第２条に規

定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針

に基づき、次に掲げるところによるものとする。

第３２条 指定介護予防支援の方針は、第２条に規

定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針

に基づき、次に掲げるところによるものとする。

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 担当職員は、サービス担当者会議（担当職員

が介護予防サービス計画の作成のために、利用

者及びその家族の参加を基本としつつ、介護予

防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予

防サービス等の担当者（以下この条において「

担当者」という。）を招集して行う会議（テレ

ビ電話装置等を活用して行うことができるもの

とする。ただし、利用者又はその家族（以下こ

の号において「利用者等」という。）が参加す

る場合にあっては、テレビ電話装置等の活用に

ついて当該利用者等の同意を得なければならな

い。をいう。以下同じ。）の開催により、利用

者の状況等に関する情報を担当者と共有すると

ともに、当該介護予防サービス計画の原案の内

容について、担当者から、専門的な見地からの

意見を求めるものとする。ただし、やむを得な

い理由がある場合については、担当者に対する

照会等により意見を求めることができるものと

する。 

 担当職員は、サービス担当者会議（担当職員

が介護予防サービス計画の作成のために、利用

者及びその家族の参加を基本としつつ、介護予

防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予

防サービス等の担当者（以下この条において「

担当者」という。）を招集して行う会議をいう。

  以下同じ。）の開催により、利用者の状況等に

関する情報を担当者と共有するとともに、当該

介護予防サービス計画の原案の内容について、

担当者から、専門的な見地からの意見を求める

ものとする。ただし、やむを得ない理由がある

場合については、担当者に対する照会等により

意見を求めることができるものとする。 

  ～(28) ［略］   ～(28) ［略］ 

 （介護予防支援の提供に当たっての留意点）  （介護予防支援の提供に当たっての留意点） 

第３３条 介護予防支援の実施に当たっては、介護

予防の効果を最大限に発揮できるよう次に掲げる

事項に留意しなければならない。 

第３３条 介護予防支援の実施に当たっては、介護

予防の効果を最大限に発揮できるよう次に掲げる

事項に留意しなければならない。 

 単に運動機能や栄養状態、口腔
くう

機能といった

  特定の機能の改善だけを目指すものではなく、

これらの機能の改善や環境の調整などを通じて、

  利用者の日常生活の自立のための取組を総合的

に支援することによって生活の質の向上を目指

すこと。 

 単に運動機能や栄養状態、口腔機能といった

  特定の機能の改善だけを目指すものではなく、

これらの機能の改善や環境の調整などを通じて、

  利用者の日常生活の自立のための取組を総合的

に支援することによって生活の質の向上を目指

すこと。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

   第５章 雑則 

 （電磁的記録等） 

第３５条 指定介護予防支援事業者及び指定介護予

防支援の提供に当たる者は、作成、保存その他こ

れらに類するもののうち、この条例の規定におい

て書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、



副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって

認識することができる情報が記載された紙その他

の有体物をいう。以下この条において同じ。）で

行うことが規定されている又は想定されるもの（

第９条（第３４条において準用する場合を含む。

）及び第３２条第２６号（第３４条において準用

する場合を含む。）並びに次項に規定するものを

除く。）については、書面に代えて、当該書面に

係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他

人の知覚によっては認識することができない方式

で作られる記録であって、電子計算機による情報

処理の用に供されるものをいう。）により行うこ

とができる。 

２ 指定介護予防支援事業者及び指定介護予防支援

の提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾そ

 の他これらに類するもの（以下「交付等」という。

 ）のうち、この条例の規定において書面で行うこ

とが規定されている又は想定されるものについて

は、当該交付等相手方の承諾を得て、書面に代え

て、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他

人の知覚によって認識することができない方法を

いう。）によることができる。 

 （さいたま市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の

一部改正） 

第８条 さいたま市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条

例（平成２４年さいたま市条例第７０号）の一部を次のように改正する。 

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

 改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

目次 目次 

 第１章～第６章 ［略］  第１章～第６章 ［略］ 

 第７章 雑則（第５５条） 

 附則  附則 

 （基本方針）  （基本方針） 

第２条 ［略］ 第２条 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 



４ 指定介護老人福祉施設は、入所者の人権の擁護、

 虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うと

ともに、その従業者に対し、研修を実施する等の

措置を講じなければならない。 

５ 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サ

ービスを提供するに当たっては、法第１１８条の

２第１項に規定する介護保険等関連情報その他必

要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努め

なければならない。 

 （従業者の員数）  （従業者の員数） 

第４条 指定介護老人福祉施設に置くべき従業者及

びその員数は、次のとおりとする。ただし、入所

定員が４０人を超えない指定介護老人福祉施設に

あっては、他の社会福祉施設等の栄養士又は管理

栄養士との連携を図ることにより当該指定介護老

人福祉施設の効果的な運営を期待することができ

る場合であって、入所者の処遇に支障がないとき

は、第４号の栄養士又は管理栄養士を置かないこ

とができる。 

第４条 指定介護老人福祉施設に置くべき従業者及

びその員数は、次のとおりとする。ただし、入所

定員が４０人を超えない指定介護老人福祉施設に

あっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携

を図ることにより当該指定介護老人福祉施設の効

果的な運営を期待することができる場合であって、

 入所者の処遇に支障がないときは、第４号の栄養

士を置かないことができる。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 栄養士又は管理栄養士 １以上  栄養士 １以上 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ 指定介護老人福祉施設の従業者は、専ら当該指

定介護老人福祉施設の職務に従事する者でなけれ

ばならない。ただし、入所者の処遇に支障がない

場合は、この限りでない。 

４ 指定介護老人福祉施設の従業者は、専ら当該指

定介護老人福祉施設の職務に従事する者でなけれ

ばならない。ただし、指定介護老人福祉施設（ユ

ニット型指定介護老人福祉施設（第４３条に規定

するユニット型指定介護老人福祉施設をいう。以

下この項において同じ。）を除く。以下この項に

おいて同じ。）にユニット型指定介護老人福祉施

設を併設する場合の指定介護老人福祉施設及びユ

ニット型指定介護老人福祉施設の介護職員及び看

護職員（第５２条第２項の規定に基づき配置され

る看護職員に限る。）又は指定介護老人福祉施設

にユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設（

さいたま市指定地域密着型サービスの事業の人員、

 設備及び運営の基準等に関する条例（平成２４年

さいたま市条例第７３号。以下「指定地域密着型

サービス条例」という。）第１７９条に規定する

ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をい

う。以下この項において同じ。）を併設する場合

の指定介護老人福祉施設及びユニット型指定地域

密着型介護老人福祉施設の介護職員及び看護職員

（指定地域密着型サービス条例第１８８条第２項

の規定により配置される看護職員に限る。）を除

き、入所者の処遇に支障がない場合は、この限り

でない。 

５～９ ［略］ ５～９ ［略］ 



１０ 第１項第１号の医師及び同項第６号の介護支

援専門員の数は、サテライト型居住施設（さいた

ま市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営の基準等に関する条例（平成２４年さい

たま市条例第７３号）第１５２条第４項に規定す

るサテライト型居住施設をいう。以下同じ。）の

本体施設（同項に規定する本体施設をいう。以下

同じ。）である指定介護老人福祉施設であって、

当該サテライト型居住施設に医師又は介護支援専

門員を置かない場合にあっては、指定介護老人福

祉施設の入所者の数及び当該サテライト型居住施

設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなけ

ればならない。 

１０ 第１項第１号の医師及び同項第６号の介護支

援専門員の数は、サテライト型居住施設（指定地

域密着型サービス条例第１５２条第４項に規定す

るサテライト型居住施設をいう。以下同じ。）の

本体施設（同項に規定する本体施設をいう。以下

同じ。）である指定介護老人福祉施設であって、

当該サテライト型居住施設に医師又は介護支援専

門員を置かない場合にあっては、指定介護老人福

祉施設の入所者の数及び当該サテライト型居住施

設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなけ

ればならない。 

 （指定介護福祉施設サービスの取扱方針）  （指定介護福祉施設サービスの取扱方針） 

第１５条 ［略］ 第１５条 ［略］ 

２～５ ［略］ ２～５ ［略］ 

６ 指定介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正

化を図るため、次に掲げる措置を講じなければな

らない。 

６ 指定介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正

化を図るため、次に掲げる措置を講じなければな

らない。 

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会（テレビ電話装置その他の情報通信機

器（以下「テレビ電話装置等」という。）を活

用して行うことができるものとする。）を３月

に１回以上開催するとともに、その結果につい

て、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る

こと。 

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会を３月に１回以上開催するとともに、

その結果について、介護職員その他の従業者に

周知徹底を図ること。 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

７ ［略］ ７ ［略］ 

 （施設サービス計画の作成）  （施設サービス計画の作成） 

第１６条 ［略］ 第１６条 ［略］ 

２～５ ［略］ ２～５ ［略］ 

６ 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会

議（入所者に対する指定介護福祉施設サービスの

提供に当たる他の担当者（以下この条において「

担当者」という。）を招集して行う会議（テレビ

電話装置等を活用して行うことができるものとす

る。ただし、入所者又はその家族（以下この号に

おいて「入所者等」という。）が参加する場合に

あっては、テレビ電話装置等の活用について当該

 入所者等の同意を得なければならない。）をいう。

 以下同じ。）の開催、担当者に対する照会等によ

り、当該施設サービス計画の原案の内容について、

 担当者から、専門的な見地からの意見を求めるも

のとする。 

６ 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会

議（入所者に対する指定介護福祉施設サービスの

提供に当たる他の担当者（以下この条において「

担当者」という。）を召集して行う会議をいう。

以下同じ。）の開催、担当者に対する照会等によ

り、当該施設サービス計画の原案の内容について、

 担当者から、専門的な見地からの意見を求めるも

のとする。 

７～１２ ［略］ ７～１２ ［略］ 

 （栄養管理） 



第２１条の２ 指定介護老人福祉施設は、入所者の

栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生

活を営むことができるよう、各入所者の状態に応

じた栄養管理を計画的に行わなければならない。

 （口腔
くう

衛生の管理） 

第２１条の３ 指定介護老人福祉施設は、入所者の

口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営

むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備

し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計

画的に行わなければならない。 

 （運営規程）  （運営規程） 

第２８条 指定介護老人福祉施設は、次に掲げる施

設の運営についての重要事項に関する規程（以下

「運営規程」という。）を定めておかなければな

らない。 

第２８条 指定介護老人福祉施設は、次に掲げる施

設の運営についての重要事項に関する規程（以下

「運営規程」という。）を定めておかなければな

らない。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ［略］  ［略］ 

 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第２９条 ［略］ 第２９条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 指定介護老人福祉施設は、従業者に対し、その

資質の向上のための研修の機会を確保しなければ

 ならない。その際、当該指定介護老人福祉施設は、

 全ての従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、

介護支援専門員、法第８条第２項に規定する政令

で定める者等の資格を有する者その他これに類す

る者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的

な研修を受講させるために必要な措置を講じなけ

ればならない。 

３ 指定介護老人福祉施設は、従業者に対し、その

資質の向上のための研修の機会を確保しなければ

ならない。 

４ 指定介護老人福祉施設は、適切な指定介護福祉

施設サービスの提供を確保する観点から、職場に

おいて行われる性的な言動又は優越的な関係を背

景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲

を超えたものにより従業者の就業環境が害される

ことを防止するための方針の明確化等の必要な措

置を講じなければならない。 

 （業務継続計画の策定等） 

第２９条の２ 指定介護老人福祉施設は、感染症や

非常災害の発生時において、入所者に対する指定

介護福祉施設サービスの提供を継続的に実施する

ための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図

るための計画（以下「業務継続計画」という。）

を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を



講じなければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は、従業者に対し、業務

継続計画について周知するとともに、必要な研修

及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定介護老人福祉施設は、定期的に業務継続計

画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の

変更を行うものとする。 

 （非常災害対策）  （非常災害対策） 

第３１条 ［略］ 第３１条 ［略］ 

２ 指定介護老人福祉施設は、前項に規定する訓練

の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよ

う連携に努めなければならない。 

 （衛生管理等）  （衛生管理等） 

第３２条 ［略］ 第３２条 ［略］ 

２ 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福

祉施設において感染症又は食中毒が発生し、又は

まん延しないように、次に掲げる措置を講じなけ

ればならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福

祉施設において感染症又は食中毒が発生し、又は

まん延しないように、次に掲げる措置を講じなけ

ればならない。 

 当該指定介護老人福祉施設における感染症及

び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策

を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用し

て行うことができるものとする。）をおおむね

３月に１回以上開催するとともに、その結果に

ついて、介護職員その他の従業者に周知徹底を

図ること。 

 当該指定介護老人福祉施設における感染症及

び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策

を検討する委員会をおおむね３月に１回以上開

催するとともに、その結果について、介護職員

その他の従業者に周知徹底を図ること。 

 ［略］    ［略］ 

 当該指定介護老人福祉施設において、介護職

員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の

予防及びまん延の防止のための研修並びに感染

症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期

的に実施すること。 

 当該指定介護老人福祉施設において、介護職

員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の

予防及びまん延の防止のための研修を定期的に

実施すること。 

 前３号に掲げるもののほか、省令第２７条第

２項第４号に規定する厚生労働大臣が定める感

染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に

関する手順に沿った対応を行うこと。 

 前３号に掲げるもののほか、省令第２７条第

２項第４号に規定する厚生労働大臣が定める感

染症及び食中毒の発生が疑われる際の対処等に

関する手順に沿った対応を行うこと。 

 （掲示）  （掲示） 

第３４条 ［略］ 第３４条 ［略］ 

２ 指定介護老人福祉施設は、前項に規定する事項

を記載した書面を当該指定介護老人福祉施設に備

え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲

覧させることにより、同項の規定による掲示に代

えることができる。 

 （事故発生の防止及び発生時の対応）  （事故発生の防止及び発生時の対応） 

第４０条 指定介護老人福祉施設は、事故の発生又 第４０条 指定介護老人福祉施設は、事故の発生又



はその再発を防止するため、次に定める措置を講

じなければならない。 

はその再発を防止するため、次に定める措置を講

じなければならない。 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

 事故発生の防止のための委員会（テレビ電話

装置等を活用して行うことができるものとする。

  ）及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。

 事故発生の防止のための委員会及び従業者に

対する研修を定期的に行うこと。 

 前３号に掲げる措置を適切に実施するための

担当者を置くこと。 

２～４［略］ ２～４［略］ 

 （虐待の防止） 

第４０条の２ 指定介護老人福祉施設は、虐待の発

生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置

を講じなければならない。 

 当該指定介護老人福祉施設における虐待の防

止のための対策を検討する委員会（テレビ電話

装置等を活用して行うことができるものとする。

  ）を定期的に開催するとともに、その結果につ

いて、介護職員その他の従業者に周知徹底を図

ること。 

 当該指定介護老人福祉施設における虐待の防

止のための指針を整備すること。 

 当該指定介護老人福祉施設において、介護職

員その他の従業者に対し、虐待の防止のための

研修を定期的に実施すること。 

 前３号に掲げる措置を適切に実施するための

担当者を置くこと。 

 （基本方針）  （基本方針） 

第４４条 ［略］ 第４４条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者の

人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の

整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を

実施する等の措置を講じなければならない。 

４ ユニット型指定介護老人福祉施設は、指定介護

老人福祉施設サービスを提供するに当たっては、

法第１１８条の２第１項に規定する介護保険等関

連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効

に行うよう努めなければならない。 

 （設備）  （設備） 

第４５条 ユニット型指定介護老人福祉施設の設備

の基準は、次のとおりとする。 

第４５条 ユニット型指定介護老人福祉施設の設備

の基準は、次のとおりとする。 

 ユニット    ユニット 

  ア 居室   ア 居室 

(ア) ［略］    (ア) ［略］ 

(イ) 居室は、いずれかのユニットに属するも    (イ) 居室は、いずれかのユニットに属するも



のとし、当該ユニットの共同生活室に近接

して一体的に設けること。ただし、一のユ

ニットの入居定員は、原則としておおむね

１０人以下とし、１５人を超えないものと

する。 

のとし、当該ユニットの共同生活室に近接

して一体的に設けること。ただし、一のユ

ニットの入居定員は、１２人以下としなけ

ればならない。 

(ウ) 一の居室の床面積等は、１０．６５平方

メートル以上とすること。ただし、(ア)ただ

し書の場合にあっては、２１．３平方メー

トル以上とすること。 

(ウ) 一の居室の床面積等は、次のいずれかを

満たすこと。 

     ａ １０．６５平方メートル以上とするこ

と。ただし、(ア)ただし書の場合にあって

は、２１．３平方メートル以上とするこ

と。 

     ｂ ユニットに属さない居室を改修したも

のについては、入居者同士の視線の遮断

の確保を前提にした上で、居室を隔てる

壁について、天井との間に一定の隙間が

生じていても差し支えない。 

(エ) ［略］    (エ) ［略］ 

  イ～エ ［略］   イ～エ ［略］ 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

 （指定介護福祉施設サービスの取扱方針）  （指定介護福祉施設サービスの取扱方針） 

第４７条 ［略］ 第４７条 ［略］ 

２～７ ［略］ ２～７ ［略］ 

８ ユニット型指定介護老人福祉施設は、身体的拘

束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じ

なければならない。 

８ ユニット型指定介護老人福祉施設は、身体的拘

束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じ

なければならない。 

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこ

とができるものとする。）を３月に１回以上開

催するとともに、その結果について、介護職員

その他の従業者に周知徹底を図ること。 

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会を３月に１回以上開催するとともに、

その結果について、介護職員その他の従業者に

周知徹底を図ること。 

  ・  ［略］  ・  ［略］

９ ［略］ ９ ［略］ 

 （運営規程）  （運営規程） 

第５１条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、次

に掲げる施設の運営についての重要事項に関する

規程を定めておかなければならない。 

第５１条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、次

に掲げる施設の運営についての重要事項に関する

規程を定めておかなければならない。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ［略］  ［略］ 

 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第５２条 ［略］ 第５２条 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 



４ ユニット型指定介護老人福祉施設は、従業者に

対し、その資質の向上のための研修の機会を確保

しなければならない。その際、当該ユニット型指

定介護老人福祉施設は、全ての従業者（看護師、

准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第８

条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有

する者その他これに類する者を除く。）に対し、

認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるため

に必要な措置を講じなければならない。 

４ ユニット型指定介護老人福祉施設は、従業者に

対し、その資質の向上のための研修の機会を確保

しなければならない。 

５ ユニット型指定介護老人福祉施設は、適切な指

定介護福祉施設サービスの提供を確保する観点か

ら、職場において行われる性的な言動又は優越的

な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ

相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境

が害されることを防止するための方針の明確化等

の必要な措置を講じなければならない。 

 （準用）  （準用） 

第５４条 第６条から第１２条まで、第１４条、第

１６条、第１９条、第２１条から第２７条まで、

第２９条の２及び第３１条から第４２条までの規

定は、ユニット型指定介護老人福祉施設について

準用する。この場合において、第６条第１項中「

第２８条に規定する運営規程」とあるのは「第５

１条に規定する重要事項に関する規程」と、第２

６条第２項中「この章」とあるのは「第６章第３

節」と、第４２条第２項第２号中「第１２条第２

項」とあるのは「第５４条において準用する第１

２条第２項」と、第２７条中「第１６条」とある

のは「第５４条において準用する第１６条」と、

第２７条第５号及び第４２条第２項第３号中「第

１５条第５項」とあるのは「第４７条第７項」と、

 第４２条第２項第４号中「第２４条」とあるのは

「第５４条において準用する第２４条」と、第２

７条第６号及び第４２条第２項第５号中「第３８

条第２項」とあるのは「第５４条において準用す

る第３８条第２項」と、第２７条第７号及び第４

２条第２項第６号中「第４０条第３項」とあるの

は「第５４条において準用する第４０条第３項」

と読み替えるものとする。 

第５４条 第６条から第１２条まで、第１４条、第

１６条、第１９条、第２１条から第２７条まで及

び第３１条から第４２条までの規定は、ユニット

型指定介護老人福祉施設について準用する。この

場合において、第６条第１項中「第２８条に規定

する運営規程」とあるのは「第５１条に規定する

重要事項に関する規程」と、第２６条第２項中「

この章」とあるのは「第６章第３節」と、第４２

条第２項第２号中「第１２条第２項」とあるのは

「第５４条において準用する第１２条第２項」と、

 第２７条中「第１６条」とあるのは「第５４条に

おいて準用する第１６条」と、第２７条第５号及

び第４２条第２項第３号中「第１５条第５項」と

あるのは「第４７条第７項」と、第４２条第２項

第４号中「第２４条」とあるのは「第５４条にお

いて準用する第２４条」と、第２７条第６号及び

第４２条第２項第５号中「第３８条第２項」とあ

るのは「第５４条において準用する第３８条第２

項」と、第２７条第７号及び第４２条第２項第６

号中「第４０条第３項」とあるのは「第５４条に

おいて準用する第４０条第３項」と読み替えるも

のとする。 

   第７章 雑則 

 （電磁的記録等） 

第５５条 指定介護老人福祉施設及びその従業者は、

 作成、保存その他これらに類するもののうち、こ

の条例の規定において書面（書面、書類、文書、

謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形

等人の知覚によって認識することができる情報が

記載された紙その他の有体物をいう。以下この条



において同じ。）で行うことが規定されている又

は想定されもの（第９条第１項（第５４条におい

て準用する場合を含む。）及び第１２条第１項（

第５４条において準用する場合を含む。）並びに

次項に規定するものを除く。）については、書面

に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方

式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す

ることができない方式で作られる記録であって、

電子計算機による情報処理の用に供されるものを

いう。）により行うことができる。 

２ 指定介護老人福祉施設及びその従業者は、交付、

 説明、同意、承諾その他これらに類するもの（以

下「交付等」という。）のうち、この条例の規定

において書面で行うことが規定されている又は想

定されるものについては、当該交付等の相手方の

承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法（電子的

方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識す

ることができない方法をいう。）によることがで

きる。 

 （さいたま市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条

例の一部改正） 

第９条 さいたま市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関す

る条例（平成２４年さいたま市条例第７１号）の一部を次のように改正する。 

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

 改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

目次 目次 

 第１章～第５章 ［略］  第１章～第５章 ［略］ 

 第６章 雑則（第５４条） 

 附則  附則 

 （基本方針）  （基本方針） 

第２条 ［略］ 第２条 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ 介護老人保健施設は、入所者の人権の擁護、虐

待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとと

もに、その従業者に対し、研修を実施する等の措



置を講じなければならない。 

５ 介護老人保健施設は、介護保健施設サービスを

提供するに当たっては、法第１１８条の２第１項

に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報

を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければ

ならない。 

 （条例で定める従業者の員数）  （条例で定める従業者の員数） 

第３条 介護老人保健施設に置くべき従業者及びそ

の員数は、医師及び看護師については介護老人保

健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する

基準（平成１１年厚生省令第４０号。以下「省令

」という。）第２条で定めるとおりとし、介護支

援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者

については次のとおりとする。 

第３条 介護老人保健施設に置くべき従業者及びそ

の員数は、医師及び看護師については介護老人保

健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する

基準（平成１１年厚生省令第４０号。以下「省令

」という。）第２条で定めるとおりとし、介護支

援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者

については次のとおりとする。 

 ～  ［略］   ～  ［略］ 

 栄養士又は管理栄養士 入所定員１００以上

の介護老人保健施設にあっては、１以上 

 栄養士 入所定員１００以上の介護老人保健

施設にあっては、１以上 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ 介護老人保健施設の従業者は、専ら当該介護老

人保健施設の職務に従事する者でなければならな

い。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、

 この限りでない。 

４ 介護老人保健施設の従業者は、専ら当該介護老

人保健施設の職務に従事する者でなければならな

い。ただし、介護老人保健施設（ユニット型介護

老人保健施設（第４２条に規定するユニット型介

護老人保健施設をいう。以下この項において同じ。

 ）を除く。以下この項において同じ。）にユニッ

ト型介護老人保健施設を併設する場合の介護老人

保健施設及びユニット型介護老人保健施設の介護

 職員を除き、入所者の処遇に支障がない場合には、

 この限りでない。 

５ ［略］ ５ ［略］ 

６ 第１項第３号から第６号までの規定にかかわら

ず、サテライト型小規模介護老人保健施設（当該

施設を設置しようとする者により設置される当該

施設以外の介護老人保健施設若しくは介護医療院

又は病院若しくは診療所（以下「本体施設」とい

う。）との密接な連携を確保しつつ、本体施設と

は別の場所で運営され、入所者の在宅への復帰の

支援を目的とする定員２９人以下の介護老人保健

施設をいう。以下同じ。）の支援相談員、理学療

法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、栄養士若

 しくは管理栄養士又は介護支援専門員については、

 次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に定める職員により当該

サテライト型小規模介護老人保健施設の入所者の

処遇が適切に行われると認められるときは、これ

を置かないことができる。 

６ 第１項第３号から第６号までの規定にかかわら

ず、サテライト型小規模介護老人保健施設（当該

施設を設置しようとする者により設置される当該

施設以外の介護老人保健施設若しくは介護医療院

又は病院若しくは診療所（以下「本体施設」とい

う。）との密接な連携を確保しつつ、本体施設と

は別の場所で運営され、入所者の在宅への復帰の

支援を目的とする定員２９人以下の介護老人保健

施設をいう。以下同じ。）の支援相談員、理学療

法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、栄養士又

は介護支援専門員については、次に掲げる本体施

設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める職員により当該サテライト型小規

模介護老人保健施設の入所者の処遇が適切に行わ

れると認められるときは、これを置かないことが

できる。 

 介護老人保健施設 支援相談員、理学療法士、

  作業療法士若しくは言語聴覚士、栄養士若しく

 介護老人保健施設 支援相談員、理学療法士、

  作業療法士若しくは言語聴覚士、栄養士又は介



は管理栄養士又は介護支援専門員 護支援専門員 

 介護医療院 栄養士若しくは管理栄養士又は

介護支援専門員 

 介護医療院 栄養士又は介護支援専門員 

 病院 栄養士若しくは管理栄養士（病床数１

００以上の病院の場合に限る。）又は介護支援

専門員（健康保険法等の一部を改正する法律（

平成１８年法律第８３号）附則第１３０条の２

第１項の規定によりなおその効力を有するもの

とされた同法第２６条の規定による改正前の法

第４８条第１項第３号に規定する指定介護療養

型医療施設の場合に限る。） 

 病院 栄養士（病床数１００以上の病院の場

合に限る。）又は介護支援専門員（健康保険法

等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８

３号）附則第１３０条の２第１項の規定により

なおその効力を有するものとされた同法第２６

条の規定による改正前の法第４８条第１項第３

号に規定する指定介護療養型医療施設の場合に

限る。） 

７ 第１項第３号から第６号までの規定にかかわら

ず、医療機関併設型小規模介護老人保健施設（介

護医療院又は病院若しくは診療所に併設され、入

所者の在宅への復帰の支援を目的とする定員２９

人以下の介護老人保健施設であって、前項に規定

するサテライト型小規模介護老人保健施設以外の

ものをいう。以下同じ。）の支援相談員、理学療

法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、栄養士若

しくは管理栄養士又は介護支援専門員の員数の基

準は、次のとおりとする。 

７ 第１項第３号から第６号までの規定にかかわら

ず、医療機関併設型小規模介護老人保健施設（介

護医療院又は病院若しくは診療所に併設され、入

所者の在宅への復帰の支援を目的とする定員２９

人以下の介護老人保健施設であって、前項に規定

するサテライト型小規模介護老人保健施設以外の

ものをいう。以下同じ。）の支援相談員、理学療

法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、栄養士又

は介護支援専門員の員数の基準は、次のとおりと

する。 

 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士

又は栄養士若しくは管理栄養士 併設される介

護医療院又は病院若しくは診療所の理学療法士、

  作業療法士若しくは言語聴覚士又は栄養士若し

くは管理栄養士により当該医療機関併設型小規

模介護老人保健施設の入所者の処遇が適切に行

われると認められるときは、置かないことがで

きること。 

 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士

又は栄養士 併設される介護医療院又は病院若

しくは診療所の理学療法士、作業療法士若しく

は言語聴覚士又は栄養士により当該医療機関併

設型小規模介護老人保健施設の入所者の処遇が

適切に行われると認められるときは、置かない

ことができること。 

 ［略］    ［略］ 

 （構造設備の基準）  （構造設備の基準） 

第５条 介護老人保健施設の構造設備の基準は、次

のとおりとする。 

第５条 介護老人保健施設の構造設備の基準は、次

のとおりとする。 

 介護老人保健施設の建物（入所者の療養生活

のために使用しない附属の建物を除く。）は、

耐火建築物（建築基準法（昭和２５年法律第２

０１号）第２条第９号の２に規定する耐火建築

物をいう。以下同じ。）とすること。ただし、

次のいずれかの要件を満たす２階建て又は平屋

建ての介護老人保健施設の建物にあっては、準

耐火建築物（同条第９号の３に規定する準耐火

建築物をいう。以下同じ。）とすることができ

る。 

 介護老人保健施設の建物（入所者の療養生活

のために使用しない附属の建物を除く。）は、

耐火建築物（建築基準法（昭和２５年法律第２

０１号）第２条第９号の２に規定する耐火建築

物をいう。以下同じ。）とすること。ただし、

次のいずれかの要件を満たす２階建て又は平屋

建ての介護老人保健施設の建物にあっては、準

耐火建築物（同条第９号の３に規定する準耐火

建築物をいう。以下同じ。）とすることができ

る。 

  ア ［略］   ア ［略］ 

  イ 療養室等を２階又は地階に設けている場合

であって、次に掲げる要件の全てを満たすこ

と。 

  イ 療養室等を２階又は地階に設けている場合

であって、次に掲げる要件の全てを満たすこ

と。 

(ア) 当該介護老人保健施設の所在地を管轄す    (ア) 当該介護老人保健施設の所在地を管轄す



る消防長又は消防署長と相談の上、第３１

条第１項に規定する計画に入所者の円滑か

つ迅速な避難を確保するために必要な事項

を定めること。 

る消防署長又は消防長と相談の上、第３１

条に規定する計画に入所者の円滑かつ迅速

な避難を確保するために必要な事項を定め

ること。 

(イ) 第３１条第１項に規定する訓練について

は、同条に規定する計画に従い、昼間及び

夜間において行うこと。 

(イ) 第３１条に規定する訓練については、同

条に規定する計画に従い、昼間及び夜間に

おいて行うこと。 

(ウ) ［略］    (ウ) ［略］ 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

 （介護保健施設サービスの取扱方針）  （介護保健施設サービスの取扱方針） 

第１５条 ［略］ 第１５条 ［略］ 

２～５ ［略］ ２～５ ［略］ 

６ 介護老人保健施設は、身体的拘束等の適正化を

図るため、次に掲げる措置を講じなければならな

い。 

６ 介護老人保健施設は、身体的拘束等の適正化を

図るため、次に掲げる措置を講じなければならな

い。 

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会（テレビ電話装置その他の情報通信機

器（以下「テレビ電話装置等」という。）を活

用して行うことができるものとする。）を３月

に１回以上開催するとともに、その結果につい

て、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る

こと。 

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会を３月に１回以上開催するとともに、

その結果について、介護職員その他の従業者に

周知徹底を図ること。 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

７ ［略］ ７ ［略］ 

 （施設サービス計画の作成）  （施設サービス計画の作成） 

第１６条 ［略］ 第１６条 ［略］ 

２～５ ［略］ ２～５ ［略］ 

６ 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会

議（入所者に対する介護保健施設サービスの提供

に当たる他の担当者（以下この条において「担当

者」という。）を招集して行う会議（テレビ電話

装置等を活用して行うことができるものとする。

ただし、入所者又はその家族（以下この項におい

て「入所者等」という。）が参加する場合にあっ

ては、テレビ電話装置等の活用について当該入所

者等の同意を得なければならない。）をいう。以

下同じ。）の開催、担当者に対する照会等により、

 当該施設サービス計画の原案の内容について、担

当者から、専門的な見地からの意見を求めるもの

とする。 

６ 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会

議（入所者に対する介護保健施設サービスの提供

に当たる他の担当者（以下この条において「担当

者」という。）を召集して行う会議をいう。以下

同じ。）の開催、担当者に対する照会等により、

当該施設サービス計画の原案の内容について、担

当者から、専門的な見地からの意見を求めるもの

とする。 

７～１２ ［略］ ７～１２ ［略］ 

 （栄養管理） 

第１９条の２ 介護老人保健施設は、入所者の栄養

状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を



営むことができるよう、各入所者の状態に応じた

栄養管理を計画的に行わなければならない。 

 （口腔
くう

衛生の管理） 

第１９条の３ 介護老人保健施設は、入所者の口腔

の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むこ

とができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、

各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的

に行わなければならない。 

 （運営規程）  （運営規程） 

第２８条 介護老人保健施設は、次に掲げる施設の

運営についての重要事項に関する規程（以下「運

営規程」という。）を定めておかなければならな

い。 

第２８条 介護老人保健施設は、次に掲げる施設の

運営についての重要事項に関する規程（以下「運

営規程」という。）を定めておかなければならな

い。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ［略］  ［略］ 

 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第２９条 ［略］ 第２９条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 介護老人保健施設は、従業者の資質の向上のた

めに、その研修の機会を確保しなければならない。

 その際、当該介護老人保健施設は、全ての従業者

（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門

員、法第８条第２項に規定する政令で定める者等

 の資格を有する者その他これに類する者を除く。

）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講

させるために必要な措置を講じなければならない。

３ 介護老人保健施設は、従業者の資質の向上のた

めに、その研修の機会を確保しなければならない。

４ 介護老人保健施設は、適切な介護保健施設サー

ビスの提供を確保する観点から、職場において行

われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした

言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えた

ものにより従業者の就業環境が害されることを防

止するための方針の明確化等の必要な措置を講じ

なければならない。 

 （業務継続計画の策定等） 

第２９条の２ 介護老人保健施設は、感染症や非常

災害の発生時において、入所者に対する介護保健

施設サービスの提供を継続的に実施するための、

及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための

計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、

 当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

２ 介護老人保健施設は、従業者に対し、業務継続

計画について周知するとともに、必要な研修及び



訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 介護老人保健施設は、定期的に業務継続計画の

見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更

を行うものとする。 

 （非常災害対策）  （非常災害対策） 

第３１条 ［略］ 第３１条 ［略］ 

２ 介護老人保健施設は、前項に規定する訓練の実

施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連

携に努めなければならない。 

 （衛生管理等）  （衛生管理等） 

第３２条 ［略］ 第３２条 ［略］ 

２ 介護老人保健施設は、当該介護老人保健施設に

おいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延し

ないように、次に掲げる措置を講じなければなら

ない。 

２ 介護老人保健施設は、当該介護老人保健施設に

おいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延し

ないように、次に掲げる措置を講じなければなら

ない。 

 当該介護老人保健施設における感染症又は食

中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検

討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行

うことができるものとする。）をおおむね３月

に１回以上開催するとともに、その結果につい

て、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る

こと。 

 当該介護老人保健施設における感染症又は食

中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検

討する委員会をおおむね３月に１回以上開催す

るとともに、その結果について、介護職員その

他の従業者に周知徹底を図ること。 

 ［略］    ［略］ 

 当該介護老人保健施設において、介護職員そ

の他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防

及びまん延の防止のための研修並びに感染症の

予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に

実施すること。 

 当該介護老人保健施設において、介護職員そ

の他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防

及びまん延の防止のための研修を定期的に実施

すること。 

 ［略］    ［略］ 

 （掲示）  （掲示） 

第３４条 ［略］ 第３４条 ［略］ 

２ 介護老人保健施設は、前項に規定する事項を記

載した書面を当該介護老人保健施設に備え付け、

かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させる

ことにより、同項の規定による掲示に代えること

ができる。 

 （事故発生の防止及び発生時の対応）  （事故発生の防止及び発生時の対応） 

第３９条 介護老人保健施設は、事故の発生又はそ

の再発を防止するため、次に定める措置を講じな

ければならない。 

第３９条 介護老人保健施設は、事故の発生又はそ

の再発を防止するため、次に定める措置を講じな

ければならない。 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

 事故発生の防止のための委員会（テレビ電話

装置等を活用して行うことができるものとする。

  ）及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。

 事故発生の防止のための委員会及び従業者に

対する研修を定期的に行うこと。 



 前３号に掲げる措置を適切に実施するための

担当者を置くこと。 

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

 （虐待の防止） 

第３９条の２ 介護老人保健施設は、虐待の発生又

はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講

じなければならない。 

 当該介護老人保健施設における虐待の防止の

ための対策を検討する委員会（テレビ電話装置

等を活用して行うことができるものとする。）

を定期的に開催するとともに、その結果につい

て、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る

こと。 

 当該介護老人保健施設における虐待の防止の

ための指針を整備すること。 

 当該介護老人保健施設において、介護職員そ

の他の従業者に対し、虐待の防止のための研修

を定期的に実施すること。 

 前３号に掲げる措置を適切に実施するための

担当者を置くこと。 

 （基本方針） （基本方針） 

第４３条 ［略］ 第４３条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ ユニット型介護老人保健施設は、入居者の人権

の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備

を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施

する等の措置を講じなければならない。 

４ ユニット型介護老人保健施設は、介護保健施設

サービスを提供するに当たっては、法第１１８条

の２第１項に規定する介護保険等関連情報その他

必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努

めなければならない。 

 （条例で定める施設）  （条例で定める施設） 

第４４条 ［略］ 第４４条 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ 前３項に規定するもののほか、ユニット型介護

老人保健施設の設備構造の基準は、次に定めると

ころによる。 

４ 前３項に規定するもののほか、ユニット型介護

老人保健施設の設備構造の基準は、次に定めると

ころによる。 

 ユニット型介護老人保健施設の建物（入居者

の療養生活のために使用しない附属の建物を除

く。）は、耐火建築物とすること。ただし、次

のいずれかの要件を満たす２階建て又は平屋建

てのユニット型介護老人保健施設の建物にあっ

ては、準耐火建築物とすることができる。 

 ユニット型介護老人保健施設の建物（入居者

の療養生活のために使用しない附属の建物を除

く。）は、耐火建築物とすること。ただし、次

のいずれかの要件を満たす２階建て又は平屋建

てのユニット型介護老人保健施設の建物にあっ

ては、準耐火建築物とすることができる。 

  ア ［略］   ア ［略］ 



  イ 療養室等を２階又は地階に設けている場合

であって、次に掲げる要件の全てを満たすこ

と。 

  イ 療養室等を２階又は地階に設けている場合

であって、次に掲げる要件の全てを満たすこ

と。 

(ア) 当該ユニット型介護老人保健施設の所在

地を管轄する消防長又は消防署長と相談の

上、第５３条において準用する第３１条第

１項に規定する計画に入居者の円滑かつ迅

速な避難を確保するために必要な事項を定

めること。 

(ア) 当該ユニット型介護老人保健施設の所在

地を管轄する消防署長又は消防長と相談の

上、第５３条において準用する第３１条に

規定する計画に入居者の円滑かつ迅速な避

難を確保するために必要な事項を定めるこ

と。 

(イ) 第５３条において準用する第３１条第１

項に規定する訓練については、同項に規定

する計画に従い、昼間及び夜間において行

うこと。 

(イ) 第５３条において準用する第３１条に規

定する訓練については、同条に規定する計

画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

(ウ) ［略］    (ウ) ［略］ 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

５ ［略］ ５ ［略］ 

 （介護保健施設サービスの取扱方針） （介護保健施設サービスの取扱方針） 

第４６条 ［略］ 第４６条 ［略］ 

２～７ ［略］ ２～７ ［略］ 

８ ユニット型介護老人保健施設は、身体的拘束等

の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなけ

ればならない。 

８ ユニット型介護老人保健施設は、身体的拘束等

の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなけ

ればならない。 

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこ

とができるものとする。）を３月に１回以上開

催するとともに、その結果について、介護職員

その他の従業者に周知徹底を図ること。 

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会を３月に１回以上開催するとともに、

その結果について、介護職員その他の従業者に

周知徹底を図ること。 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

９ ［略］ ９ ［略］ 

 （運営規程）  （運営規程） 

第５０条 ユニット型介護老人保健施設は、次に掲

げる施設の運営についての重要事項に関する規程

を定めておかなければならない。 

第５０条 ユニット型介護老人保健施設は、次に掲

げる施設の運営についての重要事項に関する規程

を定めておかなければならない。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ［略］  ［略］ 

 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第５１条 ［略］ 第５１条 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ ユニット型介護老人保健施設は、従業者に対し、

 その資質の向上のための研修の機会を確保しなけ

ればならない。その際、当該ユニット型介護老人

保健施設は、全ての従業者（看護師、准看護師、

介護福祉士、介護支援専門員、法第８条第２項に

規定する政令で定める者等の資格を有する者その

４ ユニット型介護老人保健施設は、従業者に対し、

 その資質の向上のための研修の機会を確保しなけ

ればならない。 



他これに類する者を除く。）に対し、認知症介護

に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措

置を講じなければならない。 

５ ユニット型介護老人保健施設は、適切な介護保

健施設サービスの提供を確保する観点から、職場

において行われる性的な言動又は優越的な関係を

背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範

囲を超えたものにより従業者の就業環境が害され

ることを防止するための方針の明確化等の必要な

措置を講じなければならない。 

 （準用）  （準用） 

第５３条 第６条から第１２条まで、第１４条、第

１６条から第１９条の３まで、第２２条、第２４

条から第２７条まで、第２９条の２及び第３１条

から第４１条までの規定は、ユニット型介護老人

保健施設について準用する。この場合において、

第６条第１項中「第２８条に規定する運営規程」

とあるのは「第５０条に規定する重要事項に関す

る規程」と、第２６条第２項中「この章」とある

のは「第５章第３節」と、第４１条第２項第２号

中「第１１条第４項」とあるのは「第５３条にお

いて準用する第１１条第４項」と、第４１条第２

項第３号中「第１２条第２項」とあるのは「第５

３条において準用する第１２条第２項」と、第２

７条中「第１６条」とあるのは「第５３条におい

て準用する第１６条」と、第４１条第２項第５号

中「第２４条」とあるのは「第５３条において準

用する第２４条」と、第２７条第４号及び第４１

条第２項第６号中「第３７条第２項」とあるのは

「第５３条において準用する第３７条第２項」と、

 第２７条第５号及び第４１条第２項第７号中「第

３９条第３項」とあるのは「第５３条において準

用する第３９条第３項」と、第４１条第２項第４

号中「第１５条第５項」とあるのは「第４６条第

７項」と読み替えるものとする。 

第５３条 第６条から第１２条まで、第１４条、第

１６条から第１９条まで、第２２条、第２４条か

ら第２７条まで及び第３１条から第４１条までの

規定は、ユニット型介護老人保健施設について準

用する。この場合において、第６条第１項中「第

２８条に規定する運営規程」とあるのは「第５０

条に規定する重要事項に関する規程」と、第２６

条第２項中「この章」とあるのは「第５章第３節

」と、第４１条第２項第２号中「第１１条第４項

」とあるのは「第５３条において準用する第１１

条第４項」と、第４１条第２項第３号中「第１２

条第２項」とあるのは「第５３条において準用す

る第１２条第２項」と、第２７条中「第１６条」

とあるのは「第５３条において準用する第１６条

」と、第４１条第２項第５号中「第２４条」とあ

るのは「第５３条において準用する第２４条」と、

 第２７条第４号及び第４１条第２項第６号中「第

３７条第２項」とあるのは「第５３条において準

用する第３７条第２項」と、第２７条第５号及び

第４１条第２項第７号中「第３９条第３項」とあ

るのは「第５３条において準用する第３９条第３

項」と、第４１条第２項第４号中「第１５条第５

項」とあるのは「第４６条第７項」と読み替える

ものとする。 

   第６章 雑則 

 （電磁的記録等） 

第５４条 介護老人保健施設及びその従業者は、作

成、保存その他これらに類するもののうち、この

条例の規定において書面（書面、書類、文書、謄

本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等

人の知覚によって認識することができる情報が記

載された紙その他の有体物をいう。以下この条に

おいて同じ。）で行うことが規定されている又は

想定されるもの（第９条第１項（第５３条におい

て準用する場合を含む。）及び第１２条第１項（

第５３条において準用する場合を含む。）並びに



次項に規定するものを除く。）については、書面

に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方

式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す

ることができない方式で作られる記録であって、

電子計算機による情報処理の用に供されるものを

いう。）により行うことができる。 

２ 介護老人保健施設及びその従業者は、交付、説

明、同意、承諾その他これらに類するもの（以下

「交付等」という。）のうち、この条例の規定に

おいて書面で行うことが規定されている又は想定

されるものについては、当該交付等の相手方の承

諾を得て、書面に代えて、電磁的方法（電子的方

法、磁気的方法その他人の知覚によって認識する

ことができない方法をいう。）によることができ

る。 

 （さいたま市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の

一部改正） 

第１０条 さいたま市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する

条例（平成２４年さいたま市条例第７２号）の一部を次のように改正する。 

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

 改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

目次 目次 

 第１章～第５章 ［略］  第１章～第５章 ［略］ 

 第６章 雑則（第５５条） 

 附則  附則 

 （基本方針）  （基本方針） 

第２条 ［略］ 第２条 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ 指定介護療養型医療施設は、入院患者の人権の

擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を

行うとともに、その従業者に対し、研修を実施す

る等の措置を講じなければならない。 

５ 指定介護療養型医療施設は、指定介護療養施設

サービスを提供するに当たっては、法第１１８条



の２第１項に規定する介護保険等関連情報その他

必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努

めなければならない。 

 （従業者の員数）  （従業者の員数） 

第３条 指定介護療養型医療施設（療養病床（医療

法（昭和２３年法律第２０５号）第７条第２項第

４号に規定する療養病床をいう。以下同じ。）を

有する病院であるものに限る。）に置くべき従業

者及びその員数は、次のとおりとする。 

第３条 指定介護療養型医療施設（療養病床（医療

法（昭和２３年法律第２０５号）第７条第２項第

４号に規定する療養病床をいう。以下同じ。）を

有する病院であるものに限る。）に置くべき従業

者及びその員数は、次のとおりとする。 

 医師及び薬剤師 それぞれ医療法に規定する

療養病床を有する病院として必要とされる数以

上 

 医師、薬剤師及び栄養士 それぞれ医療法に

規定する療養病床を有する病院として必要とさ

れる数以上 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 栄養士又は管理栄養士 療養病床の数が１０

０以上の指定介護療養型医療施設にあっては、

１以上 

 ［略］  ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 指定介護療養型医療施設（介護保険法施行令（

平成１０年政令第４１２号。以下「令」という。

）第４条第２項に規定する病床により構成される

病棟（以下「老人性認知症疾患療養病棟」という。

 ）を有する病院（以下「老人性認知症疾患療養病

棟を有する病院」という。）であるものに限る。

）に置くべき従業者及びその員数は、次のとおり

とする。 

３ 指定介護療養型医療施設（介護保険法施行令（

平成１０年政令第４１２号。以下「令」という。

）第４条第２項に規定する病床により構成される

病棟（以下「老人性認知症疾患療養病棟」という。

 ）を有する病院（以下「老人性認知症疾患療養病

棟を有する病院」という。）であるものに限る。

）に置くべき従業者及びその員数は、次のとおり

とする。 

 医師及び薬剤師 それぞれ医療法上必要とさ

れる数以上 

 医師、薬剤師及び栄養士 それぞれ医療法上

必要とされる数以上 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 栄養士又は管理栄養士 老人性認知症疾患療

養病棟に係る病床数及び療養病床の数が１００

以上の指定介護療養型医療施設にあっては、１

以上 

 ［略］  [略] 

４・５ ［略］ ４・５ ［略］ 

６ 療養病床を有する病院であり、かつ、老人性認

知症疾患療養病棟を有する病院である指定介護療

養型医療施設に置くべき介護支援専門員の員数の

標準は、第１項第６号及び第３項第７号の規定に

かかわらず、療養病床（専ら要介護者を入院させ

る部分に限る。）に係る病室における入院患者の

数及び老人性認知症疾患療養病棟（専ら要介護者

を入院させる部分に限る。）に係る病室における

入院患者の数の合計数が１００又はその端数を増

すごとに１とする 

６ 療養病床を有する病院であり、かつ、老人性認

知症疾患療養病棟を有する病院である指定介護療

養型医療施設に置くべき介護支援専門員の員数の

標準は、第１項第５号及び第３項第６号の規定に

かかわらず、療養病床（専ら要介護者を入院させ

る部分に限る。）に係る病室における入院患者の

数及び老人性認知症疾患療養病棟（専ら要介護者

を入院させる部分に限る。）に係る病室における

入院患者の数の合計数が１００又はその端数を増

すごとに１とする。 

７ 指定介護療養型医療施設の従業者は、専ら当該

指定介護療養型医療施設の職務に従事することが

できる者をもって充てなければならない。ただし、

７ 指定介護療養型医療施設の従業者は、専ら当該

指定介護療養型医療施設の職務に従事することが

 できる者をもって充てなければならない。ただし、



 入院患者の処遇に支障がない場合は、この限りで

ない。 

 指定介護療養型医療施設（ユニット型指定介護療

養型医療施設（第４１条に規定するユニット型指

定介護療養型医療施設をいう。以下この項におい

て同じ。）を除く。以下この項において同じ。）

にユニット型指定介護療養型医療施設を併設する

場合の指定介護療養型医療施設及びユニット型指

定介護療養型医療施設の介護職員を除き、入院患

者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

８ 第１項第６号、第３項第７号及び第６項の介護

支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者

でなければならない。ただし、入院患者の処遇に

支障がない場合は、当該指定介護療養型医療施設

の他の業務に従事することができるものとする。

８ 第１項第５号、第３項第６号及び第６項の介護

支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者

でなければならない。ただし、入院患者の処遇に

支障がない場合は、当該指定介護療養型医療施設

の他の業務に従事することができるものとする。

９・１０ ［略］ ９・１０ ［略］ 

 （指定介護療養施設サービスの取扱方針）  （指定介護療養施設サービスの取扱方針） 

第１６条 ［略］ 第１６条 ［略］ 

２～５ ［略］ ２～５ ［略］ 

６ 指定介護療養型医療施設は、身体的拘束等の適

正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければ

ならない。 

６ 指定介護療養型医療施設は、身体的拘束等の適

正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければ

ならない。 

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会（テレビ電話装置その他の情報通信機

器（以下「テレビ電話装置等」という。）を活

用して行うことができるものとする。）を３月

に１回以上開催するとともに、その結果につい

て、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る

こと。 

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会を３月に１回以上開催するとともに、

その結果について、介護職員その他の従業者に

周知徹底を図ること。 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

７ ［略］ ７ ［略］ 

 （施設サービス計画の作成）  （施設サービス計画の作成） 

第１７条 ［略］ 第１７条 ［略］ 

２～５ ［略］ ２～５ ［略］ 

６ 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会

議（入院患者に対する指定介護療養施設サービス

の提供に当たる他の担当者（以下この条において

「担当者」という。）を招集して行う会議（テレ

ビ電話装置等を活用して行うことができるものと

する。ただし、入院患者又はその家族（以下この

項において「入院患者等」という。）が参加する

場合にあっては、テレビ電話装置等の活用につい

て当該入院患者等の同意を得なければならない。

）をいう。以下同じ。）の開催、担当者に対する

照会等により、当該施設サービス計画の原案の内

容について、担当者から、専門的な見地からの意

見を求めるものとする。 

６ 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会

議（入院患者に対する指定介護療養施設サービス

の提供に当たる他の担当者（以下この条において

 「担当者」という。）を召集して行う会議をいう。

 以下同じ。）の開催、担当者に対する照会等によ

り、当該施設サービス計画の原案の内容について、

 担当者から、専門的な見地からの意見を求めるも

のとする。 

７～１２ ［略］ ７～１２ ［略］ 



 （栄養管理） 

第１９条の２ 指定介護療養型医療施設は、入院患

者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日

常生活を営むことができるよう、各入院患者の状

態に応じた栄養管理を計画的に行わなければなら

ない。 

 （口腔
くう

衛生の管理） 

第１９条の３ 指定介護療養型医療施設は、入院患

者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活

を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を

整備し、各入院患者の状態に応じた口腔衛生の管

理を計画的に行わなければならない。 

 （運営規程）  （運営規程） 

第２７条 指定介護療養型医療施設は、次に掲げる

施設の運営についての重要事項に関する規程（以

下「運営規程」という。）を定めておかなければ

ならない。 

第２７条 指定介護療養型医療施設は、次に掲げる

施設の運営についての重要事項に関する規程（以

下「運営規程」という。）を定めておかなければ

ならない。 

 ～  ［略］  ～  ［略］ 

 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ［略］  ［略］ 

 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第２８条 ［略］ 第２８条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 指定介護療養型医療施設は、従業者の資質の向

上のために、その研修の機会を確保しなければな

 らない。その際、当該指定介護療養型医療施設は、

 全ての従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、

介護支援専門員、法第８条第２項に規定する政令

で定める者等の資格を有する者その他これに類す

る者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的

な研修を受講させるために必要な措置を講じなけ

ればならない。 

３ 指定介護療養型医療施設は、従業者の資質の向

上のために、その研修の機会を確保しなければな

らない。 

４ 指定介護療養型医療施設は、適切な指定介護療

養施設サービスの提供を確保する観点から、職場

において行われる性的な言動又は優越的な関係を

背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範

囲を超えたものにより従業者の就業環境が害され

ることを防止するための方針の明確化等の必要な

措置を講じなければならない。 

 （業務継続計画の策定等） 

第２８条の２ 指定介護療養型医療施設は、感染症

や非常災害の発生時において、入院患者に対する

指定介護療養施設サービスの提供を継続的に実施

するための、及び非常時の体制で早期の業務再開



を図るための計画（以下「業務継続計画」という。

 ）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置

を講じなければならない。 

２ 指定介護療養型医療施設は、従業者に対し、業

務継続計画について周知するとともに、必要な研

修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

３ 指定介護療養型医療施設は、定期的に業務継続

計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画

の変更を行うものとする。 

 （非常災害対策）  （非常災害対策） 

第３０条 ［略］ 第３０条 ［略］ 

２ 指定介護療養型医療施設は、前項に規定する訓

練の実施に当たって、地域住民の参加が得られる

よう連携に努めなければならない。 

 （衛生管理等）  （衛生管理等） 

第３１条 ［略］ 第３１条 ［略］ 

２ 指定介護療養型医療施設は、当該指定介護療養

型医療施設において感染症又は食中毒が発生し、

又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じ

なければならない。 

２ 指定介護療養型医療施設は、当該指定介護療養

型医療施設において感染症又は食中毒が発生し、

又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じ

なければならない。 

 当該指定介護療養型医療施設における感染症

又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対

策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用

して行うことができるものとする。）をおおむ

ね３月に１回以上開催するとともに、その結果

について、介護職員その他の従業者に周知徹底

を図ること。 

 当該指定介護療養型医療施設における感染症

又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対

策を検討する委員会をおおむね３月に１回以上

開催するとともに、その結果について、介護職

員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

 ［略］    ［略］ 

 当該指定介護療養型医療施設において、介護

職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒

の予防及びまん延の防止のための研修並びに感

染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定

期的に実施すること。 

 当該指定介護療養型医療施設において、介護

職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒

の予防及びまん延の防止のための研修を定期的

に実施すること。 

 ［略］    ［略］ 

 （掲示）  （掲示） 

第３３条 ［略］ 第３３条 ［略］ 

２ 指定介護療養型医療施設は、前項に規定する事

項を記載した書面を当該指定介護療養型医療施設

に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由

に閲覧させることにより、同項の規定による掲示

に代えることができる。 

 （事故発生の防止及び発生時の対応）  （事故発生の防止及び発生時の対応） 

第３８条 指定介護療養型医療施設は、事故の発生

又はその再発を防止するため、次に定める措置を

第３８条 指定介護療養型医療施設は、事故の発生

又はその再発を防止するため、次に定める措置を



講じなければならない。 講じなければならない。 

 ・  ［略］   ・  ［略］ 

 事故発生の防止のための委員会（テレビ電話

装置等を活用して行うことができるものとする。

  ）及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。

 事故発生の防止のための委員会及び従業者に

対する研修を定期的に行うこと。 

 前３号に掲げる措置を適切に実施するための

担当者を置くこと。 

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

 （虐待の防止） 

第３８条の２ 指定介護療養型医療施設は、虐待の

発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措

置を講じなければならない。 

 当該指定介護療養型医療施設における虐待の

防止のための対策を検討する委員会（テレビ電

話装置等を活用して行うことができるものとす

る。）を定期的に開催するとともに、その結果

について、介護職員その他の従業者に周知徹底

を図ること。 

 当該指定介護療養型医療施設における虐待の

防止のための指針を整備すること。 

 当該指定介護療養型医療施設において、介護

職員その他の従業者に対し、虐待の防止のため

の研修を定期的に実施すること。 

 前３号に掲げる措置を適切に実施するための

担当者を置くこと。 

 （基本方針）  （基本方針） 

第４２条 ［略］ 第４２条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患

者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体

制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研

修を実施する等の措置を講じなければならない。

４ ユニット型指定介護療養型医療施設は、指定介

護療養施設サービスを提供するに当たっては、法

第１１８条の２第１項に規定する介護保険等関連

情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に

行うよう努めなければならない。 

 （構造設備）  （構造設備） 

第４３条 ［略］ 第４３条 ［略］ 

２ ユニット型指定介護療養型医療施設のユニット、

 廊下、機能訓練室及び浴室については、次の基準

を満たさなければならない。 

２ ユニット型指定介護療養型医療施設のユニット、

 廊下、機能訓練室及び浴室については、次の基準

を満たさなければならない。 

 ユニット    ユニット 

  ア 病室   ア 病室 

(ア) ［略］    (ア) ［略］ 



(イ) 病室は、いずれかのユニットに属するも

のとし、当該ユニットの共同生活室に近接

して一体的に設けること。ただし、一のユ

ニットの入院患者の定員は、原則としてお

おむね１０人以下とし、１５人を超えない

ものとする。 

(イ) 病室は、いずれかのユニットに属するも

のとし、当該ユニットの共同生活室に近接

して一体的に設けること。ただし、一のユ

ニットの入院患者の定員は、おおむね１０

人以下としなければならない。 

(ウ) 一の病室の床面積等は、１０．６５平方

メートル以上とすること。ただし、(ア)ただ

し書の場合にあっては、２１．３平方メー

トル以上とすること。 

(ウ) 一の病室の床面積等は、次のいずれかを

満たすこと。 

     ａ １０．６５平方メートル以上とするこ

と。ただし、(ア)ただし書の場合にあって

は、２１．３平方メートル以上とするこ

と。 

     ｂ ユニットに属さない病室を改修したも

のについては、入院患者同士の視線の遮

断の確保を前提にした上で、病室を隔て

る壁について、天井との間に一定の隙間

が生じていても差し支えない。 

(エ) ［略］    (エ) ［略］ 

  イ～エ ［略］   イ～エ ［略］ 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

３～５ ［略］  ３～５ ［略］  

第４４条 ［略］ 第４４条 ［略］ 

２ ユニット型指定介護療養型医療施設のユニット、

 廊下、機能訓練室及び浴室については、次の基準

を満たさなければならない。 

２ ユニット型指定介護療養型医療施設のユニット、

 廊下、機能訓練室及び浴室については、次の基準

を満たさなければならない。 

 ユニット    ユニット 

  ア 病室   ア 病室 

(ア) ［略］    (ア) ［略］ 

(イ) 病室は、いずれかのユニットに属するも

のとし、当該ユニットの共同生活室に近接

して一体的に設けること。ただし、一のユ

ニットの入院患者の定員は、原則としてお

おむね１０人以下とし、１５人を超えない

ものとする。 

(イ) 病室は、いずれかのユニットに属するも

のとし、当該ユニットの共同生活室に近接

して一体的に設けること。ただし、一のユ

ニットの入院患者の定員は、おおむね１０

人以下としなければならない。 

(ウ) 一の病室の床面積等は、１０．６５平方

メートル以上とすること。ただし、(ア)ただ

し書の場合にあっては、２１．３平方メー

トル以上とすること。 

(ウ) 一の病室の床面積等は、次のいずれかを

満たすこと。 

     ａ １０．６５平方メートル以上とするこ

と。ただし、(ア)ただし書の場合にあって

は、２１．３平方メートル以上とするこ

と。 

     ｂ ユニットに属さない病室を改修したも

のについては、入院患者同士の視線の遮

断の確保を前提にした上で、病室を隔て

る壁について、天井との間に一定の隙間



が生じていても差し支えない。 

(エ) ［略］    (エ) ［略］ 

  イ～エ ［略］   イ～エ ［略］ 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

３～５ ［略］ ３～５ ［略］ 

第４５条 ［略］ 第４５条 ［略］ 

２ ユニット型指定介護療養型医療施設のユニット、

 廊下、生活機能回復訓練室及び浴室については、

次の基準を満たさなければならない。 

２ ユニット型指定介護療養型医療施設のユニット、

 廊下、生活機能回復訓練室及び浴室については、

次の基準を満たさなければならない。 

 ユニット    ユニット 

  ア 病室   ア 病室 

(ア) ［略］    (ア) ［略］ 

(イ) 病室は、いずれかのユニットに属するも

のとし、当該ユニットの共同生活室に近接

して一体的に設けること。ただし、一のユ

ニットの入院患者の定員は、原則としてお

おむね１０人以下とし、１５人を超えない

ものとする。 

(イ) 病室は、いずれかのユニットに属するも

のとし、当該ユニットの共同生活室に近接

して一体的に設けること。ただし、一のユ

ニットの入院患者の定員は、おおむね１０

人以下としなければならない。 

(ウ) 一の病室の床面積等は、１０．６５平方

メートル以上とすること。ただし、(ア)ただ

し書の場合にあっては、２１．３平方メー

トル以上とすること。 

(ウ) 一の病室の床面積等は、次のいずれかを

満たすこと。 

     ａ １０．６５平方メートル以上とするこ

と。ただし、(ア)ただし書の場合にあって

は、２１．３平方メートル以上とするこ

と。 

     ｂ ユニットに属さない病室を改修したも

のについては、入院患者同士の視線の遮

断の確保を前提にした上で、病室を隔て

る壁について、天井との間に一定の隙間

が生じていても差し支えない。 

(エ) ［略］    (エ) ［略］ 

  イ～エ ［略］   イ～エ ［略］ 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

３・４ ［略］ ３・４ ［略］ 

 （指定介護療養施設サービスの取扱方針） （指定介護療養施設サービスの取扱方針） 

第４７条 ［略］ 第４７条 ［略］ 

２～７ ［略］ ２～７ ［略］ 

８ ユニット型指定介護療養型医療施設は、身体的

拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講

じなければならない。 

８ ユニット型指定介護療養型医療施設は、身体的

拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講

じなければならない。 

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこ

とができるものとする。）を３月に１回以上開

催するとともに、その結果について、介護職員

その他の従業者に周知徹底を図ること。 

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会を３月に１回以上開催するとともに、

その結果について、介護職員その他の従業者に

周知徹底を図ること。 



  ・  ［略］   ・  ［略］ 

９ ［略］ ９ ［略］ 

 （運営規程） （運営規程） 

第５１条 ユニット型指定介護療養型医療施設は、

次に掲げる施設の運営についての重要事項に関す

る規程を定めておかなければならない。 

第５１条 ユニット型指定介護療養型医療施設は、

次に掲げる施設の運営についての重要事項に関す

る規程を定めておかなければならない。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ［略］  ［略］ 

 （勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等） 

第５２条 ［略］ 第５２条 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ ユニット型指定介護療養型医療施設は、従業者

に対し、その資質の向上のための研修の機会を確

保しなければならない。その際、当該ユニット型

指定介護療養型医療施設は、全ての従業者（看護

師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法

第８条第２項に規定する政令で定める者等の資格

を有する者その他これに類する者を除く。）に対

し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させる

ために必要な措置を講じなければならない。 

４ ユニット型指定介護療養型医療施設は、従業者

に対し、その資質の向上のための研修の機会を確

保しなければならない。 

５ ユニット型指定介護療養型医療施設は、適切な

指定介護療養施設サービスの提供を確保する観点

から、職場において行われる性的な言動又は優越

的な関係を背景とした言動であって業務上必要か

つ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環

境が害されることを防止するための方針の明確化

等の必要な措置を講じなければならない。 

 （準用） （準用） 

第５４条 第７条から第１３条まで、第１５条、第

１７条から第１９条の３まで、第２３条から第２

６条まで、第２８条の２及び第３０条から第４０

条までの規定は、ユニット型指定介護療養型医療

施設について準用する。この場合において、第７

条第１項中「第２７条に規定する運営規程」とあ

るのは「第５１条に規定する重要事項に関する規

程」と、第２５条第２項中「この章」とあるのは

「第５章第３節」と、第４０条第２項第２号中「

第１３条第２項」とあるのは「第５４条において

準用する第１３条第２項」と、第２６条中「第１

７条」とあるのは「第５４条において準用する第

１７条」と、第４０条第２項第４号中「第２３条

」とあるのは「第５４条において準用する第２３

条」と、第２６条第３号及び第４０条第２項第５

号中「第３６条第２項」とあるのは「第５４条に

おいて準用する第３６条第２項」と、第２６条第

第５４条 第７条から第１３条まで、第１５条、第

１７条から第１９条まで、第２３条から第２６条

まで及び第３０条から第４０条までの規定は、ユ

ニット型指定介護療養型医療施設について準用す

る。この場合において、第７条第１項中「第２７

条に規定する運営規程」とあるのは「第５１条に

規定する重要事項に関する規程」と、第２５条第

２項中「この章」とあるのは「第５章第３節」と、

 第４０条第２項第２号中「第１３条第２項」とあ

るのは「第５４条において準用する第１３条第２

項」と、第２６条中「第１７条」とあるのは「第

５４条において準用する第１７条」と、第４０条

第２項第４号中「第２３条」とあるのは「第５４

条において準用する第２３条」と、第２６条第３

号及び第４０条第２項第５号中「第３６条第２項

」とあるのは「第５４条において準用する第３６

条第２項」と、第２６条第４号及び第４０条第２



４号及び第４０条第２項第６号中「第３８条第３

項」とあるのは「第５４条において準用する第３

８条第３項」と、第４０条第２項第３号中「第１

６条第５項」とあるのは「第４７条第７項」と読

み替えるものとする。 

項第６号中「第３８条第３項」とあるのは「第５

４条において準用する第３８条第３項」と、第４

０条第２項第３号中「第１６条第５項」とあるの

は「第４７条第７項」と読み替えるものとする。

   第６章 雑則 

 （電磁的記録等） 

第５５条 指定介護療養型医療施設及びその従業者

は、作成、保存その他これらに類するもののうち、

この条例の規定において書面（書面、書類、文書、

 謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形

等人の知覚によって認識することができる情報が

記載された紙その他の有体物をいう。以下この条

において同じ。）で行うことが規定されている又

は想定されるもの（第１０条第１項（前条におい

て準用する場合を含む。）及び第１３条第１項（

前条において準用する場合を含む。）並びに次項

に規定するものを除く。）については、書面に代

えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、

磁気的方式その他人の知覚によっては認識するこ

とができない方式で作られる記録であって、電子

計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

）により行うことができる。 

２ 指定介護療養型医療施設及びその従業者は、交

付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの

（以下「交付等」という。）のうち、この条例の

規定において書面で行うことが規定されている又

は想定されるものについては、当該交付等の相手

方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法（電

子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認

識することができない方法をいう。）によること

ができる。 

   附 則    附 則 

１ ［略］ １ ［略］ 

 （失効）  （失効） 

２ この条例は、令和６年３月３１日限り、その 

効力を失う。ただし、第１３条から第１５条まで、

 第１６条第５項、第２３条（第３号に係る部分に

限る。）、第３４条、第３６条第２項から第６項

まで、第３８条第２項から第４項まで、第３９条、

 第４０条、第４６条及び第４７条第７項の規定（

第５４条において準用する場合を含む。）は、こ

の条例の失効後もなおその効力を有する。 

２ この条例は、平成３６年３月３１日限り、その

効力を失う。ただし、第１３条から第１５条まで、

 第１６条第５項、第２３条（第３号に係る部分に

限る。）、第３４条、第３６条第２項から第６項

まで、第３８条第２項から第４項まで、第３９条、

 第４０条、第４６条及び第４７条第７項の規定（

第５４条において準用する場合を含む。）は、こ

の条例の失効後もなおその効力を有する。 

３～１６ ［略］ ３～１６ ［略］ 

 （さいたま市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例の一



部改正） 

第１１条 さいたま市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条

例（平成３０年さいたま市条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

 改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

目次 目次 

 第１章～第５章 ［略］  第１章～第５章 ［略］ 

 第６章 雑則（第５５条） 

 附則  附則 

 （基本方針）  （基本方針） 

第２条 ［略］ 第２条 ［略］ 

２・３［略］ ２・３［略］ 

４ 介護医療院は、入所者の人権の擁護、虐待の防

止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、

その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講

じなければならない。 

５ 介護医療院は、介護医療院サービスを提供する

に当たっては、法第１１８条の２第１項に規定す

る介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、

 適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

 （条例で定める従業者の員数）  （条例で定める従業者の員数） 

第４条 介護医療院に置くべき従業者及びその員数

は、医師及び看護師については介護医療院の人員、

 施設及び設備並びに運営に関する基準（平成３０

年厚生労働省令第５号。以下「省令」という。）

第４条に定めるとおりとし、介護支援専門員及び

介護その他の業務に従事する従業者については次

のとおりとする。 

第４条 介護医療院に置くべき従業者及びその員数

は、医師及び看護師については介護医療院の人員、

 施設及び設備並びに運営に関する基準（平成３０

年厚生労働省令第５号。以下「省令」という。）

第４条に定めるとおりとし、介護支援専門員及び

介護その他の業務に従事する従業者については次

のとおりとする。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 栄養士又は管理栄養士 入所定員１００以上

の介護医療院にあっては、１以上 

 栄養士 入所定員１００以上の介護医療院に

あっては、１以上 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ 介護医療院の従業者は、専ら当該介護医療院の

職務に従事する者でなければならない。ただし、

４ 介護医療院の従業者は、専ら当該介護医療院の

職務に従事する者でなければならない。ただし、



入所者の処遇に支障がない場合には、この限りで

ない。 

介護医療院（ユニット型介護医療院（第４３条に

規定するユニット型介護医療院をいう。以下この

項において同じ。）を除く。以下この項において

同じ。）にユニット型介護医療院を併設する場合

の介護医療院及びユニット型介護医療院の介護職

員を除き、入所者の処遇に支障がない場合には、

この限りでない。 

５・６ ［略］ ５・６ ［略］ 

 （構造設備の基準）  （構造設備の基準） 

第６条 介護医療院の構造設備の基準は、次のとお

りとする。 

第６条 介護医療院の構造設備の基準は、次のとお

りとする。 

 介護医療院の建物（入所者の療養生活のため

に使用しない附属の建物を除く。以下同じ。）

は、耐火建築物（建築基準法（昭和２５年法律

第２０１号）第２条第９号の２に規定する耐火

建築物をいう。以下この条及び第４５条におい

て同じ。）とすること。ただし、次のいずれか

の要件を満たす２階建て又は平屋建ての介護医

療院の建物にあっては、準耐火建築物（建築基

準法第２条第９号の３に規定する準耐火建築物

をいう。以下この条及び第４５条において同じ。

  ）とすることができる。 

 介護医療院の建物（入所者の療養生活のため

に使用しない附属の建物を除く。以下同じ。）

は、耐火建築物（建築基準法（昭和２５年法律

第２０１号）第２条第９号の２に規定する耐火

建築物をいう。以下この条及び第４５条におい

て同じ。）とすること。ただし、次のいずれか

の要件を満たす２階建て又は平屋建ての介護医

療院の建物にあっては、準耐火建築物（建築基

準法第２条第９号の３に規定する準耐火建築物

をいう。以下この条及び第４５条において同じ。

  ）とすることができる。 

  ア ［略］   ア ［略］ 

  イ 療養室等を２階又は地階に設けている場合

であって、次に掲げる要件の全てを満たすこ

と。 

  イ 療養室等を２階又は地階に設けている場合

であって、次に掲げる要件の全てを満たすこ

と。 

(ア) 当該介護医療院の所在地を管轄する消防

長又は消防署長と相談の上、第３２条第１

項の規定による計画に入所者の円滑かつ迅

速な避難を確保するために必要な事項を定

めること。 

(ア) 当該介護医療院の所在地を管轄する消防

長又は消防署長と相談の上、第３２条の規

定による計画に入所者の円滑かつ迅速な避

難を確保するために必要な事項を定めるこ

と。 

(イ) 第３２条第１項の規定による訓練につい

ては、同項の計画に従い、昼間及び夜間に

おいて行うこと。 

(イ) 第３２条の規定による訓練については、

同条の計画に従い、昼間及び夜間において

行うこと。 

(ウ) ［略］    (ウ) ［略］ 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

 （介護医療院サービスの取扱方針）  （介護医療院サービスの取扱方針） 

第１６条 ［略］ 第１６条 ［略］ 

２～５ ［略］ ２～５ ［略］ 

６ 介護医療院は、身体的拘束等の適正化を図るた

め、次に掲げる措置を講じなければならない。 

６ 介護医療院は、身体的拘束等の適正化を図るた

め、次に掲げる措置を講じなければならない。 

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会（テレビ電話装置その他の情報通信機

器（以下「テレビ電話装置等」という。）を活

用して行うことができるものとする。）を３月

に１回以上開催するとともに、その結果につい

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会を３月に１回以上開催するとともに、

その結果について、介護職員その他の従業者に

周知徹底を図ること。 



て、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る

こと。 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

７ ［略］ ７ ［略］ 

 （施設サービス計画の作成）  （施設サービス計画の作成） 

第１７条 ［略］ 第１７条 ［略］ 

２～５ ［略］ ２～５ ［略］ 

６ 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会

議（入所者に対する介護医療院サービスの提供に

当たる他の担当者（以下この条において「担当者

」という。）を招集して行う会議（テレビ電話装

置等を活用して行うことができるものとする。た

だし、入所者又はその家族（以下この項において

「入所者等」という。）が参加する場合にあって

は、テレビ電話装置等の活用について当該入所者

等の同意を得なければならない。）をいう。第１

１項において同じ。）の開催、担当者に対する照

会等により、当該施設サービス計画の原案の内容

について、担当者から、専門的な見地からの意見

を求めるものとする。 

６ 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会

議（入所者に対する介護医療院サービスの提供に

当たる他の担当者（以下この条において「担当者

」という。）を召集して行う会議をいう。第１１

項において同じ。）の開催、担当者に対する照会

等により、当該施設サービス計画の原案の内容に

ついて、担当者から、専門的な見地からの意見を

求めるものとする。 

７～１２ ［略］ ７～１２ ［略］ 

 （栄養管理） 

第２０条の２ 介護医療院は、入所者の栄養状態の

維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むこ

とができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管

理を計画的に行わなければならない。 

 （口腔
くう

衛生の管理） 

第２０条の３ 介護医療院は、入所者の口腔の健康

の保持を図り、自立した日常生活を営むことがで

きるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各入所

者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わ

なければならない。 

 （運営規程）  （運営規程） 

第２９条 介護医療院は、次に掲げる施設の運営に

ついての重要事項に関する規程（第３５条第１項

において「運営規程」という。）を定めておかな

ければならない。 

第２９条 介護医療院は、次に掲げる施設の運営に

ついての重要事項に関する規程（第３５条におい

て「運営規程」という。）を定めておかなければ

ならない。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ［略］  ［略］ 

 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第３０条 ［略］ 第３０条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 



３ 介護医療院は、従業者に対し、その資質の向上

のために、その研修の機会を確保しなければなら

ない。その際、当該介護医療院は、全ての従業者

（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門

員、法第８条第２項に規定する政令で定める者等

の資格を有する者その他これに類する者を除く。

）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講

させるために必要な措置を講じなければならない。

３ 介護医療院は、従業者に対し、その資質の向上

のために、その研修の機会を確保しなければなら

ない。 

４ 介護医療院は、適切な介護医療院サービスの提

供を確保する観点から、職場において行われる性

的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であ

って業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによ

り従業者の就業環境が害されることを防止するた

めの方針の明確化等の必要な措置を講じなければ

ならない。 

 （業務継続計画の策定等） 

第３０条の２ 介護医療院は、感染症や非常災害の

発生時において、入所者に対する介護医療院サー

ビスの提供を継続的に実施するための、及び非常

時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以

下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業

務継続計画に従い必要な措置を講じなければなら

ない。 

２ 介護医療院は、従業者に対し、業務継続計画に

ついて周知するとともに、必要な研修及び訓練を

定期的に実施しなければならない。 

３ 介護医療院は、定期的に業務継続計画の見直し

を行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う

ものとする。 

 （非常災害対策）  （非常災害対策） 

第３２条 ［略］ 第３２条 ［略］ 

２ 介護医療院は、前項に規定する訓練の実施に当

たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努

めなければならない。 

 （衛生管理等）  （衛生管理等） 

第３３条 ［略］ 第３３条 ［略］ 

２ 介護医療院は、当該介護医療院において感染症

又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、

次に掲げる措置を講じなければならない。 

２ 介護医療院は、当該介護医療院において感染症

又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、

次に掲げる措置を講じなければならない。 

 当該介護医療院における感染症又は食中毒の

予防及びまん延の防止のための対策を検討する

委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。）をおおむね３月に１回

以上開催するとともに、その結果について、介

護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

 当該介護医療院における感染症又は食中毒の

予防及びまん延の防止のための対策を検討する

委員会をおおむね３月に１回以上開催するとと

もに、その結果について、介護職員その他の従

業者に周知徹底を図ること。 

 ［略］    ［略］ 



 当該介護医療院において、介護職員その他の

従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びま

ん延の防止のための研修並びに感染症の予防及

びまん延の防止のための訓練を定期的に実施す

ること。 

 当該介護医療院において、介護職員その他の

従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びま

ん延の防止のための研修を定期的に実施するこ

と。 

 ［略］    ［略］ 

３ ［略］ ３ ［略］ 

 （掲示）  （掲示） 

第３５条 ［略］ 第３５条 ［略］ 

２ 介護医療院は、前項に規定する事項を記載した

書面を当該介護医療院に備え付け、かつ、これを

いつでも関係者に自由に閲覧させることにより、

同項の規定による掲示に代えることができる。 

 （事故発生の防止及び発生時の対応）  （事故発生の防止及び発生時の対応） 

第４０条 介護医療院は、事故の発生又はその再発

を防止するため、次に定める措置を講じなければ

ならない。 

第４０条 介護医療院は、事故の発生又はその再発

を防止するため、次に定める措置を講じなければ

ならない。 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

 事故発生の防止のための委員会（テレビ電話

装置等を活用して行うことができるものとする。

  ）及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。

 事故発生の防止のための委員会及び従業者に

対する研修を定期的に行うこと。 

 前３号に掲げる措置を適切に実施するための

担当者を置くこと。 

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

 （虐待の防止） 

第４０条の２ 介護医療院は、虐待の発生又はその

再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなけ

ればならない。 

 当該介護医療院における虐待の防止のための

対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活

用して行うことができるものとする。）を定期

的に開催するとともに、その結果について、介

護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

 当該介護医療院における虐待の防止のための

指針を整備すること。 

 当該介護医療院において、介護職員その他の

従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期

的に実施すること。 

 前３号に掲げる措置を適切に実施するための

担当者を置くこと。 

 （基本方針）  （基本方針） 

第４４条 ［略］ 第４４条 ［略］ 

２ ［略］  ２ ［略］ 

３ ユニット型介護医療院は、入居者の人権の擁護、



 虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うと

ともに、その従業者に対し、研修を実施する等の

措置を講じなければならない。 

４ ユニット型介護医療院は、介護医療院サービス

を提供するに当たっては、法第１１８条の２第１

項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情

報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなけれ

ばならない。 

 （条例で定める施設）  （条例で定める施設） 

第４５条 ［略］ 第４５条 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ 前３項に規定するもののほか、ユニット型介護

医療院の設備構造の基準は、次に定めるところに

よる。 

４ 前３項に規定するもののほか、ユニット型介護

医療院の設備構造の基準は、次に定めるところに

よる。 

 ユニット型介護医療院の建物（入居者の療養

生活のために使用しない附属の建物を除く。以

下この号及び次項において同じ。）は、耐火建

築物とすること。ただし、次のいずれかの要件

を満たす２階建て又は平屋建てのユニット型介

護医療院の建物にあっては、準耐火建築物とす

ることができる。 

 ユニット型介護医療院の建物（入居者の療養

生活のために使用しない附属の建物を除く。以

下この号及び次項において同じ。）は、耐火建

築物とすること。ただし、次のいずれかの要件

を満たす２階建て又は平屋建てのユニット型介

護医療院の建物にあっては、準耐火建築物とす

ることができる。 

  ア ［略］   ア ［略］ 

  イ 療養室等を２階又は地階に設けている場合

であって、次に掲げる要件の全てを満たすこ

と。 

  イ 療養室等を２階又は地階に設けている場合

であって、次に掲げる要件の全てを満たすこ

と。 

(ア) 当該ユニット型介護医療院の所在地を管

轄する消防長又は消防署長と相談の上、第

５４条において準用する第３２条第１項に

規定する計画に入居者の円滑かつ迅速な避

難を確保するために必要な事項を定めるこ

と。 

(ア) 当該ユニット型介護医療院の所在地を管

轄する消防長又は消防署長と相談の上、第

５４条において準用する第３２条に規定す

る計画に入居者の円滑かつ迅速な避難を確

保するために必要な事項を定めること。 

(イ) 第５４条において準用する第３２条第１

項の規定による訓練については、同項に規

定する計画に従い、昼間及び夜間において

行うこと。 

(イ) 第５４条において準用する第３２条の規

定による訓練については、同条に規定する

計画に従い、昼間及び夜間において行うこ

と。 

(ウ) ［略］    (ウ) ［略］ 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

５ ［略］ ５ ［略］ 

 （介護医療院サービスの取扱方針）  （介護医療院サービスの取扱方針） 

第４７条 ［略］ 第４７条 ［略］ 

２～７ ［略］ ２～７ ［略］ 

８ ユニット型介護医療院は、身体的拘束等の適正

化を図るため、次に掲げる措置を講じなければな

らない。 

８ ユニット型介護医療院は、身体的拘束等の適正

化を図るため、次に掲げる措置を講じなければな

らない。 

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこ

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会を３月に１回以上開催するとともに、



とができるものとする。）を３月に１回以上開

催するとともに、その結果について、介護職員

その他の従業者に周知徹底を図ること。 

その結果について、介護職員その他の従業者に

周知徹底を図ること。 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

９ ［略］ ９ ［略］ 

 （運営規程）  （運営規程） 

第５１条 ユニット型介護医療院は、次に掲げる施

設の運営についての重要事項に関する規程を定め

ておかなければならない。 

第５１条 ユニット型介護医療院は、次に掲げる施

設の運営についての重要事項に関する規程を定め

ておかなければならない。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ［略］  ［略］ 

 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第５２条 ［略］ 第５２条 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ ユニット型介護医療院は、従業者に対し、その

資質の向上のために、その研修の機会を確保しな

ければならない。その際、当該ユニット型介護医

療院は、全ての従業者（看護師、准看護師、介護

福祉士、介護支援専門員、法第８条第２項に規定

する政令で定める者等の資格を有する者その他こ

れに類する者を除く。）に対し、認知症介護に係

る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を

講じなければならない。 

４ ユニット型介護医療院は、従業者に対し、その

資質の向上のために、その研修の機会を確保しな

ければならない。 

５ ユニット型介護医療院は、適切な介護医療院サ

ービスの提供を確保する観点から、職場において

行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とし

た言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超え

たものにより従業者の就業環境が害されることを

防止するための方針の明確化等の必要な措置を講

じなければならない。 

 （準用）  （準用） 

第５４条 第７条から第１３条まで、第１５条、第

１７条から第２０条の３まで、第２３条、第２５

条から第２８条まで、第３０条の２及び第３２条

から第４２条までの規定は、ユニット型介護医療

院について準用する。この場合において、第７条

第１項中「第２９条に規定する運営規程」とある

のは「第５１条に規定する重要事項に関する規程

」と、第２７条第２項中「この章」とあるのは「

第５章第３節」と、第４２条第２項第４号中「第

１６条第５項」とあるのは「第４７条第７項」と

読み替えるものとする。 

第５４条 第７条から第１３条まで、第１５条、第

１７条から第２０条まで、第２３条、第２５条か

ら第２８条まで及び第３２条から第４２条までの

規定は、ユニット型介護医療院について準用する。

 この場合において、第７条第１項中「第２９条に

規定する運営規程」とあるのは「第５１条に規定

する重要事項に関する規程」と、第２７条第２項

中「この章」とあるのは「第５章第３節」と、第

４２条第２項第４号中「第１６条第５項」とある

のは「第４７条第７項」と読み替えるものとする。

   第６章 雑則 



 （電磁的記録等） 

第５５条 介護医療院及びその従業者は、作成、保

存その他これらに類するもののうち、この条例の

規定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄

本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知

覚によって認識することができる情報が記載され

た紙その他の有体物をいう。以下この条において

同じ。）で行うことが規定されている又は想定さ

れるもの（第１０条第１項（前条において準用す

る場合を含む。）及び第１３条第１項（前条にお

いて準用する場合を含む。）並びに次項に規定す

るものを除く。）については、書面に代えて、当

該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方

式その他人の知覚によっては認識することができ

ない方式で作られる記録であって、電子計算機に

よる情報処理の用に供されるものをいう。）によ

り行うことができる。 

２ 介護医療院及びその従業者は、交付、説明、同

意、承諾その他これらに類するもの（以下「交付

等」という。）のうち、この条例の規定において

書面で行うことが規定されている又は想定される

ものについては、当該交付等の相手方の承諾を得

て、書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁

気的方法その他人の知覚によって認識することが

できない方法をいう。）によることができる。 

   附 則    附 則 

１～７ ［略］ １～７ ［略］ 

８ 病床を有する診療所の開設者が、当該診療所の

病床を令和６年３月３１日までの間に転換を行っ

て介護医療院を開設する場合における当該介護医

療院の浴室については、第５条第２項第３号イ及

び第４５条第２項第２号イの規定にかかわらず、

新築、増築又は全面的な改築の工事が終了するま

での間は、一般浴槽のほか、入浴に介助を必要と

する者の入浴に適した設備を設けることとする。

 （さいたま市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関す

る条例の一部改正） 

第１２条 さいたま市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等 

 に関する条例（平成２４年さいたま市条例第７３号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

 改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 



 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

目次 目次 

 第１章～第１０章 ［略］ 第１章～第１０章 ［略］ 

 第１１章 雑則（第２０４条） 

 附則  附則 

 （指定地域密着型サービスの事業の一般原則）  （指定地域密着型サービスの事業の一般原則） 

第３条 ［略］ 第３条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の人

権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整

備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実

施する等の措置を講じなければならない。 

４ 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密

着型サービスを提供するに当たっては、法第１１

８条の２第１項に規定する介護保険等関連情報そ

の他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよ

う努めなければならない。 

 （定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の員

数） 

 （定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の員

数） 

第７条 ［略］ 第７条 ［略］ 

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

の同一敷地内に次に掲げるいずれかの施設等があ

る場合において、当該施設等の入所者等の処遇に

支障がない場合は、前項本文の規定にかかわらず、

 当該施設等の職員をオペレーターとして充てるこ

とができる。 

５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

の同一敷地内に次に掲げるいずれかの施設等があ

る場合において、当該施設等の入所者等の処遇に

支障がない場合は、前項本文の規定にかかわらず、

 当該施設等の職員をオペレーターとして充てるこ

とができる。 

 指定短期入所生活介護事業所（指定居宅サー

ビス条例第１３５条第１項に規定する指定短期

入所生活介護事業所をいう。第４８条第４項第

１号及び第１５２条第１２項において同じ。）

 指定短期入所生活介護事業所（指定居宅サー

ビス条例第１３５条第１項に規定する指定短期

入所生活介護事業所をいう。第１５２条第１２

項において同じ。） 

 指定短期入所療養介護事業所（指定居宅サー

ビス条例第１７０条第１項に規定する指定短期

入所療養介護事業所をいう。第４８条第４項第

２号において同じ。） 

 指定短期入所療養介護事業所（指定居宅サー

ビス条例第１７０条第１項に規定する指定短期

入所療養介護事業所をいう。） 

 指定特定施設（指定居宅サービス条例第１９

７条第１項に規定する指定特定施設をいう。第

４８条第４項第３号において同じ。） 

 指定特定施設（指定居宅サービス条例第１９

７条第１項に規定する指定特定施設をいう。）

 指定小規模多機能型居宅介護事業所（第８３    指定小規模多機能型居宅介護事業所（第８３



条第１項に規定する指定小規模多機能型居宅介

護事業所をいう。第４８条第４項第４号におい

て同じ。） 

条第１項に規定する指定小規模多機能型居宅介

護事業所をいう。） 

 指定認知症対応型共同生活介護事業所（第１

１１条第１項に規定する指定認知症対応型共同

  生活介護事業所をいう。第４８条第４項第５号、

  第６５条第１項、第６６条、第８３条第６項、

第８４条第３項及び第８５条において同じ。）

 指定認知症対応型共同生活介護事業所（第１

１１条第１項に規定する指定認知症対応型共同

生活介護事業所をいう。第６５条第１項、第６

６条、第８３条第６項、第８４条第３項及び第

８５条において同じ。） 

 指定地域密着型特定施設（第１３０条第１項

に規定する指定地域密着型特定施設をいう。第

４８条第４項第６号、第６５条第１項、第６６

条第１項及び第８３条第６項において同じ。）

 指定地域密着型特定施設（第１３０条第１項

に規定する指定地域密着型特定施設をいう。第

６５条第１項、第６６条第１項及び第８３条第

６項において同じ。） 

 指定地域密着型介護老人福祉施設（第１５１

条第１項に規定する指定地域密着型介護老人福

祉施設をいう。第４８条第４項第７号、第６５

条第１項、第６６条第１項及び第８３条第６項

において同じ。） 

 指定地域密着型介護老人福祉施設（第１５１

条第１項に規定する指定地域密着型介護老人福

祉施設をいう。第６５条第１項、第６６条第１

項及び第８３条第６項において同じ。） 

 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所（第

１９２条第１項に規定する指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所をいう。第４８条第４項第

８号及び第６章から第９章までにおいて同じ。

） 

 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所（第

１９２条第１項に規定する指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所をいう。第６章から第９章

までにおいて同じ。） 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

６～１２ ［略］ ６～１２ ［略］ 

 （運営規程）  （運営規程） 

第３２条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営について

の重要事項に関する規程（以下この章において「

運営規程」という。）を定めておかなければなら

ない。 

第３２条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営について

の重要事項に関する規程（第３５条において「運

営規程」という。）を定めておかなければならな

い。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ［略］  ［略］ 

 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第３３条 ［略］ 第３３条 ［略］ 

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

は、適切な指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護の提供を確保する観点から、職場において行わ

れる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言

動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたも

のにより定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業

者の就業環境が害されることを防止するための方

針の明確化等の必要な措置を講じなければならな

い。 



 （業務継続計画の策定等） 

第３３条の２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業者は、感染症や非常災害の発生時におい

て、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護の提供を継続的に実施するための、及

び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計

画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、

当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に

対し、業務継続計画について周知するとともに、

必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければな

らない。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要

に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

 （衛生管理等）  （衛生管理等） 

第３４条 ［略］ 第３４条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所において感染症が発生し、又はまん延しな

いように、次に掲げる措置を講じなければならな

い。 

 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所における感染症の予防及びまん延の防止

のための対策を検討する委員会（テレビ電話装

置その他の情報通信機器（以下「テレビ電話装

置等」という。）を活用して行うことができる

ものとする。）をおおむね６月に１回以上開催

するとともに、その結果について、定期巡回・

随時対応型訪問介護看護従業者に周知徹底を図

ること。 

 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所における感染症の予防及びまん延の防止

のための指針を整備すること。 

 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所において、定期巡回・随時対応型訪問介

護看護従業者に対し、感染症の予防及びまん延

の防止のための研修及び訓練を定期的に実施す

ること。 

 （掲示）  （掲示） 

第３５条 ［略］ 第３５条 ［略］ 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者

は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に備



え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲

覧させることにより、同項の規定による掲示に代

えることができる。 

 （地域との連携等）  （地域との連携等） 

第４０条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、

地域住民の代表者、地域の医療関係者、指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が所在する

市町村（特別区を含む。以下同じ。）の職員又は

当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所が所在する区域を管轄する法第１１５条の４６

第１項に規定する地域包括支援センターの職員、

定期巡回・随時対応型訪問介護看護について知見

を有する者等により構成される協議会（テレビ電

 話装置等を活用して行うことができるものとする。

 ただし、利用者又はその家族（以下この項、第６

０条の１７第１項及び第８８条において「利用者

等」という。）が参加する場合にあっては、テレ

ビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意

を得なければならない。）（以下この項において

「介護・医療連携推進会議」という。）を設置し、

 おおむね６月に１回以上、介護・医療連携推進会

議に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護の提供状況等を報告し、介護・医療連携推進会

議による評価を受けるとともに、介護・医療連携

推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設

けなければならない。 

第４０条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、

地域住民の代表者、地域の医療関係者、指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が所在する

市町村（特別区を含む。以下同じ。）の職員又は

当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所が所在する区域を管轄する法第１１５条の４６

第１項に規定する地域包括支援センターの職員、

定期巡回・随時対応型訪問介護看護について知見

を有する者等により構成される協議会（以下この

項において「介護・医療連携推進会議」という。

）を設置し、おおむね６月に１回以上、介護・医

療連携推進会議に対して指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護の提供状況等を報告し、介護・医

療連携推進会議による評価を受けるとともに、介

護・医療連携推進会議から必要な要望、助言等を

聴く機会を設けなければならない。 

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

 （虐待の防止） 

第４１条の２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止す

るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所における虐待の防止のための対策を検討

する委員会（テレビ電話装置等を活用して行う

ことができるものとする。）を定期的に開催す

るとともに、その結果について、定期巡回・随

時対応型訪問介護看護従業者に周知徹底を図る

こと。 

 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所における虐待の防止のための指針を整備

すること。 

 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所において、定期巡回・随時対応型訪問介

護看護従業者に対し、虐待の防止のための研修

を定期的に実施すること。 



 前３号に掲げる措置を適切に実施するための

担当者を置くこと。 

 （訪問介護員等の員数）  （訪問介護員等の員数） 

第４８条 指定夜間対応型訪問介護の事業を行う者

（以下「指定夜間対応型訪問介護事業者」という。

 ）が当該事業を行う事業所（以下「指定夜間対応

型訪問介護事業所」という。）ごとに置くべき従

業者（以下「夜間対応型訪問介護従業者」という。

）の職種及び員数は、次のとおりとする。ただし、

 前条第２項ただし書の規定に基づきオペレーショ

ンセンターを設置しない場合においては、オペレ

ーションセンター従業者を置かないことができる。

第４８条 指定夜間対応型訪問介護の事業を行う者

（以下「指定夜間対応型訪問介護事業者」という。

 ）が当該事業を行う事業所（以下「指定夜間対応

型訪問介護事業所」という。）ごとに置くべき従

業者（以下「夜間対応型訪問介護従業者」という。

 ）の職種及び員数は、次のとおりとする。ただし、

 前条第２項ただし書の規定に基づきオペレーショ

ンセンターを設置しない場合においては、オペレ

ーションセンター従業者を置かないことができる。

 オペレーションセンター従業者 オペレータ

ー（指定夜間対応型訪問介護を提供する時間帯

を通じて利用者からの通報を受け付ける業務に

当たる従業者をいう。以下この章において同じ。

  ）として１以上及び利用者の面接その他の業務

を行う者として１以上確保されるために必要な

数以上 

 オペレーションセンター従業者 オペレータ

ー（指定夜間対応型訪問介護を提供する時間帯

を通じて専ら利用者からの通報を受け付ける業

務に当たる従業者をいう。以下この章において

同じ。）として１以上及び利用者の面接その他

の業務を行う者として１以上確保されるために

必要な数以上。ただし、利用者の処遇に支障が

ない場合は、オペレーターは、当該夜間対応型

訪問介護事業所の定期巡回サービス、同一敷地

  内の指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回

  ・随時対応型訪問介護看護事業所の職務又は利

用者以外の者からの通報を受け付ける業務に従

事することができる。 

 ［略］    ［略］ 

 随時訪問サービスを行う訪問介護員等 指定

夜間対応型訪問介護を提供する時間帯を通じて

随時訪問サービスの提供に当たる訪問介護員等

が１以上確保されるために必要な数以上 

 随時訪問サービスを行う訪問介護員等 指定

夜間対応型訪問介護を提供する時間帯を通じて

専ら随時訪問サービスの提供に当たる訪問介護

員等が１以上確保されるために必要な数以上。

ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当

該夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サービ

ス又は同一敷地内にある指定訪問介護事業所若

しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所の職務に従事することができる。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ オペレーターは、専らその職務に従事する者で

なければならない。ただし、利用者の処遇に支障

がない場合は、当該夜間対応型訪問介護事業所の

定期巡回サービス、同一敷地内の指定訪問介護事

業所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業所の職務又は利用者以外の者からの通報

を受け付ける業務に従事することができる。 

４ 指定夜間対応型訪問介護事業所の同一敷地内に

次に掲げるいずれかの施設等がある場合において、

当該施設等の入所者等の処遇に支障がない場合は、

 前項本文の規定にかかわらず、当該施設等の職員

をオペレーターとして充てることができる。 



 指定短期入所生活介護事業所 

 指定短期入所療養介護事業所 

 指定特定施設 

 指定小規模多機能型居宅介護事業所 

 指定認知症対応型共同生活介護事業所 

 指定地域密着型特定施設 

 指定地域密着型介護老人福祉施設 

 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所 

 指定介護老人福祉施設 

 介護老人保健施設 

 指定介護療養型医療施設 

 介護医療院 

５ 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、専ら

当該随時訪問サービスの提供に当たる者でなけれ

ばならない。ただし、利用者の処遇に支障がない

場合は、当該夜間対応型訪問介護事業所の定期巡

回サービス又は同一敷地内にある指定訪問介護事

業所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業所の職務に従事することができる。 

６ 当該夜間対応型訪問介護事業所の利用者に対す

るオペレーションセンターサービスの提供に支障

がない場合は、第３項本文及び前項本文の規定に

かかわらず、オペレーターは、随時訪問サービス

に従事することができる。 

７ 前項の規定によりオペレーターが随時訪問サー

ビスに従事している場合において、当該指定夜間

対応型訪問介護事業所の利用者に対する随時訪問

サービスの提供に支障がないときは、第１項の規

定にかかわらず、随時訪問サービスを行う訪問介

護員等を置かないことができる。 

 （運営規程）  （運営規程） 

第５６条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定

夜間対応型訪問介護事業所ごとに、次に掲げる事

業の運営についての重要事項に関する規程を定め

ておかなければならない。 

第５６条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定

夜間対応型訪問介護事業所ごとに、次に掲げる事

業の運営についての重要事項に関する規程を定め

ておかなければならない。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ［略］  ［略］ 

 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第５７条 ［略］ 第５７条 ［略］ 

２ 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対

応型訪問介護事業所ごとに、当該指定夜間対応型

訪問介護事業所の訪問介護員等によって定期巡回

サービス及び随時訪問サービスを提供しなければ

ならない。ただし、指定夜間対応型訪問介護事業

所が、適切に指定夜間対応型訪問介護を利用者に

２ 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対

応型訪問介護事業所ごとに、当該指定夜間対応型

訪問介護事業所の訪問介護員等によって定期巡回

サービス及び随時訪問サービスを提供しなければ

 ならない。ただし、随時訪問サービスについては、

 他の指定訪問介護事業所との連携を図ることによ



提供する体制を構築しており、他の指定訪問介護

事業所又は指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所（以下この条において「指定訪問介護事

業所等」という。）との密接な連携を図ることに

より当該指定夜間対応型訪問介護事業所の効果的

な運営を期待することができる場合であって、利

用者の処遇に支障がないときは、市長が地域の実

情を勘案し適切と認める範囲内において、指定夜

間対応型訪問介護の事業の一部を、当該他の指定

訪問介護事業所等の従業者に行わせることができ

る。 

り当該指定夜間対応型訪問介護事業所の効果的な

運営を期待することができる場合であって、利用

者の処遇に支障がないときは、当該他の指定訪問

介護事業所の訪問介護員等に行わせることができ

る。 

３ 前項本文の規定にかかわらず、オペレーション

センターサービスについては、市長が地域の実情

を勘案し適切と認める範囲内において、複数の指

定夜間対応型訪問介護事業所の間の契約に基づき、

 当該複数の指定夜間対応型訪問介護事業所が密接

な連携を図ることにより、一体的に利用者又はそ

の家族等からの通報を受けることができる。 

３ 前項の規定にかかわらず、指定夜間対応型訪問

介護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定夜間

対応型訪問介護の事業と指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護の事業とが同一敷地内において一

体的に運営されている場合（第３３条第２項ただ

し書の規定により当該夜間対応型訪問介護事業所

の従業者が当該指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所の職務を行うことにつき市長に認め

られている場合に限る。）であって、利用者の処

遇に支障がないときは、市長が地域の実情を勘案

し適切と認める範囲内において、定期巡回サービ

ス又は随時訪問サービスの事業の一部を他の指定

訪問介護事業所又は指定夜間対応型訪問介護事業

所の従業者に行わせることができる。 

４ ［略］ ４ ［略］ 

５ 指定夜間対応型訪問介護事業者は、適切な指定

夜間対応型訪問介護の提供を確保する観点から、

職場において行われる性的な言動又は優越的な関

係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当

な範囲を超えたものにより夜間対応型訪問介護従

業者の就業環境が害されることを防止するための

方針の明確化等の必要な措置を講じなければなら

ない。 

 （地域との連携等）  （地域との連携等） 

第５８条 ［略］ 第５８条 ［略］ 

２ 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対

応型訪問介護事業所の所在する建物と同一の建物

に居住する利用者に対して指定夜間対応型訪問介

護を提供する場合には、当該建物に居住する利用

者以外の者に対しても指定夜間対応型訪問介護の

提供を行うよう努めなければならない。 

 （準用）  （準用） 

第６０条 第１０条から第２３条まで、第２８条、

第２９条、第３３条の２から第３９条まで及び第

４１条から第４２条までの規定は、夜間対応型訪

第６０条 第１０条から第２３条まで、第２８条、

第２９条、第３４条から第３９条まで、第４１条

及び第４２条の規定は、夜間対応型訪問介護の事



問介護の事業について準用する。この場合におい

て、第１０条第１項、第２０条、第３３条の２第

２項、第３４条第１項並びに第３項第１号及び第

３号、第３５条第１項並びに第４１条の２第１号

及び第３号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看

護従業者」とあるのは「夜間対応型訪問介護従業

者」と、第１５条中「計画作成責任者」とあるの

は「オペレーションセンター従業者（オペレーシ

ョンセンターを設置しない場合にあっては、訪問

介護員等）」と、第２８条中「定期巡回・随時対

応型訪問介護看護従業者」とあるのは「訪問介護

員等」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護

（随時対応サービスを除く。）」とあるのは「夜

間対応型訪問介護」と読み替えるものとする。 

業について準用する。この場合において、第１０

条第１項、第２０条、第３４条第１項及び第３５

条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

」とあるのは「夜間対応型訪問介護従業者」と、

第１５条中「計画作成責任者」とあるのは「オペ

レーションセンター従業者（オペレーションセン

ターを設置しない場合にあっては、訪問介護員等

）」と、第２８条中「定期巡回・随時対応型訪問

介護看護従業者」とあるのは「訪問介護員等」と、

 「定期巡回・随時対応型訪問介護看護（随時対応

サービスを除く。）」とあるのは「夜間対応型訪

問介護」と読み替えるものとする。 

 （運営規程）  （運営規程） 

第６０条の１２ 指定地域密着型通所介護事業者は、

 指定地域密着型通所介護事業所ごとに、次に掲げ

る事業の運営についての重要事項に関する規程（

以下この節において「運営規程」という。）を定

めておかなければならない。 

第６０条の１２ 指定地域密着型通所介護事業者は、

 指定地域密着型通所介護事業所ごとに、次に掲げ

る事業の運営についての重要事項に関する規程（

以下この節において「運営規程」という。）を定

めておかなければならない。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ［略］  ［略］ 

 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第６０条の１３ ［略］ 第６０条の１３ ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 指定地域密着型通所介護事業者は、地域密着型

通所介護従業者の資質の向上のために、その研修

の機会を確保しなければならない。その際、当該

指定地域密着型通所介護事業者は、全ての地域密

着型通所介護従業者（看護師、准看護師、介護福

祉士、介護支援専門員、法第８条第２項に規定す

る政令で定める者等の資格を有する者その他これ

に類する者を除く。）に対し、認知症介護に係る

基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講

じなければならない。 

３ 指定地域密着型通所介護事業者は、地域密着型

通所介護従業者の資質の向上のために、その研修

の機会を確保しなければならない。 

４ 指定地域密着型通所介護事業者は、適切な指定

地域密着型通所介護の提供を確保する観点から、

職場において行われる性的な言動又は優越的な関

係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当

な範囲を超えたものにより地域密着型通所介護従

業者の就業環境が害されることを防止するための

方針の明確化等の必要な措置を講じなければなら

ない。 

 （非常災害対策）  （非常災害対策） 

第６０条の１５ ［略］ 第６０条の１５ ［略］ 



２ 指定地域密着型通所介護事業者は、前項に規定

する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得

られるよう連携に努めなければならない。 

 （衛生管理等）  （衛生管理等） 

第６０条の１６ ［略］ 第６０条の１６ ［略］ 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、当該指定地

域密着型通所介護事業所において感染症が発生し、

 又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じ

なければならない。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、当該指定地

域密着型通所介護事業所において感染症が発生し、

 又はまん延しないように必要な措置を講じるよう

努めなければならない。 

 当該指定地域密着型通所介護事業所における

感染症の予防及びまん延の防止のための対策を

検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して

行うことができるものとする。）をおおむね６

月に１回以上開催するとともに、その結果につ

いて、地域密着型通所介護従業者に周知徹底を

図ること。 

 当該指定地域密着型通所介護事業所における

感染症の予防及びまん延の防止のための指針を

整備すること。 

当該指定地域密着型通所介護事業所において、

  地域密着型通所介護従業者に対し、感染症の予

防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定

期的に実施すること。 

 （地域との連携等）  （地域との連携等） 

第６０条の１７ 指定地域密着型通所介護事業者は、

 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、利

用者、利用者の家族、地域住民の代表者、指定地

域密着型通所介護事業所が所在する市町村の職員

又は当該指定地域密着型通所介護事業所が所在す

る区域を管轄する法第１１５条の４６第１項に規

定する地域包括支援センターの職員、地域密着型

通所介護について知見を有する者等により構成さ

れる協議会（テレビ電話装置等を活用して行うこ

とができるものとする。ただし、利用者等が参加

する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用に

ついて当該利用者等の同意を得なければならない。

 ）（以下この項において「運営推進会議」という。

 ）を設置し、おおむね１２月に１回以上、運営推

進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議に

よる評価を受けるとともに、運営推進会議から必

要な要望、助言等を聴く機会を設けなければなら

ない。 

第６０条の１７ 指定地域密着型通所介護事業者は、

 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、利

用者、利用者の家族、地域住民の代表者、指定地

域密着型通所介護事業所が所在する市町村の職員

又は当該指定地域密着型通所介護事業所が所在す

る区域を管轄する法第１１５条の４６第１項に規

定する地域包括支援センターの職員、地域密着型

通所介護について知見を有する者等により構成さ

れる協議会（以下この項において「運営推進会議

」という。）を設置し、おおむね１２月に１回以

上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営

推進会議による評価を受けるとともに、運営推進

会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けな

ければならない。 

２～５ ［略］ ２～５ ［略］ 

 （準用）  （準用） 

第６０条の２０ 第１０条から第１４条まで、第１

６条から第１９条まで、第２１条、第２３条、第

第６０条の２０ 第１０条から第１４条まで、第１

６条から第１９条まで、第２１条、第２３条、第



２９条、第３３条の２、第３５条から第３９条ま

で、第４１条の２、第４２条及び第５４条の規定

は、指定地域密着型通所介護の事業について準用

する。この場合において、第１０条第１項中「第

３２条に規定する運営規程」とあるのは「第６０

条の１２に規定する重要事項に関する規程」と、

同項、第３３条の２第２項、第３５条第１項並び

に第４１条の２第１号及び第３号中「定期巡回・

随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地

域密着型通所介護従業者」と読み替えるものとす

る。 

２９条、第３５条から第３９条まで、第４２条及

び第５４条の規定は、指定地域密着型通所介護の

事業について準用する。この場合において、第１

０条第１項中「第３２条に規定する運営規程」と

あるのは「第６０条の１２に規定する重要事項に

関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介

護看護従業者」とあるのは「地域密着型通所介護

従業者」と、第３５条中「定期巡回・随時対応型

訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型通

所介護従業者」と読み替えるものとする。 

 （準用）  （準用） 

第６０条の２０の３ 第１０条から第１４条まで、

第１６条から第１９条まで、第２１条、第２３条、

 第２９条、第３３条の２、第３５条から第３９条

まで、第４１条の２、第４２条、第５４条、第６

０条の２、第６０条の４、第６０条の５第４項及

び前節（第６０条の２０を除く。）の規定は、共

生型地域密着型通所介護の事業について準用する。

 この場合において、第１０条第１項中「第３２条

に規定する運営規程」とあるのは「運営規程（第

６０条の１２に規定する運営規程をいう。第３５

条第１項において同じ。）」と、「定期巡回・随

時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生

型地域密着型通所介護の提供に当たる従業者（以

下「共生型地域密着型通所介護従業者」という。

）」と、第３３条の２第２項、第３５条第１項並

びに第４１条の２第１号及び第３号中「定期巡回

 ・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「

共生型地域密着型通所介護従業者」と、第６０条

の５第４項中「前項ただし書の場合（指定地域密

着型通所介護事業者が第１項の設備を利用し、夜

間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサー

ビスを提供する場合に限る。）」とあるのは「共

生型地域密着型通所介護事業者が共生型地域密着

型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜

に共生型地域密着型通所介護以外のサービスを提

供する場合」と、第６０条の９第４号、第６０条

の１０第５項、第６０条の１３第３項及び第４項

並びに第６０条の１６第２項第１号及び第３号中

「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「共生

型地域密着型通所介護従業者」と、第６０条の１

９第２項第２号中「次条において準用する第２１

条第２項」とあるのは「第２１条第２項」と、同

項第３号中「次条において準用する第２９条」と

あるのは「第２９条」と、同項第４号中「次条に

おいて準用する第３９条第２項」とあるのは「第

３９条第２項」と読み替えるものとする。 

第６０条の２０の３ 第１０条から第１４条まで、

第１６条から第１９条まで、第２１条、第２３条、

第２９条、第３５条から第３９条まで、第４２条、

 第５４条、第６０条の２、第６０条の４、第６０

条の５第４項及び前節（第６０条の２０を除く。

）の規定は、共生型地域密着型通所介護の事業に

ついて準用する。この場合において、第１０条第

１項中「第３２条に規定する運営規程」とあるの

は「運営規程（第６０条の１２に規定する運営規

程をいう。第３５条において同じ。）」と、「定

期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とある

のは「共生型地域密着型通所介護の提供に当たる

従業者（以下「共生型地域密着型通所介護従業者

」という。）」と、第３５条中「定期巡回・随時

対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型

地域密着型通所介護従業者」と、第６０条の５第

４項中「前項ただし書の場合（指定地域密着型通

所介護事業者が第１項の設備を利用し、夜間及び

深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスを

提供する場合に限る。）」とあるのは「共生型地

域密着型通所介護事業者が共生型地域密着型通所

介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生

型地域密着型通所介護以外のサービスを提供する

場合」と、第６０条の９第４号、第６０条の１０

第５項及び第６０条の１３第３項中「地域密着型

通所介護従業者」とあるのは「共生型地域密着型

通所介護従業者」と、第６０条の１９第２項第２

号中「次条において準用する第２１条第２項」と

あるのは「第２１条第２項」と、同項第３号中「

次条において準用する第２９条」とあるのは「第

２９条」と、同項第４号中「次条において準用す

る第３９条第２項」とあるのは「第３９条第２項

」と読み替えるものとする。 



 （運営規程）  （運営規程） 

第６０条の３４ 指定療養通所介護事業者は、指定

療養通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運

営についての重要事項に関する規程を定めておか

なければならない。 

第６０条の３４ 指定療養通所介護事業者は、指定

療養通所介護事業所ごとに次に掲げる事業の運営

についての重要事項に関する規程を定めておかな

ければならない。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ［略］  ［略］ 

 （安全・サービス提供管理委員会の設置）  （安全・サービス提供管理委員会の設置） 

第６０条の３６ 指定療養通所介護事業者は、安全

かつ適切なサービスの提供を確保するため、地域

の医療関係団体に属する者、地域の保健、医療又

は福祉の分野を専門とする者その他指定療養通所

介護の安全かつ適切なサービスの提供を確保する

ために必要と認められる者から構成される安全・

サービス提供管理委員会（テレビ電話装置等を活

用して行うことができるものとする。）（次項に

おいて「委員会」という。）を設置しなければな

らない。 

第６０条の３６ 指定療養通所介護事業者は、安全

かつ適切なサービスの提供を確保するため、地域

の医療関係団体に属する者、地域の保健、医療又

は福祉の分野を専門とする者その他指定療養通所

介護の安全かつ適切なサービスの提供を確保する

ために必要と認められる者から構成される安全・

サービス提供管理委員会（次項において「委員会

」という。）を設置しなければならない。 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

 （準用）  （準用） 

第６０条の３８ 第１１条から第１４条まで、第１

７条から第１９条まで、第２１条、第２３条、第

２９条、第３３条の２、第３５条から第３９条ま

で、第４１条の２、第４２条、第６０条の７（第

３項第２号を除く。）、第６０条の８及び第６０

条の１３から第６０条の１８までの規定は、指定

療養通所介護の事業について準用する。この場合

において、第３３条の２第２項、第３５条第１項

並びに第４１条の２第１号及び第３号中「定期巡

回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは

「療養通所介護従業者」と、第３５条第１項中「

運営規程」とあるのは「第６０条の３４に規定す

る重要事項に関する規程」と、第６０条の１３第

３項及び第４項並びに第６０条の１６第２項第１

号及び第３号中「地域密着型通所介護従業者」と

あるのは「療養通所介護従業者」と、第６０条の

１７第１項中「地域密着型通所介護について知見

を有する者」とあるのは「療養通所介護について

知見を有する者」と、同条第３項中「当たっては

」とあるのは「当たっては、利用者の状態に応じ

て」と、第６０条の１８第４項中「第６０条の５

第４項」とあるのは「第６０条の２６第４項」と

読み替えるものとする。 

第６０条の３８ 第１１条から第１４条まで、第１

７条から第１９条まで、第２１条、第２３条、第

２９条、第３５条から第３９条まで、第４２条、

第６０条の７（第３項第２号を除く。）、第６０

条の８及び第６０条の１３から第６０条の１８ま

での規定は、指定療養通所介護の事業について準

用する。この場合において、第３５条中「運営規

程」とあるのは「第６０条の３４に規定する運営

規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護

従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」と、

第６０条の１３第３項中「地域密着型通所介護従

業者」とあるのは「療養通所介護従業者」と、第

６０条の１７第１項中「地域密着型通所介護につ

いて知見を有する者」とあるのは「療養通所介護

について知見を有する者」と、同条第３項中「当

たっては」とあるのは「当たっては、利用者の状

態に応じて」と、第６０条の１８第４項中「第６

０条の５第４項」とあるのは「第６０条の２６第

４項」と読み替えるものとする。 

 （従業者の員数）  （従業者の員数） 

第６５条 指定認知症対応型共同生活介護事業所若 第６５条 指定認知症対応型共同生活介護事業所若



しくは指定介護予防認知症対応型共同生活介護事

業所（指定地域密着型介護予防サービス条例第７

２条第１項に規定する指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業所をいう。次条において同じ。

）の居間若しくは食堂又は指定地域密着型特定施

設若しくは指定地域密着型介護老人福祉施設の食

堂若しくは共同生活室において、これらの事業所

又は施設（第６７条第１項において「本体事業所

等」という。）の利用者、入居者又は入所者とと

もに行う指定認知症対応型通所介護（以下「共用

型指定認知症対応型通所介護」という。）の事業

を行う者（以下「共用型指定認知症対応型通所介

護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（

以下「共用型指定認知症対応型通所介護事業所」

という。）に置くべき従業者の員数は、当該利用

者、当該入居者又は当該入所者の数と当該共用型

指定認知症対応型通所介護の利用者（当該共用型

指定認知症対応型通所介護事業者が共用型指定介

護予防認知症対応型通所介護事業者（指定地域密

着型介護予防サービス条例第９条第１項に規定す

る共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、か

つ、共用型指定認知症対応型通所介護の事業と共

用型指定介護予防認知症対応型通所介護（同項に

規定する共用型指定介護予防認知症対応型通所介

護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所

において一体的に運営されている場合にあっては、

 当該事業所における共用型指定認知症対応型通所

介護又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介

護の利用者。次条において同じ。）の数を合計し

た数について、第１１１条、第１３１条若しくは

第１５２条又は指定地域密着型介護予防サービス

条例第７２条に規定する従業者の員数を満たすた

めに必要な数以上とする。 

しくは指定介護予防認知症対応型共同生活介護事

業所（指定地域密着型介護予防サービス条例第７

２条第１項に規定する指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業所をいう。次条において同じ。

）の居間若しくは食堂又は指定地域密着型特定施

設若しくは指定地域密着型介護老人福祉施設の食

堂若しくは共同生活室において、これらの事業所

又は施設の利用者、入居者又は入所者とともに行

う指定認知症対応型通所介護（以下「共用型指定

認知症対応型通所介護」という。）の事業を行う

者（以下「共用型指定認知症対応型通所介護事業

者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「

共用型指定認知症対応型通所介護事業所」という。

 ）に置くべき従業者の員数は、当該利用者、当該

入居者又は当該入所者の数と当該共用型指定認知

症対応型通所介護の利用者（当該共用型指定認知

症対応型通所介護事業者が共用型指定介護予防認

知症対応型通所介護事業者（指定地域密着型介護

予防サービス条例第９条第１項に規定する共用型

指定介護予防認知症対応型通所介護事業者をいう。

 以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、共用型

指定認知症対応型通所介護の事業と共用型指定介

護予防認知症対応型通所介護（同項に規定する共

用型指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。

以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一

体的に運営されている場合にあっては、当該事業

所における共用型指定認知症対応型通所介護又は

共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用

者。次条において同じ。）の数を合計した数につ

いて、第１１１条、第１３１条若しくは第１５２

条又は指定地域密着型介護予防サービス条例第７

２条に規定する従業者の員数を満たすために必要

な数以上とする。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

 （利用定員等）  （利用定員等） 

第６６条 ［略］ 第６６条 ［略］ 

２ 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、指

定居宅サービス（法第４１条第１項に規定する指

定居宅サービスをいう。以下同じ。）、指定地域

密着型サービス、指定居宅介護支援（法第４６条

第１項に規定する指定居宅介護支援をいう。）、

指定介護予防サービス（法第５３条第１項に規定

する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。）、

 指定地域密着型介護予防サービス（法第５４条の

２第１項に規定する指定地域密着型介護予防サー

ビスをいう。以下同じ。）若しくは指定介護予防

支援（法第５８条第１項に規定する指定介護予防

支援をいう。）の事業又は介護保険施設（法第８

２ 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、指

定居宅サービス（法第４１条第１項に規定する指

定居宅サービスをいう。以下同じ。）、指定地域

密着型サービス、指定居宅介護支援（法第４６条

第１項に規定する指定居宅介護支援をいう。）、

指定介護予防サービス（法第５３条第１項に規定

する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。）、

 指定地域密着型介護予防サービス（法第５４条の

２第１項に規定する指定地域密着型介護予防サー

ビスをいう。以下同じ。）若しくは指定介護予防

支援（法第５８条第１項に規定する指定介護予防

支援をいう。）の事業又は介護保険施設（法第８



条第２５項に規定する介護保険施設をいう。以下

同じ。）若しくは指定介護療養型医療施設の運営

（第８３条第７項、第１１１条第９項及び第１９

２条第８項において「指定居宅サービス事業等」

という。）について３年以上の経験を有する者で

なければならない。 

条第２５項に規定する介護保険施設をいう。以下

同じ。）若しくは指定介護療養型医療施設の運営

（第８３条第７項及び第１９２条第８項において

「指定居宅サービス事業等」という。）について

３年以上の経験を有する者でなければならない。

 （管理者）  （管理者） 

第６７条 共用型指定認知症対応型通所介護事業者

は、共用型指定認知症対応型通所介護事業所ごと

に専らその職務に従事する常勤の管理者を置かな

ければならない。ただし、共用型指定認知症対応

型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当

該共用型指定認知症対応型通所介護事業所の他の

職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、

施設等の職務に従事することができるものとする。

 なお、共用型指定認知症対応型通所介護事業所の

管理上支障がない場合は、当該共用型指定認知症

対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、かつ、

 同一敷地内にある他の本体事業所等の職務に従事

することとしても差し支えない。 

第６７条 共用型指定認知症対応型通所介護事業者

は、共用型指定認知症対応型通所介護事業所ごと

に専らその職務に従事する常勤の管理者を置かな

ければならない。ただし、共用型指定認知症対応

型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当

該共用型指定認知症対応型通所介護事業所の他の

職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、

施設等の職務に従事することができるものとする。

２ ［略］ ２ ［略］ 

 （運営規程）  （運営規程） 

第７４条 指定認知症対応型通所介護事業者は、指

定認知症対応型通所介護事業所ごとに、次に掲げ

る事業の運営についての重要事項に関する規程を

定めておかなければならない。 

第７４条 指定認知症対応型通所介護事業者は、指

定認知症対応型通所介護事業所ごとに、次に掲げ

る事業の運営についての重要事項に関する規程を

定めておかなければならない。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ［略］  ［略］ 

 （準用）  （準用） 

第８１条 第１０条から第１４条まで、第１６条か

 ら第１９条まで、第２１条、第２３条、第２９条、

 第３３条の２、第３５条から第３９条まで、第４

１条の２、第４２条、第５４条、第６０条の６、

第６０条の７、第６０条の１１及び第６０条の１

３から第６０条の１８までの規定は、指定認知症

対応型通所介護の事業について準用する。この場

合において、第１０条第１項中「第３２条に規定

する運営規程」とあるのは「第７４条に規定する

重要事項に関する規程」と、同項、第３３条の２

第２項、第３５条第１項並びに第４１条の２第１

号及び第３号中「定期巡回・随時対応型訪問介護

看護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護

従業者」と、第６０条の１３第３項及び第４項並

びに第６０条の１６第２項第１号及び第３号中「

地域密着型通所介護従業者」とあるのは「認知症

第８１条 第１０条から第１４条まで、第１６条か

ら第１９条まで、第２１条、第２３条、第２９条、

第３５条から第３９条まで、第４２条、第５４条、

 第６０条の６、第６０条の７、第６０条の１１及

び第６０条の１３から第６０条の１８までの規定

は、指定認知症対応型通所介護の事業について準

用する。この場合において、第１０条第１項中「

第３２条に規定する運営規程」とあるのは「第７

４条に規定する重要事項に関する規程」と、「定

期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とある

のは「認知症対応型通所介護従業者」と、第３５

条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

 」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」と、

 第６０条の１７第１項中「地域密着型通所介護に

ついて知見を有する者」とあるのは「認知症対応

型通所介護について知見を有する者」と、「１２



対応型通所介護従業者」と、第６０条の１７第１

項中「地域密着型通所介護について知見を有する

者」とあるのは「認知症対応型通所介護について

知見を有する者」と、「１２月」とあるのは「６

月」と、第６０条の１８第４項中「第６０条の５

第４項」とあるのは「第６４条第４項」と読み替

えるものとする。 

月」とあるのは「６月」と、第６０条の１８第４

項中「第６０条の５第４項」とあるのは「第６４

条第４項」と読み替えるものとする。 

 （従業者の員数等）  （従業者の員数等） 

第８３条 ［略］ 第８３条 ［略］ 

２～５ ［略］ ２～５ ［略］ 

６ 次の表の左欄に掲げる場合において、前各項に

定める人員に関する基準を満たす小規模多機能型

居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄に掲げる

施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置い

ているときは、同表の右欄に掲げる当該小規模多

機能型居宅介護従業者は、同表の中欄に掲げる施

設等の職務に従事することができる。 

６ 次の表の左欄に掲げる場合において、前各項に

定める人員に関する基準を満たす小規模多機能型

居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄に掲げる

施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置い

ているときは、同表の右欄に掲げる当該小規模多

機能型居宅介護従業者は、同表の中欄に掲げる施

設等の職務に従事することができる。 

当該指定小

規模多機能

型居宅介護

事業所に中

欄に掲げる

施設等のい

ずれかが併

設されてい

る場合 

指定認知症対応型共同生活介

護事業所、指定地域密着型特

定施設、指定地域密着型介護

老人福祉施設、指定介護老人

福祉施設、介護老人保健施設、

指定介護療養型医療施設（医

療法（昭和２３年法律第２０

５号）第７条第２項第４号に

規定する療養病床を有する診

療所であるものに限る。）又

は介護医療院 

 ［

略］ 

当該指定小

規模多機能

型居宅介護

事業所の同

一敷地内に

中欄に掲げ

る施設等の

いずれかが

ある場合 

前項中欄に掲げる施設等、指

定居宅サービスの事業を行う

事業所、指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業所、

指定地域密着型通所介護事業

所又は指定認知症対応型通所

介護事業所 

 ［

略］ 

当該指定小

規模多機能

型居宅介護

事業所に中

欄に掲げる

施設等のい

ずれかが併

設されてい

る場合 

指定認知症対応型共同生活介

護事業所、指定地域密着型特

定施設、指定地域密着型介護

老人福祉施設、指定介護療養

型医療施設（医療法（昭和２

３年法律第２０５号）第７条

第２項第４号に規定する療養

病床を有する診療所であるも

のに限る。）又は介護医療院

 ［

略］ 

当該指定小

規模多機能

型居宅介護

事業所の同

一敷地内に

中欄に掲げ

る施設等の

いずれかが

ある場合 

前項中欄に掲げる施設等、指

定居宅サービスの事業を行う

事業所、指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業所、

指定地域密着型通所介護事業

所、指定認知症対応型通所介

護事業所、指定介護老人福祉

施設又は介護老人保健施設 

 ［

略］ 

 （管理者）  （管理者） 

第８４条 ［略］ 第８４条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人

デイサービスセンター（老人福祉法第２０条の２

の２に規定する老人デイサービスセンターをいう。

 以下同じ。）、介護老人保健施設、介護医療院、

指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症

対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス

事業所（第１９４条に規定する指定複合型サービ

３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人

デイサービスセンター（老人福祉法第２０条の２

の２に規定する老人デイサービスセンターをいう。

 以下同じ。）、介護老人保健施設、介護医療院、

指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症

対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス

事業所（第１９４条に規定する指定複合型サービ



ス事業所をいう。次条において同じ。）等の従業

者又は訪問介護員等（介護福祉士又は法第８条第

２項に規定する政令で定める者をいう。次条、第

１１２条第３項、第１１３条及び第１９４条にお

いて同じ。）として３年以上認知症である者の介

護に従事した経験を有する者であって、指定地域

密着型サービス省令第６４条第３項に規定する研

修を修了しているものでなければならない。 

ス事業所をいう。次条において同じ。）等の従業

者又は訪問介護員等（介護福祉士又は法第８条第

２項に規定する政令で定める者をいう。次条、第

１１２条第２項、第１１３条及び第１９４条にお

いて同じ。）として３年以上認知症である者の介

護に従事した経験を有する者であって、指定地域

密着型サービス省令第６４条第３項に規定する研

修を修了しているものでなければならない。 

 （心身の状況等の把握）  （心身の状況等の把握） 

第８８条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、

指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、

 介護支援専門員（第８３条第１２項の規定により

介護支援専門員を配置していないサテライト型指

定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、本

体事業所の介護支援専門員。以下この条及び第９

４条において同じ。）が開催するサービス担当者

会議（介護支援専門員が居宅サービス計画の作成

のために居宅サービス計画の原案に位置付けた指

定居宅サービス等（法第８条第２４項に規定する

指定居宅サービス等をいう。以下同じ。）の担当

者を招集して行う会議（テレビ電話装置等を活用

して行うことができるものとする。ただし、利用

者等が参加する場合にあっては、テレビ電話装置

等の活用について当該利用者等の同意を得なけれ

ばならない。）をいう。）等を通じて、利用者の

心身の状況、その置かれている環境、他の保健医

療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握

に努めなければならない。 

第８８条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、

指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、

 介護支援専門員（第８３条第１２項の規定により

介護支援専門員を配置していないサテライト型指

定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、本

体事業所の介護支援専門員。以下この条及び第９

４条において同じ。）が開催するサービス担当者

会議（介護支援専門員が居宅サービス計画の作成

のために居宅サービス計画の原案に位置付けた指

定居宅サービス等（法第８条第２４項に規定する

指定居宅サービス等をいう。以下同じ。）の担当

者を招集して行う会議をいう。）等を通じて、利

用者の心身の状況、その置かれている環境、他の

保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等

の把握に努めなければならない。 

 （運営規程）  （運営規程） 

第１０１条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、

 指定小規模多機能型居宅介護事業所ごとに、次に

掲げる事業の運営についての重要事項に関する規

程を定めておかなければならない。 

第１０１条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、

 指定小規模多機能型居宅介護事業所ごとに、次に

掲げる事業の運営についての重要事項に関する規

程を定めておかなければならない。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ［略］  ［略］ 

 （定員の遵守）  （定員の遵守） 

第１０２条 ［略］ 第１０２条 ［略］ 

２ 前項本文の規定にかかわらず、過疎地域その他

これに類する地域において、地域の実情により当

該地域における指定小規模多機能型居宅介護の効

率的運営に必要であると市長が認めた場合は、指

定小規模多機能型居宅介護事業者は、市長が認め

た日から市町村介護保険事業計画（法第１１７条

 第１項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。

 以下この項において同じ。）の終期まで（市長が



次期の市町村介護保険事業計画を作成するに当た

って、新規に代替サービスを整備するよりも既存

の指定小規模多機能型居宅介護事業所を活用する

ことがより効率的であると認めた場合にあっては、

 次期の市町村介護保険事業計画の終期まで）に限

り、登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービ

スの利用定員を超えて指定小規模多機能型居宅介

護の提供を行うことができる。 

 （準用）  （準用） 

第１０９条 第１０条から第１４条まで、第２１条、

 第２３条、第２９条、第３３条の２、第３５条か

ら第３９条まで、第４１条から第４２条まで、第

６０条の１１、第６０条の１３、第６０条の１６

及び第６０条の１７の規定は、指定小規模多機能

型居宅介護の事業について準用する。この場合に

おいて、第１０条第１項中「第３２条に規定する

運営規程」とあるのは「第１０１条に規定する重

要事項に関する規程」と、同項、第３３条の２第

２項、第３５条第１項並びに第４１条の２第１号

及び第３号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看

護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護

従業者」と、第６０条の１１第２項中「この節」

とあるのは「第６章第４節」と、第６０条の１３

第３項及び第４項並びに第６０条の１６第２項第

１号及び第３号中「地域密着型通所介護従業者」

とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と、

 第６０条の１７第１項中「地域密着型通所介護に

ついて知見を有する者」とあるのは「小規模多機

能型居宅介護について知見を有する者」と、「１

２月」とあるのは「２月」と、「活動状況」とあ

るのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回

数等の活動状況」と読み替えるものとする。 

第１０９条 第１０条から第１４条まで、第２１条、

 第２３条、第２９条、第３５条から第３９条まで、

 第４１条、第４２条、第６０条の１１、第６０条

の１３、第６０条の１６及び第６０条の１７の規

定は、指定小規模多機能型居宅介護の事業につい

て準用する。この場合において、第１０条第１項

中「第３２条に規定する運営規程」とあるのは「

第１０１条に規定する重要事項に関する規程」と、

 「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」と

あるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と、

第３５条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護

従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従

業者」と、第６０条の１１第２項中「この節」と

あるのは「第６章第４節」と、第６０条の１３第

３項中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは

「小規模多機能型居宅介護従業者」と、第６０条

の１７第１項中「地域密着型通所介護について知

見を有する者」とあるのは「小規模多機能型居宅

介護について知見を有する者」と、「１２月」と

あるのは「２月」と、「活動状況」とあるのは「

通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活

動状況」と読み替えるものとする。 

 （従業者の員数）  （従業者の員数） 

第１１１条 指定認知症対応型共同生活介護の事業

を行う者（以下「指定認知症対応型共同生活介護

事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以

下「指定認知症対応型共同生活介護事業所」とい

う。）ごとに置くべき指定認知症対応型共同生活

介護の提供に当たる従業者（以下「介護従業者」

という。）の員数は、当該事業所を構成する共同

生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯以外の時

間帯に指定認知症対応型共同生活介護の提供に当

たる介護従業者を、常勤換算方法で、当該共同生

活住居の利用者（当該指定認知症対応型共同生活

介護事業者が指定介護予防認知症対応型共同生活

介護事業者（指定地域密着型介護予防サービス条

例第７２条第１項に規定する指定介護予防認知症

対応型共同生活介護事業者をいう。以下同じ。）

第１１１条 指定認知症対応型共同生活介護の事業

を行う者（以下「指定認知症対応型共同生活介護

事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以

下「指定認知症対応型共同生活介護事業所」とい

う。）ごとに置くべき指定認知症対応型共同生活

介護の提供に当たる従業者（以下「介護従業者」

という。）の員数は、当該事業所を構成する共同

生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯以外の時

間帯に指定認知症対応型共同生活介護の提供に当

たる介護従業者を、常勤換算方法で、当該共同生

活住居の利用者（当該指定認知症対応型共同生活

介護事業者が指定介護予防認知症対応型共同生活

介護事業者（指定地域密着型介護予防サービス条

例第７２条第１項に規定する指定介護予防認知症

対応型共同生活介護事業者をいう。以下同じ。）



の指定を併せて受け、かつ、指定認知症対応型共

同生活介護の事業と指定介護予防認知症対応型共

同生活介護（指定地域密着型介護予防サービス条

例第７１条に規定する指定介護予防認知症対応型

共同生活介護をいう。以下同じ。）の事業とが同

一の事業所において一体的に運営されている場合

にあっては、当該事業所における指定認知症対応

型共同生活介護又は指定介護予防認知症対応型共

同生活介護の利用者。以下この条及び第１１４条

において同じ。）の数が３又はその端数を増すご

とに１以上とするほか、夜間及び深夜の時間帯を

通じて１以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務

（夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務（宿直勤

務を除く。）をいう。以下この項において同じ。

 ）を行わせるために必要な数以上とする。ただし、

 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の有す

る共同生活住居の数が３である場合において、当

 該共同生活住居が全て同一の階において隣接し、

 介護従業者が円滑な利用者の状況把握及び速やか

な対応を行うことが可能な構造である場合であっ

て、当該指定認知症対応型共同生活介護事業者に

よる安全対策が講じられ、利用者の安全性が確保

されていると認められるときは、夜間及び深夜の

時間帯に指定認知症対応型共同生活介護事業所ご

とに置くべき介護従業者の員数は、夜間及び深夜

の時間帯を通じて２以上の介護従業者に夜間及び

深夜の勤務を行わせるために必要な数以上とする

ことができる。 

の指定を併せて受け、かつ、指定認知症対応型共

同生活介護の事業と指定介護予防認知症対応型共

同生活介護（指定地域密着型介護予防サービス条

例第７１条に規定する指定介護予防認知症対応型

共同生活介護をいう。以下同じ。）の事業とが同

一の事業所において一体的に運営されている場合

にあっては、当該事業所における指定認知症対応

型共同生活介護又は指定介護予防認知症対応型共

同生活介護の利用者。以下この条及び第１１４条

において同じ。）の数が３又はその端数を増すご

とに１以上とするほか、夜間及び深夜の時間帯を

通じて１以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務

（夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務（宿直勤

務を除く。）をいう。）を行わせるために必要な

数以上とする。 

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

５ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定

認知症対応型共同生活介護事業所ごとに、保健医

療サービス又は福祉サービスの利用に係る計画の

作成に関し知識及び経験を有する者であって認知

症対応型共同生活介護計画の作成を担当させるの

に適当と認められるものを専らその職務に従事す

る計画作成担当者としなければならない。ただし、

 利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定認知

症対応型共同生活介護事業所における他の職務に

従事することができるものとする。 

５ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、共同

生活住居ごとに、保健医療サービス又は福祉サー

ビスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験

を有する者であって認知症対応型共同生活介護計

画の作成を担当させるのに適当と認められるもの

を専らその職務に従事する計画作成担当者としな

ければならない。ただし、利用者の処遇に支障が

ない場合は、当該共同生活住居における他の職務

に従事することができるものとする。 

６～８ ［略］ ６～８ ［略］ 

９ 第７項本文の規定にかかわらず、サテライト型

指定認知症対応型共同生活介護事業所（指定認知

症対応型共同生活介護事業所であって、指定居宅

サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関す

る事業について３年以上の経験を有する指定認知

症対応型共同生活介護事業者により設置される当

該指定認知症対応型共同生活介護事業所以外の指

定認知症対応型共同生活介護事業所であって当該

指定認知症対応型共同生活介護事業所に対して指

定認知症対応型共同生活介護の提供に係る支援を



行うもの（以下この章において「本体事業所」と

いう。）との密接な連携の下に運営されるものを

いう。以下同じ。）については、介護支援専門員

である計画作成担当者に代えて、第６項の別に厚

生労働大臣が定める研修を修了している者を置く

ことができる。 

１０ ［略］ ９ ［略］ 

１１ ［略］ １０ ［略］ 

 （管理者）  （管理者） 

第１１２条 ［略］ 第１１２条 ［略］ 

２ 前項本文の規定にかかわらず、共同生活住居の

管理上支障がない場合は、サテライト型指定認知

症対応型共同生活介護事業所における共同生活住

居の管理者は、本体事業所における共同生活住居

の管理者をもって充てることができる。 

３ ［略］ ２ ［略］ 

第１１４条 指定認知症対応型共同生活介護事業所

は、共同生活住居を有するものとし、その数は１

以上３以下（サテライト型指定認知症対応型共同

生活介護事業所にあっては、１又は２）とする。

第１１４条 指定認知症対応型共同生活介護事業所

は、共同生活住居を有するものとし、その数は１

又は２とする。ただし、指定認知症対応型共同生

活介護事業所に係る用地の確保が困難であること

その他地域の実情により指定認知症対応型共同生

活介護事業所の効率的運営に必要と認められる場

合は、一の事業所における共同生活住居の数を３

とすることができる。 

２～７ ［略］ ２～７ ［略］ 

 （指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針）  （指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針） 

第１１８条 ［略］ 第１１８条 ［略］ 

２～６ ［略］ ２～６ ［略］ 

７ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身体

的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を

講じなければならない。 

７ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身体

的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を

講じなければならない。 

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこ

とができるものとする。）を３月に１回以上開

催するとともに、その結果について、介護従業

者その他の従業者に周知徹底を図ること。 

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会を３月に１回以上開催するとともに、

その結果について、介護従業者その他の従業者

に周知徹底を図ること。 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

８ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、自ら

その提供する指定認知症対応型共同生活介護の質

の評価を行うとともに、定期的に次に掲げるいず

れかの評価を受けて、それらの結果を公表し、常

にその改善を図らなければならない。 

８ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、自ら

その提供する指定認知症対応型共同生活介護の質

の評価を行うとともに、定期的に外部の者による

評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその

改善を図らなければならない。 

 外部の者による評価 

 第１２９条において準用する第６０条の１７

第１項に規定する運営推進会議における評価 



 （管理者による管理）  （管理者による管理） 

第１２２条 共同生活住居の管理者は、同時に介護

保険施設、指定居宅サービス、指定地域密着型サ

ービス（サテライト型指定認知症対応型共同生活

介護事業所の場合は、本体事業所が提供する指定

認知症対応型共同生活介護を除く。）、指定介護

予防サービス若しくは指定地域密着型介護予防サ

ービスの事業を行う事業所、病院、診療所又は社

会福祉施設を管理する者であってはならない。た

だし、これらの事業所、施設等が同一敷地内にあ

ること等により当該共同生活住居の管理上支障が

ない場合は、この限りでない。 

第１２２条 共同生活住居の管理者は、同時に介護

保険施設、指定居宅サービス、指定地域密着型サ

ービス、指定介護予防サービス若しくは指定地域

密着型介護予防サービスの事業を行う事業所、病

院、診療所又は社会福祉施設を管理する者であっ

てはならない。ただし、これらの事業所、施設等

が同一敷地内にあること等により当該共同生活住

居の管理上支障がない場合は、この限りでない。

 （運営規程）  （運営規程） 

第１２３条 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は、共同生活住居ごとに、次に掲げる事業の運営

についての重要事項に関する規程を定めておかな

ければならない。 

第１２３条 指定認知症対応型共同生活介護事業者

は、共同生活住居ごとに、次に掲げる事業の運営

についての重要事項に関する規程を定めておかな

ければならない。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ［略］  ［略］ 

 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第１２４条 ［略］ 第１２４条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、介護

従業者の資質の向上のために、その研修の機会を

確保しなければならない。その際、当該指定認知

症対応型共同生活介護事業者は、全ての介護従業

者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専

門員、法第８条第２項に規定する政令で定める者

等の資格を有する者その他これに類する者を除く。

 ）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講

させるために必要な措置を講じなければならない。

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、介護

従業者の資質の向上のために、その研修の機会を

確保しなければならない。 

４ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、適切

な指定認知症対応型共同生活介護の提供を確保す

る観点から、職場において行われる性的な言動又

は優越的な関係を背景とした言動であって業務上

必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護従業

者の就業環境が害されることを防止するための方

針の明確化等の必要な措置を講じなければならな

い。 

 （準用）  （準用） 

第１２９条 第１０条、第１１条、第１３条、第１

４条、第２３条、第２９条、第３３条の２、第３

５条から第３７条まで、第３９条、第４１条から

 第４２条まで、第６０条の１１、第６０条の１６、

第１２９条 第１０条、第１１条、第１３条、第１

４条、第２３条、第２９条、第３５条から第３７

条まで、第３９条、第４１条、第４２条、第６０

条の１１、第６０条の１６、第６０条の１７第１



 第６０条の１７第１項から第４項まで、第１００

条、第１０３条及び第１０５条の規定は、指定認

知症対応型共同生活介護の事業について準用する。

 この場合において、第１０条第１項中「第３２条

に規定する運営規程」とあるのは「第１２３条に

規定する重要事項に関する規程」と、同項、第３

３条の２第２項、第３５条第１項並びに第４１条

の２第１号及び第３号中「定期巡回・随時対応型

訪問介護看護従業者」とあるのは「介護従業者」

と、第６０条の１１第２項中「この節」とあるの

は「第７章第４節」と、第６０条の１６第２項第

１号及び第３号中「地域密着型通所介護従業者」

とあるのは「介護従業者」と、第６０条の１７第

１項中「地域密着型通所介護について知見を有す

る者」とあるのは「認知症対応型共同生活介護に

ついて知見を有する者」と、「１２月」とあるの

は「２月」と、第１００条中「小規模多機能型居

宅介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第

１０３条中「指定小規模多機能型居宅介護事業者

」とあるのは「指定認知症対応型共同生活介護事

業者」と読み替えるものとする。 

項から第４項まで、第１００条、第１０３条及び

第１０５条の規定は、指定認知症対応型共同生活

介護の事業について準用する。この場合において、

 第１０条第１項中「第３２条に規定する運営規程

」とあるのは「第１２３条に規定する重要事項に

関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介

護看護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第

３５条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従

業者」とあるのは「介護従業者」と、第６０条の

１１第２項中「この節」とあるのは「第７章第４

節」と、第６０条の１７第１項中「地域密着型通

所介護について知見を有する者」とあるのは「認

知症対応型共同生活介護について知見を有する者

」と、「１２月」とあるのは「２月」と、第１０

０条中「小規模多機能型居宅介護従業者」とある

のは「介護従業者」と、第１０３条中「指定小規

模多機能型居宅介護事業者」とあるのは「指定認

知症対応型共同生活介護事業者」と読み替えるも

のとする。 

 （指定地域密着型特定施設入居者生活介護の取扱

方針） 

 （指定地域密着型特定施設入居者生活介護の取扱

方針） 

第１３９条 ［略］ 第１３９条 ［略］ 

２～５ ［略］ ２～５ ［略］ 

６ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者

は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げ

る措置を講じなければならない。 

６ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者

は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げ

る措置を講じなければならない。 

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこ

とができるものとする。）を３月に１回以上開

催するとともに、その結果について、介護職員

その他の従業者に周知徹底を図ること。 

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会を３月に１回以上開催するとともに、

その結果について、介護職員その他の従業者に

周知徹底を図ること。 

・  ［略］   ・  ［略］ 

７ ［略］ ７ ［略］ 

 （運営規程）  （運営規程） 

第１４６条 指定地域密着型特定施設入居者生活介

護事業者は、指定地域密着型特定施設ごとに、次

に掲げる事業の運営についての重要事項に関する

規程を定めておかなければならない。 

第１４６条 指定地域密着型特定施設入居者生活介

護事業者は、指定地域密着型特定施設ごとに、次

に掲げる事業の運営についての重要事項に関する

規程を定めておかなければならない。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ［略］  ［略］ 

 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第１４７条 ［略］ 第１４７条 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 



４ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者

は、地域密着型特定施設従業者の資質の向上のた

めに、その研修の機会を確保しなければならない。

 その際、当該指定地域密着型特定施設入居者生活

介護事業者は、全ての地域密着型特定施設従業者

（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門

員、法第８条第２項に規定する政令で定める者等

の資格を有する者その他これに類する者を除く。

）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講

させるために必要な措置を講じなければならない。

４ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者

は、地域密着型特定施設従業者の資質の向上のた

めに、その研修の機会を確保しなければならない。

５ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者

は、適切な指定地域密着型特定施設入居者生活介

護の提供を確保する観点から、職場において行わ

れる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言

動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたも

のにより地域密着型特定施設従業者の就業環境が

害されることを防止するための方針の明確化等の

必要な措置を講じなければならない。 

 （準用）  （準用） 

第１５０条 第１３条、第１４条、第２３条、第２

 ９条、第３３条の２、第３５条から第３９条まで、

 第４１条から第４２条まで、第６０条の１１、第

６０条の１５、第６０条の１６、第６０条の１７

第１項から第４項まで及び第１００条の規定は、

指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業に

ついて準用する。この場合において、第３３条の

２第２項、第３５条第１項並びに第４１条の２第

１号及び第３号中「定期巡回・随時対応型訪問介

護看護従業者」とあるのは「地域密着型特定施設

従業者」と、第６０条の１１第２項中「この節」

とあるのは「第８章第４節」と、第６０条の１６

第２項第１号及び第３号中「地域密着型通所介護

従業者」とあるのは「地域密着型特定施設従業者

」と、第６０条の１７第１項中「地域密着型通所

介護について知見を有する者」とあるのは「地域

密着型特定施設入居者生活介護について知見を有

する者」と、「１２月」とあるのは「２月」と読

み替えるものとする。 

第１５０条 第１３条、第１４条、第２３条、第２

９条、第３５条から第３９条まで、第４１条、第

４２条、第６０条の１１、第６０条の１５、第６

０条の１６、第６０条の１７第１項から第４項ま

で及び第１００条の規定は、指定地域密着型特定

施設入居者生活介護の事業について準用する。こ

の場合において、第３５条中「定期巡回・随時対

応型介護看護従業者」とあるのは「地域密着型特

定施設従業者」と、第６０条の１１第２項中「こ

の節」とあるのは「第８章第４節」と、第６０条

の１７第１項中「地域密着型通所介護について知

見を有する者」とあるのは「地域密着型特定施設

入居者生活介護について知見を有する者」と、「

１２月」とあるのは「２月」と読み替えるものと

する。 

 （従業者の員数）  （従業者の員数） 

第１５２条 指定地域密着型介護老人福祉施設に置

くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

 ただし、他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄

養士との連携を図ることにより当該指定地域密着

型介護老人福祉施設の効果的な運営を期待するこ

とができる場合であって、入所者の処遇に支障が

ないときは、第４号の栄養士又は管理栄養士を置

かないことができる。 

第１５２条 指定地域密着型介護老人福祉施設に置

くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

  ～  ［略］   ～  ［略］ 



 栄養士又は管理栄養士 １以上  栄養士 １以上 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、

専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の職務

に従事する者でなければならない。ただし、入所

者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、

専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の職務

に従事する者でなければならない。ただし、指定

地域密着型介護老人福祉施設（ユニット型指定地

域密着型介護老人福祉施設（第１７９条に規定す

るユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を

いう。以下この項において同じ。）を除く。以下

この項において同じ。）にユニット型指定介護老

人福祉施設（さいたま市指定介護老人福祉施設の

人員、設備及び運営の基準等に関する条例（平成

２４年さいたま市条例第７０号。以下「指定介護

老人福祉施設条例」という。）第４３条に規定す

るユニット型指定介護老人福祉施設をいう。以下

この項において同じ。）を併設する場合の指定地

域密着型介護老人福祉施設及びユニット型指定介

護老人福祉施設の介護職員及び看護職員（指定介

護老人福祉施設条例第５２条第２項の規定に基づ

き配置される看護職員に限る。）又は指定地域密

着型介護老人福祉施設にユニット型指定地域密着

型介護老人福祉施設を併設する場合の指定地域密

着型介護老人福祉施設及びユニット型指定地域密

着型介護老人福祉施設の介護職員及び看護職員（

第１８８条第２項の規定に基づき配置される看護

職員に限る。）を除き、入所者の処遇に支障がな

い場合は、この限りでない。 

４～７ ［略］ ４～７ ［略］ 

８ 第１項第２号及び第４号から第６号までの規定

にかかわらず、サテライト型居住施設の生活相談

員、栄養士若しくは管理栄養士、機能訓練指導員

又は介護支援専門員については、次に掲げる本体

施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める職員により当該サテライト型居

住施設の入所者の処遇が適切に行われると認めら

れるときは、これを置かないことができる。 

８ 第１項第２号及び第４号から第６号までの規定

にかかわらず、サテライト型居住施設の生活相談

員、栄養士、機能訓練指導員又は介護支援専門員

については、次に掲げる本体施設の場合には、次

の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職

員により当該サテライト型居住施設の入所者の処

遇が適切に行われると認められるときは、これを

置かないことができる。 

 指定介護老人福祉施設又は指定地域密着型介

護老人福祉施設 生活相談員、栄養士若しくは

管理栄養士、機能訓練指導員又は介護支援専門

員 

 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士若し

くは管理栄養士、理学療法士、作業療法士若し

くは言語聴覚士又は介護支援専門員 

 病院 栄養士若しくは管理栄養士（病床数１

００以上の病院の場合に限る。）又は介護支援

専門員（指定介護療養型医療施設の場合に限る。

） 

 介護医療院 栄養士若しくは管理栄養士又は

介護支援専門員 

 指定介護老人福祉施設又は指定地域密着型介

護老人福祉施設 栄養士、機能訓練指導員又は

介護支援専門員 

 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士、理

学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は

介護支援専門員 

 病院 栄養士（病床数１００以上の病院の場

合に限る。）又は介護支援専門員（指定介護療

養型医療施設の場合に限る。） 

 介護医療院 栄養士又は介護支援専門員 



９～１２ ［略］ ９～１２ ［略］ 

１３ 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定通所

介護事業所（指定居宅サービス条例第９１条第１

項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同

じ。）、指定短期入所生活介護事業所等、指定地

域密着型通所介護事業所又は併設型指定認知症対

応型通所介護の事業を行う事業所若しくは指定地

域密着型介護予防サービス条例第６条第１項に規

定する併設型指定介護予防認知症対応型通所介護

の事業を行う事業所が併設される場合においては、

 当該併設される事業所の生活相談員、栄養士又は

機能訓練指導員については、当該指定地域密着型

介護老人福祉施設の生活相談員、栄養士若しくは

管理栄養士又は機能訓練指導員により当該事業所

の利用者の処遇が適切に行われると認められると

きは、これを置かないことができる。 

１３ 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定通所

介護事業所（指定居宅サービス条例第９１条第１

項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同

じ。）、指定短期入所生活介護事業所等、指定地

域密着型通所介護事業所又は併設型指定認知症対

応型通所介護の事業を行う事業所若しくは指定地

域密着型介護予防サービス条例第６条第１項に規

定する併設型指定介護予防認知症対応型通所介護

 の事業を行う事業所が併設される場合においては、

 当該併設される事業所の生活相談員、栄養士又は

機能訓練指導員については、当該指定地域密着型

介護老人福祉施設の生活相談員、栄養士又は機能

訓練指導員により当該事業所の利用者の処遇が適

切に行われると認められるときは、これを置かな

いことができる。 

１４～１７ ［略］ １４～１７ ［略］ 

 （指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

護の取扱方針） 

 （指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

護の取扱方針） 

第１５８条 ［略］ 第１５８条 ［略］ 

２～５ ［略］ ２～５ ［略］ 

６ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘

束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じ

なければならない。 

６ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘

束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じ

なければならない。 

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこ

とができるものとする。）を３月に１回以上開

催するとともに、その結果について、介護職員

その他の従業者に周知徹底を図ること。 

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会を３月に１回以上開催するとともに、

その結果について、介護職員その他の従業者に

周知徹底を図ること。 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

７ ［略］ ７ ［略］ 

 （地域密着型施設サービス計画の作成）  （地域密着型施設サービス計画の作成） 

第１５９条 ［略］ 第１５９条 ［略］ 

２～５ ［略］ ２～５ ［略］ 

６ 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会

議（入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護の提供に当たる他の担当者（

以下この条において「担当者」という。）を招集

して行う会議（テレビ電話装置等を活用して行う

ことができるものとする。ただし、入所者又はそ

の家族（以下この項において「入所者等」という。

 ）が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等

の活用について当該入所者等の同意を得なければ

ならない。）をいう。以下この章において同じ。

）の開催、担当者に対する照会等により、当該地

 域密着型施設サービス計画の原案の内容について、

 担当者から、専門的な見地からの意見を求めるも

６ 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会

議（入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護の提供に当たる他の担当者（

以下この条において「担当者」という。）を招集

して行う会議をいう。以下この章において同じ。

）の開催、担当者に対する照会等により、当該地

域密着型施設サービス計画の原案の内容について、

 担当者から、専門的な見地からの意見を求めるも

のとする。 



のとする。 

７～１２ ［略］ ７～１２ ［略］ 

 （栄養管理） 

第１６４条の２ 指定地域密着型介護老人福祉施設

は、入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自

立した日常生活を営むことができるよう、各入所

者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなけれ

ばならない。 

 （口腔
くう

衛生の管理） 

第１６４条の３ 指定地域密着型介護老人福祉施設

は、入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した

日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管

理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛

生の管理を計画的に行わなければならない。 

 （運営規程）  （運営規程） 

第１６９条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、

指定地域密着型介護老人福祉施設ごとに、次に掲

げる施設の運営についての重要事項に関する規程

を定めておかなければならない。 

第１６９条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、

指定地域密着型介護老人福祉施設ごとに、次に掲

げる施設の運営についての重要事項に関する規程

を定めておかなければならない。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ［略］  ［略］ 

 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第１７０条 ［略］ 第１７０条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、従業者に

対し、その資質の向上のための研修の機会を確保

しなければならない。その際、当該指定地域密着

型介護老人福祉施設は、全ての従業者（看護師、

准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第８

条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有

する者その他これに類する者を除く。）に対し、

認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるため

に必要な措置を講じなければならない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、従業者に

対し、その資質の向上のための研修の機会を確保

しなければならない。 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、適切な指

定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の

提供を確保する観点から、職場において行われる

性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動で

あって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものに

より従業者の就業環境が害されることを防止する

ための方針の明確化等の必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

 （衛生管理等）  （衛生管理等） 



第１７２条 ［略］ 第１７２条 ［略］ 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、当該指定

地域密着型介護老人福祉施設において感染症又は

食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に

掲げる措置を講じなければならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、当該指定

地域密着型介護老人福祉施設において感染症又は

食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に

掲げる措置を講じなければならない。 

 当該指定地域密着型介護老人福祉施設におけ

る感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止の

ための対策を検討する委員会（テレビ電話装置

等を活用して行うことができるものとする。）

をおおむね３月に１回以上開催するとともに、

その結果について、介護職員その他の従業者に

周知徹底を図ること。 

 当該指定地域密着型介護老人福祉施設におけ

る感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止の

ための対策を検討する委員会をおおむね３月に

１回以上開催するとともに、その結果について、

介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

 ［略］    ［略］ 

 当該指定地域密着型介護老人福祉施設におい

て、介護職員その他の従業者に対し、感染症及

び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修

並びに感染症の予防及びまん延の防止のための

訓練を定期的に実施すること。 

 当該指定地域密着型介護老人福祉施設におい

て、介護職員その他の従業者に対し、感染症及

び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修

を定期的に実施すること。 

 ［略］    ［略］ 

 （事故発生の防止及び発生時の対応）  （事故発生の防止及び発生時の対応） 

第１７６条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、

事故の発生又はその再発を防止するため、次に定

める措置を講じなければならない。 

第１７６条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、

事故の発生又はその再発を防止するため、次に定

める措置を講じなければならない。 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

 事故発生の防止のための委員会（テレビ電話

装置等を活用して行うことができるものとする。

  ）及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。

 事故発生の防止のための委員会及び従業者に

対する研修を定期的に行うこと。 

 前３号に掲げる措置を適切に実施するための

担当者を置くこと。 

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

 （準用）  （準用） 

第１７８条 第１０条、第１１条、第１３条、第１

４条、第２３条、第２９条、第３３条の２、第３

５条、第３７条、第３９条、第４１条の２、第４

２条、第６０条の１１、第６０条の１５及び第６

０条の１７第１項から第４項までの規定は、指定

地域密着型介護老人福祉施設について準用する。

この場合において、第１０条第１項中「第３２条

に規定する運営規程」とあるのは「第１６９条に

規定する重要事項に関する規程」と、同項、第３

３条の２第２項、第３５条第１項並びに第４１条

の２第１号及び第３号中「定期巡回・随時対応型

訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、

第１４条第１項中「指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護の提供の開始に際し、」とあるのは「

入所の際に」と、同条第２項中「指定居宅介護支

援が利用者に対して行われていない等の場合であ

第１７８条 第１０条、第１１条、第１３条、第１

４条、第２３条、第２９条、第３５条、第３７条、

 第３９条、第４２条、第６０条の１１、第６０条

の１５及び第６０条の１７第１項から第４項まで

の規定は、指定地域密着型介護老人福祉施設につ

いて準用する。この場合において、第１０条第１

項中「第３２条に規定する運営規程」とあるのは

「第１６９条に規定する重要事項に関する規程」

と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

」とあるのは「従業者」と、第１４条第１項中「

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の

開始に際し、」とあるのは「入所の際に」と、同

条第２項中「指定居宅介護支援が利用者に対して

行われていない等の場合であって必要と認めると

 きは、要介護認定」とあるのは「要介護認定」と、

 第３５条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護



って必要と認めるときは、要介護認定」とあるの

は「要介護認定」と、第６０条の１１第２項中「

この節」とあるのは「第９章第４節」と、第６０

条の１７第１項中「地域密着型通所介護について

知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老

人福祉施設入所者生活介護について知見を有する

者」と、「１２月」とあるのは「２月」と読み替

えるものとする。 

従業者」とあるのは「従業者」と、第６０条の１

１第２項中「この節」とあるのは「第９章第４節

」と、第６０条の１７第１項中「地域密着型通所

介護について知見を有する者」とあるのは「地域

密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について

知見を有する者」と、「１２月」とあるのは「２

月」と読み替えるものとする。 

 （設備）  （設備） 

第１８１条 ユニット型指定地域密着型介護老人福

祉施設の設備の基準は、次のとおりとする。 

第１８１条 ユニット型指定地域密着型介護老人福

祉施設の設備の基準は、次のとおりとする。 

 ユニット    ユニット 

  ア 居室   ア 居室 

(ア) ［略］    (ア) ［略］ 

(イ) 居室は、いずれかのユニットに属するも

のとし、当該ユニットの共同生活室に近接

して一体的に設けること。ただし、一のユ

ニットの入居定員は、原則としておおむね

１０人以下とし、１５人を超えないものと

する。 

(イ) 居室は、いずれかのユニットに属するも

のとし、当該ユニットの共同生活室に近接

して一体的に設けること。ただし、一のユ

ニットの入居定員は、１２人以下としなけ

ればならない。 

(ウ) 一の居室の床面積等は、１０．６５平方

メートル以上とすること。ただし、(ア)ただ

し書の場合にあっては、２１．３平方メー

トル以上とすること。 

(ウ) 一の居室の床面積等は、次のいずれかを

満たすこと。 

     ａ １０．６５平方メートル以上とするこ

と。ただし、(ア)ただし書の場合にあって

は、２１．３平方メートル以上とするこ

と。 

     ｂ ユニットに属さない居室を改修したも

のについては、入居者同士の視線の遮断

の確保を前提にした上で、居室を隔てる

壁について、天井との間に一定の隙間が

生じていても差し支えない。 

(エ) ［略］    (エ) ［略］ 

  イ～エ ［略］   イ～エ ［略］ 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

 （指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

護の取扱方針） 

 （指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

護の取扱方針） 

第１８３条 ［略］ 第１８３条 ［略］ 

２～７ ［略］ ２～７ ［略］ 

８ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、

 身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措

置を講じなければならない。 

８ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、

 身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措

置を講じなければならない。 

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこ

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会を３月に１回以上開催するとともに、



とができるものとする。）を３月に１回以上開

催するとともに、その結果について、介護職員

その他の従業者に周知徹底を図ること。 

その結果について、介護職員その他の従業者に

周知徹底を図ること。 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

９ ［略］ ９ ［略］ 

 （運営規程）  （運営規程） 

第１８７条 ユニット型指定地域密着型介護老人福

祉施設は、ユニット型指定地域密着型介護老人福

祉施設ごとに、次に掲げる施設の運営についての

重要事項に関する規程を定めておかなければなら

ない。 

第１８７条 ユニット型指定地域密着型介護老人福

祉施設は、ユニット型指定地域密着型介護老人福

祉施設ごとに、次に掲げる施設の運営についての

重要事項に関する規程を定めておかなければなら

ない。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ［略］  ［略］ 

 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第１８８条 ［略］ 第１８８条 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、

 従業者に対し、その資質の向上のための研修の機

会を確保しなければならない。その際、当該ユニ

ット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、全て

の従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護

支援専門員、法第８条第２項に規定する政令で定

める者等の資格を有する者その他これに類する者

を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研

修を受講させるために必要な措置を講じなければ

ならない。 

４ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、

 従業者に対し、その資質の向上のための研修の機

会を確保しなければならない。 

５ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、

 適切な指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護の提供を確保する観点から、職場において

行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とし

た言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超え

たものにより従業者の就業環境が害されることを

防止するための方針の明確化等の必要な措置を講

じなければならない。 

 （準用）  （準用） 

第１９０条 第１０条、第１１条、第１３条、第１

４条、第２３条、第２９条、第３３条の２、第３

５条、第３７条、第３９条、第４１条の２、第４

２条、第６０条の１１、第６０条の１５、第６０

条の１７第１項から第４項まで、第１５４条から

第１５６条まで、第１５９条、第１６２条、第１

６４条から第１６８条まで及び第１７２条から第

１７７条までの規定は、ユニット型指定地域密着

型介護老人福祉施設について準用する。この場合

において、第１０条第１項中「第３２条に規定す

第１９０条 第１０条、第１１条、第１３条、第１

４条、第２３条、第２９条、第３５条、第３７条、

 第３９条、第４２条、第６０条の１１、第６０条

の１５、第６０条の１７第１項から第４項まで、

第１５４条から第１５６条まで、第１５９条、第

１６２条、第１６４条から第１６８条まで及び第

１７２条から第１７７条までの規定は、ユニット

型指定地域密着型介護老人福祉施設について準用

する。この場合において、第１０条第１項中「第

３２条に規定する運営規程」とあるのは「第１８



る運営規程」とあるのは「第１８７条に規定する

重要事項に関する規程」と、同項、第３３条の２

第２項、第３５条第１項並びに第４１条の２第１

号及び第３号中「定期巡回・随時対応型訪問介護

看護従業者」とあるのは「従業者」と、第１４条

第１項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護の提供の開始に際し、」とあるのは「入居の際

に」と、同条第２項中「指定居宅介護支援が利用

者に対して行われていない等の場合であって必要

と認めるときは、要介護認定」とあるのは「要介

護認定」と、第６０条の１１第２項中「この節」

とあるのは「第９章第５節」と、第６０条の１７

第１項中「地域密着型通所介護について知見を有

する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護について知見を有する者」と、

「１２月」とあるのは「２月」と、第１６８条中

「第１５９条」とあるのは「第１９０条において

準用する第１５９条」と、同条第５号中「第１５

８条第５項」とあるのは「第１８３条第７項」と、

 同条第６号中「第１７８条」とあるのは「第１９

０条」と、同条第７号中「第１７６条第３項」と

あるのは「第１９０条において準用する第１７６

条第３項」と、第１７７条第２項第２号中「第１

５６条第２項」とあるのは「第１９０条において

準用する第１５６条第２項」と、同項第３号中「

第１５８条第５項」とあるのは「第１８３条第７

項」と、同項第４号及び第５号中「次条」とある

のは「第１９０条」と、同項第６号中「前条第３

項」とあるのは「第１９０条において準用する前

条第３項」と読み替えるものとする。 

７条に規定する重要事項に関する規程」と、「定

期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とある

のは「従業者」と、第１４条第１項中「指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際

し、」とあるのは「入居の際に」と、同条第２項

中「指定居宅介護支援が利用者に対して行われて

いない等の場合であって必要と認めるときは、要

介護認定」とあるのは「要介護認定」と、第３５

条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

」とあるのは「従業者」と、第６０条の１１第２

項中「この節」とあるのは「第９章第５節」と、

第６０条の１７第１項中「地域密着型通所介護に

ついて知見を有する者」とあるのは「地域密着型

介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を

有する者」と、「１２月」とあるのは「２月」と、

 第１６８条中「第１５９条」とあるのは「第１９

０条において準用する第１５９条」と、同条第５

号中「第１５８条第５項」とあるのは「第１８３

条第７項」と、同条第６号中「第１７８条」とあ

るのは「第１９０条」と、同条第７号中「第１７

６条第３項」とあるのは「第１９０条において準

用する第１７６条第３項」と、第１７７条第２項

第２号中「第１５６条第２項」とあるのは「第１

９０条において準用する第１５６条第２項」と、

同項第３号中「第１５８条第５項」とあるのは「

第１８３条第７項」と、同項第４号及び第５号中

「次条」とあるのは「第１９０条」と、同項第６

号中「前条第３項」とあるのは「第１９０条にお

いて準用する前条第３項」と読み替えるものとす

る。 

 （準用）  （準用） 

第２０３条 第１０条から第１４条まで、第２１条、

 第２３条、第２９条、第３３条の２、第３５条か

ら第３９条まで、第４１条から第４２条まで、第

６０条の１１、第６０条の１３、第６０条の１６、

 第６０条の１７、第８８条から第９１条まで、第

９４条から第９６条まで、第９８条、第９９条、

第１０１条から第１０５条まで及び第１０７条の

規定は、指定看護小規模多機能型居宅介護の事業

について準用する。この場合において、第１０条

第１項中「第３２条に規定する運営規程」とある

のは「第２０３条において準用する第１０１条に

規定する重要事項に関する規程」と、同項、第３

３条の２第２項、第３５条第１項並びに第４１条

の２第１号及び第３号中「定期巡回・随時対応型

訪問介護看護従業者」とあるのは「看護小規模多

機能型居宅介護従業者」と、第６０条の１１第２

項中「この節」とあるのは「第１０章第４節」と、

 第６０条の１３第３項及び第４項並びに第６０条

第２０３条 第１０条から第１４条まで、第２１条、

第２３条、第２９条、第３５条から第３９条まで、

 第４１条、第４２条、第６０条の１１、第６０条

の１３、第６０条の１６、第６０条の１７、第８

８条から第９１条まで、第９４条から第９６条ま

で、第９８条、第９９条、第１０１条から第１０

５条まで及び第１０７条の規定は、指定看護小規

模多機能型居宅介護の事業について準用する。こ

の場合において、第１０条第１項中「第３２条に

規定する運営規程」とあるのは「第２０３条にお

いて準用する第１０１条に規定する重要事項に関

する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護

看護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居

宅介護従業者」と、第３５条中「定期巡回・随時

対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「看護小

規模多機能型居宅介護従業者」と、第６０条の１

１第２項中「この節」とあるのは「第１０章第４

節」と、第６０条の１３第３項中「地域密着型通



の１６第２項第１号及び第３号中「地域密着型通

所介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型

居宅介護従業者」と、第６０条の１７第１項中「

地域密着型通所介護について知見を有する者」と

あるのは「看護小規模多機能型居宅介護について

知見を有する者」と、「１２月」とあるのは「２

月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス

及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と、

第８８条中「第８３条第１２項」とあるのは「第

１９２条第１３項」と、第９０条及び第９８条中

「小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「

看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第１０

７条中「第８３条第６項」とあるのは「第１９２

条第７項各号」と読み替えるものとする。 

所介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型

居宅介護従業者」と、第６０条の１７第１項中「

地域密着型通所介護について知見を有する者」と

あるのは「看護小規模多機能型居宅介護について

知見を有する者」と、「１２月」とあるのは「２

月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス

及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と、

第８８条中「第８３条第１２項」とあるのは「第

１９２条第１３項」と、第９０条及び第９８条中

「小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「

看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第１０

７条中「第８３条第６項」とあるのは「第１９２

条第７項各号」と読み替えるものとする。 

   第１１章 雑則 

（電磁的記録等） 

第２０４条 指定地域密着型サービス事業者及び指

定地域密着型サービスの提供に当たる者は、作成、

 保存その他これらに類するもののうち、この条例

の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、

抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の

知覚によって認識することができる情報が記載さ

れた紙その他の有体物をいう。以下この条におい

て同じ。）で行うことが規定されている又は想定

されるもの（第１３条第１項（第６０条、第６０

条の２０、第６０条の２０の３、第６０条の３８、

第８１条、第１０９条、第１２９条、第１５０条、

 第１７８条、第１９０条及び第２０３条において

準用する場合を含む。）、第１１６条第１項、第

１３７条第１項及び第１５６条１項（第１９０条

において準用する場合を含む。）並びに次項に規

定するものを除く。）については、書面に代えて、

 当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的

方式その他人の知覚によっては認識することがで

きない方式で作られる記録であって、電子計算機

による情報処理の用に供されるものをいう。）に

より行うことができる。 

２ 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密

着型サービスの提供に当たる者は、交付、説明、

同意、承諾、締結その他これらに類するもの（以

下「交付等」という。）のうち、この条例の規定

において書面で行うことが規定されている又は想

定されるものについては、当該交付等の相手方の

承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法（電子的

方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識す

ることができない方法をいう。）によることがで

きる。 



 （さいたま市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準

等に関する条例の一部改正） 

第１３条 さいたま市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営

の基準等に関する条例（平成２４年さいたま市条例第７４号）の一部を次のように

改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

 改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

目次 目次 

 第１章～第５章 ［略］ 第１章～第５章 ［略］ 

 第６章 雑則（第９２条） 

 附則  附則 

 （指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般

原則） 

 （指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般

原則） 

第３条 ［略］ 第３条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利

用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な

体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、

研修を実施する等の措置を講じなければならない。

４ 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指

定地域密着型介護予防サービスを提供するに当た

っては、法第１１８条の２第１項に規定する介護

保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切

かつ有効に行うよう努めなければならない。 

 （従業者の員数）  （従業者の員数） 

第９条 指定認知症対応型共同生活介護事業所（指

定地域密着型サービス条例第１１１条第１項に規

定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をい

う。以下同じ。）若しくは指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業所（第７２条第１項に規定

する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業

所をいう。次条において同じ。）の居間若しくは

食堂又は指定地域密着型特定施設（指定地域密着

第９条 指定認知症対応型共同生活介護事業所（指

定地域密着型サービス条例第１１１条第１項に規

定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をい

う。以下同じ。）若しくは指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業所（第７２条第１項に規定

する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業

所をいう。次条において同じ。）の居間若しくは

食堂又は指定地域密着型特定施設（指定地域密着



型サービス条例第１３０条第１項に規定する指定

地域密着型特定施設をいう。次条及び第４５条第

６項において同じ。）若しくは指定地域密着型介

護老人福祉施設（指定地域密着型サービス条例第

１５１条第１項に規定する指定地域密着型介護老

人福祉施設をいう。次条及び第４５条第６項にお

いて同じ。）の食堂若しくは共同生活室において、

 これらの事業所又は施設（第１１条第１項におい

て「本体事業所等」という。）の利用者、入居者

又は入所者とともに行う指定介護予防認知症対応

型通所介護（以下「共用型指定介護予防認知症対

応型通所介護」という。）の事業を行う者（以下

「共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「

共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所

」という。）に置くべき従業者の員数は、当該利

用者、当該入居者又は当該入所者の数と当該共用

型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者（

当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事

業者が共用型指定認知症対応型通所介護事業者（

指定地域密着型サービス条例第６５条第１項に規

定する共用型指定認知症対応型通所介護事業者を

いう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、

共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業

と共用型指定認知症対応型通所介護（同項に規定

する共用型指定認知症対応型通所介護をいう。以

下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体

的に運営されている場合にあっては、当該事業所

における共用型指定介護予防認知症対応型通所介

護又は共用型指定認知症対応型通所介護の利用者。

次条において同じ。）の数を合計した数について、

 第７２条又は指定地域密着型サービス条例第１１

１条、第１３１条若しくは第１５２条の規定を満

たすために必要な数以上とする。 

型サービス条例第１３０条第１項に規定する指定

地域密着型特定施設をいう。次条及び第４５条第

６項において同じ。）若しくは指定地域密着型介

護老人福祉施設（指定地域密着型サービス条例第

１５１条第１項に規定する指定地域密着型介護老

人福祉施設をいう。次条及び第４５条第６項にお

いて同じ。）の食堂若しくは共同生活室において、

 これらの事業所又は施設の利用者、入居者又は入

所者とともに行う指定介護予防認知症対応型通所

介護（以下「共用型指定介護予防認知症対応型通

所介護」という。）の事業を行う者（以下「共用

型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者」と

いう。）が当該事業を行う事業所（以下「共用型

指定介護予防認知症対応型通所介護事業所」とい

う。）に置くべき従業者の員数は、当該利用者、

当該入居者又は当該入所者の数と当該共用型指定

介護予防認知症対応型通所介護の利用者（当該共

用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が

共用型指定認知症対応型通所介護事業者（指定地

域密着型サービス条例第６５条第１項に規定する

共用型指定認知症対応型通所介護事業者をいう。

以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、共用型

指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と共用

型指定認知症対応型通所介護（同項に規定する共

用型指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。

 ）の事業とが同一の事業所において一体的に運営

されている場合にあっては、当該事業所における

共用型指定介護予防認知症対応型通所介護又は共

用型指定認知症対応型通所介護の利用者。次条に

おいて同じ。）の数を合計した数について、第７

２条又は指定地域密着型サービス条例第１１１条、

 第１３１条若しくは第１５２条の規定を満たすた

めに必要な数以上とする。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

 （利用定員等）  （利用定員等） 

第１０条 ［略］ 第１０条 ［略］ 

２ 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者は、指定居宅サービス（法第４１条第１項に規

定する指定居宅サービスをいう。）、指定地域密

着型サービス（法第４２条の２第１項に規定する

指定地域密着型サービスをいう。）、指定居宅介

護支援（法第４６条第１項に規定する指定居宅介

護支援をいう。）、指定介護予防サービス（法第

５３条第１項に規定する指定介護予防サービスを

いう。）、指定地域密着型介護予防サービス若し

くは指定介護予防支援（法第５８条第１項に規定

する指定介護予防支援をいう。）の事業又は介護

保険施設（法第８条第２５項に規定する介護保険

２ 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者は、指定居宅サービス（法第４１条第１項に規

定する指定居宅サービスをいう。）、指定地域密

着型サービス（法第４２条の２第１項に規定する

指定地域密着型サービスをいう。）、指定居宅介

護支援（法第４６条第１項に規定する指定居宅介

護支援をいう。）、指定介護予防サービス（法第

５３条第１項に規定する指定介護予防サービスを

いう。）、指定地域密着型介護予防サービス若し

くは指定介護予防支援（法第５８条第１項に規定

する指定介護予防支援をいう。）の事業又は介護

保険施設（法第８条第２５項に規定する介護保険



施設をいう。）若しくは指定介護療養型医療施設

（健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８

年法律第８３号）附則第１３０条の２第１項の規

定によりなおその効力を有するものとされた同法

第２６条の規定による改正前の法第４８条第１項

第３号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。

 第４５条第６項において同じ。）の運営（同条第

７項及び第７２条第９項において「指定居宅サー

ビス事業等」という。）について３年以上の経験

を有する者でなければならない。 

施設をいう。）若しくは指定介護療養型医療施設

（健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８

年法律第８３号）附則第１３０条の２第１項の規

定によりなおその効力を有するものとされた同法

第２６条の規定による改正前の法第４８条第１項

第３号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。

 第４５条第６項において同じ。）の運営（同条第

７項において「指定居宅サービス事業等」という。

 ）について３年以上の経験を有する者でなければ

ならない。 

 （管理者）  （管理者） 

第１１条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介

護事業者は、共用型指定介護予防認知症対応型通

所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤

の管理者を置かなければならない。ただし、共用

型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管

理上支障がない場合は、当該共用型指定介護予防

認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、

 又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務

に従事することができるものとする。なお、共用

型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管

理上支障がない場合は、当該共用型指定介護予防

認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、

 かつ、同一敷地内にある他の本体事業所等の職務

に従事することとしても差し支えない。 

第１１条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介

護事業者は、共用型指定介護予防認知症対応型通

所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤

の管理者を置かなければならない。ただし、共用

型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管

理上支障がない場合は、当該共用型指定介護予防

認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、

 又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務

に従事することができるものとする。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

 （運営規程）  （運営規程） 

第２８条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所

ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事

項に関する規程（以下この章において「運営規程

」という。）を定めておかなければならない。 

第２８条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所

ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事

項に関する規程（以下この章において「運営規程

」という。）を定めておかなければならない。 

 ～  ［略］  ～  ［略］ 

 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ［略］  ［略］ 

 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第２９条 ［略］ 第２９条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、

介護予防認知症対応型通所介護従業者の資質の向

上のために、その研修の機会を確保しなければな

らない。その際、当該指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、全ての介護予防認知症対応型

通所介護従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、

 介護支援専門員、法第８条第２項に規定する政令

で定める者等の資格を有する者その他これに類す

る者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、

介護予防認知症対応型通所介護従業者の資質の向

上のために、その研修の機会を確保しなければな

らない。 



な研修を受講させるために必要な措置を講じなけ

ればならない。 

４ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、

適切な指定介護予防認知症対応型通所介護の提供

を確保する観点から、職場において行われる性的

な言動又は優越的な関係を背景とした言動であっ

て業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより

介護予防認知症対応型通所介護従業者の就業環境

が害されることを防止するための方針の明確化等

の必要な措置を講じなければならない。 

 （業務継続計画の策定等） 

第２９条の２ 指定介護予防認知症対応型通所介護

事業者は、感染症や非常災害の発生時において、

利用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介

護の提供を継続的に実施するための、及び非常時

の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下

「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務

継続計画に従い必要な措置を講じなければならな

い。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、

介護予防認知症対応型通所介護従業者に対し、業

務継続計画について周知するとともに、必要な研

修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、

定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応

じて業務継続計画の変更を行うものとする。 

 （非常災害対策）  （非常災害対策） 

第３１条 ［略］ 第３１条 ［略］ 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、

前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民

の参加が得られるよう連携に努めなければならな

い。 

 （衛生管理等）  （衛生管理等） 

第３２条 ［略］ 第３２条 ［略］ 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、

当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所に

 おいて感染症が発生し、又はまん延しないように、

 次に掲げる措置を講じなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、

当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所に

おいて感染症が発生し、又はまん延しないように

必要な措置を講じるよう努めなければならない。

 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業

所における感染症の予防及びまん延の防止のた

めの対策を検討する委員会（テレビ電話装置そ

の他の情報通信機器（以下「テレビ電話装置等

」という。）を活用して行うことができるもの

とする。）をおおむね６月に１回以上開催する

とともに、その結果について、介護予防認知症

対応型通所介護従業者に周知徹底を図ること。

 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業



所における感染症の予防及びまん延の防止のた

めの指針を整備すること。 

 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業

所において、介護予防認知症対応型通所介護従

業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止の

ための研修及び訓練を定期的に実施すること。

 （掲示） （掲示） 

第３３条 ［略］ 第３３条 ［略］ 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、

前項に規定する事項を記載した書面を当該指定介

護予防認知症対応型通所介護事業所に備え付け、

かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させる

ことにより、同項の規定による掲示に代えること

ができる。 

 （虐待の防止） 

第３８条の２ 指定介護予防認知症対応型通所介護

事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するた

め、次に掲げる措置を講じなければならない。 

 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業

所における虐待の防止のための対策を検討する

委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。）を定期的に開催すると

ともに、その結果について、介護予防認知症対

応型通所介護従業者に周知徹底を図ること。 

 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業

所における虐待の防止のための指針を整備する

こと。 

 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業

所において、介護予防認知症対応型通所介護従

業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的

に実施すること。 

 前３号に掲げる措置を適切に実施するための

担当者を置くこと。 

 （地域との連携等）  （地域との連携等） 

第４０条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供

に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民

の代表者、指定介護予防認知症対応型通所介護事

業所が所在する市町村の職員又は当該指定介護予

防認知症対応型通所介護事業所が所在する区域を

管轄する法第１１５条の４６第１項に規定する地

域包括支援センターの職員、介護予防認知症対応

型通所介護について知見を有する者等により構成

される協議会（テレビ電話装置等を活用して行う

ことができるものとする。ただし、利用者又はそ

の家族（以下この項及び第５０条において「利用

者等」という。）が参加する場合にあっては、テ

第４０条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供

に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民

の代表者、指定介護予防認知症対応型通所介護事

業所が所在する市町村の職員又は当該指定介護予

防認知症対応型通所介護事業所が所在する区域を

管轄する法第１１５条の４６第１項に規定する地

域包括支援センターの職員、介護予防認知症対応

型通所介護について知見を有する者等により構成

される協議会（以下この項において「運営推進会

議」という。）を設置し、おおむね６月に１回以

上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営

推進会議による評価を受けるとともに、運営推進



レビ電話装置等の活用について当該利用者等の同

意を得なければならない。）（以下この項におい

て「運営推進会議」という。）を設置し、おおむ

ね６月に１回以上、運営推進会議に対し活動状況

を報告し、運営推進会議による評価を受けるとと

もに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴

く機会を設けなければならない。 

会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けな

ければならない。 

２～５ ［略］ ２～５ ［略］ 

 （従業者の員数等）  （従業者の員数等） 

第４５条 ［略］ 第４５条 ［略］ 

２～５ ［略］ ２～５ ［略］ 

６ 次の表の左欄に掲げる場合において、前各項に

定める人員に関する基準を満たす介護予防小規模

多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄

に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業

者を置いているときは、同表の右欄に掲げる当該

介護予防小規模多機能型居宅介護従業者は、同表

の中欄に掲げる施設等の職務に従事することがで

きる。 

６ 次の表の左欄に掲げる場合において、前各項に

定める人員に関する基準を満たす介護予防小規模

多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄

に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業

者を置いているときは、同表の右欄に掲げる当該

介護予防小規模多機能型居宅介護従業者は、同表

の中欄に掲げる施設等の職務に従事することがで

きる。 

当該指定介

護予防小規

模多機能型

居宅介護事

業所に中欄

に掲げる施

設等のいず

れかが併設

されている

場合 

指定認知症対応型共同生活介

護事業所、指定地域密着型特

定施設、指定地域密着型介護

老人福祉施設、指定介護老人

福祉施設、介護老人保健施設、

指定介護療養型医療施設（医

療法（昭和２３年法律第２０

５号）第７条第２項第４号に

規定する療養病床を有する診

療所であるものに限る。）又

は介護医療院 

 ［

略］ 

当該指定介

護予防小規

模多機能型

居宅介護事

業所の同一

敷地内に中

欄に掲げる

施設等のい

ずれかがあ

る場合 

前項中欄に掲げる施設等、指

定居宅サービスの事業を行う

事業所、指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業所、

指定地域密着型通所介護事業

所又は指定認知症対応型通所

介護事業所 

 ［

略］ 

当該指定介

護予防小規

模多機能型

居宅介護事

業所に中欄

に掲げる施

設等のいず

れかが併設

されている

場合 

指定認知症対応型共同生活介

護事業所、指定地域密着型特

定施設、指定地域密着型介護

老人福祉施設、指定介護療養

型医療施設（医療法（昭和２

３年法律第２０５号）第７条

第２項第４号に規定する療養

病床を有する診療所であるも

のに限る。）又は介護医療院

 ［

略］ 

当該指定介

護予防小規

模多機能型

居宅介護事

業所の同一

敷地内に中

欄に掲げる

施設等のい

ずれかがあ

る場合 

前項中欄に掲げる施設等、指

定居宅サービスの事業を行う

事業所、指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業所、

指定地域密着型通所介護事業

所、指定認知症対応型通所介

護事業所、指定介護老人福祉

施設又は介護老人保健施設 

 ［

略］ 

７ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定

介護予防小規模多機能型居宅介護事業所（指定介

護予防小規模多機能型居宅介護事業所であって、

指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福

祉に関する事業について３年以上の経験を有する

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者又は

指定看護小規模多機能型居宅介護事業者（指定地

域密着型サービス条例第１９２条第１項に規定す

る指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。

 ）により設置される当該指定介護予防小規模多機

７ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定

介護予防小規模多機能型居宅介護事業所（指定介

護予防小規模多機能型居宅介護事業所であって、

指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福

祉に関する事業について３年以上の経験を有する

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者又は

指定看護小規模多機能型居宅介護事業者（指定地

域密着型サービス条例第１９２条第１項に規定す

る指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。

 ）により設置される当該指定介護予防小規模多機



能型居宅介護事業所以外の指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所（同項に規定する指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所をいう。）であって当

該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に

対して指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提

供に係る支援を行うもの（以下この章において「

本体事業所」という。）との密接な連携の下に運

営されるものをいう。以下同じ。）に置くべき訪

問サービスの提供に当たる介護予防小規模多機能

型居宅介護従業者については、本体事業所の職員

により当該サテライト型指定介護予防小規模多機

能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行わ

れると認められるときは、１以上とすることがで

きる。 

能型居宅介護事業所以外の指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所（同項に規定する指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所をいう。）であって当

該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に

対して指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提

供に係る支援を行うもの（以下「本体事業所」と

いう。）との密接な連携の下に運営されるものを

いう。以下同じ。）に置くべき訪問サービスの提

供に当たる介護予防小規模多機能型居宅介護従業

者については、本体事業所の職員により当該サテ

ライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業所の登録者の処遇が適切に行われると認められ

るときは、１以上とすることができる。 

８～１３ ［略］ ８～１３ ［略］ 

 （管理者）  （管理者） 

第４６条 ［略］ 第４６条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人

デイサービスセンター（老人福祉法第２０条の２

の２に規定する老人デイサービスセンターをいう。

 以下同じ。）、介護老人保健施設、介護医療院、

指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合

型サービス事業所（指定地域密着型サービス条例

第１９４条に規定する指定複合型サービス事業所

をいう。次条において同じ。）、指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業所等の従業者又は訪問

介護員等（介護福祉士又は法第８条第２項に規定

する政令で定める者をいう。次条、第７３条第３

項及び第７４条において同じ。）として３年以上

認知症である者の介護に従事した経験を有する者

であって、指定地域密着型介護予防サービス省令

第４５条第３項に規定する厚生労働大臣が定める

研修を修了しているものでなければならない。 

３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人

デイサービスセンター（老人福祉法第２０条の２

の２に規定する老人デイサービスセンターをいう。

 以下同じ。）、介護老人保健施設、介護医療院、

指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合

型サービス事業所（指定地域密着型サービス条例

第１９４条に規定する指定複合型サービス事業所

をいう。次条において同じ。）、指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業所等の従業者又は訪問

介護員等（介護福祉士又は法第８条第２項に規定

する政令で定める者をいう。次条、第７３条第２

項及び第７４条において同じ。）として３年以上

認知症である者の介護に従事した経験を有する者

であって、指定地域密着型介護予防サービス省令

第４５条第３項に規定する厚生労働大臣が定める

研修を修了しているものでなければならない。 

 （心身の状況等の把握）  （心身の状況等の把握） 

第５０条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の

提供に当たっては、介護支援専門員（第４５条第

１２項の規定により、介護支援専門員を配置して

いないサテライト型指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業所にあっては、本体事業所の介護支

援専門員。以下この条及び第６８条において同じ。

 ）が開催するサービス担当者会議（介護支援専門

員が指定介護予防サービス等の利用に係る計画の

作成のために指定介護予防サービス等の利用に係

る計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス

等の担当者を招集して行う会議（テレビ電話装置

等を活用して行うことができるものとする。ただ

第５０条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の

提供に当たっては、介護支援専門員（第４５条第

１２項の規定により、介護支援専門員を配置して

いないサテライト型指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業所にあっては、本体事業所の介護支

援専門員。以下この条及び第６８条において同じ。

 ）が開催するサービス担当者会議（介護支援専門

員が指定介護予防サービス等の利用に係る計画の

作成のために指定介護予防サービス等の利用に係

る計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス

等の担当者を招集して行う会議をいう。）等を通

じて、利用者の心身の状況、その置かれている環



し、利用者等が参加する場合にあっては、テレビ

電話装置等の活用について当該利用者等の同意を

得なければならない。）をいう。）等を通じて、

利用者の心身の状況、その置かれている環境、他

の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況

等の把握に努めなければならない。 

境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利

用状況等の把握に努めなければならない。 

 （運営規程）  （運営規程） 

第５８条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重

要事項に関する規程を定めておかなければならな

い。 

第５８条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重

要事項に関する規程を定めておかなければならな

い。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ［略］  ［略］ 

 （定員の遵守）  （定員の遵守） 

第５９条 ［略］ 第５９条 ［略］ 

２ 前項本文の規定にかかわらず、過疎地域その他

これに類する地域において、地域の実情により当

該地域における指定介護予防小規模多機能型居宅

介護の効率的運営に必要であると市長が認めた場

合は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

者は、市長が認めた日から市町村介護保険事業計

画（法第１１７条第１項に規定する市町村介護保

険事業計画をいう。以下この項において同じ。）

の終期まで（市長が次期の市町村介護保険事業計

画を作成するに当たって、新規に代替サービスを

整備するよりも既存の指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所を活用することがより効率的で

あると認めた場合にあっては、次期の市町村介護

保険事業計画の終期まで）に限り、登録定員並び

に通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超

えて指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供

を行うことができる。 

 （準用）  （準用） 

第６６条 第１２条から第１６条まで、第２２条、

第２４条、第２５条、第２７条、第２９条、第２

９条の２、第３２条から第４０条まで（第３８条

第４項を除く。）の規定は、指定介護予防小規模

多機能型居宅介護の事業について準用する。この

場合において、第１２条第１項中「第２８条に規

定する運営規程」とあるのは「第５８条に規定す

る重要事項に関する規程」と、同項、第２９条第

３項及び第４項、第２９条の２第２項、第３２条

第２項第１号及び第３号、第３３条第１項並びに

第３８条の２第１号及び第３号中「介護予防認知

症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護予防

小規模多機能型居宅介護従業者」と、第２７条第

第６６条 第１２条から第１６条まで、第２２条、

第２４条、第２５条、第２７条、第２９条、第３

２条から第３７条まで及び第３８条（第４項を除

く。）から第４０条までの規定は、指定介護予防

小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。

 この場合において、第１２条第１項中「第２８条

に規定する運営規程」とあるのは「第５８条に規

定する重要事項に関する規程」と、「介護予防認

知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護予

防小規模多機能型居宅介護従業者」と、第２７条

第２項中「この節」とあるのは「第４章第４節」

と、第２９条第３項及び第３３条中「介護予防認

知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護予



 ２項中「この節」とあるのは「第４章第４節」と、

 第４０条第１項中「介護予防認知症対応型通所介

護について知見を有する者」とあるのは「介護予

防小規模多機能型通所介護について知見を有する

者」と、「６月」とあるのは「２月」と、「活動

状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービ

スの提供回数等の活動状況」と読み替えるものと

する。 

防小規模多機能型居宅介護従業者」と、第４０条

第１項中「介護予防認知症対応型通所介護につい

て知見を有する者」とあるのは「介護予防小規模

多機能型通所介護について知見を有する者」と、

「６月」とあるのは「２月」と、「活動状況」と

あるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供

回数等の活動状況」と読み替えるものとする。 

 （従業者の員数）  （従業者の員数） 

第７２条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

の事業を行う者（以下「指定介護予防認知症対応

型共同生活介護事業者」という。）が当該事業を

行う事業所（以下「指定介護予防認知症対応型共

同生活介護事業所」という。）ごとに置くべき指

定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当

たる従業者（以下「介護従業者」という。）の員

数は、当該事業所を構成する共同生活住居ごとに、

 夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定介護予

防認知症対応型共同生活介護の提供に当たる介護

従業者を、常勤換算方法で、当該共同生活住居の

利用者（当該指定介護予防認知症対応型共同生活

介護事業者が指定認知症対応型共同生活介護事業

者（指定地域密着型サービス条例第１１１条第１

項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業

者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、か

つ、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事

業と指定認知症対応型共同生活介護（指定地域密

着型サービス条例第１１０条に規定する指定認知

症対応型共同生活介護をいう。以下同じ。）の事

業とが同一の事業所において一体的に運営されて

いる場合にあっては、当該事業所における指定介

護予防認知症対応型共同生活介護又は指定認知症

対応型共同生活介護の利用者。以下この条及び第

７５条において同じ。）の数が３又はその端数を

増すごとに１以上とするほか、夜間及び深夜の時

間帯を通じて１以上の介護従業者に夜間及び深夜

の勤務（夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務（

宿直勤務を除く。）をいう。以下この項において

同じ。）を行わせるために必要な数以上とする。

ただし、当該指定介護予防認知症対応型共同生活

介護事業所の有する共同生活住居の数が３である

場合において、当該共同生活住居が全て同一の階

において隣接し、介護従業者が円滑な利用者の状

況把握及び速やかな対応を行うことが可能な構造

である場合であって、当該指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業者による安全対策が講じら

れ、利用者の安全性が確保されていると認められ

るときは、夜間及び深夜の時間帯に指定介護予防

認知症対応型共同生活介護事業所ごとに置くべき

介護従業者の員数は、夜間及び深夜の時間帯を通

じて２以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務を

第７２条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

の事業を行う者（以下「指定介護予防認知症対応

型共同生活介護事業者」という。）が当該事業を

行う事業所（以下「指定介護予防認知症対応型共

同生活介護事業所」という。）ごとに置くべき指

定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当

たる従業者（以下「介護従業者」という。）の員

数は、当該事業所を構成する共同生活住居ごとに、

 夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定介護予

防認知症対応型共同生活介護の提供に当たる介護

従業者を、常勤換算方法で、当該共同生活住居の

利用者（当該指定介護予防認知症対応型共同生活

介護事業者が指定認知症対応型共同生活介護事業

者（指定地域密着型サービス条例第１１１条第１

項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業

者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、か

つ、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事

業と指定認知症対応型共同生活介護（指定地域密

着型サービス条例第１１０条に規定する指定認知

症対応型共同生活介護をいう。以下同じ。）の事

業とが同一の事業所において一体的に運営されて

いる場合にあっては、当該事業所における指定介

護予防認知症対応型共同生活介護又は指定認知症

対応型共同生活介護の利用者。以下この条及び第

７５条において同じ。）の数が３又はその端数を

増すごとに１以上とするほか、夜間及び深夜の時

間帯を通じて１以上の介護従業者に夜間及び深夜

の勤務（夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務（

宿直勤務を除く。）をいう。）を行わせるために

必要な数以上とする。 



行わせるために必要な数以上とすることができる。

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

５ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業

所ごとに、保健医療サービス又は福祉サービスの

利用に係る計画の作成に関し知識及び経験を有す

る者であって介護予防認知症対応型共同生活介護

計画の作成を担当させるのに適当と認められるも

のを専らその職務に従事する計画作成担当者とし

なければならない。ただし、利用者の処遇に支障

がない場合は、当該指定介護予防認知症対応型共

同生活介護事業所における他の職務に従事するこ

とができるものとする。 

５ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

は、共同生活住居ごとに、保健医療サービス又は

福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し知識

及び経験を有する者であって介護予防認知症対応

型共同生活介護計画の作成を担当させるのに適当

と認められるものを専らその職務に従事する計画

作成担当者としなければならない。ただし、利用

者の処遇に支障がない場合は、当該共同生活住居

における他の職務に従事することができるものと

する。 

６～８ ［略］ ６～８ ［略］ 

９ 第７項本文の規定にかかわらず、サテライト型

指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所（

指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所で

あって、指定居宅サービス事業等その他の保健医

療又は福祉に関する事業について３年以上の経験

を有する指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者により設置される当該指定介護予防認知症

対応型共同生活介護事業所以外の指定介護予防認

知症対応型共同生活介護事業所であって当該指定

介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に対し

て指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供

に係る支援を行うもの（以下この章において「本

体事業所」という。）との密接な連携の下に運営

されるものをいう。以下同じ。）については、介

護支援専門員である計画作成担当者に代えて、第

６項の別に厚生労働大臣が定める研修を修了して

いる者を置くことができる。 

１０ ［略］ ９ ［略］ 

１１ ［略］ １０ ［略］ 

 （管理者）  （管理者） 

第７３条 ［略］ 第７３条 ［略］ 

２ 前項本文の規定にかかわらず、共同生活住居の

管理上支障がない場合は、サテライト型指定介護

予防認知症対応型共同生活介護事業所における共

同生活住居の管理者は、本体事業所における共同

生活住居の管理者をもって充てることができる。

３ ［略］ ２ ［略］ 

第７５条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業所は、共同生活住居を有するものとし、その

数は１以上３以下（サテライト型指定介護予防認

知症対応型共同生活介護事業所にあっては、１又

は２）とする。 

第７５条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業所は、共同生活住居を有するものとし、その

数は１又は２とする。ただし、指定介護予防認知

症対応型共同生活介護事業所に係る用地の確保が

困難であることその他地域の実情により指定介護

予防認知症対応型共同生活介護事業所の効率的運

営に必要と認められる場合は、一の事業所におけ

る共同生活住居の数を３とすることができる。 



２～７ ［略］ ２～７ ［略］ 

 （身体的拘束等の禁止）  （身体的拘束等の禁止） 

第７９条 ［略］ 第７９条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げ

る措置を講じなければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げ

る措置を講じなければならない。 

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこ

とができるものとする。）を３月に１回以上開

催するとともに、その結果について、介護従業

者その他の従業者に周知徹底を図ること。 

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会を３月に１回以上開催するとともに、

その結果について、介護従業者その他の従業者

に周知徹底を図ること。 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

 （管理者による管理）  （管理者による管理） 

第８０条 共同生活住居の管理者は、同時に介護保

険施設、指定居宅サービス、指定地域密着型サー

ビス、指定介護予防サービス若しくは地域密着型

介護予防サービス（サテライト型指定介護予防認

知症対応型共同生活介護事業所の場合は、本体事

業所が提供する指定介護予防認知症対応型共同生

 活介護を除く。）の事業を行う事業所、病院、診

 療所又は社会福祉施設を管理する者であってはな

らない。ただし、これらの事業所、施設等が同一

敷地内にあること等により当該共同生活住居の管

理上支障がない場合は、この限りでない。 

第８０条 共同生活住居の管理者は、同時に介護保

険施設、指定居宅サービス、指定地域密着型サー

ビス、指定介護予防サービス若しくは地域密着型

介護予防サービスの事業を行う事業所、病院、診

療所又は社会福祉施設を管理する者であってはな

らない。ただし、これらの事業所、施設等が同一

敷地内にあること等により当該共同生活住居の管

理上支障がない場合は、この限りでない。 

 （運営規程）  （運営規程） 

第８１条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者は、共同生活住居ごとに、次に掲げる事業

の運営についての重要事項に関する規程を定めて

おかなければならない。 

第８１条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者は、共同生活住居ごとに、次に掲げる事業

の運営についての重要事項に関する規程を定めて

おかなければならない。 

  ～  ［略］   ～  ［略］

 虐待の防止のための措置に関する事項 

 〔略〕  〔略〕 

 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 

第８２条 ［略］ 第８２条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

は、介護従業者の資質の向上のために、その研修

の機会を確保しなければならない。その際、当該

指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、

 全ての介護従業者（看護師、准看護師、介護福祉

士、介護支援専門員、法第８条第２項に規定する

政令で定める者等の資格を有する者その他これに

類する者を除く。）に対し、認知症介護に係る基

礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じ

なければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

は、介護従業者の資質の向上のために、その研修

の機会を確保しなければならない。 



４ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

は、適切な指定介護予防認知症対応型共同生活介

護の提供を確保する観点から、職場において行わ

れる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言

動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたも

のにより介護従業者の就業環境が害されることを

防止するための方針の明確化等の必要な措置を講

じなければならない。 

 （準用）  （準用） 

第８７条 第１２条、第１３条、第１５条、第１６

条、第２４条、第２５条、第２７条、第２９条の

２、第３２条から第３５条まで、第３７条から第

４０条まで（第３８条第４項及び第４０条第５項

を除く。）、第５７条、第６０条及び第６２条の

規定は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護

の事業について準用する。この場合において、第

１２条第１項中「第２８条に規定する運営規程」

とあるのは「第８１条に規定する重要事項に関す

る規程」と、同項、第２９条の２第２項、第３２

条第２項第１号及び第３号、第３３条第１項並び

に第３８条の２第１号及び第３号中、「介護予防

認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護

従業者」と、第２７条第２項中「この節」とある

のは「第５章第４節」と、第４０条第１項中「介

護予防認知症対応型通所介護について知見を有す

る者」とあるのは「介護予防認知症対応型共同生

活介護について知見を有する者」と、「６月」と

あるのは「２月」と、第５７条及び第６０条中「

介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」とある

のは「介護従業者」と、第６０条中「指定介護予

防小規模多機能型居宅介護事業者」とあるのは「

指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者」

と読み替えるものとする。 

第８７条 第１２条、第１３条、第１５条、第１６

条、第２４条、第２５条、第２７条、第３２条か

ら第３５条まで、第３７条、第３８条（第４項を

除く。）、第３９条、第４０条（第５項を除く。

）、第５７条、第６０条及び第６２条の規定は、

指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業に

ついて準用する。この場合において、第１２条第

１項中「第２８条に規定する運営規程」とあるの

は「第８１条に規定する重要事項に関する規程」

と、「介護予防認知症対応型通所介護従業者」と

あるのは「介護従業者」と、第２７条第２項中「

この節」とあるのは「第５章第４節」と、第３３

条中「介護予防認知症対応型通所介護従業者」と

あるのは「介護従業者」と、第４０条第１項中「

介護予防認知症対応型通所介護について知見を有

する者」とあるのは「介護予防認知症対応型共同

生活介護について知見を有する者」と、「６月」

とあるのは「２月」と、第５７条及び第６０条中

「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」とあ

るのは「介護従業者」と、第６０条中「指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業者」とあるのは

「指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

」と読み替えるものとする。 

 （指定介護予防認知症対応型共同生活介護の基本

取扱方針） 

 （指定介護予防認知症対応型共同生活介護の基本

取扱方針） 

第８８条 ［略］ 第８８条 ［略］ 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

は、自らその提供する指定介護予防認知症対応型

共同生活介護の質の評価を行うとともに、定期的

に次に掲げるいずれかの評価を受けて、それらの

結果を公表し、常にその改善を図らなければなら

ない。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

は、自らその提供する指定介護予防認知症対応型

共同生活介護の質の評価を行うとともに、定期的

に外部の者による評価を受けて、それらの結果を

公表し、常にその改善を図らなければならない。

 外部の者による評価 

 前条において準用する第４０条第１項に規定

する運営推進会議における評価 

３～５ ［略］ ３～５ ［略］ 

   第６章 雑則 



 （電磁的記録等） 

第９２条 指定地域密着型介護予防サービス事業者

及び指定地域密着型介護予防サービスの提供に当

たる者は、作成、保存その他これらに類するもの

のうち、この条例の規定において書面（書面、書

類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他

文字、図形等人の知覚によって認識することがで

きる情報が記載された紙その他の有体物をいう。

以下この条において同じ。）で行うことが規定さ

れている又は想定されるもの（第１５条第１項（

第６６条及び第８７条において準用する場合を含

む。）及び第７７条第１項並びに次項に規定する

ものを除く。）については、書面に代えて、当該

書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式

その他人の知覚によっては認識することができな

い方式で作られる記録であって、電子計算機によ

る情報処理の用に供されるものをいう。）により

行うことができる。 

２ 指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指

定地域密着型介護予防サービスの提供に当たる者

は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類す

るもの（以下「交付等」という。）のうち、この

条例の規定において書面で行うことが規定されて

いる又は想定されるものについては、当該交付等

の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方

法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によ

って認識することができない方法をいう。）によ

ることができる。 

 （さいたま市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改正す

る条例の一部改正） 

第１４条 さいたま市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例等の一部を 

 改正する条例（平成３０年さいたま市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

 改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

   附 則    附 則 

１・２ ［略］ １・２ ［略］ 

 （管理者に係る経過措置）  （管理者に係る経過措置） 



３ 令和９年３月３１日までの間は、第６条の規定

による改正後のさいたま市指定居宅介護支援等の

事業の人員及び運営の基準等に関する条例第５条

第２項の規定にかかわらず、介護支援専門員（介

護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号

）第１４０条の６６第１号イ に規定する主任介

護支援専門員を除く。）をさいたま市指定居宅介

護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する

条例第５条第１項に規定する管理者とすることが

できる。 

３ 平成３３年３月３１日までの間は、第６条の規

定による改正後のさいたま市指定居宅介護支援等

の事業の人員及び運営の基準等に関する条例第５

条第２項の規定にかかわらず、介護支援専門員（

介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６

号）第１４０条の６６第１号イ に規定する主任

介護支援専門員を除く。）をさいたま市指定居宅

介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関す

る条例第５条第１項に規定する管理者とすること

ができる。 

４ 令和３年４月１日以後における前項の規定の適

用については、前項中「第６条」とあるのは、「

令和３年３月３１日までに介護保険法第４６条第

１項の指定を受けている事業所（同日において当

該事業所におけるさいたま市指定居宅介護支援等

の事業の人員及び運営の基準等に関する条例第５

条第１項に規定する管理者（以下この条において

「管理者」という。）が、介護保険法施行規則（

平成１１年厚生省令第３６号）第１４０条の６６

第１号イ に規定する主任介護支援専門員でない

ものに限る。）については、第６条」と、「介護

支援専門員（介護保険法施行規則（平成１１年厚

生省令第３６号）第１４０条の６６第１号イ に

規定する主任介護支援専門員を除く。）をさいた

ま市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の

基準等に関する条例第５条第１項に規定する」と

あるのは「引き続き、令和３年３月３１日におけ

る管理者である介護支援専門員を」とする。 

５ ［略］ ４ ［略］ 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。ただし、第６条中第１５条第１８

号の２の次に１号を加える改正は同年１０月１日から、第１４条の規定は公布の日

から施行する。 

 （虐待の防止に係る経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から令和６年３月３１日までの

間、第１条の規定による改正後のさいたま市養護老人ホームの設備及び運営の基準

に関する条例（以下「改正後の養護老人ホーム条例」という。）第２条第４項及び

第２９条、第２条の規定による改正後のさいたま市特別養護老人ホームの設備及び

運営の基準に関する条例（以下「改正後の特別養護老人ホーム条例」という。）第



２条第５項（改正後の特別養護老人ホーム条例第４８条において準用する場合を含

む。）、第３１条の２（改正後の特別養護老人ホーム条例第４２条、第４８条及び

第５２条において準用する場合を含む。）及び第３３条第３項（改正後の特別養護

老人ホーム条例第５２条において準用する場合を含む。）、第３条の規定による改

正後のさいたま市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例（以下「改正

後の軽費老人ホーム条例」という。）第２条第４項及び第３３条の２、第４条の規

定による改正後のさいたま市指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営の基準

等に関する条例（以下「改正後の指定居宅サービス条例」という。）第３条第３項

及び第４０条の２（改正後の指定居宅サービス条例第４２条の３、第４２条の８、

第５４条、第５４条の５、第７０条、第８０条、第８９条、第１０４条、第１０６

条、第１２２条の５、第１３３条、第１５５条（改正後の指定居宅サービス条例第

１６８条において準用する場合を含む。）、第１６８条の３、第１６８条の１０、

第１８４条（改正後の指定居宅サービス条例第１９６条において準用する場合を含

む。）、第２１７条、第２２８条、第２４３条、第２４３条の３及び第２５４条に

おいて準用する場合を含む。）、第５条の規定による改正後のさいたま市指定介護

予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例（以下「改正後の

指定介護予防サービス条例」という。）第３条第３項及び第５０条の１０の２（改

正後の指定介護予防サービス条例第５４条の５、第６６条、第７６条、第８５条、

第１１１条、第１３０条（改正後の指定介護予防サービス条例第１４７条において

準用する場合を含む。）、第１５２条の３、第１５２条の１０、第１６２条（改正

後の指定介護予防サービス条例第１７７条において準用する場合を含む。）、第１

９８条、第２１５条、第２２９条、第２３２条の３及び第２４１条において準用す

る場合を含む。）、第６条の規定による改正後のさいたま市指定居宅介護支援等の

事業の人員及び運営の基準等に関する条例（以下「改正後の指定居宅介護支援等条

例」という。）第２条第５項及び第２９条の２（改正後の指定居宅介護支援等条例

第３２条において準用する場合を含む。）、第７条の規定による改正後のさいたま

市指定介護予防支援等の事業の人員、運営等の基準等に関する条例（以下「改正後

の指定介護予防支援等条例」という。）第２条第５項及び第２８条の２（改正後の

指定介護予防支援等条例第３４条において準用する場合を含む。）、第８条の規定



による改正後のさいたま市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準等に 

関する条例（以下「改正後の指定介護老人福祉施設条例」という。）第２条第４項、 

第４０条の２（改正後の指定介護老人福祉施設条例第５４条において準用する場合

を含む。）及び第４４条第３項、第９条の規定による改正後のさいたま市介護老人

保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例（以下「改正後の介

護老人保健施設条例」という。）第２条第４項、第３９条の２（改正後の介護老人

保健施設条例第５３条において準用する場合を含む。）及び第４３条第３項、第１

０条の規定による改正後のさいたま市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運

営の基準に関する条例（以下「改正後の指定介護療養型医療施設条例」という。）

第２条第４項、第３８条の２（改正後の指定介護療養型医療施設条例第５４条にお

いて準用する場合を含む。）及び第４２条第３項、第１１条の規定による改正後の

さいたま市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例（以下

「改正後の介護医療院条例」という。）第２条第４項、第４０条の２（改正後の介

護医療院条例第５４条において準用する場合を含む。）及び第４４条第３項、第１

２条の規定による改正後のさいたま市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営の基準等に関する条例（以下「改正後の指定地域密着型サービス条例」と

いう。）第３条第３項及び第４１条の２（改正後の指定地域密着型サービス条例第

６０条、第６０条の２０、第６０条の２０の３、第６０条の３８、第８１条、第１

０９条、第１２９条、第１５０条、第１７８条、第１９０条及び第２０３条におい

て準用する場合を含む。）並びに第１３条の規定による改正後のさいたま市指定地

域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例（以

下「改正後の指定地域密着型介護予防サービス条例」という。）第３条第３項及び

第３８条の２（改正後の指定地域密着型介護予防サービス条例第６６条及び第８７

条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、これらの規定中「講

じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とし、改正後の養護老人ホ

ーム条例第７条、改正後の特別養護老人ホーム条例第７条（改正後の特別養護老人

ホーム条例第４８条において準用する場合を含む。）及び第３４条（改正後の特別

養護老人ホーム条例第５２条において準用する場合を含む。）、改正後の軽費老人

ホーム条例第７条、改正後の指定居宅サービス条例第３０条（改正後の指定居宅サ



ービス条例第４２条の３及び第４２条の８において準用する場合を含む。）、第５

２条（改正後の指定居宅サービス条例第５４条の５において準用する場合を含む。

）、第６８条、第７８条、第８７条、第９８条（改正後の指定居宅サービス条例第

１０６条及び第１２２条の５において準用する場合を含む。）、第１３０条、第１

５１条（改正後の指定居宅サービス条例第１６８条の３及び第１６８条の１０にお 

いて準用する場合を含む。）、第１６５条、第１８１条、第１９３条、第２１２条、 

第２２５条及び第２３７条（改正後の指定居宅サービス条例第２４３条の３及び第

２５４条において準用する場合を含む。）、改正後の指定介護予防サービス条例第

５０条（改正後の指定介護予防サービス条例第５４条の５において準用する場合を

含む。）、第６４条、第７４条、第８３条、第１０８条、第１２６条（改正後の指

定介護予防サービス条例第１５２条の３及び第１５２条の１０において準用する場

合を含む。）、第１４４条、第１５９条、第１７４条、第１９３条、第２１２条及

び第２２３条（改正後の指定介護予防サービス条例第２３２条の３及び第２４１条

において準用する場合を含む。）、改正後の指定居宅介護支援等条例第２０条（改

正後の指定居宅介護支援等条例第３２条において準用する場合を含む。）、改正後

の指定介護予防支援等条例第１９条（改正後の指定介護予防支援等条例第３４条に

おいて準用する場合を含む。）、改正後の指定介護老人福祉施設条例第２８条及び

第５１条、改正後の介護老人保健施設条例第２８条及び第５０条、改正後の指定介

護療養型医療施設条例第２７条及び第５１条、改正後の介護医療院条例第２９条及

び第５１条、改正後の指定地域密着型サービス条例第３２条、第５６条、第６０条

の１２（改正後の指定地域密着型サービス条例第６０条の２０の３において準用す

る場合を含む。）、第６０条の３４、第７４条、第１０１条（改正後の指定地域密

着型サービス条例第２０３条において準用する場合を含む。）、第１２３条、第１

４６条、第１６９条及び第１８７条並びに改正後の指定地域密着型介護予防サービ

ス条例第２８条、第５８条及び第８１条の規定の適用については、これらの規定中

「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定

めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項（虐

待の防止のための措置に関する事項を除く。）」とする。 

 （業務継続計画の策定等に係る経過措置） 



３ 施行日から令和６年３月３１日までの間、改正後の養護老人ホーム条例第２２条

の２、改正後の特別養護老人ホーム条例第２４条の２（改正後の特別養護老人ホー

ム条例第４２条、第４８条及び第５２条において準用する場合を含む。）、改正後

の軽費老人ホーム条例第２４条の２、改正後の指定居宅サービス条例第３２条の２

（改正後の指定居宅サービス条例第４２条の３、第４２条の８、第５４条、第５４

条の５、第７０条、第８０条、第８９条、第１０４条、第１０６条、第１２２条の

５、第１３３条、第１５５条（改正後の指定居宅サービス条例第１６８条において

準用する場合を含む。）、第１６８条の３、第１６８条の１０、第１８４条（改正

後の指定居宅サービス条例第１９６条において準用する場合を含む。）、第２１７

条、第２２８条、第２４３条、第２４３条の３及び第２５４条において準用する場

合を含む。）、改正後の指定介護予防サービス条例第５０条の２の２（改正後の指

定介護予防サービス条例第５４条の５、第６６条、第７６条、第８５条、第１１１

条、第１３０条（改正後の指定介護予防サービス条例第１４７条において準用する

場合を含む。）、第１５２条の３、第１５２条の１０、第１６２条（改正後の指定

介護予防サービス条例第１７７条において準用する場合を含む。）、第１９８条、

第２１５条、第２２９条、第２３２条の３及び第２４１条において準用する場合を

含む。）、改正後の指定居宅介護支援等条例第２１条の２（改正後の指定居宅介護

支援等条例第３２条において準用する場合を含む。）、改正後の指定介護予防支援

等条例第２０条の２（改正後の指定介護予防支援等条例第３４条において準用する

場合を含む。）、改正後の指定介護老人福祉施設条例第２９条の２（改正後の指定

介護老人福祉施設条例第５４条において準用する場合を含む。）、改正後の介護老

人保健施設条例第２９条の２（改正後の介護老人保健施設条例第５３条において準

用する場合を含む。）、改正後の指定介護療養型医療施設条例第２８条の２（改正

後の指定介護療養型医療施設条例第５４条において準用する場合を含む。）、改正

後の介護医療院条例第３０条の２（改正後の介護医療院条例第５４条において準用

する場合を含む。）、改正後の指定地域密着型サービス条例第３３条の２（改正後

の指定地域密着型サービス条例第６０条、第６０条の２０、第６０条の２０の３、

第６０条の３８、第８１条、第１０９条、第１２９条、第１５０条、第１７８条、

第１９０条及び第２０３条において準用する場合を含む。）並びに改正後の指定地



域密着型介護予防サービス条例第２９条の２（改正後の指定地域密着型介護予防サ

ービス条例第６６条及び第８７条において準用する場合を含む。）の規定の適用に

ついては、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ

」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うも

のとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。 

 （居宅サービス事業者等における感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係

る経過措置） 

４ 施行日から令和６年３月３１日までの間、改正後の指定居宅サービス条例第３３ 

条第３項（改正後の指定居宅サービス条例第４２条の３、第４２条の８、第５４条、 

第５４条の５、第７０条、第８０条、第８９条及び第２５４条において準用する場

合を含む。）、第１０２条第２項（改正後の指定居宅サービス条例第１０６条、第

１２２条の５、第１５５条（改正後の指定居宅サービス条例第１６８条において準

用する場合を含む。）、第１６８条の３、第１６８条の１０、第２１７条及び第２

２８条において準用する場合を含む。）、第１３１条第２項（改正後の指定居宅サ

ービス条例第１８４条（改正後の指定居宅サービス条例第１９６条において準用す

る場合を含む。）において準用する場合を含む。）及び第２４０条第６項（改正後

の指定居宅サービス条例第２４３条の３において準用する場合を含む。）、改正後

の指定介護予防サービス条例第５０条の３第３項（改正後の指定介護予防サービス

条例第５４条の５、第６６条、第７６条、第８５条及び第２４１条において準用す

る場合を含む。）、第１０９条第２項（改正後の指定介護予防サービス条例第１６ 

２条（改正後の指定介護予防サービス条例第１７７条において準用する場合を含む。 

）において準用する場合を含む。）、第１２７条の２第２項（改正後の指定介護予

防サービス条例第１４７条、第１５２条の３、第１５２条の１０、第１９８条及び

第２１５条において準用する場合を含む。）及び第２２６条第６項（改正後の指定

介護予防サービス条例第２３２条の３において準用する場合を含む。）、改正後の

指定居宅介護支援等条例第２３条の２（改正後の指定居宅介護支援等条例第３２条

において準用する場合を含む。）、改正後の指定介護予防支援等条例第２２条の２

（改正後の指定介護予防支援等条例第３４条において準用する場合を含む。）、改

正後の指定地域密着型サービス条例第３４条第３項（改正後の指定地域密着型サー



ビス条例第６０条において準用する場合を含む。）及び第６０条の１６第２項（改

正後の指定地域密着型サービス条例第６０条の２０の３、第６０条の３８、第８１

条、第１０９条、第１２９条、第１５０条及び第２０３条において準用する場合を

含む。）並びに改正後の指定地域密着型介護予防サービス条例第３２条第２項（改

正後の指定地域密着型介護予防サービス条例第６６条及び第８７条において準用す

る場合を含む。）の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあ

るのは「講じるよう努めなければ」とする。 

 （認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置） 

５ 施行日から令和６年３月３１日までの間、改正後の養護老人ホーム条例第２２条

第３項、改正後の特別養護老人ホーム条例第２４条第３項（改正後の特別養護老人

ホーム条例第４８条において準用する場合を含む。）及び第４０条第４項（改正後

の特別養護老人ホーム条例第５２条において準用する場合を含む。）、改正後の軽

費老人ホーム条例第２４条第３項、改正後の指定居宅サービス条例第５２条の２第

３項（改正後の指定居宅サービス条例第５４条の５において準用する場合を含む。 

）、第９９条第３項（改正後の指定居宅サービス条例第１０６条、第１２２条の５、 

第１３３条、第１５５条、第１６８条の３、第１６８条の１０及び第１８４条にお

いて準用する場合を含む。）、第１６６条第４項、第１９４条第４項及び第２１３ 

条第４項（改正後の指定居宅サービス条例第２２８条において準用する場合を含む。 

）、改正後の指定介護予防サービス条例第５０条の２第３項（改正後の指定介護予

防サービス条例第５４条の５において準用する場合を含む。）、第１０８条の２第

３項（改正後の指定介護予防サービス条例第１３０条、第１５２条の３、第１５２

条の１０及び第１６２条において準用する場合を含む。）、第１４５条第４項、第

１７５条第４項及び第１９４条第４項（改正後の指定介護予防サービス条例第２１

５条において準用する場合を含む。）、改正後の指定介護老人福祉施設条例第２９

条第３項及び第５２条第４項、改正後の介護老人保健施設条例第２９条第３項及び

第５１条第４項、改正後の指定介護療養型医療施設条例第２８条第３項及び第５２

条第４項、改正後の介護医療院条例第３０条第３項及び第５２条第４項、改正後の

指定地域密着型サービス条例第６０条の１３第３項（改正後の指定地域密着型サー

ビス条例第６０条の２０の３、第６０条の３８、第８１条、第１０９条及び第２０



３条において準用する場合を含む。）、第１２４条第３項、第１４７条第４項、第

１７０条第３項及び第１８８条第４項並びに改正後の指定地域密着型介護予防サー

ビス条例第２９条第３項（改正後の指定地域密着型介護予防サービス条例第６６条

において準用する場合を含む。）及び第８２条第３項の規定の適用については、こ

れらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。 

 （ユニットの定員に係る経過措置） 

６ 施行日以降、当分の間、改正後の指定介護老人福祉施設条例第４５条第１項第１

号ア（イ）の規定により入所定員が１０人を超えるユニットを整備するユニット型指定

介護老人福祉施設は、改正後の指定介護老人福祉施設条例第４条第１項第３号ア及

び第５２条第２項の基準を満たすほか、ユニット型指定介護老人福祉施設における

夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して

職員を配置するよう努めるものとする。 

７ 前項の規定は、改正後の特別養護老人ホーム条例第３５条第４項第１号ア(ｲ)及び

第５０条第４項第１号ア(ｲ)、改正後の指定居宅サービス条例第１５８条第６項第１

号ア(ｲ)、改正後の指定介護予防サービス条例第１４１条第６項第１号ア(ｲ)、改正後

の指定介護療養型医療施設条例第４３条第２項第１号ア(ｲ)、第４４条第２項第１号

ア(ｲ)及び第４５条第２項第１号ア(ｲ)並びに改正後の指定地域密着型サービス条例第

１８１条第１項第１号ア(ｲ)の規定の適用について準用する。この場合において、次

の表の左欄に掲げる規定の適用については、前項中同表の中欄に掲げる字句は、同

表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。 

改正後の特別養護老人

ホーム条例第３５条第 

入所定員 入居定員 

改正後の指定介護老人福祉 改正後の特別養護老人ホー

４項第１号ア(ｲ)及び第

５０条第４項第１号ア

(ｲ)

施設条例第４条第１項第３

号ア 

ム条例第１１条第１項第４

号ア 

第５２条第２項 第４０条第２項（第５２条

において準用する場合を含

む。） 

改正後の指定居宅サー 入所定員 利用定員 



ビス条例第１５８条第

６項第１号ア(ｲ)

改正後の指定介護老人福祉

施設条例第４条第１項第３

号ア 

改正後の指定居宅サービス

条例第１３５条第１項第３

号 

第５２条第２項 第１６６条第２項 

改正後の指定介護予防

サービス条例第１４１

条第６項第１号ア(ｲ)

入所定員 利用定員 

改正後の指定介護老人福祉

施設条例第４条第１項第３

号ア 

改正後の指定介護予防サー

ビス条例第１１７条第１項

第３号 

第５２条第２項 第１４５条第２項 

改正後の指定介護療養

型医療施設条例第４３

条第２項第１号ア(ｲ)、

第４４条第２項第１号

ア(ｲ)及び第４５条第２

項第１号ア(ｲ)

入所定員 入院患者の定員 

改正後の指定介護老人福祉

施設条例第４条第１項第３

号ア 

改正後の指定介護療養型医

療施設条例第３条第１項第

２号及び第３号、同条第２

項第２号及び第３号、同条

第３項第２号及び第３号、

附則第３項第２号、附則第

４項、附則第１０項並びに

附則第１１項 

第５２条第２項 第５２条第２項 

改正後の指定地域密着

型サービス条例第１８

１条第１項第１号ア(ｲ)

入所定員 入居定員 

改正後の指定介護老人福祉

施設条例第４条第１項第３

改正後の指定地域密着型サ

ービス条例第１５２条第１

 号ア 項第３号ア 

 第５２条第２項 第１８８条第２項 

８ この条例の施行の際現に存する建物（基本的な設備が完成しているものを含み、

この条例の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。）の居室、

療養室又は病室（以下この項において「居室等」という。）であって、第２条の規

定による改正前のさいたま市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条



例第３５条第４項第１号ア(ｴ)ｂ及び第５０条第４項第１号ア(ｴ)ｂ、第４条の規定に

よる改正前のさいたま市指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に

関する条例第１５８条第６項第１号ア(ｳ)（後段に係る部分に限る。）、第５条の規

定による改正前のさいたま市指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の

基準等に関する条例第１４１条第６項第１号ア(ｳ)（後段に係る部分に限る。）、第

６条の規定による改正前のさいたま市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の

基準等に関する条例第４５条第１項第１号ア(ｳ)ｂ、第８条の規定による改正前のさ

いたま市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第４３

条第２項第１号ア(ｳ)ｂ、第４４条第２項第１号ア(ｳ)ｂ及び第４５条第２項第１号ア

(ｳ)ｂ並びに第９条の規定による改正前のさいたま市介護老人保健施設の人員、施設

及び設備並びに運営の基準に関する条例第１８１条第１項第１号ア(ｳ)ｂの規定の要

件を満たしている居室等については、なお従前の例による。 

 （栄養管理に係る経過措置） 

９ 施行日から令和６年３月３１日までの間、改正後の指定介護老人福祉施設条例第

２１条の２（改正後の指定介護老人福祉施設条例第５４条において準用する場合を

含む。）、改正後の介護老人保健施設条例第１９条の２（改正後の介護老人保健施

設条例第５３条において準用する場合を含む。）、改正後の指定介護療養型医療施

設条例第１９条の２（改正後の指定介護療養型医療施設条例第５４条において準用

する場合を含む。）、改正後の介護医療院条例第２０条の２（改正後の介護医療院

条例第５４条において準用する場合を含む。）及び改正後の指定地域密着型サービ

ス条例第１６４条の２（改正後の指定地域密着型サービス条例第１９０条において

準用する場合を含む。）の規定の適用については、これらの規定中「行わなければ

」とあるのは「行うよう努めなければ」とする。 

 （口腔
くう

衛生の管理に係る経過措置） 

１０ 施行日から令和６年３月３１日までの間、改正後の指定介護老人福祉施設条例

第２１条の３（改正後の指定介護老人福祉施設条例第５４条において準用する場合

を含む。）、改正後の介護老人保健施設条例第１９条の３（改正後の介護老人保健

施設条例第５３条において準用する場合を含む。）、改正後の指定介護療養型医療

施設条例第１９条の３（改正後の指定介護療養型医療施設条例第５４条において準



用する場合を含む。）、改正後の介護医療院条例第２０条の３（改正後の介護医療

院条例第５４条において準用する場合を含む。）及び改正後の指定地域密着型サー

ビス条例第１６４条の３（改正後の指定地域密着型サービス条例第１９０条におい

て準用する場合を含む。）の規定の適用については、これらの規定中「行わなけれ

ば」とあるのは「行うよう努めなければ」とする。 

 （事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置） 

１１ 施行日から起算して６月を経過する日までの間、改正後の養護老人ホーム条例

第２８条第１項、改正後の特別養護老人ホーム条例第３１条第１項（改正後の特別 

養護老人ホーム条例第４２条、第４８条及び第５２条において準用する場合を含む。 

）、改正後の軽費老人ホーム条例第３３条第１項、改正後の指定介護老人福祉施設

条例第４０条第１項（改正後の指定介護老人福祉施設条例第５４条において準用す

る場合を含む。）、改正後の介護老人保健施設条例第３９条第１項（改正後の介護

老人保健施設条例第５３条において準用する場合を含む。）、改正後の指定介護療

養型医療施設条例第３８条第１項（改正後の指定介護療養型医療施設条例第５４条

において準用する場合を含む。）、改正後の介護医療院条例第４０条第１項（改正

後の介護医療院条例第５４条において準用する場合を含む。）並びに改正後の指定

地域密着型サービス条例第１７６条第１項（改正後の指定地域密着型サービス条例

第１９０条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、これらの規

定中「次に定める措置を講じなければ」とあるのは「次の第１号から第３号までに

定める措置を講じるとともに、次の第４号に定める措置を講じるよう努めなければ

」とする。 

 （介護保険施設等における感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過

措置） 

１２ 施行日から令和６年３月３１日までの間、改正後の養護老人ホーム条例第２３

条第２項第３号、改正後の特別養護老人ホーム条例第２６条第２項第３号（改正後

の特別養護老人ホーム条例第４２条、第４８条及び第５２条において準用する場合

を含む。）、改正後の軽費老人ホーム条例第２６条第２項第３号、改正後の指定介

護老人福祉施設条例第３２条第２項第３号（改正後の指定介護老人福祉施設条例第

５４条において準用する場合を含む。）、改正後の介護老人保健施設条例第３２条



第２項第３号（改正後の介護老人保健施設条例第５３条において準用する場合を含

む。）、改正後の指定介護療養型医療施設条例第３１条第２項第３号（改正後の指

定介護療養型医療施設条例第５４条において準用する場合を含む。）、改正後の介

護医療院条例第３３条第２項第３号（改正後の介護医療院条例第５４条において準

用する場合を含む。）並びに改正後の指定地域密着型サービス条例第１７２条第２

項第３号（改正後の指定地域密着型サービス条例第１９０条において準用する場合

を含む。）の規定にかかわらず、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人

ホーム、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、介

護医療院及び指定地域密着型介護老人福祉施設は、その従業者又は職員に対し、感 

染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、 

感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものと

する。 



さいたま市条例第１８号 

   さいたま市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関

する条例等の一部を改正する条例

（さいたま市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関す

る条例の一部改正）

第１条 さいたま市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に

関する条例（平成２４年さいたま市条例第５８号）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（指定障害福祉サービス事業者の一般原則）

第３条 ［略］

２ ［略］

３ 指定障害福祉サービス事業者は、利用者の人権

の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備

を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施

する等の措置を講じなければならない。

（指定障害福祉サービス事業者の一般原則）

第３条 ［略］

２ ［略］

３ 指定障害福祉サービス事業者は、利用者の人権

の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する

等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者

に対し、研修を実施する等の措置を講じるよう努

めなければならない。

（運営規程）

第３２条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事

業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重

要事項に関する運営規程（第３６条第１項におい

て「運営規程」という。）を定めておかなければ

ならない。

  ～  ［略］

（運営規程）

第３２条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事

業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重

要事項に関する運営規程（第３６条において「運

営規程」という。）を定めておかなければならな

い。

  ～  ［略］

（勤務体制の確保等）

第３４条 ［略］

２・３ ［略］

４ 指定居宅介護事業者は、適切な指定居宅介護の

提供を確保する観点から、職場において行われる

性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動で

あって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものに

より従業者の就業環境が害されることを防止する

ための方針の明確化等の必要な措置を講じなけれ

（勤務体制の確保等）

第３４条 ［略］

２・３ ［略］



ばならない。

（業務継続計画の策定等）

第３４条の２ 指定居宅介護事業者は、感染症や非

常災害の発生時において、利用者に対する指定居

宅介護の提供を継続的に実施するための、及び非

常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（

以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該

業務継続計画に従い必要な措置を講じなければな

らない。

２ 指定居宅介護事業者は、従業者に対し、業務継

続計画について周知するとともに、必要な研修及

び訓練を定期的に実施しなければならない。

３ 指定居宅介護事業者は、定期的に業務継続計画

の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変

更を行うものとする。

（衛生管理等）

第３５条 ［略］

２ ［略］

３ 指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業

所において感染症が発生し、又はまん延しないよ

うに、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該指定居宅介護事業所における感染症の予

防及びまん延の防止のための対策を検討する委

員会（テレビ電話装置その他の情報通信機器（

以下「テレビ電話装置等」という。）を活用し

て行うことができるものとする。）を定期的に

開催するとともに、その結果について、従業者

に周知徹底を図ること。

 当該指定居宅介護事業所における感染症の予

防及びまん延の防止のための指針を整備するこ

と。

 当該指定居宅介護事業所において、従業者に

対し、感染症の予防及びまん延の防止のための

研修及び訓練を定期的に実施すること。

（衛生管理等）

第３５条 ［略］

２ ［略］

（掲示）

第３６条 ［略］

２ 指定居宅介護事業者は、前項に規定する事項を

記載した書面を当該指定居宅介護事業所に備え付

け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧さ

せることにより、同項の規定による掲示に代える

ことができる。

（掲示）

第３６条 ［略］

（身体拘束等の禁止）

第３６条の２ 指定居宅介護事業者は、指定居宅介

護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の

生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場

合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限



する行為（以下「身体拘束等」という。）を行っ

てはならない。

２ 指定居宅介護事業者は、やむを得ず身体拘束等

を行う場合には、その態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由そ

の他必要な事項を記録しなければならない。

３ 指定居宅介護事業者は、身体拘束等の適正化を

図るため、次に掲げる措置を講じなければならな

い。

 身体拘束等の適正化のための対策を検討する

委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。）を定期的に開催すると

ともに、その結果について、従業者に周知徹底

を図ること。

 身体拘束等の適正化のための指針を整備する

こと。

 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための

研修を定期的に実施すること。

（虐待の防止）

第４１条の２ 指定居宅介護事業者は、虐待の発生

又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を

講じなければならない。

 当該指定居宅介護事業所における虐待の防止

のための対策を検討する委員会（テレビ電話装

置等を活用して行うことができるものとする。

）を定期的に開催するとともに、その結果につ

いて、従業者に周知徹底を図ること。

 当該指定居宅介護事業所において、従業者に

対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施

すること。

 前２号に掲げる措置を適切に実施するための

担当者を置くこと。

（準用）

第４４条 第１０条から前条までの規定は、重度訪

問介護に係る指定障害福祉サービスの事業につい

て準用する。この場合において、第１０条第１項

中「第３２条」とあるのは「第４４条第１項にお

いて準用する第３２条」と、第２１条第２項中「

次条第１項」とあるのは「第４４条第１項におい

て準用する次条第１項」と、第２４条第２項中「

第２２条第２項」とあるのは「第４４条第１項に

おいて準用する第２２条第２項」と、第２６条第

１号中「次条第１項」とあるのは「第４４条第１

項において準用する次条第１項」と、第２７条第

１項中「第６条第２項」とあるのは「第８条にお

いて準用する第６条第２項」と、第３１条第３項

中「第２７条」とあるのは「第４４条第１項にお

いて準用する第２７条」と、第３２条中「第３６

（準用）

第４４条 第１０条から前条までの規定は、重度訪

問介護に係る指定障害福祉サービスの事業につい

て準用する。この場合において、第１０条第１項

中「第３２条」とあるのは「第４４条第１項にお

いて準用する第３２条」と、第２１条第２項中「

次条第１項」とあるのは「第４４条第１項におい

て準用する次条第１項」と、第２４条第２項中「

第２２条第２項」とあるのは「第４４条第１項に

おいて準用する第２２条第２項」と、第２６条第

１号中「次条第１項」とあるのは「第４４条第１

項において準用する次条第１項」と、第２７条第

１項中「第６条第２項」とあるのは「第８条にお

いて準用する第６条第２項」と、第３１条第３項

中「第２７条」とあるのは「第４４条第１項にお

いて準用する第２７条」と、第３２条中「第３６



条第１項」とあるのは「第４４条第１項において

準用する第３６条第１項」と、第３３条中「食事

等の介護」とあるのは「食事等の介護、外出時に

おける移動中の介護」と読み替えるものとする。

２ 第１０条から第３２条まで及び第３４条から前

条までの規定は、同行援護及び行動援護に係る指

定障害福祉サービスの事業について準用する。こ

の場合において、第１０条第１項中「第３２条」

とあるのは「第４４条第２項において準用する第

３２条」と、第２１条第２項中「次条第１項」と

あるのは「第４４条第２項において準用する次条

第１項」と、第２４条第２項中「第２２条第２項

」とあるのは「第４４条第２項において準用する

第２２条第２項」と、第２６条第１号中「次条第

１項」とあるのは「第４４条第２項において準用

する次条第１項」と、第２７条第１項中「第６条

第２項」とあるのは「第８条において準用する第

６条第２項」と、第３１条第３項中「第２７条」

とあるのは「第４４条第２項において準用する第

２７条」と、第３２条中「第３６条第１項」とあ

るのは「第４４条第２項において準用する第３６

条第１項」と読み替えるものとする。

条」とあるのは「第４４条第１項において準用す

る第３６条」と、第３３条中「食事等の介護」と

あるのは「食事等の介護、外出時における移動中

の介護」と読み替えるものとする。

２ 第１０条から第３２条まで及び第３４条から前

条までの規定は、同行援護及び行動援護に係る指

定障害福祉サービスの事業について準用する。こ

の場合において、第１０条第１項中「第３２条」

とあるのは「第４４条第２項において準用する第

３２条」と、第２１条第２項中「次条第１項」と

あるのは「第４４条第２項において準用する次条

第１項」と、第２４条第２項中「第２２条第２項

」とあるのは「第４４条第２項において準用する

第２２条第２項」と、第２６条第１号中「次条第

１項」とあるのは「第４４条第２項において準用

する次条第１項」と、第２７条第１項中「第６条

第２項」とあるのは「第８条において準用する第

６条第２項」と、第３１条第３項中「第２７条」

とあるのは「第４４条第２項において準用する第

２７条」と、第３２条中「第３６条」とあるのは

「第４４条第２項において準用する第３６条」と

読み替えるものとする。

（運営に関する基準）

第４９条 第５条第１項及び第４節（第２２条第１

項、第２３条、第２４条第１項、第２８条、第３

３条、第３６条の２及び第４４条を除く。）の規

定は、基準該当居宅介護の事業について準用する。

この場合において、第１０条第１項中「第３２条

」とあるのは「第４９条第１項において準用する

第３２条」と、第２１条第２項中「次条第１項か

ら」とあるのは「第４９条第１項において準用す

る次条第２項及び」と、第２２条第３項中「前２

項」とあるのは「前項」と、同条第４項中「前３

項」とあるのは「前２項」と、第２４条第２項中

「第２２条第２項」とあるのは「第４９条第１項

において準用する第２２条第２項」と、第２６条

第１号中「次条第１項」とあるのは「第４９条第

１項において準用する次条第１項」と、第２７条

第１項中「第６条第２項」とあるのは「第４５条

第２項」と、第３１条第３項中「第２７条」とあ

るのは「第４９条第１項において準用する第２７

条」と、第３２条中「第３６条第１項」とあるの

は「第４９条第１項において準用する第３６条第

１項」と読み替えるものとする。

２ 第５条第２項から第４項まで、第４節（第２２

条第１項、第２３条、第２４条第１項、第２８条、

第３３条、第３６条の２及び第４４条を除く。）

及び第４５条から前条までの規定は、重度訪問介

護、同行援護及び行動援護に係る基準該当障害福

（運営に関する基準）

第４９条 第５条第１項及び第４節（第２２条第１

項、第２３条、第２４条第１項、第２８条、第３

３条及び第４４条を除く。）の規定は、基準該当

居宅介護の事業について準用する。この場合にお

いて、第１０条第１項中「第３２条」とあるのは

「第４９条第１項において準用する第３２条」と、

第２１条第２項中「次条第１項から」とあるのは

「第４９条第１項において準用する次条第２項及

び」と、第２２条第３項中「前２項」とあるのは

「前項」と、同条第４項中「前３項」とあるのは

「前２項」と、第２４条第２項中「第２２条第２

項」とあるのは「第４９条第１項において準用す

る第２２条第２項」と、第２６条第１号中「次条

第１項」とあるのは「第４９条第１項において準

用する次条第１項」と、第２７条第１項中「第６

条第２項」とあるのは「第４５条第２項」と、第

３１条第３項中「第２７条」とあるのは「第４９

条第１項において準用する第２７条」と、第３２

条中「第３６条」とあるのは「第４９条第１項に

おいて準用する第３６条」と読み替えるものとす

る。

２ 第５条第２項から第４項まで、第４節（第２２

条第１項、第２３条、第２４条第１項、第２８条、

第３３条及び第４４条を除く。）及び第４５条か

ら前条までの規定は、重度訪問介護、同行援護及

び行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事



祉サービスの事業について準用する。この場合に

おいて、第１０条第１項中「第３２条」とあるの

は「第４９条第２項において準用する第３２条」

と、第２１条第２項中「次条第１項から」とある

のは「第４９条第２項において準用する次条第２

項及び」と、第２２条第３項中「前２項」とある

のは「前項」と、同条第４項中「前３項」とある

のは「前２項」と、第２４条第２項中「第２２条

第２項」とあるのは「第４９条第２項において準

用する第２２条第２項」と、第２６条第１号中「

次条第１項」とあるのは「第４９条第２項におい

て準用する次条第１項」と、第２７条第１項中「

第６条第２項」とあるのは「第４５条第２項」と、

第３１条第３項中「第２７条」とあるのは「第４

９条第２項において準用する第２７条」と、第３

２条中「第３６条第１項」とあるのは「第４９条

第２項において準用する第３６条第１項」と読み

替えるものとする。

業について準用する。この場合において、第１０

条第１項中「第３２条」とあるのは「第４９条第

２項において準用する第３２条」と、第２１条第

２項中「次条第１項から」とあるのは「第４９条

第２項において準用する次条第２項及び」と、第

２２条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と、

同条第４項中「前３項」とあるのは「前２項」と、

第２４条第２項中「第２２条第２項」とあるのは

「第４９条第２項において準用する第２２条第２

項」と、第２６条第１号中「次条第１項」とある

のは「第４９条第２項において準用する次条第１

項」と、第２７条第１項中「第６条第２項」とあ

るのは「第４５条第２項」と、第３１条第３項中

「第２７条」とあるのは「第４９条第２項におい

て準用する第２７条」と、第３２条中「第３６条

」とあるのは「第４９条第２項において準用する

第３６条」と読み替えるものとする。

（療養介護計画の作成等）

第６０条 ［略］

２～４ ［略］

５ サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に

係る会議（利用者に対する指定療養介護の提供に

当たる担当者等を招集して行う会議をいい、テレ

ビ電話装置等を活用して行うことができるものと

する。）を開催し、前項に規定する療養介護計画

の原案の内容について意見を求めるものとする。

６～１０ ［略］

（療養介護計画の作成等）

第６０条 ［略］

２～４ ［略］

５ サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に

係る会議（利用者に対する指定療養介護の提供に

当たる担当者等を招集して行う会議をいう。）を

開催し、前項に規定する療養介護計画の原案の内

容について意見を求めるものとする。

６～１０ ［略］

（運営規程）

第６９条 指定療養介護事業者は、指定療養介護事

業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重

要事項に関する運営規程（第７４条第１項におい

て「運営規程」という。）を定めておかなければ

ならない。

  ～  ［略］

（運営規程）

第６９条 指定療養介護事業者は、指定療養介護事

業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重

要事項に関する運営規程（第７４条において「運

営規程」という。）を定めておかなければならな

い。

  ～  ［略］

 （勤務体制の確保等）

第７０条 ［略］

２・３ ［略］

４ 指定療養介護事業者は、適切な指定療養介護の

提供を確保する観点から、職場において行われる

性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動で

あって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものに

より従業者の就業環境が害されることを防止する

ための方針の明確化等の必要な措置を講じなけれ

ばならない。

 （勤務体制の確保等）

第７０条 ［略］

２・３ ［略］

 （非常災害対策）  （非常災害対策）



第７２条 ［略］

２ ［略］

３ 指定療養介護事業者は、前項に規定する訓練の

実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう

連携に努めなければならない。

第７２条 ［略］

２ ［略］

 （衛生管理等）

第７３条 ［略］

２ 指定療養介護事業者は、当該指定療養介護事業

所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん

延しないように、次に掲げる措置を講じなければ

ならない。

 当該指定療養介護事業所における感染症及び

食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を

検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して

行うことができるものとする。）を定期的に開

催するとともに、その結果について、従業者に

周知徹底を図ること。

 当該指定療養介護事業所における感染症及び

食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を

整備すること。

 当該指定療養介護事業所において、従業者に

対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防

止のための研修並びに感染症の予防及びまん延

の防止のための訓練を定期的に実施すること。

 （衛生管理等）

第７３条 ［略］

２ 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所に

おいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延し

ないように必要な措置を講じるよう努めなければ

ならない。

 （掲示）

第７４条 ［略］

２ 指定療養介護事業者は、前項に規定する事項を

記載した書面を当該指定療養介護事業所に備え付

け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧さ

せることにより、同項の規定による掲示に代える

ことができる。

 （掲示）

第７４条 ［略］

第７５条 削除

 （身体拘束等の禁止）

第７５条 指定療養介護事業者は、指定療養介護の

提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命

又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を

除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する

行為（以下「身体拘束等」という。）を行っては

ならない。

２ 指定療養介護事業者は、やむを得ず身体拘束等

を行う場合には、その態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由そ

の他必要な事項を記録しなければならない。

 （記録の整備）

第７７条 ［略］

２ 指定療養介護事業者は、利用者に対する指定療

養介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、

 （記録の整備）

第７７条 ［略］

２ 指定療養介護事業者は、利用者に対する指定療

養介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、



当該指定療養介護を提供した日から５年間保存し

なければならない。

 ～  ［略］ 

 次条において準用する第３６条の２第２項に

規定する身体拘束等の記録

 ・  ［略］

当該指定療養介護を提供した日から５年間保存し

なければならない。

 ～  ［略］ 

 第７５条第２項に規定する身体拘束等の記録

 ・  ［略］

 （準用）

第７８条 第１０条、第１２条、第１３条、第１５

条から第１８条まで、第２１条、第３４条の２、

第３６条の２から第３８条（第２項を除く。）ま

で及び第３９条から第４１条の２までの規定は、

指定療養介護の事業について準用する。この場合

において、第１０条第１項中「第３２条」とある

のは「第６９条」と、第２１条第２項中「次条第

１項」とあるのは「第５６条第１項」と読み替え

るものとする。

 （準用）

第７８条 第１０条、第１２条、第１３条、第１５

条から第１８条まで、第２１条、第３７条、第３

８条第１項及び第３９条から第４１条までの規定

は、指定療養介護の事業について準用する。この

場合において、第１０条第１項中「第３２条」と

あるのは「第６９条」と、第２１条第２項中「次

条第１項」とあるのは「第５６条第１項」と読み

替えるものとする。

 （職場への定着のための支援等の実施）

第８７条の２ ［略］

２ 指定生活介護事業者は、当該指定生活介護事業

者が提供する指定生活介護を受けて通常の事業所

に新たに雇用された障害者が、第１９４条の２に

規定する指定就労定着支援の利用を希望する場合

には、前項に定める支援が終了した日以後速やか

に当該指定就労定着支援を受けられるよう、第１

９４条の３第１項に規定する指定就労定着支援事

業者との連絡調整に努めなければならない。

 （職場への定着のための支援の実施）

第８７条の２ ［略］

（運営規程）

第９１条 指定生活介護事業者は、指定生活介護事

業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重

要事項に関する運営規程（第９４条第１項におい

て「運営規程」という。）を定めておかなければ

ならない。

 ～  ［略］

（運営規程）

第９１条 指定生活介護事業者は、指定生活介護事

業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重

要事項に関する運営規程（第９４条において「運

営規程」という。）を定めておかなければならな

い。

 ～  ［略］

 （衛生管理等）

第９２条 ［略］

２ 指定生活介護事業者は、当該指定生活介護事業

所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん

延しないように、次に掲げる措置を講じなければ

ならない。

 当該指定生活介護事業所における感染症及び

食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を

検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して

行うことができるものとする。）を定期的に開

催するとともに、その結果について、従業者に

周知徹底を図ること。

 当該指定生活介護事業所における感染症及び

 （衛生管理等）

第９２条 ［略］

２ 指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所に

おいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延し

ないように必要な措置を講じるよう努めなければ

ならない。



食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を

整備すること。

 当該指定生活介護事業所において、従業者に

対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防

止のための研修並びに感染症の予防及びまん延

の防止のための訓練を定期的に実施すること。

 （掲示）

第９４条 ［略］

２ 指定生活介護事業者は、前項に規定する事項を

記載した書面を当該指定生活介護事業所に備え付

け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧さ

せることにより、同項の規定による掲示に代える

ことができる。

 （掲示）

第９４条 ［略］

 （準用）

第９５条 第１０条から第１８条まで、第２０条、

第２１条、第２３条、第２４条、第２９条、第３

４条の２、第３６条の２から第４２条まで、第５

９条から第６２条まで、第６８条、第７０条から

第７２条まで、第７６条及び第７７条の規定は、

指定生活介護の事業について準用する。この場合

において、第１０条第１項中「第３２条」とある

のは「第９１条」と、第２１条第２項中「次条第

１項」とあるのは「第８４条第１項」と、第２４

条第２項中「第２２条第２項」とあるのは「第８

４条第２項」と、第５９条第１項中「次条第１項

」とあるのは「第９５条において読み替えて準用

する次条第１項」と、「療養介護計画」とあるの

は「生活介護計画」と、第６０条中「療養介護計

画」とあるのは「生活介護計画」と、第６１条中

「前条」とあるのは「第９５条において準用する

前条」と、第７７条第２項第１号中「第６０条第

１項」とあるのは「第９５条において読み替えて

準用する第６０条第１項」と、「療養介護計画」

とあるのは「生活介護計画」と、同項第２号中「

第５５条第１項」とあるのは「第９５条において

準用する第２０条第１項」と、同項第３号中「第

６７条」とあるのは「第９０条」と、同項第４号

から第６号まで中「次条」とあるのは「第９５条

」と読み替えるものとする。

 （準用）

第９５条 第１０条から第１８条まで、第２０条、

第２１条、第２３条、第２４条、第２９条、第３

７条から第４２条まで、第５９条から第６２条ま

で、第６８条、第７０条から第７２条まで及び第

７５条から第７７条までの規定は、指定生活介護

の事業について準用する。この場合において、第

１０条第１項中「第３２条」とあるのは「第９１

条」と、第２１条第２項中「次条第１項」とある

のは「第８４条第１項」と、第２４条第２項中「

第２２条第２項」とあるのは「第８４条第２項」

と、第５９条第１項中「次条第１項」とあるのは

「第９５条において読み替えて準用する次条第１

項」と、「療養介護計画」とあるのは「生活介護

計画」と、第６０条中「療養介護計画」とあるの

は「生活介護計画」と、第６１条中「前条」とあ

るのは「第９５条において準用する前条」と、第

７７条第２項第１号中「第６０条第１項」とある

のは「第９５条において読み替えて準用する第６

０条第１項」と、「療養介護計画」とあるのは「

生活介護計画」と、同項第２号中「第５５条第１

項」とあるのは「第９５条において準用する第２

０条第１項」と、同項第３号中「第６７条」とあ

るのは「第９０条」と、同項第４号中「第７５条

第２項」とあるのは「第９５条において準用する

第７５条第２項」と、同項第５号及び第６号中「

次条」とあるのは「第９５条」と読み替えるもの

とする。

 （準用）

第９５条の５ 第１０条から第１８条まで、第２０

条、第２１条、第２３条、第２４条、第２９条、

第３４条の２、第３６条の２から第４２条まで、

第５２条、第５９条から第６２条まで、第６８条、

第７０条から第７２条まで、第７６条、第７７条、

 （準用）

第９５条の５ 第１０条から第１８条まで、第２０

条、第２１条、第２３条、第２４条、第２９条、

第３７条から第４２条まで、第５２条、第５９条

から第６２条まで、第６８条、第７０条から第７

２条まで、第７５条から第７７条まで、第７９条、



第７９条、第８１条及び前節（第９５条を除く。

）の規定は、共生型生活介護の事業について準用

する。

第８１条及び前節（第９５条を除く。）の規定は、

共生型生活介護の事業について準用する。

 （準用）

第１１０条 第１０条、第１２条から第１８条まで、

第２０条、第２１条、第２３条、第２４条、第２

９条、第３０条、第３４条の２、第３６条の２か

ら第４３条まで、第６２条、第６８条、第７０条、

第７２条、第７６条、第８９条及び第９２条から

第９４条までの規定は、指定短期入所の事業につ

いて準用する。この場合において、第１０条第１

項中「第３２条」とあるのは「第１０８条」と、

第２１条第２項中「次条第１項」とあるのは「第

１０５条第１項」と、第２４条第２項中「第２２

条第２項」とあるのは「第１０５条第２項」と、

第９４条第１項中「前条」とあるのは「第１１０

条において準用する前条」と読み替えるものとす

る。

 （準用）

第１１０条 第１０条、第１２条から第１８条まで、

第２０条、第２１条、第２３条、第２４条、第２

９条、第３０条、第３７条から第４３条まで、第

６２条、第６８条、第７０条、第７２条、第７５

条、第７６条、第８９条及び第９２条から第９４

条までの規定は、指定短期入所の事業について準

用する。この場合において、第１０条第１項中「

第３２条」とあるのは「第１０８条」と、第２１

条第２項中「次条第１項」とあるのは「第１０５

条第１項」と、第２４条第２項中「第２２条第２

項」とあるのは「第１０５条第２項」と、第９４

条中「前条」とあるのは「第１１０条において準

用する前条」と読み替えるものとする。

 （準用）

第１１０条の４ 第１０条、第１２条から第１８条

まで、第２０条、第２１条、第２３条、第２４条、

第２９条、第３０条、第３４条の２、第３６条の

２から第４３条まで、第５２条、第６２条、第６

８条、第７０条から第７２条まで、第７６条、第

８９条、第９２条から第９４条まで、第９９条及

び前節（第１０９条及び第１１０条を除く。）の

規定は、共生型短期入所の事業について準用する。

 （準用）

第１１０条の４ 第１０条、第１２条から第１８条

まで、第２０条、第２１条、第２３条、第２４条、

第２９条、第３０条、第３７条から第４３条まで、

第５２条、第６２条、第６８条、第７０条から第

７２条まで、第７５条、第７６条、第８９条、第

９２条から第９４条まで、第９９条及び前節（第

１０９条及び第１１０条を除く。）の規定は、共

生型短期入所の事業について準用する。

 （準用）

第１２３条 第１０条から第２２条まで、第２４条、

第２９条、第３０条、第３４条（第１項及び第２

項を除く。）から第４３条まで及び第６８条の規

定は、指定重度障害者等包括支援の事業について

準用する。この場合において、第１０条第１項中

「第３２条」とあるのは「第１２２条」と、第２

１条第２項中「次条第１項」とあるのは「第１２

３条において準用する次条第１項」と、第２４条

第２項中「第２２条第２項」とあるのは「第１２

３条において準用する第２２条第２項」と読み替

えるものとする。

 （準用）

第１２３条 第１０条から第２２条まで、第２４条、

第２９条、第３０条、第３５条から第４３条まで

及び第６８条の規定は、指定重度障害者等包括支

援の事業について準用する。この場合において、

第１０条第１項中「第３２条」とあるのは「第１

２２条」と、第２１条第２項中「次条第１項」と

あるのは「第１２３条において準用する次条第１

項」と、第２４条第２項中「第２２条第２項」と

あるのは「第１２３条において準用する第２２条

第２項」と読み替えるものとする。

 （準用）

第１４９条 第１０条から第２１条まで、第２３条、

第２４条、第２９条、第３４条の２、第３６条の

２から第４２条まで、第５９条から第６２条まで、

第６８条、第７０条から第７２条まで、第７６条、

第７７条及び第８７条の２から第９４条までの規

定は、指定自立訓練（機能訓練）の事業について

 （準用）

第１４９条 第１０条から第２１条まで、第２３条、

第２４条、第２９条、第３７条から第４２条まで、

第５９条から第６２条まで、第６８条、第７０条

から第７２条まで、第７５条から第７７条まで及

び第８７条の２から第９４条までの規定は、指定

自立訓練（機能訓練）の事業について準用する。



準用する。この場合において、第１０条第１項中

「第３２条」とあるのは「第１４９条において準

用する第９１条」と、第２１条第２項中「次条第

１項」とあるのは「第１４６条第１項」と、第２

４条第２項中「第２２条第２項」とあるのは「第

１４６条第２項」と、第５９条第１項中「次条第

１項」とあるのは「第１４９条において読み替え

て準用する次条第１項」と、「療養介護計画」と

あるのは「自立訓練（機能訓練）計画」と、第６

０条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（

機能訓練）計画」と、同条第８項中「６月」とあ

るのは「３月」と、第６１条中「前条」とあるの

は「第１４９条において準用する前条」と、第７

７条第２項第１号中「第６０条第１項」とあるの

は「第１４９条において読み替えて準用する第６

０条第１項」と、「療養介護計画」とあるのは「

自立訓練（機能訓練）計画」と、同項第２号中「

第５５条第１項」とあるのは「第１４９条におい

て準用する第２０条第１項」と、同項第３号中「

第６７条」とあるのは「第１４９条において準用

する第９０条」と、同項第４号から第６号まで中

「次条」とあるのは「第１４９条」と、第９１条

中「第９４条第１項」とあるのは「第１４９条に

おいて準用する第９４条第１項」と、第９４条第

１項中「前条」とあるのは「第１４９条において

準用する前条」と読み替えるものとする。

この場合において、第１０条第１項中「第３２条

」とあるのは「第１４９条において準用する第９

１条」と、第２１条第２項中「次条第１項」とあ

るのは「第１４６条第１項」と、第２４条第２項

中「第２２条第２項」とあるのは「第１４６条第

２項」と、第５９条第１項中「次条第１項」とあ

るのは「第１４９条において読み替えて準用する

次条第１項」と、「療養介護計画」とあるのは「

自立訓練（機能訓練）計画」と、第６０条中「療

養介護計画」とあるのは「自立訓練（機能訓練）

計画」と、同条第８項中「６月」とあるのは「３

月」と、第６１条中「前条」とあるのは「第１４

９条において準用する前条」と、第７７条第２項

第１号中「第６０条第１項」とあるのは「第１４

９条において読み替えて準用する第６０条第１項

」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（

機能訓練）計画」と、同項第２号中「第５５条第

１項」とあるのは「第１４９条において準用する

第２０条第１項」と、同項第３号中「第６７条」

とあるのは「第１４９条において準用する第９０

条」と、同項第４号中「第７５条第２項」とある

のは「第１４９条において準用する第７５条第２

項」と、同項第５号及び第６号中「次条」とある

のは「第１４９条」と、第９１条中「第９４条」

とあるのは「第１４９条において準用する第９４

条」と、第９４条中「前条」とあるのは「第１４

９条において準用する前条」と読み替えるものと

する。

 （準用）

第１４９条の４ 第１０条から第２１条まで、第２

３条、第２４条、第２９条、第３４条の２、第３

６条の２から第４２条まで、第５２条、第５９条

から第６２条まで、第６８条、第７０条から第７

２条まで、第７６条、第７７条、第８１条、第８

７条の２から第９４条まで、第１４２条及び前節

（第１４９条を除く。）の規定は、共生型自立訓

練（機能訓練）の事業について準用する。

 （準用）

第１４９条の４ 第１０条から第２１条まで、第２

３条、第２４条、第２９条、第３７条から第４２

条まで、第５２条、第５９条から第６２条まで、

第６８条、第７０条から第７２条まで、第７５条

から第７７条まで、第８１条、第８７条の２から

第９４条まで、第１４２条及び前節（第１４９条

を除く。）の規定は、共生型自立訓練（機能訓練

）の事業について準用する。

 （記録の整備）

第１５８条の２ ［略］

２ 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、利用者に

対する指定自立訓練（生活訓練）の提供に関する

次に掲げる記録を整備し、当該指定自立訓練（生

活訓練）を提供した日から５年間保存しなければ

ならない。

 ～  ［略］

 次条において準用する第３６条の２第２項に

規定する身体拘束等の記録

 ・  ［略］

 （記録の整備）

第１５８条の２ ［略］

２ 指定自立訓練（生活訓練）事業者は、利用者に

対する指定自立訓練（生活訓練）の提供に関する

次に掲げる記録を整備し、当該指定自立訓練（生

活訓練）を提供した日から５年間保存しなければ

ならない。

 ～  ［略］

 次条において準用する第７５条第２項に規定

する身体拘束等の記録

 ・  ［略］



 （準用）

第１５９条 第１０条から第１９条まで、第２１条、

第２４条、第２９条、第３４条の２、第３６条の

２から第４２条まで、第５９条から第６２条まで、

第６８条、第７０条から第７２条まで、第７６条、

第８７条の２から第９４条まで、第１４７条及び

第１４８条の規定は、指定自立訓練（生活訓練）

の事業について準用する。この場合において、第

１０条第１項中「第３２条」とあるのは「第１５

９条において準用する第９１条」と、第２１条第

２項中「次条第１項から第３項まで」とあるのは

「第１５７条第１項から第４項まで」と、第２４

条第２項中「第２２条第２項」とあるのは「第１

５７条第２項」と、第５９条第１項中「次条第１

項」とあるのは「第１５９条において読み替えて

準用する次条第１項」と、「療養介護計画」とあ

るのは「自立訓練（生活訓練）計画」と、第６０

条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（生

活訓練）計画」と、同条第８項中「６月」とある

のは「３月」と、第６１条中「前条」とあるのは

「第１５９条において準用する前条」と、第９１

条中「第９４条第１項」とあるのは「第１５９条

において準用する第９４条第１項」と、第９４条

第１項中「前条」とあるのは「第１５９条におい

て準用する前条」と読み替えるものとする。

 （準用）

第１５９条 第１０条から第１９条まで、第２１条、

第２４条、第２９条、第３７条から第４２条まで、

第５９条から第６２条まで、第６８条、第７０条

から第７２条まで、第７５条、第７６条、第８７

条の２から第９４条まで、第１４７条及び第１４

８条の規定は、指定自立訓練（生活訓練）の事業

について準用する。この場合において、第１０条

第１項中「第３２条」とあるのは「第１５９条に

おいて準用する第９１条」と、第２１条第２項中

「次条第１項から第３項まで」とあるのは「第１

５７条第１項から第４項まで」と、第２４条第２

項中「第２２条第２項」とあるのは「第１５７条

第２項」と、第５９条第１項中「次条第１項」と

あるのは「第１５９条において読み替えて準用す

る次条第１項」と、「療養介護計画」とあるのは

「自立訓練（生活訓練）計画」と、第６０条中「

療養介護計画」とあるのは「自立訓練（生活訓練

）計画」と、同条第８項中「６月」とあるのは「

３月」と、第６１条中「前条」とあるのは「第１

５９条において準用する前条」と、第９１条中「

第９４条」とあるのは「第１５９条において準用

する第９４条」と、第９４条中「前条」とあるの

は「第１５９条において準用する前条」と読み替

えるものとする。

 （準用）

第１５９条の４ 第１０条から第１９条まで、第２

１条、第２４条、第２９条、第３４条の２、第３

６条の２から第４２条まで、第５２条、第５９条

から第６２条まで、第６８条、第７０条から第７

２条まで、第７６条、第８１条、第８７条の２か

ら第９４条まで、第１４７条、第１４８条、第１

５２条及び前節（第１５９条を除く。）の規定は、

共生型自立訓練（生活訓練）の事業について準用

する。

 （準用）

第１５９条の４ 第１０条から第１９条まで、第２

１条、第２４条、第２９条、第３７条から第４２

条まで、第５２条、第５９条から第６２条まで、

第６８条、第７０条から第７２条まで、第７５条、

第７６条、第８１条、第８７条の２から第９４条

まで、第１４７条、第１４８条、第１５２条及び

前節（第１５９条を除く。）の規定は、共生型自

立訓練（生活訓練）の事業について準用する。

 （従業者の員数）

第１６３条 ［略］

２～４ ［略］

５ ［略］

 （従業者の員数）

第１６３条 ［略］

２～４ ［略］

５ 第１項第２号の就労支援員のうち、１人以上は、

常勤でなければならない。

６ ［略］

 （認定指定就労移行支援事業所の従業者の員数）

第１６４条 ［略］

２ 前項の従業者及びその員数については、前条第

２項から第５項までの規定を準用する。

 （認定指定就労移行支援事業所の従業者の員数）

第１６４条 ［略］

２ 前項の従業者及びその員数については、前条第

２項から第４項まで及び第６項の規定を準用する。



 （職場への定着のための支援等の実施）

第１７０条 ［略］

２ 指定就労移行支援事業者は、利用者が、第１９

４条の２に規定する指定就労定着支援の利用を希

望する場合には、前項に定める支援が終了した日

以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられる

よう、第１９４条の３第１項に規定する指定就労

定着支援事業者との連絡調整を行わなければなら

ない。

 （職場への定着のための支援の実施）

第１７０条 ［略］

 （準用）

第１７２条 第１０条から第１８条まで、第２０条、

第２１条、第２４条、第２９条、第３４条の２、

第３６条の２から第４２条まで、第５９条から第

６２条まで、第６８条、第７０条から第７２条ま

で、第７６条、第７７条、第８６条、第８７条、

第８８条から第９４条まで、第１４６条、第１４

７条及び第１５８条の規定は、指定就労移行支援

の事業について準用する。この場合において、第

１０条第１項中「第３２条」とあるのは「第１７

２条において準用する第９１条」と、第２１条第

２項中「次条第１項」とあるのは「第１７２条に

おいて準用する第１４６条第１項」と、第２４条

第２項中「第２２条第２項」とあるのは「第１７

２条において準用する第１４６条第２項」と、第

５９条第１項中「次条第１項」とあるのは「第１

７２条において読み替えて準用する次条第１項」

と、「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援

計画」と、第６０条中「療養介護計画」とあるの

は「就労移行支援計画」と、同条第８項中「６月

」とあるのは「３月」と、第６１条中「前条」と

あるのは「第１７２条において準用する前条」と、

第７７条第２項第１号中「第６０条第１項」とあ

るのは「第１７２条において読み替えて準用する

第６０条第１項」と、「療養介護計画」とあるの

は「就労移行支援計画」と、同項第２号中「第５

５条第１項」とあるのは「第１７２条において準

用する第２０条第１項」と、同項第３号中「第６

７条」とあるのは「第１７２条において準用する

第９０条」と、同項第４号から第６号まで中「次

条」とあるのは「第１７２条」と、第９１条中「

第９４条第１項」とあるのは「第１７２条におい

て準用する第９４条第１項」と、第９４条第１項

中「前条」とあるのは「第１７２条において準用

する前条」と、第１５８条第１項中「支給決定障

害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び指定障

害福祉サービス省令第１７０条の２第１項に規定

する厚生労働大臣が定める者に限る。）」とある

のは「支給決定障害者（指定障害福祉サービス省

令第１８４条に規定する厚生労働大臣が定める者

 （準用）

第１７２条 第１０条から第１８条まで、第２０条、

第２１条、第２４条、第２９条、第３７条から第

４２条まで、第５９条から第６２条まで、第６８

条、第７０条から第７２条まで、第７５条から第

７７条まで、第８６条、第８７条、第８８条から

第９４条まで、第１４６条、第１４７条及び第１

５８条の規定は、指定就労移行支援の事業につい

て準用する。この場合において、第１０条第１項

中「第３２条」とあるのは「第１７２条において

準用する第９１条」と、第２１条第２項中「次条

第１項」とあるのは「第１７２条において準用す

る第１４６条第１項」と、第２４条第２項中「第

２２条第２項」とあるのは「第１７２条において

準用する第１４６条第２項」と、第５９条第１項

中「次条第１項」とあるのは「第１７２条におい

て読み替えて準用する次条第１項」と、「療養介

護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、第

６０条中「療養介護計画」とあるのは「就労移行

支援計画」と、同条第８項中「６月」とあるのは

「３月」と、第６１条中「前条」とあるのは「第

１７２条において準用する前条」と、第７７条第

２項第１号中「第６０条第１項」とあるのは「第

１７２条において読み替えて準用する第６０条第

１項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労移

行支援計画」と、同項第２号中「第５５条第１項

」とあるのは「第１７２条において準用する第２

０条第１項」と、同項第３号中「第６７条」とあ

るのは「第１７２条において準用する第９０条」

と、同項第４号中「第７５条第２項」とあるのは

「第１７２条において準用する第７５条第２項」

と、同項第５号及び第６号中「次条」とあるのは

「第１７２条」と、第９１条中「第９４条」とあ

るのは「第１７２条において準用する第９４条」

と、第９４条中「前条」とあるのは「第１７２条

において準用する前条」と、第１５８条第１項中

「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける

者及び指定障害福祉サービス省令第１７０条の２

第１項に規定する厚生労働大臣が定める者に限る。

）」とあるのは「支給決定障害者（指定障害福祉



に限る。）」と、同条第２項中「支給決定障害者

（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び指定障害福

祉サービス省令第１７０条の２第２項に規定する

厚生労働大臣が定める者を除く。）」とあるのは

「支給決定障害者（指定障害福祉サービス省令第

１８４条に規定する厚生労働大臣が定める者を除

く。）」と読み替えるものとする。

サービス省令第１８４条に規定する厚生労働大臣

が定める者に限る。）」と、同条第２項中「支給

決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び

指定障害福祉サービス省令第１７０条の２第２項

に規定する厚生労働大臣が定める者を除く。）」

とあるのは「支給決定障害者（指定障害福祉サー

ビス省令第１８４条に規定する厚生労働大臣が定

める者を除く。）」と読み替えるものとする。

 （職場への定着のための支援等の実施）

第１８３条 ［略］

２ 指定就労継続支援Ａ型事業者は、利用者が、第

１９４条の２に規定する指定就労定着支援の利用

を希望する場合には、前項に定める支援が終了し

た日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けら

れるよう、第１９４条の３第１項に規定する指定

就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければ

ならない。

 （職場への定着のための支援等の実施）

第１８３条 ［略］

 （厚生労働大臣が定める事項の評価等）

第１８４条の３ 指定就労継続支援Ａ型事業者は、

指定就労継続支援Ａ型事業所ごとに、おおむね１

年に１回以上、利用者の労働時間その他の当該指

定就労継続支援Ａ型事業所の運営状況に関し必要

な事項として厚生労働大臣が定める事項について、

厚生労働大臣が定めるところにより、自ら評価を

行い、その結果をインターネットの利用その他の

方法により公表しなければならない。

 （準用）

第１８５条 第１０条から第１８条まで、第２０条、

第２１条、第２３条、第２４条、第２９条、第３

４条の２、第３６条の２から第４２条まで、第５

９条から第６２条まで、第６８条、第７０条から

第７２条まで、第７６条、第７７条、第８８条か

ら第９０条まで、第９２条から第９４条まで、第

１４６条、第１４７条及び第１７１条の規定は、

指定就労継続支援Ａ型の事業について準用する。

この場合において、第１０条第１項中「第３２条

」とあるのは「第１８４条の２」と、第２１条第

２項中「次条第１項」とあるのは「第１８５条に

おいて準用する第１４６条第１項」と、第２４条

第２項中「第２２条第２項」とあるのは「第１８

５条において準用する第１４６条第２項」と、第

５９条第１項中「次条第１項」とあるのは「第１

８５条において読み替えて準用する次条第１項」

と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援

Ａ型計画」と、第６０条中「療養介護計画」とあ

るのは「就労継続支援Ａ型計画」と、第６１条中

「前条」とあるのは「第１８５条において準用す

 （準用）

第１８５条 第１０条から第１８条まで、第２０条、

第２１条、第２３条、第２４条、第２９条、第３

７条から第４２条まで、第５９条から第６２条ま

で、第６８条、第７０条から第７２条まで、第７

５条から第７７条まで、第８８条から第９０条ま

で、第９２条から第９４条まで、第１４６条、第

１４７条及び第１７１条の規定は、指定就労継続

支援Ａ型の事業について準用する。この場合にお

いて、第１０条第１項中「第３２条」とあるのは

「第１８４条の２」と、第２１条第２項中「次条

第１項」とあるのは「第１８５条において準用す

る第１４６条第１項」と、第２４条第２項中「第

２２条第２項」とあるのは「第１８５条において

準用する第１４６条第２項」と、第５９条第１項

中「次条第１項」とあるのは「第１８５条におい

て読み替えて準用する次条第１項」と、「療養介

護計画」とあるのは「就労継続支援Ａ型計画」と、

第６０条中「療養介護計画」とあるのは「就労継

続支援Ａ型計画」と、第６１条中「前条」とある

のは「第１８５条において準用する前条」と、第



る前条」と、第７７条第２項第１号中「第６０条

第１項」とあるのは「第１８５条において読み替

えて準用する第６０条第１項」と、「療養介護計

画」とあるのは「就労継続支援Ａ型計画」と、同

項第２号中「第５５条第１項」とあるのは「第１

８５条において準用する第２０条第１項」と、同

項第３号中「第６７条」とあるのは「第１８５条

において準用する第９０条」と、同項第４号から

第６号まで中「次条」とあるのは「第１８５条」

と、第９４条第１項中「前条」とあるのは「第１

８５条において準用する前条」と読み替えるもの

とする。

７７条第２項第１号中「第６０条第１項」とある

のは「第１８５条において読み替えて準用する第

６０条第１項」と、「療養介護計画」とあるのは

「就労継続支援Ａ型計画」と、同項第２号中「第

５５条第１項」とあるのは「第１８５条において

準用する第２０条第１項」と、同項第３号中「第

６７条」とあるのは「第１８５条において準用す

る第９０条」と、同項第４号中「第７５条第２項

」とあるのは「第１８５条において準用する第７

５条第２項」と、同項第５号及び第６号中「次条

」とあるのは「第１８５条」と、第９４条中「前

条」とあるのは「第１８５条において準用する前

条」と読み替えるものとする。

 （準用）

第１９０条 第１０条から第１８条まで、第２０条、

第２１条、第２３条、第２４条、第２９条、第３

４条の２、第３６条の２から第４２条まで、第５

９条から第６２条まで、第６８条、第７０条から

第７２条まで、第７６条、第７７条、第８６条、

第８８条から第９４条まで、第１４６条、第１４

７条及び第１８１条から第１８３条までの規定は、

指定就労継続支援Ｂ型の事業について準用する。

この場合において、第１０条第１項中「第３２条

」とあるのは「第１９０条において準用する第９

１条」と、第２１条第２項中「次条第１項」とあ

るのは「第１９０条において準用する第１４６条

第１項」と、第２４条第２項中「第２２条第２項

」とあるのは「第１９０条において準用する第１

４６条第２項」と、第５９条第１項中「次条第１

項」とあるのは「第１９０条において読み替えて

準用する次条第１項」と、「療養介護計画」とあ

るのは「就労継続支援Ｂ型計画」と、第６０条中

「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型

計画」と、第６１条中「前条」とあるのは「第１

９０条において準用する前条」と、第７７条第２

項第１号中「第６０条第１項」とあるのは「第１

９０条において読み替えて準用する第６０条第１

項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続

支援Ｂ型計画」と、同項第２号中「第５５条第１

項」とあるのは「第１９０条において準用する第

２０条第１項」と、同項第３号中「第６７条」と

あるのは「第１９０条において準用する第９０条

」と、同項第４号から第６号まで中「次条」とあ

るのは「第１９０条」と、第９１条中「第９４条

第１項」とあるのは「第１９０条において準用す

る第９４条第１項」と、第９４条第１項中「前条

」とあるのは「第１９０条において準用する前条

」と、第１８１条第１項中「第１８５条」とある

のは「第１９０条」と、「就労継続支援Ａ型計画

 （準用）

第１９０条 第１０条から第１８条まで、第２０条、

第２１条、第２３条、第２４条、第２９条、第３

７条から第４２条まで、第５９条から第６２条ま

で、第６８条、第７０条から第７２条まで、第７

５条から第７７条まで、第８６条、第８８条から

第９４条まで、第１４６条、第１４７条及び第１

８１条から第１８３条までの規定は、指定就労継

続支援Ｂ型の事業について準用する。この場合に

おいて、第１０条第１項中「第３２条」とあるの

は「第１９０条において準用する第９１条」と、

第２１条第２項中「次条第１項」とあるのは「第

１９０条において準用する第１４６条第１項」と、

第２４条第２項中「第２２条第２項」とあるのは

「第１９０条において準用する第１４６条第２項

」と、第５９条第１項中「次条第１項」とあるの

は「第１９０条において読み替えて準用する次条

第１項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労

継続支援Ｂ型計画」と、第６０条中「療養介護計

画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と、第

６１条中「前条」とあるのは「第１９０条におい

て準用する前条」と、第７７条第２項第１号中「

第６０条第１項」とあるのは「第１９０条におい

て読み替えて準用する第６０条第１項」と、「療

養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画

」と、同項第２号中「第５５条第１項」とあるの

は「第１９０条において準用する第２０条第１項

」と、同項第３号中「第６７条」とあるのは「第

１９０条において準用する第９０条」と、同項第

４号中「第７５条第２項」とあるのは「第１９０

条において準用する第７５条第２項」と、同項第

５号及び第６号中「次条」とあるのは「第１９０

条」と、第９１条中「第９４条」とあるのは「第

１９０条において準用する第９４条」と、第９４

条中「前条」とあるのは「第１９０条において準

用する前条」と、第１８１条第１項中「第１８５



」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と読み替

えるものとする。

条」とあるのは「第１９０条」と、「就労継続支

援Ａ型計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画

」と読み替えるものとする。

 （準用）

第１９４条 第１０条から第１３条まで、第１５条

から第１８条まで、第２０条、第２１条、第２４

条（第１項を除く。）、第２９条、第３４条の２、

第３６条の２から第４２条まで、第５２条、第５

９条から第６２条まで、第７０条、第７２条、第

７６条、第７７条、第８６条、第８９条、第９０

条、第９２条から第９４条まで、第１４６条（第

１項を除く。）、第１４７条、第１８１条から第

１８３条まで及び第１８６条の規定は、基準該当

就労継続支援Ｂ型の事業について準用する。この

場合において、第１０条第１項中「第３２条」と

あるのは「第１９２条」と、第２１条第２項中「

次条第１項から第３項まで」とあるのは「第１９

４条において準用する第１４６条第２項及び第３

項」と、第２４条第２項中「第２２条第２項」と

あるのは「第１９４条において準用する第１４６

条第２項」と、第５９条第１項中「次条第１項」

とあるのは「第１９４条において読み替えて準用

する次条第１項」と、「療養介護計画」とあるの

は「基準該当就労継続支援Ｂ型計画」と、第６０

条中「療養介護計画」とあるのは「基準該当就労

継続支援Ｂ型計画」と、第６１条中「前条」とあ

るのは「第１９４条において準用する前条」と、

第７７条第２項第１号中「第６０条第１項」とあ

るのは「第１９４条において読み替えて準用する

第６０条第１項」と、「療養介護計画」とあるの

は「基準該当就労継続支援Ｂ型計画」と、同項第

２号中「第５５条第１項」とあるのは「第１９４

条において準用する第２０条第１項」と、同項第

３号中「第６７条」とあるのは「第１９４条にお

いて準用する第９０条」と、同項第４号から第６

号まで中「次条」とあるのは「第１９４条」と、

第９４条第１項中「前条」とあるのは「第１９４

条において準用する前条」と、第１４６条第３項

中「前２項」とあるのは「前項」と、同条第５項

中「第１項から第３項まで」とあるのは「第２項

及び第３項」と、第１８１条第１項中「第１８５

条」とあるのは「第１９４条」と、「就労継続支

援Ａ型計画」とあるのは「基準該当就労継続支援

Ｂ型計画」と読み替えるものとする。

 （準用）

第１９４条 第１０条から第１３条まで、第１５条

から第１８条まで、第２０条、第２１条、第２４

条（第１項を除く。）、第２９条、第３７条から

第４２条まで、第５２条、第５９条から第６２条

まで、第７０条、第７２条、第７５条から第７７

条まで、第８６条、第８９条、第９０条、第９２

条から第９４条まで、第１４６条（第１項を除く。

）、第１４７条、第１８１条から第１８３条まで

及び第１８６条の規定は、基準該当就労継続支援

Ｂ型の事業について準用する。この場合において、

第１０条第１項中「第３２条」とあるのは「第１

９２条」と、第２１条第２項中「次条第１項から

第３項まで」とあるのは「第１９４条において準

用する第１４６条第２項及び第３項」と、第２４

条第２項中「第２２条第２項」とあるのは「第１

９４条において準用する第１４６条第２項」と、

第５９条第１項中「次条第１項」とあるのは「第

１９４条において読み替えて準用する次条第１項

」と、「療養介護計画」とあるのは「基準該当就

労継続支援Ｂ型計画」と、第６０条中「療養介護

計画」とあるのは「基準該当就労継続支援Ｂ型計

画」と、第６１条中「前条」とあるのは「第１９

４条において準用する前条」と、第７７条第２項

第１号中「第６０条第１項」とあるのは「第１９

４条において読み替えて準用する第６０条第１項

」と、「療養介護計画」とあるのは「基準該当就

労継続支援Ｂ型計画」と、同項第２号中「第５５

条第１項」とあるのは「第１９４条において準用

する第２０条第１項」と、同項第３号中「第６７

条」とあるのは「第１９４条において準用する第

９０条」と、同項第４号中「第７５条第２項」と

あるのは「第１９４条において準用する第７５条

第２項」と、同項第５号及び第６号中「次条」と

あるのは「第１９４条」と、第９４条中「前条」

とあるのは「第１９４条において準用する前条」

と、第１４６条第３項中「前２項」とあるのは「

前項」と、同条第５項中「第１項から第３項まで

」とあるのは「第２項及び第３項」と、第１８１

条第１項中「第１８５条」とあるのは「第１９４

条」と、「就労継続支援Ａ型計画」とあるのは「

基準該当就労継続支援Ｂ型計画」と読み替えるも

のとする。

 （職場への定着のための支援等の実施）

第１９４条の８ ［略］

 （職場への定着のための支援の実施）

第１９４条の８ ［略］



２ 指定就労定着支援事業者は、利用者に対して前

項の支援を提供するに当たっては、１月に１回以

上、当該利用者との対面又はテレビ電話装置等を

用いる方法その他の対面に相当する方法により行

うとともに、１月に１回以上、当該利用者を雇用

した通常の事業所の事業主を訪問することにより

当該利用者の職場での状況を把握するよう努めな

ければならない。

２ 指定就労定着支援事業者は、利用者に対して前

項の支援を提供するに当たっては、１月に１回以

上、当該利用者との対面により行うとともに、１

月に１回以上、当該利用者を雇用した通常の事業

所の事業主を訪問することにより当該利用者の職

場での状況を把握するよう努めなければならない。

 （準用）

第１９４条の１２ 第１０条から第２４条まで、第

３０条、第３４条から第３６条まで、第３７条か

ら第４２条まで、第５９条、第６０条、第６２条

及び第６８条の規定は、指定就労定着支援の事業

について準用する。この場合において、第１０条

第１項中「第３２条」とあるのは「第１９４条の

１０」と、第２１条第２項中「次条第１項」とあ

るのは「第１９４条の１２において準用する次条

第１項」と、第２４条第２項中「第２２条第２項

」とあるのは「第１９４条の１２において準用す

る第２２条第２項」と、第５９条第１項中「次条

第１項」とあるのは「第１９４条の１２において

準用する次条第１項」と、「療養介護計画」とあ

るのは「就労定着支援計画」と、第６０条中「療

養介護計画」とあるのは「就労定着支援計画」と

読み替えるものとする。

 （準用）

第１９４条の１２ 第１０条から第２４条まで、第

３０条、第３４条から第４２条まで、第５９条、

第６０条、第６２条及び第６８条の規定は、指定

就労定着支援の事業について準用する。この場合

において、第１０条第１項中「第３２条」とある

のは「第１９４条の１０」と、第２１条第２項中

「次条第１項」とあるのは「第１９４条の１２に

おいて準用する次条第１項」と、第２４条第２項

中「第２２条第２項」とあるのは「第１９４条の

１２において準用する第２２条第２項」と、第５

９条第１項中「次条第１項」とあるのは「第１９

４条の１２において準用する次条第１項」と、「

療養介護計画」とあるのは「就労定着支援計画」

と、第６０条中「療養介護計画」とあるのは「就

労定着支援計画」と読み替えるものとする。

 （準用）

第１９４条の２０ 第１０条から第２４条まで、第

３０条、第３４条から第３６条まで、第３７条か

ら第４２条まで、第５９条、第６０条、第６２条、

第６８条、第１９４条の６、第１９４条の１０及

び第１９４条の１１の規定は、指定自立生活援助

の事業について準用する。この場合において、第

１０条第１項中「第３２条」とあるのは「第１９

４条の２０において準用する第１９４条の１０」

と、第２１条第２項中「次条第１項」とあるのは

「第１９４条の２０において準用する次条第１項

」と、第６０条中「療養介護計画」とあるのは「

自立生活援助計画」と、同条第８項中「６月」と

あるのは「３月」と読み替えるものとする。

 （準用）

第１９４条の２０ 第１０条から第２４条まで、第

３０条、第３４条から第４２条まで、第５９条、

第６０条、第６２条、第６８条、第１９４条の６、

第１９４条の１０及び第１９４条の１１の規定は、

指定自立生活援助の事業について準用する。この

場合において、第１０条第１項中「第３２条」と

あるのは「第１９４条の２０において準用する第

１９４条の１０」と、第２１条第２項中「次条第

１項」とあるのは「第１９４条の２０において準

用する次条第１項」と、第６０条中「療養介護計

画」とあるのは「自立生活援助計画」と、同条第

８項中「６月」とあるのは「３月」と読み替える

ものとする。

 （従業者の員数）

第１９６条 ［略］

２ ［略］

３ 第１項に規定する指定共同生活援助事業所の従

業者は、専ら指定共同生活援助事業所の職務に従

事する者でなければならない。ただし、利用者の

支援に支障がない場合は、この限りでない。

 （従業者の員数）

第１９６条 ［略］

２ ［略］

３ 第１項に規定する指定共同生活援助の従業者は、

専ら指定共同生活援助事業所の職務に従事する者

でなければならない。ただし、利用者の支援に支

障がない場合は、この限りでない。



 （勤務体制の確保等）

第２００条 ［略］

２～５ ［略］

６ 指定共同生活援助事業者は、適切な指定共同生

活援助の提供を確保する観点から、職場において

行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とし

た言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超え

たものにより従業者の就業環境が害されることを

防止するための方針の明確化等の必要な措置を講

じなければならない。

 （勤務体制の確保等）

第２００条 ［略］

２～５ ［略］

 （準用）

第２０１条 第１０条、第１２条、第１３条、第１

５条から第１８条まで、第２１条、第２４条、第

２９条、第３４条の２、第３６条の２から第４２

条まで、第５５条、第６０条、第６２条、第６８

条、第７２条、第７６条、第７７条、第９０条、

第９２条、第９４条及び第１５８条の規定は、指

定共同生活援助の事業について準用する。この場

合において、第１０条第１項中「第３２条」とあ

るのは「第１９９条の３」と、第２１条第２項中

「次条第１項」とあるのは「第１９８条の４第１

項」と、第２４条第２項中「第２２条第２項」と

あるのは「第１９８条の４第２項」と、第６０条

中「療養介護計画」とあるのは「共同生活援助計

画」と、第７７条第２項第１号中「第６０条第１

項」とあるのは「第２０１条において読み替えて

準用する第６０条第１項」と、「療養介護計画」

とあるのは「共同生活援助計画」と、同項第２号

中「第５５条第１項」とあるのは「第２０１条に

おいて準用する第５５条第１項」と、同項第３号

中「第６７条」とあるのは「第２０１条において

準用する第９０条」と、同項第４号から第６号ま

で中「次条」とあるのは「第２０１条」と、第９

４条第１項中「前条の協力医療機関」とあるのは

「第２００条の４第１項の協力医療機関及び同条

第２項の協力歯科医療機関」と、第１５８条第１

項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受

ける者及び指定障害福祉サービス省令第１７０条

の２第１項に規定する厚生労働大臣が定める者に

限る。）」とあるのは「支給決定障害者（入居前

の体験的な指定共同生活援助を受けている者を除

く。）」と、同条第２項中「支給決定障害者（指

定宿泊型自立訓練を受ける者及び指定障害福祉サ

ービス省令第１７０条の２第２項に規定する厚生

労働大臣が定める者を除く。）」とあるのは「支

給決定障害者（入居前の体験的な指定共同生活援

助を受けている者に限る。）」と読み替えるもの

とする。

 （準用）

第２０１条 第１０条、第１２条、第１３条、第１

５条から第１８条まで、第２１条、第２４条、第

２９条、第３７条から第４２条まで、第５５条、

第６０条、第６２条、第６８条、第７２条、第７

５条から第７７条まで、第９０条、第９２条、第

９４条及び第１５８条の規定は、指定共同生活援

助の事業について準用する。この場合において、

第１０条第１項中「第３２条」とあるのは「第１

９９条の３」と、第２１条第２項中「次条第１項

」とあるのは「第１９８条の４第１項」と、第２

４条第２項中「第２２条第２項」とあるのは「第

１９８条の４第２項」と、第６０条中「療養介護

計画」とあるのは「共同生活援助計画」と、第７

７条第２項第１号中「第６０条第１項」とあるの

は「第２０１条において読み替えて準用する第６

０条第１項」と、「療養介護計画」とあるのは「

共同生活援助計画」と、同項第２号中「第５５条

第１項」とあるのは「第２０１条において準用す

る第５５条第１項」と、同項第３号中「第６７条

」とあるのは「第２０１条において準用する第９

０条」と、同項第４号中「第７５条第２項」とあ

るのは「第２０１条において準用する第７５条第

２項」と、同項第５号及び第６号中「次条」とあ

るのは「第２０１条」と、第９４条中「前条の協

力医療機関」とあるのは「第２００条の４第１項

の協力医療機関及び同条第２項の協力歯科医療機

関」と、第１５８条第１項中「支給決定障害者（

指定宿泊型自立訓練を受ける者及び指定障害福祉

サービス省令第１７０条の２第１項に規定する厚

生労働大臣が定める者に限る。）」とあるのは「

支給決定障害者（入居前の体験的な指定共同生活

援助を受けている者を除く。）」と、同条第２項

中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受け

る者及び指定障害福祉サービス省令第１７０条の

２第２項に規定する厚生労働大臣が定める者を除

く。）」とあるのは「支給決定障害者（入居前の

体験的な指定共同生活援助を受けている者に限る。

）」と読み替えるものとする。



 （従業者の員数）

第２０１条の４ ［略］

２・３ ［略］

４ 第１項及び第２項に規定する日中サービス支援

型指定共同生活援助事業所の従業者は、専ら日中

サービス支援型指定共同生活援助事業所の職務に

従事する者でなければならない。ただし、利用者

の支援に支障がない場合は、この限りでない。

５ 第１項及び第２項に規定する日中サービス支援

型指定共同生活援助事業所の従業者のうち、１人

以上は、常勤でなければならない。

 （従業者の員数）

第２０１条の４ ［略］

２・３ ［略］

４ 第１項及び第２項に規定する日中サービス支援

型指定共同生活援助の従業者は、専ら日中サービ

ス支援型指定共同生活援助事業所の職務に従事す

る者でなければならない。ただし、利用者の支援

に支障がない場合は、この限りでない。

５ 第１項及び第２項に規定する日中サービス支援

型指定共同生活援助の従業者のうち、１人以上は、

常勤でなければならない。

 （準用）

第２０１条の１１ 第１０条、第１２条、第１３条、

第１５条から第１８条まで、第２１条、第２４条、

第２９条、第３４条の２、第３６条の２から第４

２条まで、第５５条、第６０条、第６２条、第６

８条、第７２条、第７６条、第７７条、第９０条、

第９２条、第９４条、第１５８条、第１９８条の

２から第１９８条の６まで及び第１９９条の３か

ら第２００条の４までの規定は、日中サービス支

援型指定共同生活援助の事業について準用する。

この場合において、第１０条第１項中「第３２条

」とあるのは「第２０１条の１１において準用す

る第１９９条の３」と、第２１条第２項中「次条

第１項」とあるのは「第２０１条の１１において

準用する第１９８条の４第１項」と、第２４条第

２項中「第２２条第２項」とあるのは「第２０１

条の１１において準用する第１９８条の４第２項

」と、第６０条中「療養介護計画」とあるのは「

日中サービス支援型共同生活援助計画」と、第７

７条第２項第１号中「第６０条」とあるのは「第

２０１条の１１において読み替えて準用する第６

０条」と、「療養介護計画」とあるのは「日中サ

ービス支援型共同生活援助計画」と、同項第２号

中「第５５条第１項」とあるのは「第２０１条の

１１において準用する第５５条第１項」と、同項

第３号中「第６７条」とあるのは「第２０１条の

１１において準用する第９０条」と、同項第４号

から第６号まで中「次条」とあるのは「第２０１

条の１１」と、第９４条第１項中「前条の協力医

療機関」とあるのは「第２０１条の１１において

準用する第２００条の４第１項の協力医療機関及

び同条第２項の協力歯科医療機関」と、第１５８

条第１項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓

練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者に限る。

）」とあるのは「支給決定障害者（入居前の体験

的な日中サービス支援型指定共同生活援助を受け

ている者を除く。）」と、同条第２項中「支給決

 （準用）

第２０１条の１１ 第１０条、第１２条、第１３条、

第１５条から第１８条まで、第２１条、第２４条、

第２９条、第３７条から第４２条まで、第５５条、

第６０条、第６２条、第６８条、第７２条、第７

５条から第７７条まで、第９０条、第９２条、第

９４条、第１５８条、第１９８条の２から第１９

８条の６まで及び第１９９条の３から第２００条

の４までの規定は、日中サービス支援型指定共同

生活援助の事業について準用する。この場合にお

いて、第１０条第１項中「第３２条」とあるのは

「第２０１条の１１において準用する第１９９条

の３」と、第２１条第２項中「次条第１項」とあ

るのは「第２０１条の１１において準用する第１

９８条の４第１項」と、第２４条第２項中「第２

２条第２項」とあるのは「第２０１条の１１にお

いて準用する第１９８条の４第２項」と、第６０

条中「療養介護計画」とあるのは「日中サービス

支援型共同生活援助計画」と、第７７条第２項第

１号中「第６０条」とあるのは「第２０１条の１

１において読み替えて準用する第６０条」と、「

療養介護計画」とあるのは「日中サービス支援型

共同生活援助計画」と、同項第２号中「第５５条

第１項」とあるのは「第２０１条の１１において

準用する第５５条第１項」と、同項第３号中「第

６７条」とあるのは「第２０１条の１１において

準用する第９０条」と、同項第４号中「第７５条

第２項」とあるのは「第２０１条の１１において

準用する第７５条第２項」と、同項第５号及び第

６号中「次条」とあるのは「第２０１条の１１」

と、第９４条中「前条の協力医療機関」とあるの

は「第２０１条の１１において準用する第２００

条の４第１項の協力医療機関及び同条第２項の協

力歯科医療機関」と、第１５８条第１項中「支給

決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び

厚生労働大臣が定める者に限る。）」とあるのは

「支給決定障害者（入居前の体験的な日中サービ



定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚

生労働大臣が定める者を除く。）」とあるのは「

支給決定障害者（入居前の体験的な日中サービス

支援型指定共同生活援助を受けている者に限る。

）」と読み替えるものとする。

ス支援型指定共同生活援助を受けている者を除く。

）」と、同条第２項中「支給決定障害者（指定宿

泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定め

る者を除く。）」とあるのは「支給決定障害者（

入居前の体験的な日中サービス支援型指定共同生

活援助を受けている者に限る。）」と読み替える

ものとする。

 （従業者の員数）

第２０１条の１４ ［略］

２ ［略］

３ 第１項に規定する外部サービス利用型指定共同

生活援助事業所の従業者は、専ら外部サービス利

用型指定共同生活援助事業所の職務に従事する者

でなければならない。ただし、利用者の支援に支

障がない場合は、この限りでない。

 （従業者の員数）

第２０１条の１４ ［略］

２ ［略］

３ 第１項に規定する外部サービス利用型指定共同

生活援助の従業者は、専ら外部サービス利用型指

定共同生活援助事業所の職務に従事する者でなけ

ればならない。ただし、利用者の支援に支障がな

い場合は、この限りでない。

 （勤務体制の確保等）

第２０１条の２１ ［略］

２～４ ［略］

５ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、

適切な外部サービス利用型指定共同生活援助の提

供を確保する観点から、職場において行われる性

的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であ

って業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによ

り従業者の就業環境が害されることを防止するた

めの方針の明確化等の必要な措置を講じなければ

ならない。

 （勤務体制の確保等）

第２０１条の２１ ［略］

２～４ ［略］

 （準用）

第２０１条の２２ 第１２条、第１３条、第１５条

から第１８条まで、第２１条、第２４条、第２９

条、第３４条の２、第３６条の２から第４２条ま

で、第５５条、第６０条、第６２条、第６８条、

第７２条、第７６条、第７７条、第９０条、第９

２条、第９４条、第１５８条、第１９８条の２か

ら第１９８条の６まで、第１９９条、第１９９条

の２及び第２００条の２から第２００条の４まで

の規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助

の事業について準用する。この場合において、第

２１条第２項中「次条第１項」とあるのは「第２

０１条の２２において準用する第１９８条の４第

１項」と、第２４条第２項中「第２２条第２項」

とあるのは「第２０１条の２２において準用する

第１９８条の４第２項」と、第６０条中「療養介

護計画」とあるのは「外部サービス利用型共同生

活援助計画」と、第７７条第２項第１号中「第６

０条」とあるのは「第２０１条の２２において準

用する第６０条」と、「療養介護計画」とあるの

は「外部サービス利用型共同生活援助計画」と、

 （準用）

第２０１条の２２ 第１２条、第１３条、第１５条

から第１８条まで、第２１条、第２４条、第２９

条、第３７条から第４２条まで、第５５条、第６

０条、第６２条、第６８条、第７２条、第７５条

から第７７条まで、第９０条、第９２条、第９４

条、第１５８条、第１９８条の２から第１９８条

の６まで、第１９９条、第１９９条の２及び第２

００条の２から第２００条の４までの規定は、外

部サービス利用型指定共同生活援助の事業につい

て準用する。この場合において、第２１条第２項

中「次条第１項」とあるのは「第２０１条の２２

において準用する第１９８条の４第１項」と、第

２４条第２項中「第２２条第２項」とあるのは「

第２０１条の２２において準用する第１９８条の

４第２項」と、第６０条中「療養介護計画」とあ

るのは「外部サービス利用型共同生活援助計画」

と、第７７条第２項第１号中「第６０条」とある

のは「第２０１条の２２において準用する第６０

条」と、「療養介護計画」とあるのは「外部サー

ビス利用型共同生活援助計画」と、同項第２号中



同項第２号中「第５５条第１項」とあるのは「第

２０１条の２２において準用する第５５条第１項

」と、同項第３号中「第６７条」とあるのは「第

２０１条の２２において準用する第９０条」と、

同項第４号から第６号まで中「次条」とあるのは

「第２０１条の２２」と、第９４条第１項中「前

条の協力医療機関」とあるのは「第２０１条の２

２において準用する第２００条の４第１項の協力

医療機関及び同条第２項の協力歯科医療機関」と、

第１５８条第１項中「支給決定障害者（指定宿泊

型自立訓練を受ける者及び指定障害福祉サービス

省令第１７０条の２第１項に規定する厚生労働大

臣が定める者に限る。）」とあるのは「支給決定

障害者（入居前の体験的な外部サービス利用型指

定共同生活援助を受けている者を除く。）」と、

同条第２項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立

訓練を受ける者及び指定障害福祉サービス省令第

１７０条の２第２項に規定する厚生労働大臣が定

める者を除く。）」とあるのは「支給決定障害者

（入居前の体験的な外部サービス利用型指定共同

生活援助を受けている者に限る。）」と、第１９

９条第３項中「当該指定共同生活援助事業所の従

業者」とあるのは「当該外部サービス利用型指定

共同生活援助事業所及び受託居宅介護サービス事

業所の従業者」と読み替えるものとする。

「第５５条第１項」とあるのは「第２０１条の２

２において準用する第５５条第１項」と、同項第

３号中「第６７条」とあるのは「第２０１条の２

２において準用する第９０条」と、同項第４号中

「第７５条第２項」とあるのは「第２０１条の２

２において準用する第７５条第２項」と、同項第

５号及び第６号中「次条」とあるのは「第２０１

条の２２」と、第９４条中「前条の協力医療機関

」とあるのは「第２０１条の２２において準用す

る第２００条の４第１項の協力医療機関及び同条

第２項の協力歯科医療機関」と、第１５８条第１

項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受

ける者及び指定障害福祉サービス省令第１７０条

の２第１項に規定する厚生労働大臣が定める者に

限る。）」とあるのは「支給決定障害者（入居前

の体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助

を受けている者を除く。）」と、同条第２項中「

支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者

及び指定障害福祉サービス省令第１７０条の２第

２項に規定する厚生労働大臣が定める者を除く。

）」とあるのは「支給決定障害者（入居前の体験

的な外部サービス利用型指定共同生活援助を受け

ている者に限る。）」と、第１９９条第３項中「

当該指定共同生活援助事業所の従業者」とあるの

は「当該外部サービス利用型指定共同生活援助事

業所及び受託居宅介護サービス事業所の従業者」

と読み替えるものとする。

 （従業者の員数等に関する特例）

第２０２条 多機能型による指定生活介護事業所、

指定自立訓練（機能訓練）事業所、指定自立訓練

（生活訓練）事業所、指定就労移行支援事業所、

指定就労継続支援Ａ型事業所及び指定就労継続支

援Ｂ型事業所（指定就労継続支援Ｂ型事業者が指

定就労継続支援Ｂ型の事業を行う事業所をいう。

）並びに指定児童発達支援事業所、指定医療型児

童発達支援事業所（指定通所支援条例第６３条に

規定する指定医療型児童発達支援事業所をいう。

次項において同じ。）及び指定放課後等デイサー

ビス事業所（以下「多機能型事業所」と総称する。

）は、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用

定員数の合計が２０人未満である場合は、第８０

条第６項、第１４３条第６項及び第７項、第１５

３条第６項、第１６３条第４項並びに第１７４条

第４項（第１８７条において準用する場合を含む。

）の規定にかかわらず、当該多機能型事業所に置

くべき従業者（医師及びサービス管理責任者を除

く。）のうち、１人以上の者を常勤でなければな

らないものとすることができる。

２ 多機能型事業所（指定児童発達支援事業所、指

 （従業者の員数等に関する特例）

第２０２条 多機能型による指定生活介護事業所、

指定自立訓練（機能訓練）事業所、指定自立訓練

（生活訓練）事業所、指定就労移行支援事業所、

指定就労継続支援Ａ型事業所及び指定就労継続支

援Ｂ型事業所（指定就労継続支援Ｂ型事業者が指

定就労継続支援Ｂ型の事業を行う事業所をいう。

）並びに指定児童発達支援事業所、指定医療型児

童発達支援事業所（指定通所支援条例第６３条に

規定する指定医療型児童発達支援事業所をいう。

次項において同じ。）及び指定放課後等デイサー

ビス事業所（以下「多機能型事業所」と総称する。

）は、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用

定員数の合計が２０人未満である場合は、第８０

条第６項、第１４３条第６項及び第７項、第１５

３条第６項、第１６３条第４項及び第５項並びに

第１７４条第４項（第１８７条において準用する

場合を含む。）の規定にかかわらず、当該多機能

型事業所に置くべき従業者（医師及びサービス管

理責任者を除く。）のうち、１人以上の者を常勤

でなければならないものとすることができる。

２ 多機能型事業所（指定児童発達支援事業所、指



定医療型児童発達支援事業所及び指定放課後等デ

イサービス事業所を多機能型として一体的に行う

ものを除く。以下この条において同じ。）は、第

８０条第１項第３号及び第７項、第１４３条第１

項第２号及び第８項、第１５３条第１項第３号及

び第７項、第１６３条第１項第３号及び第５項並

びに第１７４条第１項第２号及び第５項（これら

の規定を第１８７条において準用する場合を含む。

）の規定にかかわらず、一体的に事業を行う多機

能型事業所のうち指定障害福祉サービス省令第２

１５条第２項に規定する厚生労働大臣が定めるも

のを一の事業所であるとみなして、当該一の事業

所とみなされた事業所に置くべきサービス管理責

任者の数を、次の各号に掲げる当該多機能型事業

所の利用者の数の合計の区分に応じ、当該各号に

定める数とし、この項の規定により置くべきもの

とされるサービス管理責任者のうち、１人以上は、

常勤でなければならないものとすることができる。

  ・  ［略］

定医療型児童発達支援事業所及び指定放課後等デ

イサービス事業所を多機能型として一体的に行う

ものを除く。以下この条において同じ。）は、第

８０条第１項第３号及び第７項、第１４３条第１

項第２号及び第８項、第１５３条第１項第３号及

び第７項、第１６３条第１項第３号及び第６項並

びに第１７４条第１項第２号及び第５項（これら

の規定を第１８７条において準用する場合を含む。

）の規定にかかわらず、一体的に事業を行う多機

能型事業所のうち指定障害福祉サービス省令第２

１５条第２項に規定する厚生労働大臣が定めるも

のを一の事業所であるとみなして、当該一の事業

所とみなされた事業所に置くべきサービス管理責

任者の数を、次の各号に掲げる当該多機能型事業

所の利用者の数の合計の区分に応じ、当該各号に

定める数とし、この項の規定により置くべきもの

とされるサービス管理責任者のうち、１人以上は、

常勤でなければならないものとすることができる。

  ・  ［略］

   附 則

１ ［略］

（指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援

型指定共同生活援助事業所において個人単位で居

宅介護等を利用する場合の特例）

２ 第１９９条第３項及び第２０１条の８第４項の

規定は、指定共同生活援助事業所又は日中サービ

ス支援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち、

重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る支給

決定を受けることができる者であって、障害支援

区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基

準等に関する省令第１条第５号に規定する区分４、

同条第６号に規定する区分５又は同条第７号に規

定する区分６に該当するものが、共同生活住居内

において、当該指定共同生活援助事業所又は当該

日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従

業者以外の者による居宅介護又は重度訪問介護の

利用を希望する場合については、令和６年３月３

１日までの間、当該利用者については、適用しな

い。

３ 第１９９条第３項及び第２０１条の８第４項の

規定は、指定共同生活援助事業所又は日中サービ

ス支援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち、

障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び

判定の基準等に関する省令第１条第５号に規定す

る区分４、同条第６号に規定する区分５又は同条

第７号に規定する区分６に該当するものが、共同

生活住居内において、当該指定共同生活援助事業

所又は当該日中サービス支援型指定共同生活援助

事業所の従業者以外の者による居宅介護（身体介

   附 則

１ ［略］

（指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援

型指定共同生活援助事業所において個人単位で居

宅介護等を利用する場合の特例）

２ 第１９９条第３項及び第２０１条の８第４項の

規定は、指定共同生活援助事業所又は日中サービ

ス支援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち、

重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る支給

決定を受けることができる者であって、障害支援

区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基

準等に関する省令第１条第５号に規定する区分４、

同条第６号に規定する区分５又は同条第７号に規

定する区分６に該当するものが、共同生活住居内

において、当該指定共同生活援助事業所又は当該

日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従

業者以外の者による居宅介護又は重度訪問介護の

利用を希望する場合については、平成３３年３月

３１日までの間、当該利用者については、適用し

ない。

３ 第１９９条第３項及び第２０１条の８第４項の

規定は、指定共同生活援助事業所又は日中サービ

ス支援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち、

障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び

判定の基準等に関する省令第１条第５号に規定す

る区分４、同条第６号に規定する区分５又は同条

第７号に規定する区分６に該当するものが、共同

生活住居内において、当該指定共同生活援助事業

所又は当該日中サービス支援型指定共同生活援助

事業所の従業者以外の者による居宅介護（身体介



護に係るものに限る。以下この項において同じ。

）の利用を希望し、次の各号に掲げる要件のいず

れにも該当する場合については、令和６年３月３

１日までの間、当該利用者については、適用しな

い。

 ・  ［略］

４～７ ［略］

護に係るものに限る。以下この項において同じ。

）の利用を希望し、次の各号に掲げる要件のいず

れにも該当する場合については、平成３３年３月

３１日までの間、当該利用者については、適用し

ない。

 ・  ［略］

４～７ ［略］

（さいたま市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一

部改正）

第２条 さいたま市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

（平成２４年さいたま市条例第５９号）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （指定障害者支援施設の一般原則）

第３条 ［略］

２ ［略］

３ 指定障害者支援施設は、利用者の人権の擁護、

虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うと

ともに、その従業者に対し、研修を実施する等の

措置を講じなければならない。

 （指定障害者支援施設の一般原則）

第３条 ［略］

２ ［略］

３ 指定障害者支援施設は、利用者の人権の擁護、

虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な

体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、

研修を実施する等の措置を講じるよう努めなけれ

ばならない。

（従業者の員数）

第５条 指定障害者支援施設に置くべき従業者及び

その員数は、次のとおりとする。

（従業者の員数）

第５条 指定障害者支援施設に置くべき従業者及び

その員数は、次のとおりとする。

  ～  ［略］

 就労移行支援を行う場合

  ア～ウ ［略］

  エ ［略］

  ・  ［略］

２・３ ［略］

  ～  ［略］

 就労移行支援を行う場合

  ア～ウ ［略］

  エ ア（イ）の就労支援員のうち、１人以上は、常

勤でなければならない。

  オ ［略］

  ・  ［略］

２・３ ［略］

 （複数の昼間実施サービスを行う場合における従

業者の員数）

 （複数の昼間実施サービスを行う場合における従

業者の員数）



第７条 複数の昼間実施サービスを行う指定障害者

支援施設は、昼間実施サービスの利用定員の合計

が２０人未満である場合は、第５条第１項第１号

エ、第２号エ及びオ、第３号エ、第４号ウ（イ（ア）

に係る部分を除く。）並びに第５号イの規定にか

かわらず、当該指定障害者支援施設が提供する昼

間実施サービスを行う場合に置くべき従業者（医

師及びサービス管理責任者を除く。）のうち、１

人以上は、常勤でなければならないとすることが

できる。

２ 複数の昼間実施サービスを行う指定障害者支援

施設は、第５条第１項第１号ア（ウ）及びオ、第２号

ア（イ）及びカ、第３号ア（イ）及びオ、第４号ア（ウ）、イ

（イ）及びエ並びに第５号ア（イ）及びウの規定にかかわ

らず、サービス管理責任者の数を、次の各号に掲

げる当該指定障害者支援施設が提供する昼間実施

サービスのうち指定障害者支援施設等省令第５条

第２項に規定する厚生労働大臣が定めるものの利

用者の数の合計の区分に応じ、当該各号に定める

数とし、この規定により置くべきものとされるサ

ービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でな

ければならないとすることができる。

  ・  ［略］

第７条 複数の昼間実施サービスを行う指定障害者

支援施設は、昼間実施サービスの利用定員の合計

が２０人未満である場合は、第５条第１項第１号

エ、第２号エ及びオ、第３号エ、第４号ウ（イ（ア）

に係る部分を除く。）及びエ並びに第５号イの規

定にかかわらず、当該指定障害者支援施設が提供

する昼間実施サービスを行う場合に置くべき従業

者（医師及びサービス管理責任者を除く。）のう

ち、１人以上は、常勤でなければならないとする

ことができる。

２ 複数の昼間実施サービスを行う指定障害者支援

施設は、第５条第１項第１号ア（ウ）及びオ、第２号

ア（イ）及びカ、第３号ア（イ）及びオ、第４号ア（ウ）、イ

（イ）及びオ並びに第５号ア（イ）及びウの規定にかかわ

らず、サービス管理責任者の数を、次の各号に掲

げる当該指定障害者支援施設が提供する昼間実施

サービスのうち指定障害者支援施設等省令第５条

第２項に規定する厚生労働大臣が定めるものの利

用者の数の合計の区分に応じ、当該各号に定める

数とし、この規定により置くべきものとされるサ

ービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でな

ければならないとすることができる。

  ・  ［略］

 （サービス提供困難時の対応）

第１５条 指定障害者支援施設は、生活介護、自立

訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労

移行支援又は就労継続支援Ｂ型に係る通常の事業

の実施地域（当該指定障害者支援施設が通常時に

当該施設障害福祉サービスを提供する地域をいう。

）等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な生活

介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓

練）、就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型を提供

することが困難であると認めた場合は、適当な他

の指定障害者支援施設、指定生活介護事業者（さ

いたま市指定障害福祉サービスの事業等の人員、

設備及び運営の基準等に関する条例（平成２４年

さいたま市条例第５８号。第３６条第３項におい

て「指定障害福祉サービス条例」という。）第８

０条第１項に規定する指定生活介護事業者をいう。

）、指定自立訓練（機能訓練）事業者（同条例第

１４３条第１項に規定する指定自立訓練（機能訓

練）事業者をいう。）、指定自立訓練（生活訓練

）事業者（同条例第１５３条第１項に規定する指

定自立訓練（生活訓練）事業者をいう。）、指定

就労移行支援事業者（同条例第１６３条第１項に

規定する指定就労移行支援事業者をいう。）、指

定就労継続支援Ｂ型事業者（同条例第１８９条第

１項に規定する指定就労継続支援Ｂ型事業者をい

う。）等の紹介その他の必要な措置を速やかに講

 （サービス提供困難時の対応）

第１５条 指定障害者支援施設は、生活介護、自立

訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労

移行支援又は就労継続支援Ｂ型に係る通常の事業

の実施地域（当該指定障害者支援施設が通常時に

当該施設障害福祉サービスを提供する地域をいう。

）等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な生活

介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓

練）、就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型を提供

することが困難であると認めた場合は、適当な他

の指定障害者支援施設、指定生活介護事業者（さ

いたま市指定障害福祉サービスの事業等の人員、

設備及び運営の基準等に関する条例（平成２４年

さいたま市条例第５８号）第８０条第１項に規定

する指定生活介護事業者をいう。）、指定自立訓

練（機能訓練）事業者（同条例第１４３条第１項

に規定する指定自立訓練（機能訓練）事業者をい

う。）、指定自立訓練（生活訓練）事業者（同条

例第１５３条第１項に規定する指定自立訓練（生

活訓練）事業者をいう。）、指定就労移行支援事

業者（同条例第１６３条第１項に規定する指定就

労移行支援事業者をいう。）、指定就労継続支援

Ｂ型事業者（同条例第１８９条第１項に規定する

指定就労継続支援Ｂ型事業者をいう。）等の紹介

その他の必要な措置を速やかに講じなければなら

ない。



じなければならない。

２ ［略］ ２ ［略］

 （施設障害福祉サービス計画の作成等）

第２７条 ［略］

２～４ ［略］

５ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス

計画の作成に係る会議（利用者に対する施設障害

福祉サービス等の提供に当たる担当者等を招集し

て行う会議をいい、テレビ電話装置その他の情報

通信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）

を活用して行うことができるものとする。）を開

催し、前項に規定する施設障害福祉サービス計画

の原案の内容について意見を求めるものとする。

６～１０ ［略］

 （施設障害福祉サービス計画の作成等）

第２７条 ［略］

２～４ ［略］

５ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス

計画の作成に係る会議（利用者に対する施設障害

福祉サービス等の提供に当たる担当者等を招集し

て行う会議をいう。）を開催し、前項に規定する

施設障害福祉サービス計画の原案の内容について

意見を求めるものとする。

６～１０ ［略］

 （職場への定着のための支援等の実施）

第３６条 ［略］

２ ［略］

３ 指定障害者支援施設は、就労移行支援の提供に

当たっては、利用者が、指定就労定着支援（指定

障害福祉サービス条例第１９４条の２に規定する

指定就労定着支援をいう。以下同じ。）の利用を

希望する場合には、第１項に定める支援が終了し

た日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けら

れるよう、指定就労定着支援事業者（指定障害福

祉サービス条例第１９４条の３第１項に規定する

指定就労定着支援事業者をいう。以下同じ。）と

の連絡調整を行わなければならない。

４ 指定障害者支援施設は、就労継続支援Ｂ型の提

供に当たっては、利用者が、指定就労定着支援の

利用を希望する場合には、第２項に定める支援が

終了した日以後速やかに指定就労定着支援を受け

られるよう、指定就労定着支援事業者との連絡調

整に努めなければならない。

 （職場への定着のための支援の実施）

第３６条 ［略］

２ ［略］

 （運営規程）

第４６条 指定障害者支援施設は、次に掲げる施設

の運営についての重要事項に関する運営規程（第

５２条第１項において「運営規程」という。）を

定めておかなければならない。

  ～  ［略］

 （運営規程）

第４６条 指定障害者支援施設は、次に掲げる施設

の運営についての重要事項に関する運営規程（第

５２条において「運営規程」という。）を定めて

おかなければならない。

  ～  ［略］

 （勤務体制の確保等）

第４７条 ［略］

２・３ ［略］

４ 指定障害者支援施設は、適切な施設障害福祉サ

ービスの提供を確保する観点から、職場において

行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とし

た言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超え

 （勤務体制の確保等）

第４７条 ［略］

２・３ ［略］



たものにより従業者の就業環境が害されることを

防止するための方針の明確化等の必要な措置を講

じなければならない。

 （業務継続計画の策定等）

第４７条の２ 指定障害者支援施設は、感染症や非

常災害の発生時において、利用者に対する施設障

害福祉サービスの提供を継続的に実施するための、

及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための

計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、

当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなけれ

ばならない。

２ 指定障害者支援施設は、従業者に対し、業務継

続計画について周知するとともに、必要な研修及

び訓練を定期的に実施しなければならない。

３ 指定障害者支援施設は、定期的に業務継続計画

の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変

更を行うものとする。

 （非常災害対策）

第４９条 ［略］

２ ［略］

３ 指定障害者支援施設は、前項に規定する訓練の

実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう

連携に努めなければならない。

 （非常災害対策）

第４９条 ［略］

２ ［略］

 （衛生管理等）

第５０条 ［略］

２ 指定障害者支援施設は、当該指定障害者支援施

設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん

延しないように、次に掲げる措置を講じなければ

ならない。

 当該指定障害者支援施設における感染症及び

食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を

検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して

行うことができるものとする。）を定期的に開

催するとともに、その結果について、従業者に

周知徹底を図ること。

 当該指定障害者支援施設における感染症及び

食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を

整備すること。

 当該指定障害者支援施設において、従業者に

対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防

止のための研修並びに感染症の予防及びまん延

の防止のための訓練を定期的に実施すること。

 （衛生管理等）

第５０条 ［略］

２ 指定障害者支援施設は、指定障害者支援施設に

おいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延し

ないように必要な措置を講じるよう努めなければ

ならない。

 （掲示）

第５２条 ［略］

２ 指定障害者支援施設は、前項に規定する事項を

記載した書面を当該指定障害者支援施設に備え付

 （掲示）

第５２条 ［略］



け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧さ

せることにより、同項の規定による掲示に代える

ことができる。

 （身体拘束等の禁止）

第５３条 ［略］

２ ［略］

３ 指定障害者支援施設は、身体拘束等の適正化を

図るため、次に掲げる措置を講じなければならな

い。

 身体拘束等の適正化のための対策を検討する

委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。）を定期的に開催すると

ともに、その結果について、従業者に周知徹底

を図ること。

 身体拘束等の適正化のための指針を整備する

こと。

 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための

研修を定期的に実施すること。

 （身体拘束等の禁止）

第５３条 ［略］

２ ［略］

 （虐待の防止）

第５９条の２ 指定障害者支援施設は、虐待の発生

又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を

講じなければならない。

 当該指定障害者支援施設における虐待の防止

のための対策を検討する委員会（テレビ電話装

置等を活用して行うことができるものとする。

）を定期的に開催するとともに、その結果につ

いて、従業者に周知徹底を図ること。

 当該指定障害者支援施設において、従業者に

対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施

すること。

 前２号に掲げる措置を適切に実施するための

担当者を置くこと。

（さいたま市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正

）

第３条 さいたま市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例（平成

２４年さいたま市条例第６０号）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。



 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

目次

第１章 ［略］

第２章 療養介護（第４条―第３２条の２）

第３章～第９章 ［略］

附則

目次

第１章 ［略］

第２章 療養介護（第４条―第３２条）

第３章～第９章 ［略］

附則

 （障害福祉サービス事業者の一般原則）

第３条 ［略］

２ ［略］

３ 障害福祉サービス事業者は、利用者の人権の擁

護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行

うとともに、その職員に対し、研修を実施する等

の措置を講じなければならない。

 （障害福祉サービス事業者の一般原則）

第３条 ［略］

２ ［略］

３ 障害福祉サービス事業者は、利用者の人権の擁

護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必

要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、

研修を実施する等の措置を講じるよう努めなけれ

ばならない。

 （非常災害対策）

第８条 ［略］

２ ［略］

３ 療養介護事業者は、前項に規定する訓練の実施

に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携

に努めなければならない。

 （非常災害対策）

第８条 ［略］

２ ［略］

 （療養介護計画の作成等）

第１７条 ［略］

２～４ ［略］

５ サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に

係る会議（利用者に対する療養介護の提供に当た

る担当者等を招集して行う会議をいい、テレビ電

話装置その他の情報通信機器（以下「テレビ電話

装置等」という。）を活用して行うことができる

ものとする。）を開催し、前項に規定する療養介

護計画の原案の内容について意見を求めるものと

する。

６～１０ ［略］

 （療養介護計画の作成等）

第１７条 ［略］

２～４ ［略］

５ サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に

係る会議（利用者に対する療養介護の提供に当た

る担当者等を招集して行う会議をいう。）を開催

し、前項に規定する療養介護計画の原案の内容に

ついて意見を求めるものとする。

６～１０ ［略］

 （勤務体制の確保等）

第２５条 ［略］

２・３ ［略］

４ 療養介護事業者は、適切な療養介護の提供を確

保する観点から、職場において行われる性的な言

動又は優越的な関係を背景とした言動であって業

務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員

の就業環境が害されることを防止するための方針

の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

 （勤務体制の確保等）

第２５条 ［略］

２・３ ［略］

 （業務継続計画の策定等）

第２５条の２ 療養介護事業者は、感染症や非常災



害の発生時において、利用者に対する療養介護の

提供を継続的に実施するための、及び非常時の体

制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業

務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続

計画に従い必要な措置を講じなければならない。

２ 療養介護事業者は、職員に対し、業務継続計画

について周知するとともに、必要な研修及び訓練

を定期的に実施しなければならない。

３ 療養介護事業者は、定期的に業務継続計画の見

直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を

行うものとする。

 （衛生管理等）

第２７条 ［略］

２ 療養介護事業者は、当該療養介護事業所におい

て感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しない

ように、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該療養介護事業所における感染症及び食中

毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討

する委員会（テレビ電話装置等を活用して行う

ことができるものとする。）を定期的に開催す

るとともに、その結果について、職員に周知徹

底を図ること。

 当該療養介護事業所における感染症及び食中

毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備

すること。

 当該療養介護事業所において、職員に対し、

感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のた

めの研修並びに感染症の予防及びまん延の防止

のための訓練を定期的に実施すること。

 （衛生管理等）

第２７条 ［略］

２ 療養介護事業者は、療養介護事業所において感

染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないよう

に必要な措置を講じるよう努めなければならない。

 （身体拘束等の禁止）

第２８条 ［略］

２ ［略］

３ 療養介護事業者は、身体拘束等の適正化を図る

ため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 身体拘束等の適正化のための対策を検討する

委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。）を定期的に開催すると

ともに、その結果について、職員に周知徹底を

図ること。

 身体拘束等の適正化のための指針を整備する

こと。

 職員に対し、身体拘束等の適正化のための研

修を定期的に実施すること。

 （身体拘束等の禁止）

第２８条 ［略］

２ ［略］

 （虐待の防止）

第３２条の２ 療養介護事業者は、虐待の発生又は

その再発を防止するため、次に掲げる措置を講じ

なければならない。



 当該療養介護事業所における虐待の防止のた

めの対策を検討する委員会（テレビ電話装置等

を活用して行うことができるものとする。）を

定期的に開催するとともに、その結果について、

職員に周知徹底を図ること。

 当該療養介護事業所において、職員に対し、

虐待の防止のための研修を定期的に実施するこ

と。

 前２号に掲げる措置を適切に実施するための

担当者を置くこと。

   第３章 ［略］    第３章 ［略］

 （職場への定着のための支援等の実施）

第４４条の２ ［略］

２ 生活介護事業者は、当該生活介護事業者が提供

する生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用

された障害者が、指定就労定着支援（さいたま市

指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び

運営の基準等に関する条例（平成２４年さいたま

市条例第５８号）第１９４条の２に規定する指定

就労定着支援をいう。以下同じ。）の利用を希望

する場合には、前項に定める支援が終了した日以

後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよ

う、指定就労定着支援事業者（同条例第１９４条

の３第１項に規定する指定就労定着支援事業者を

いう。以下同じ。）との連絡調整に努めなければ

ならない。

 （職場への定着のための支援の実施）

第４４条の２ ［略］

 （衛生管理等）

第４８条 ［略］

２ 生活介護事業者は、当該生活介護事業所におい

て感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しない

ように、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該生活介護事業所における感染症及び食中

毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討

する委員会（テレビ電話装置等を活用して行う

ことができるものとする。）を定期的に開催す

るとともに、その結果について、職員に周知徹

底を図ること。

 当該生活介護事業所における感染症及び食中

毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備

すること。

 当該生活介護事業所において、職員に対し、

感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のた

めの研修並びに感染症の予防及びまん延の防止

のための訓練を定期的に実施すること。

 （衛生管理等）

第４８条 ［略］

２ 生活介護事業者は、生活介護事業所において感

染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないよう

に必要な措置を講じるよう努めなければならない。

 （準用）

第５０条 第８条、第９条、第１３条から第１９条

 （準用）

第５０条 第８条、第９条、第１３条から第１９条



まで、第２４条から第２６条まで、第２８条から

第３２条の２までの規定は、生活介護の事業につ

いて準用する。この場合において、第９条第２項

第１号中「第１７条第１項」とあるのは「第５０

条において読み替えて準用する第１７条第１項」

と、「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画

」と、同項第２号中「第２８条第２項」とあるの

は「第５０条において準用する第２８条第２項」

と、同項第３号中「第３０条第２項」とあるのは

「第５０条において準用する第３０条第２項」と、

同項第４号中「第３２条第２項」とあるのは「第

５０条において準用する第３２条第２項」と、第

１６条第１項中「次条第１項」とあるのは「第５

０条において読み替えて準用する次条第１項」と、

第１７条中「療養介護計画」とあるのは「生活介

護計画」と、第１８条中「前条」とあるのは「第

５０条において準用する前条」と読み替えるもの

とする。

まで、第２４条から第２６条まで、第２８条から

第３２条までの規定は、生活介護の事業について

準用する。この場合において、第９条第２項第１

号中「第１７条第１項」とあるのは「第５０条に

おいて読み替えて準用する第１７条第１項」と、

「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、

同項第２号中「第２８条第２項」とあるのは「第

５０条において準用する第２８条第２項」と、同

項第３号中「第３０条第２項」とあるのは「第５

０条において準用する第３０条第２項」と、同項

第４号中「第３２条第２項」とあるのは「第５０

条において準用する第３２条第２項」と、第１６

条第１項中「次条第１項」とあるのは「第５０条

において読み替えて準用する次条第１項」と、第

１７条中「療養介護計画」とあるのは「生活介護

計画」と、第１８条中「前条」とあるのは「第５

０条において準用する前条」と読み替えるものと

する。

 （準用）

第５５条 第８条、第９条、第１３条から第１９条

まで、第２４条から第２６条まで、第２８条から

第３２条の２まで、第３４条から第３８条まで、

第４０条、第４１条及び第４４条の２から第４９

条までの規定は、自立訓練（機能訓練）の事業に

ついて準用する。この場合において、第９条第２

項第１号中「第１７条第１項」とあるのは「第５

５条において読み替えて準用する第１７条第１項

」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（

機能訓練）計画」と、同項第２号中「第２８条第

２項」とあるのは「第５５条において準用する第

２８条第２項」と、同項第３号中「第３０条第２

項」とあるのは「第５５条において準用する第３

０条第２項」と、同項第４号中「第３２条第２項

」とあるのは「第５５条において準用する第３２

条第２項」と、第１６条第１項中「次条第１項」

とあるのは「第５５条において読み替えて準用す

る次条第１項」と、第１７条中「療養介護計画」

とあるのは「自立訓練（機能訓練）計画」と、同

条第８項中「６月」とあるのは「３月」と、第１

８条中「前条」とあるのは「第５５条において準

用する前条」と読み替えるものとする。

 （準用）

第５５条 第８条、第９条、第１３条から第１９条

まで、第２４条から第２６条まで、第２８条から

第３２条まで、第３４条から第３８条まで、第４

０条、第４１条及び第４４条の２から第４９条ま

での規定は、自立訓練（機能訓練）の事業につい

て準用する。この場合において、第９条第２項第

１号中「第１７条第１項」とあるのは「第５５条

において読み替えて準用する第１７条第１項」と、

「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（機能訓

練）計画」と、同項第２号中「第２８条第２項」

とあるのは「第５５条において準用する第２８条

第２項」と、同項第３号中「第３０条第２項」と

あるのは「第５５条において準用する第３０条第

２項」と、同項第４号中「第３２条第２項」とあ

るのは「第５５条において準用する第３２条第２

項」と、第１６条第１項中「次条第１項」とある

のは「第５５条において読み替えて準用する次条

第１項」と、第１７条中「療養介護計画」とある

のは「自立訓練（機能訓練）計画」と、同条第８

項中「６月」とあるのは「３月」と、第１８条中

「前条」とあるのは「第５５条において準用する

前条」と読み替えるものとする。

 （準用）

第６０条 第８条、第９条、第１３条から第１９条

まで、第２４条から第２６条まで、第２８条から

第３２条の２まで、第３４条から第３６条まで、

第４０条、第４１条、第４４条の２から第４９条

まで、第５３条及び第５４条の規定は、自立訓練

（生活訓練）の事業について準用する。この場合

 （準用）

第６０条 第８条、第９条、第１３条から第１９条

まで、第２４条から第２６条まで、第２８条から

第３２条まで、第３４条から第３６条まで、第４

０条、第４１条、第４４条の２から第４９条まで、

第５３条及び第５４条の規定は、自立訓練（生活

訓練）の事業について準用する。この場合におい



において、第９条第２項第１号中「第１７条第１

項」とあるのは「第６０条において読み替えて準

用する第１７条第１項」と、「療養介護計画」と

あるのは「自立訓練（生活訓練）計画」と、同項

第２号中「第２８条第２項」とあるのは「第６０

条において準用する第２８条第２項」と、同項第

３号中「第３０条第２項」とあるのは「第６０条

において準用する第３０条第２項」と、同項第４

号中「第３２条第２項」とあるのは「第６０条に

おいて準用する第３２条第２項」と、第１６条第

１項中「次条第１項」とあるのは「第６０条にお

いて読み替えて準用する次条第１項」と、第１７

条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（生

活訓練）計画」と、同条第８項中「６月」とある

のは「３月」と、第１８条中「前条」とあるのは

「第６０条において準用する前条」と、第４０条

第２項中「６人以上」とあるのは「宿泊型自立訓

練以外の自立訓練（生活訓練）については６人以

上、宿泊型自立訓練については１０人以上」と読

み替えるものとする。

て、第９条第２項第１号中「第１７条第１項」と

あるのは「第６０条において読み替えて準用する

第１７条第１項」と、「療養介護計画」とあるの

は「自立訓練（生活訓練）計画」と、同項第２号

中「第２８条第２項」とあるのは「第６０条にお

いて準用する第２８条第２項」と、同項第３号中

「第３０条第２項」とあるのは「第６０条におい

て準用する第３０条第２項」と、同項第４号中「

第３２条第２項」とあるのは「第６０条において

準用する第３２条第２項」と、第１６条第１項中

「次条第１項」とあるのは「第６０条において読

み替えて準用する次条第１項」と、第１７条中「

療養介護計画」とあるのは「自立訓練（生活訓練

）計画」と、同条第８項中「６月」とあるのは「

３月」と、第１８条中「前条」とあるのは「第６

０条において準用する前条」と、第４０条第２項

中「６人以上」とあるのは「宿泊型自立訓練以外

の自立訓練（生活訓練）については６人以上、宿

泊型自立訓練については１０人以上」と読み替え

るものとする。

 （職員の配置の基準）

第６３条 ［略］

２～５ ［略］

６ ［略］

 （職員の配置の基準）

第６３条 ［略］

２～５ ［略］

６ 第１項第３号の就労支援員のうち、１人以上は、

常勤でなければならない。

７ ［略］

 （認定就労移行支援事業所の職員の員数）

第６４条 ［略］

２ 前項の職員及びその員数については、前条第２

項から第６項までの規定を準用する。

 （認定就労移行支援事業所の職員の員数）

第６４条 ［略］

２ 前項の職員及びその員数については、前条第２

項から第５項まで及び第７項の規定を準用する。

 （職場への定着のための支援等の実施）

第６７条 ［略］

２ 就労移行支援事業者は、利用者が、指定就労定

着支援の利用を希望する場合には、前項に定める

支援が終了した日以後速やかに指定就労定着支援

を受けられるよう、指定就労定着支援事業者との

連絡調整を行わなければならない。

 （職場への定着のための支援の実施）

第６７条 ［略］

 （準用）

第６９条 第８条、第９条、第１３条から第１９条

まで、第２４条から第２６条まで、第２８条から

第３２条の２まで、第３４条から第３８条まで、

第４０条、第４１条、第４３条、第４４条、第４

５条から第４９条まで及び第５３条の規定は、就

労移行支援の事業について準用する。この場合に

おいて、第９条第２項第１号中「第１７条第１項

」とあるのは「第６９条において読み替えて準用

 （準用）

第６９条 第８条、第９条、第１３条から第１９条

まで、第２４条から第２６条まで、第２８条から

第３２条まで、第３４条から第３８条まで、第４

０条、第４１条、第４３条、第４４条、第４５条

から第４９条まで及び第５３条の規定は、就労移

行支援の事業について準用する。この場合におい

て、第９条第２項第１号中「第１７条第１項」と

あるのは「第６９条において読み替えて準用する



する第１７条第１項」と、「療養介護計画」とあ

るのは「就労移行支援計画」と、同項第２号中「

第２８条第２項」とあるのは「第６９条において

準用する第２８条第２項」と、同項第３号中「第

３０条第２項」とあるのは「第６９条において準

用する第３０条第２項」と、同項第４号中「第３

２条第２項」とあるのは「第６９条において準用

する第３２条第２項」と、第１６条第１項中「次

条第１項」とあるのは「第６９条において読み替

えて準用する次条第１項」と、第１７条中「療養

介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、

同条第８項中「６月」とあるのは「３月」と、第

１８条中「前条」とあるのは「第６９条において

準用する前条」と、第４０条第１項中「生活介護

事業所」とあるのは「就労移行支援事業所（認定

就労移行支援事業所を除く。）」と読み替えるも

のとする。

第１７条第１項」と、「療養介護計画」とあるの

は「就労移行支援計画」と、同項第２号中「第２

８条第２項」とあるのは「第６９条において準用

する第２８条第２項」と、同項第３号中「第３０

条第２項」とあるのは「第６９条において準用す

る第３０条第２項」と、同項第４号中「第３２条

第２項」とあるのは「第６９条において準用する

第３２条第２項」と、第１６条第１項中「次条第

１項」とあるのは「第６９条において読み替えて

準用する次条第１項」と、第１７条中「療養介護

計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同条

第８項中「６月」とあるのは「３月」と、第１８

条中「前条」とあるのは「第６９条において準用

する前条」と、第４０条第１項中「生活介護事業

所」とあるのは「就労移行支援事業所（認定就労

移行支援事業所を除く。）」と読み替えるものと

する。

 （厚生労働大臣が定める事項の評価等）

第７１条の３ 就労継続支援Ａ型事業者は、就労継

続支援Ａ型事業所ごとに、おおむね１年に１回以

上、利用者の労働時間その他の当該就労継続支援

Ａ型事業所の運営状況に関し必要な事項として厚

生労働大臣が定める事項について、厚生労働大臣

が定めるところにより、自ら評価を行い、その結

果をインターネットの利用その他の方法により公

表しなければならない。

 （職場への定着のための支援等の実施）

第８２条 ［略］

２ 就労継続支援Ａ型事業者は、利用者が、指定就

労定着支援の利用を希望する場合には、前項に定

める支援が終了した日以後速やかに指定就労定着

支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者

 （職場への定着のための支援等の実施）

第８２条 ［略］

との連絡調整に努めなければならない。

 （準用）

第８４条 第８条、第９条、第１３条から第１９条

まで、第２４条から第２６条まで、第２８条から

第３２条の２まで、第３４条、第４１条、第４５

条から第４９条まで及び第５３条の規定は、就労

継続支援Ａ型の事業について準用する。この場合

において、第９条第２項第１号中「第１７条第１

項」とあるのは「第８４条において読み替えて準

用する第１７条第１項」と、「療養介護計画」と

あるのは「就労継続支援Ａ型計画」と、同項第２

号中「第２８条第２項」とあるのは「第８４条に

おいて準用する第２８条第２項」と、同項第３号

中「第３０条第２項」とあるのは「第８４条にお

いて準用する第３０条第２項」と、同項第４号中

 （準用）

第８４条 第８条、第９条、第１３条から第１９条

まで、第２４条から第２６条まで、第２８条から

第３２条まで、第３４条、第４１条、第４５条か

ら第４９条まで及び第５３条の規定は、就労継続

支援Ａ型の事業について準用する。この場合にお

いて、第９条第２項第１号中「第１７条第１項」

とあるのは「第８４条において読み替えて準用す

る第１７条第１項」と、「療養介護計画」とある

のは「就労継続支援Ａ型計画」と、同項第２号中

「第２８条第２項」とあるのは「第８４条におい

て準用する第２８条第２項」と、同項第３号中「

第３０条第２項」とあるのは「第８４条において

準用する第３０条第２項」と、同項第４号中「第



「第３２条第２項」とあるのは「第８４条におい

て準用する第３２条第２項」と、第１６条第１項

中「次条第１項」とあるのは「第８４条において

読み替えて準用する次条第１項」と、第１７条中

「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ａ型

計画」と、第１８条中「前条」とあるのは「第８

４条において準用する前条」と読み替えるものと

する。

３２条第２項」とあるのは「第８４条において準

用する第３２条第２項」と、第１６条第１項中「

次条第１項」とあるのは「第８４条において読み

替えて準用する次条第１項」と、第１７条中「療

養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ａ型計画

」と、第１８条中「前条」とあるのは「第８４条

において準用する前条」と読み替えるものとする。

 （準用）

第８７条 第８条、第９条、第１３条から第１９条

まで、第２４条から第２６条まで、第２８条から

第３２条の２まで、第３４条、第３６条、第３７

条、第４１条、第４３条、第４５条から第４９条

まで、第５３条、第７１条、第７３条から第７５

条まで及び第８０条から第８２条までの規定は、

就労継続支援Ｂ型の事業について準用する。この

場合において、第９条第２項第１号中「第１７条

第１項」とあるのは「第８７条において読み替え

て準用する第１７条第１項」と、「療養介護計画

」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と、同項

第２号中「第２８条第２項」とあるのは「第８７

条において準用する第２８条第２項」と、同項第

３号中「第３０条第２項」とあるのは「第８７条

において準用する第３０条第２項」と、同項第４

号中「第３２条第２項」とあるのは「第８７条に

おいて準用する第３２条第２項」と、第１６条第

１項中「次条第１項」とあるのは「第８７条にお

いて読み替えて準用する次条第１項」と、第１７

条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援

Ｂ型計画」と、第１８条中「前条」とあるのは「

第８７条において準用する前条」と、第８０条第

１項中「第８４条」とあるのは「第８７条」と、

「就労継続支援Ａ型計画」とあるのは「就労継続

支援Ｂ型計画」と読み替えるものとする。

 （準用）

第８７条 第８条、第９条、第１３条から第１９条

まで、第２４条から第２６条まで、第２８条から

第３２条まで、第３４条、第３６条、第３７条、

第４１条、第４３条、第４５条から第４９条まで、

第５３条、第７１条、第７３条から第７５条まで

及び第８０条から第８２条までの規定は、就労継

続支援Ｂ型の事業について準用する。この場合に

おいて、第９条第２項第１号中「第１７条第１項

」とあるのは「第８７条において読み替えて準用

する第１７条第１項」と、「療養介護計画」とあ

るのは「就労継続支援Ｂ型計画」と、同項第２号

中「第２８条第２項」とあるのは「第８７条にお

いて準用する第２８条第２項」と、同項第３号中

「第３０条第２項」とあるのは「第８７条におい

て準用する第３０条第２項」と、同項第４号中「

第３２条第２項」とあるのは「第８７条において

準用する第３２条第２項」と、第１６条第１項中

「次条第１項」とあるのは「第８７条において読

み替えて準用する次条第１項」と、第１７条中「

療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計

画」と、第１８条中「前条」とあるのは「第８７

条において準用する前条」と、第８０条第１項中

「第８４条」とあるのは「第８７条」と、「就労

継続支援Ａ型計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ

型計画」と読み替えるものとする。

 （職員の員数等の特例）

第８９条 多機能型事業所は、一体的に事業を行う

多機能型事業所の利用定員（多機能型児童発達支

援事業等を一体的に行う場合にあっては、当該事

業を行う事業所の利用定員を含む。）の合計が２

０人未満である場合は、第３９条第７項、第５２

条第７項及び第８項、第５９条第７項、第６３条

第５項並びに第７４条第５項（第８７条において

準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、当

該多機能型事業所に置くべき職員（多機能型児童

発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては、

指定通所支援条例の規定により当該事業を行う事

業所に置くべきものとされる職員（指定通所支援

条例第６条第１項第２号に規定する児童発達支援

 （職員の員数等の特例）

第８９条 多機能型事業所は、一体的に事業を行う

多機能型事業所の利用定員（多機能型児童発達支

援事業等を一体的に行う場合にあっては、当該事

業を行う事業所の利用定員を含む。）の合計が２

０人未満である場合は、第３９条第７項、第５２

条第７項及び第８項、第５９条第７項、第６３条

第５項及び第６項並びに第７４条第５項（第８７

条において準用する場合を含む。）の規定にかか

わらず、当該多機能型事業所に置くべき職員（多

機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合に

あっては、指定通所支援条例の規定により当該事

業を行う事業所に置くべきものとされる職員（指

定通所支援条例第６条第１項第２号に規定する児



管理責任者を除く。）を含むものとし、管理者、

医師及びサービス管理責任者を除く。）のうち、

１人以上は、常勤でなければならないとすること

ができる。

２ 多機能型事業所は、第３９条第１項第４号及び

第８項、第５２条第１項第３号及び第９項、第５

９条第１項第４号及び第８項、第６３条第１項第

４号及び第６項並びに第７４条第１項第３号及び

第６項（これらの規定を第８７条において準用す

る場合を含む。）の規定にかかわらず、一体的に

事業を行う多機能型事業所のうち障害福祉サービ

ス省令第９０条第２項に規定する厚生労働大臣が

定めるものを一の事業所であるとみなして、当該

一の事業所とみなされた事業所に置くべきサービ

ス管理責任者の数を、次の各号に掲げる当該多機

能型事業所の利用者の数の合計の区分に応じ、当

該各号に定める数とすることができる。この場合

において、この項の規定により置くべきものとさ

れるサービス管理責任者のうち、１人以上は、常

勤でなければならないとすることができる。

 ・  ［略］

童発達支援管理責任者を除く。）を含むものとし、

管理者、医師及びサービス管理責任者を除く。）

のうち、１人以上は、常勤でなければならないと

することができる。

２ 多機能型事業所は、第３９条第１項第４号及び

第８項、第５２条第１項第３号及び第９項、第５

９条第１項第４号及び第８項、第６３条第１項第

４号及び第７項並びに第７４条第１項第３号及び

第６項（これらの規定を第８７条において準用す

る場合を含む。）の規定にかかわらず、一体的に

事業を行う多機能型事業所のうち障害福祉サービ

ス省令第９０条第２項に規定する厚生労働大臣が

定めるものを一の事業所であるとみなして、当該

一の事業所とみなされた事業所に置くべきサービ

ス管理責任者の数を、次の各号に掲げる当該多機

能型事業所の利用者の数の合計の区分に応じ、当

該各号に定める数とすることができる。この場合

において、この項の規定により置くべきものとさ

れるサービス管理責任者のうち、１人以上は、常

勤でなければならないとすることができる。

 ・  ［略］

（さいたま市地域活動支援センターの設備及び運営の基準に関する条例の一部改正

）

第４条 さいたま市地域活動支援センターの設備及び運営の基準に関する条例（平成

２４年さいたま市条例第６１号）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （基本方針）

第２条 ［略］

２・３ ［略］

４ 地域活動支援センターは、利用者の人権の擁護、

虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うと

ともに、その職員に対し、研修を実施する等の措

置を講じなければならない。

 （基本方針）

第２条 ［略］

２・３ ［略］

４ 地域活動支援センターは、利用者の人権の擁護、

虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な

体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研

修を実施する等の措置を講じるよう努めなければ

ならない。



 （非常災害対策）

第４条 ［略］

２ ［略］

３ 地域活動支援センターは、前項に規定する訓練

の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよ

う連携に努めなければならない。

 （非常災害対策）

第４条 ［略］

２ ［略］

 （記録の整備）

第６条 ［略］

２ 地域活動支援センターは、利用者に対するサー

ビスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、当

該サービスを提供した日から５年間保存しなけれ

ばならない。

 ［略］

 第１９条第２項に規定する苦情の内容等の記

 録

 第２０条第２項に規定する事故の状況及び事

故に際して採った処置についての記録

 （記録の整備）

第６条 ［略］

２ 地域活動支援センターは、利用者に対するサー

ビスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、当

該サービスを提供した日から５年間保存しなけれ

ばならない。

 ［略］

 第１７条第２項に規定する苦情の内容等の記

 録

 第１８条第２項に規定する事故の状況及び事

故に際して採った処置についての記録

 （勤務体制の確保等）

第１４条 地域活動支援センターは、利用者に対し、

適切なサービスを提供できるよう、職員の勤務の

体制を定めておかなければならない。

２ 地域活動支援センターは、当該地域活動支援セ

ンターの職員によってサービスを提供しなければ

ならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及

ぼさない業務については、この限りでない。

３ 地域活動支援センターは、職員の資質の向上の

ために、その研修の機会を確保しなければならな

い。

４ 地域活動支援センターは、適切なサービスの提

供を確保する観点から、職場において行われる性

的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であ

って業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによ

り職員の就業環境が害されることを防止するため

の方針の明確化等の必要な措置を講じなければな

らない。

第１５条 ［略］ 第１４条 ［略］

 （業務継続計画の策定等）

第１６条 地域活動支援センターは、感染症や非常

災害の発生時において、利用者に対するサービス

の提供を継続的に実施するための、及び非常時の

体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「

業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継

続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

２ 地域活動支援センターは、職員に対し、業務継

続計画について周知するとともに、必要な研修及

び訓練を定期的に実施しなければならない。



３ 地域活動支援センターは、定期的に業務継続計

画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の

変更を行うものとする。

 （衛生管理等）

第１７条 ［略］

２ 地域活動支援センターは、当該地域活動支援セ

ンターにおいて感染症又は食中毒が発生し、又は

まん延しないように、次に掲げる措置を講じなけ

ればならない。

 当該地域活動支援センターにおける感染症及

び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策

を検討する委員会（テレビ電話装置その他の情

報通信機器（第２１条第１号において「テレビ

電話装置等」という。）を活用して行うことが

できるものとする。）を定期的に開催するとと

もに、その結果について、職員に周知徹底を図

ること。

 当該地域活動支援センターにおける感染症及

び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針

を整備すること。

 当該地域活動支援センターにおいて、職員に

対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防

止のための研修並びに感染症の予防及びまん延

の防止のための訓練を定期的に実施すること。

 （衛生管理等）

第１５条 ［略］

２ 地域活動支援センターは、地域活動支援センタ

ーにおいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん

延しないように必要な措置を講じるよう努めなけ

ればならない。

第１８条 ［略］

第１９条 ［略］

第２０条 ［略］

第１６条 ［略］

第１７条 ［略］

第１８条 ［略］

 （虐待の防止）

第２１条 地域活動支援センターは、虐待の発生又

はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講

じなければならない。

 当該地域活動支援センターにおける虐待の防

止のための対策を検討する委員会（テレビ電話

装置等を活用して行うことができるものとする。

）を定期的に開催するとともに、その結果につ

いて、職員に周知徹底を図ること。

 当該地域活動支援センターにおいて、職員に

対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施

すること。

 前２号に掲げる措置を適切に実施するための

担当者を置くこと。

（さいたま市福祉ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部改正）

第５条 さいたま市福祉ホームの設備及び運営の基準に関する条例（平成２４年さい



たま市条例第６２号）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （基本方針）  （基本方針）

第２条 ［略］ 第２条 ［略］

２・３ ［略］ ２・３ ［略］

４ 福祉ホームは、利用者の人権の擁護、虐待の防

止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、

その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じ

なければならない。

４ 福祉ホームは、利用者の人権の擁護、虐待の防

止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整

備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施

する等の措置を講じるよう努めなければならない。

 （非常災害対策）  （非常災害対策）

第５条 ［略］ 第５条 ［略］

２ ［略］ ２ ［略］

３ 福祉ホームは、前項に規定する訓練の実施に当

たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努

めなければならない。

 （記録の整備）  （記録の整備）

第７条 ［略］ 第７条 ［略］

２ 福祉ホームは、利用者に対するサービスの提供

に関する次に掲げる記録を整備し、当該サービス

を提供した日から５年間保存しなければならない。

２ 福祉ホームは、利用者に対するサービスの提供

に関する次に掲げる記録を整備し、当該サービス

を提供した日から５年間保存しなければならない。

 ［略］  ［略］

 第１７条第２項に規定する苦情の内容等の記

 録

 第１５条第２項に規定する苦情の内容等の記

 録

 第１８条第２項に規定する事故の状況及び事

故に際して採った処置についての記録

 第１６条第２項に規定する事故の状況及び事

故に際して採った処置についての記録

 （勤務体制の確保等）

第１２条 福祉ホームは、利用者に対し、適切なサ

ービスを提供できるよう、職員の勤務の体制を定

めておかなければならない。

２ 福祉ホームは、当該福祉ホームの職員によって

サービスを提供しなければならない。ただし、利

用者の支援に直接影響を及ぼさない業務について

は、この限りでない。

３ 福祉ホームは、職員の資質の向上のために、そ



の研修の機会を確保しなければならない。

４ 福祉ホームは、適切なサービスの提供を確保す

る観点から、職場において行われる性的な言動又

は優越的な関係を背景とした言動であって業務上

必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就

業環境が害されることを防止するための方針の明

確化等の必要な措置を講じなければならない。

第１３条 ［略］ 第１２条 ［略］

 （業務継続計画の策定等）

第１４条 福祉ホームは、感染症や非常災害の発生

時において、利用者に対するサービスの提供を継

続的に実施するための、及び非常時の体制で早期

の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計

画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従

い必要な措置を講じなければならない。

２ 福祉ホームは、職員に対し、業務継続計画につ

いて周知するとともに、必要な研修及び訓練を定

期的に実施しなければならない。

３ 福祉ホームは、定期的に業務継続計画の見直し

を行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う

ものとする。

 （衛生管理等）  （衛生管理等）

第１５条 ［略］ 第１３条 ［略］

２ 福祉ホームは、当該福祉ホームにおいて感染症

が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる

措置を講じなければならない。

２ 福祉ホームは、福祉ホームにおいて感染症が発

生し、又はまん延しないように必要な措置を講じ

るよう努めなければならない。

 当該福祉ホームにおける感染症の予防及びま

ん延の防止のための対策を検討する委員会（テ

レビ電話装置その他の情報通信機器（第１９条

第１号において「テレビ電話装置等」という。

）を活用して行うことができるものとする。）

を定期的に開催するとともに、その結果につい

て、職員に周知徹底を図ること。

 当該福祉ホームにおける感染症の予防及びま

ん延の防止のための指針を整備すること。

 当該福祉ホームにおいて、職員に対し、感染

症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓

練を定期的に実施すること。

第１６条 ［略］ 第１４条 ［略］

第１７条 ［略］ 第１５条 ［略］

第１８条 ［略］ 第１６条 ［略］



 （虐待の防止）

第１９条 福祉ホームは、虐待の発生又はその再発

を防止するため、次に掲げる措置を講じなければ

ならない。

 当該福祉ホームにおける虐待の防止のための

対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活

用して行うことができるものとする。）を定期

的に開催するとともに、その結果について、職

員に周知徹底を図ること。

 当該福祉ホームにおいて、職員に対し、虐待

の防止のための研修を定期的に実施すること。

 前２号に掲げる措置を適切に実施するための

担当者を置くこと。

（さいたま市障害者支援施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正）

第６条 さいたま市障害者支援施設の設備及び運営の基準に関する条例（平成２４年

さいたま市条例第６３号）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

目次

第１章 ［略］

第２章 設備及び運営に関する基準（第４条―第

４５条の２）

附則

目次

第１章 ［略］

第２章 設備及び運営に関する基準（第４条―第

４５条）

附則

 （障害者支援施設の一般原則）

第３条 ［略］

２ ［略］

３ 障害者支援施設は、利用者の人権の擁護、虐待

の防止等のため、必要な体制の整備を行うととも

に、その職員に対し、研修を実施する等の措置を

講じなければならない。

 （障害者支援施設の一般原則）

第３条 ［略］

２ ［略］

３ 障害者支援施設は、利用者の人権の擁護、虐待

の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制

の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を

実施する等の措置を講じるよう努めなければなら

ない。

 （非常災害対策）

第７条 ［略］

２ ［略］

３ 障害者支援施設は、前項に規定する訓練の実施

 （非常災害対策）

第７条 ［略］

２ ［略］



に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携

に努めなければならない。

 （職員の配置の基準）

第１１条 障害者支援施設に置くべき職員及びその

員数は、次のとおりとする。

  ～  ［略］

 就労移行支援を行う場合

  ア～ウ ［略］

エ ［略］

  ・  ［略］

２～４ ［略］

 （職員の配置の基準）

第１１条 障害者支援施設に置くべき職員及びその

員数は、次のとおりとする。

  ～  ［略］

 就労移行支援を行う場合

  ア～ウ ［略］

  エ ア（イ）の就労支援員のうち、１人以上は、常

勤でなければならない。

  オ ［略］

  ・  ［略］

２～４ ［略］

 （複数の昼間実施サービスを行う場合における職

員の員数）

第１２条 複数の昼間実施サービスを行う障害者支

援施設は、昼間実施サービスの利用定員の合計が

２０人未満である場合は、前条第１項第２号エ、

第３号エ及びオ、第４号エ、第５号ウ（イ（ア）に係

る部分を除く。）並びに第６号イの規定にかかわ

らず、当該障害者支援施設が昼間実施サービスを

行う場合に置くべき職員（施設長、医師及びサー

ビス管理責任者を除く。）のうち、１人以上は、

常勤でなければならないとすることができる。

２ 複数の昼間実施サービスを行う障害者支援施設

は、前条第１項第２号ア（ウ）及びオ、第３号ア（イ）及

びカ、第４号ア（イ）及びオ、第５号ア（ウ）、イ（イ）及び

エ並びに第６号ア（イ）及びウの規定にかかわらず、

サービス管理責任者の数を、次の各号に掲げる当

該障害者支援施設が提供する昼間実施サービスの

うち障害者支援施設省令第１２条第２項に規定す

る厚生労働大臣が定めるものの利用者の数の合計

の区分に応じ、当該各号に定める数とし、この規

定により置くべきものとされるサービス管理責任

者のうち、１人以上は、常勤でなければならない

とすることができる。

  ・  ［略］

 （複数の昼間実施サービスを行う場合における職

員の員数）

第１２条 複数の昼間実施サービスを行う障害者支

援施設は、昼間実施サービスの利用定員の合計が

２０人未満である場合は、前条第１項第２号エ、

第３号エ及びオ、第４号エ、第５号ウ（イ（ア）に係

る部分を除く。）及びエ並びに第６号イの規定に

かかわらず、当該障害者支援施設が昼間実施サー

ビスを行う場合に置くべき職員（施設長、医師及

びサービス管理責任者を除く。）のうち、１人以

上は、常勤でなければならないとすることができ

る。

２ 複数の昼間実施サービスを行う障害者支援施設

は、前条第１項第２号ア（ウ）及びオ、第３号ア（イ）及

びカ、第４号ア（イ）及びオ、第５号ア（ウ）、イ（イ）及び

オ並びに第６号ア（イ）及びウの規定にかかわらず、

サービス管理責任者の数を、次の各号に掲げる当

該障害者支援施設が提供する昼間実施サービスの

うち障害者支援施設省令第１２条第２項に規定す

る厚生労働大臣が定めるものの利用者の数の合計

の区分に応じ、当該各号に定める数とし、この規

定により置くべきものとされるサービス管理責任

者のうち、１人以上は、常勤でなければならない

とすることができる。

  ・  ［略］

 （施設障害福祉サービス計画の作成等）

第１９条 ［略］

２～４ ［略］

５ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス

計画の作成に係る会議（利用者に対する施設障害

福祉サービス等の提供に当たる担当者等を招集し

て行う会議をいい、テレビ電話装置その他の情報

通信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）

を活用して行うことができるものとする。）を開

 （施設障害福祉サービス計画の作成等）

第１９条 ［略］

２～４ ［略］

５ サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス

計画の作成に係る会議（利用者に対する施設障害

福祉サービス等の提供に当たる担当者等を招集し

て行う会議をいう。）を開催し、前項に規定する

施設障害福祉サービス計画の原案の内容について

意見を求めるものとする。



催し、前項に規定する施設障害福祉サービス計画

の原案の内容について意見を求めるものとする。

６～１０ ［略］ ６～１０ ［略］

 （職場への定着のための支援等の実施）

第２８条 ［略］

２ ［略］

３ 障害者支援施設は、就労移行支援の提供に当た

っては、利用者が、指定就労定着支援（さいたま

市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及

び運営の基準等に関する条例（平成２４年さいた

ま市条例第５８号）第１９４条の２に規定する指

定就労定着支援をいう。以下同じ。）の利用を希

望する場合には、第１項に定める支援が終了した

日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられ

るよう、指定就労定着支援事業者（同条例第１９

４条の３第１項に規定する指定就労定着支援事業

者をいう。以下同じ。）との連絡調整を行わなけ

ればならない。

４ 障害者支援施設は、就労継続支援Ｂ型の提供に

当たっては、利用者が、指定就労定着支援の利用

を希望する場合には、第２項に定める支援が終了

した日以後速やかに指定就労定着支援を受けられ

るよう、指定就労定着支援事業者との連絡調整に

努めなければならない。

 （職場への定着のための支援の実施）

第２８条 ［略］

２ ［略］

 （勤務体制の確保等）

第３７条 ［略］

２・３ ［略］

４ 障害者支援施設は、適切な施設障害福祉サービ

スの提供を確保する観点から、職場において行わ

れる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言

動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたも

のにより職員の就業環境が害されることを防止す

るための方針の明確化等の必要な措置を講じなけ

ればならない。

（勤務体制の確保等）

第３７条 ［略］

２・３ ［略］

 （業務継続計画の策定等）

第３７条の２ 障害者支援施設は、感染症や非常災

害の発生時において、利用者に対する施設障害福

祉サービスの提供を継続的に実施するための、及

び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計

画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、

当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなけれ

ばならない。

２ 障害者支援施設は、職員に対し、業務継続計画

について周知するとともに、必要な研修及び訓練

を定期的に実施しなければならない。

３ 障害者支援施設は、定期的に業務継続計画の見

直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を



行うものとする。

 （衛生管理等）

第３９条 ［略］

２ 障害者支援施設は、当該障害者支援施設におい

て感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しない

ように、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該障害者支援施設における感染症及び食中

毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討

する委員会（テレビ電話装置等を活用して行う

ことができるものとする。）を定期的に開催す

るとともに、その結果について、職員に周知徹

底を図ること。

 当該障害者支援施設における感染症及び食中

毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備

すること。

 当該障害者支援施設において、職員に対し、

感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のた

めの研修並びに感染症の予防及びまん延の防止

のための訓練を定期的に実施すること。

 （衛生管理等）

第３９条 ［略］

２ 障害者支援施設は、障害者支援施設において感

染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないよう

に必要な措置を講じるよう努めなければならない。

 （身体拘束等の禁止）

第４１条 ［略］

２ ［略］

３ 障害者支援施設は、身体拘束等の適正化を図る

ため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 身体拘束等の適正化のための対策を検討する

委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。）を定期的に開催すると

ともに、その結果について、職員に周知徹底を

図ること。

 身体拘束等の適正化のための指針を整備する

こと。

 職員に対し、身体拘束等の適正化のための研

修を定期的に実施すること。

 （身体拘束等の禁止）

第４１条 ［略］

２ ［略］

 （虐待の防止）

第４５条の２ 障害者支援施設は、虐待の発生又は

その再発を防止するため、次に掲げる措置を講じ

なければならない。

 当該障害者支援施設における虐待の防止のた

めの対策を検討する委員会（テレビ電話装置等

を活用して行うことができるものとする。）を

定期的に開催するとともに、その結果について、

職員に周知徹底を図ること。

 当該障害者支援施設において、職員に対し、

虐待の防止のための研修を定期的に実施するこ

と。

 前２号に掲げる措置を適切に実施するための

担当者を置くこと。



（さいたま市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の

一部改正）

第７条 さいたま市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条

例（平成２４年さいたま市条例第６４号）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （指定障害児通所支援事業者等の一般原則）

第３条 ［略］

２・３ ［略］

４ 指定障害児通所支援事業者等は、当該指定障害

児通所支援事業者等を利用する障害児の人権の擁

護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行

うとともに、その従業者に対し、研修を実施する

等の措置を講じなければならない。

 （指定障害児通所支援事業者等の一般原則）

第３条 ［略］

２・３ ［略］

４ 指定障害児通所支援事業者等は、当該指定障害

児通所支援事業者等を利用する障害児の人権の擁

護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必

要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対

し、研修を実施する等の措置を講じるよう努めな

ければならない。

 （従業者の員数）

第６条 指定児童発達支援の事業を行う者（以下「

指定児童発達支援事業者」という。）が当該事業

を行う事業所（以下「指定児童発達支援事業所」

という。）（児童発達支援センターであるものを

除く。以下この条において同じ。）に置くべき従

業者及びその員数は、次のとおりとする。

 児童指導員（さいたま市児童福祉施設の設備

及び運営の基準に関する条例（平成２４年さい

たま市条例第６６号）第２７条第６項に規定す

る児童指導員をいう。以下同じ。）又は保育士

 指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行

う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の

提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、

ア又はイに掲げる障害児の数の区分に応じ、そ

れぞれア又はイに定める数以上

 （従業者の員数）

第６条 指定児童発達支援の事業を行う者（以下「

指定児童発達支援事業者」という。）が当該事業

を行う事業所（以下「指定児童発達支援事業所」

という。）（児童発達支援センターであるものを

除く。以下この条において同じ。）に置くべき従

業者及びその員数は、次のとおりとする。

 児童指導員（さいたま市児童福祉施設の設備

及び運営の基準に関する条例（平成２４年さい

たま市条例第６６号）第２７条第６項に規定す

る児童指導員をいう。以下同じ。）、保育士又

は学校教育法（昭和２２年法律第２６号）の規

定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業

した者、同法第９０条第２項の規定により大学

への入学を認められた者、通常の課程による１

２年の学校教育を修了した者（通常の課程以外

の課程によりこれに相当する学校教育を修了し

た者を含む。）若しくは文部科学大臣がこれと

同等以上の資格を有すると認定した者であって、

２年以上障害福祉サービスに係る業務に従事し



ア・イ ［略］

 ［略］

２ 前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達

支援事業所において、日常生活を営むのに必要な

機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員（日常

生活を営むのに必要な機能訓練を担当する職員を

いう。以下同じ。）を、日常生活及び社会生活を

営むために医療的ケア（人工呼吸器による呼吸管

理、喀痰
かくたん

吸引その他厚生労働大臣が定める医療行

為をいう。以下同じ。）を恒常的に受けることが

不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には

看護職員（保健師、助産師、看護師又は准看護師

をいう。以下同じ。）を、それぞれ置かなければ

ならない。ただし、次の各号のいずれかに該当す

る場合には、看護職員を置かないことができる。

 医療機関等との連携により、看護職員を指定

児童発達支援事業所に訪問させ、当該看護職員

が障害児に対して医療的ケアを行う場合

 当該指定児童発達支援事業所（社会福祉士及

び介護福祉士法（昭和６２年法律第３０号）第

４８条の３第１項の登録に係る事業所である場

合に限る。）において、医療的ケアのうち喀痰

吸引等（同法第２条第２項に規定する喀痰吸引

等をいう。次条及び第７３条において同じ。）

のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受

けた者が自らの事業又はその一環として喀痰吸

引等業務（同法第４８条の３第１項に規定する

喀痰吸引等業務をいう。次条及び第７３条にお

いて同じ。）を行う場合

 当該指定児童発達支援事業所（社会福祉士及

び介護福祉士法附則第２０条第１項の登録に係

る事業所である場合に限る。）において、医療

的ケアのうち特定行為（同法附則第３条第１項

に規定する特定行為をいう。次条及び第７３条

において同じ。）のみを必要とする障害児に対

し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその

一環として特定行為業務（同法附則第２０条第

１項に規定する特定行為業務をいう。次条及び

第７３条において同じ。）を行う場合

３ 前項の規定により、機能訓練担当職員又は看護

職員（以下この条、次条及び第７３条において「

機能訓練担当職員等」という。）を置いた場合に

おいて、当該機能訓練担当職員等が指定児童発達

たもの（以下「障害福祉サービス経験者」とい

う。） 指定児童発達支援の単位ごとにその提

供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達

支援の提供に当たる児童指導員、保育士又は障

害福祉サービス経験者の合計数が、ア又はイに

掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれア又

はイに定める数以上

ア・イ ［略］

 ［略］

２ 前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達

支援事業所において日常生活を営むのに必要な機

能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員（日常

生活を営むのに必要な機能訓練を担当する職員を

いう。以下同じ。）を置かなければならない。こ

の場合において、当該機能訓練担当職員が指定児

童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を

通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる

場合には、当該機能訓練担当職員の数を児童指導

員、保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数

に含めることができる。



支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて

専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる場合に

は、当該機能訓練担当職員等の数を児童指導員又

は保育士の合計数に含めることができる。

４ 前３項の規定にかかわらず、主として重症心身

障害児（法第７条第２項に規定する重症心身障害

児をいう。以下同じ。）を通わせる指定児童発達

支援事業所に置くべき従業者及びその員数は、次

のとおりとする。ただし、指定児童発達支援の単

位ごとにその提供を行う時間帯のうち日常生活を

営むのに必要な機能訓練を行わない時間帯につい

ては、第４号の機能訓練担当職員を置かないこと

ができる。

 ［略］

 看護職員 １以上

 ～  ［略］

５ ［略］

６ 第１項第１号の児童指導員又は保育士のうち、

１人以上は、常勤でなければならない。

７ 第３項の規定により機能訓練担当職員等の数を

含める場合における第１項第１号の児童指導員又

は保育士の合計数の半数以上は、児童指導員又は

保育士でなければならない。

８ ［略］

３ 前２項の規定にかかわらず、主として重症心身

障害児（法第７条第２項に規定する重症心身障害

児をいう。以下同じ。）を通わせる指定児童発達

支援事業所に置くべき従業者及びその員数は、次

のとおりとする。ただし、指定児童発達支援の単

位ごとにその提供を行う時間帯のうち日常生活を

営むのに必要な機能訓練を行わない時間帯につい

ては、第４号の機能訓練担当職員を置かないこと

ができる。

 ［略］

 看護職員（保健師、助産師、看護師又は准看

護師をいう。以下同じ。） １以上

 ～  ［略］

４ ［略］

５ 第１項第１号の児童指導員、保育士又は障害福

祉サービス経験者のうち、１人以上は、常勤でな

ければならない。

６ 第１項第１号の児童指導員、保育士及び障害福

祉サービス経験者の半数以上は、児童指導員又は

保育士でなければならない。

７ ［略］

第７条 ［略］

２ 前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達

支援事業所において、日常生活を営むのに必要な

機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員を、日

常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒

常的に受けることが不可欠である障害児に医療的

ケアを行う場合には看護職員を、それぞれ置かな

ければならない。ただし、次の各号のいずれかに

該当する場合には、看護職員を置かないことがで

きる。

 医療機関等との連携により、看護職員を指定

児童発達支援事業所に訪問させ、当該看護職員

が障害児に対して医療的ケアを行う場合

 当該指定児童発達支援事業所（社会福祉士及

び介護福祉士法第４８条の３第１項の登録に係

る事業所である場合に限る。）において、医療

的ケアのうち喀痰吸引等のみを必要とする障害

児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又

はその一環として喀痰吸引等業務を行う場合

 当該指定児童発達支援事業所（社会福祉士及

び介護福祉士法附則第２０条第１項の登録に係

る事業所である場合に限る。）において、医療

的ケアのうち特定行為のみを必要とする障害児

第７条 ［略］

２ 前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達

支援事業所において日常生活を営むのに必要な機

能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員を置か

なければならない。この場合において、当該機能

訓練担当職員の数を児童指導員及び保育士の総数

に含めることができる。



に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又は

その一環として特定行為業務を行う場合

３ 前項の規定により、機能訓練担当職員等を置い

た場合においては、当該機能訓練担当職員等の数

を児童指導員及び保育士の総数に含めることがで

きる。

４ 前２項の規定にかかわらず、主として難聴児を

通わせる指定児童発達支援事業所には、第１項各

号に掲げる従業者のほか、次の各号に掲げる従業

者（第２項ただし書各号のいずれかに該当する場

合にあっては、第３号に掲げる看護職員を除く。

）を置かなければならない。この場合において、

当該各号に掲げる従業者については、その数を児

童指導員及び保育士の総数に含めることができる。

 ・  ［略］

 看護職員（日常生活及び社会生活を営むため

に医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠で

ある障害児に医療的ケアを行う場合に限る。）

 医療的ケアを行うために必要な数

５ 第２項及び第３項の規定にかかわらず、主とし

て重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事

業所には、第１項各号に掲げる従業者のほか、次

の各号に掲げる従業者を置かなければならない。

この場合において、当該各号に掲げる従業者につ

いては、その数を児童指導員及び保育士の総数に

含めることができる。

 ・  ［略］

６ 第３項の規定により機能訓練担当職員等の数を

含める場合における第１項第２号アの児童指導員

及び保育士の総数の半数以上は、児童指導員又は

保育士でなければならない。

７ 第１項第２号ア及び第４項第１号の指定児童発

達支援の単位は、指定児童発達支援であって、そ

の提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体

的に行われるものをいう。

８ 第１項から第５項まで（第１項第１号を除く。

）に規定する従業者は、専ら当該指定児童発達支

援事業所の職務に従事する者又は指定児童発達支

援の単位ごとに専ら当該指定児童発達支援の提供

に当たる者でなければならない。ただし、障害児

の支援に支障がない場合は、第１項第３号の栄養

士及び同項第４号の調理員については、併せて設

置する他の社会福祉施設の職務に従事させること

ができる。

３ 前項の規定にかかわらず、主として難聴児を通

わせる指定児童発達支援事業所には、第１項各号

に掲げる従業者のほか、次の各号に掲げる従業者

を置かなければならない。この場合において、当

該各号に掲げる従業者については、その数を児童

指導員及び保育士の総数に含めることができる。

 ・  ［略］

４ 第２項の規定にかかわらず、主として重症心身

障害児を通わせる指定児童発達支援事業所には、

第１項各号に掲げる従業者のほか、次の各号に掲

げる従業者を置かなければならない。この場合に

おいて、当該各号に掲げる従業者については、そ

の数を児童指導員及び保育士の総数に含めること

ができる。

 ・  ［略］

５ 第１項第２号ア及び第３項第１号の指定児童発

達支援の単位は、指定児童発達支援であって、そ

の提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体

的に行われるものをいう。

６ 第１項から第４項まで（第１項第１号を除く。

）に規定する従業者は、専ら当該指定児童発達支

援事業所の職務に従事する者又は指定児童発達支

援の単位ごとに専ら当該指定児童発達支援の提供

に当たる者でなければならない。ただし、障害児

の支援に支障がない場合は、第１項第３号の栄養

士及び同項第４号の調理員については、併せて設

置する他の社会福祉施設の職務に従事させること

ができる。

 （児童発達支援計画の作成等）

第２８条 ［略］

２～４ ［略］

５ 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画

の作成に当たっては、障害児に対する指定児童発

 （児童発達支援計画の作成等）

第２８条 ［略］

２～４ ［略］

５ 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画

の作成に当たっては、障害児に対する指定児童発



達支援の提供に当たる担当者等を招集して行う会

議（テレビ電話装置その他の情報通信機器（以下

「テレビ電話装置等」という。）を活用して行う

ことができるものとする。）を開催し、児童発達

支援計画の原案について意見を求めるものとする。

６～１０ ［略］

達支援の提供に当たる担当者等を招集して行う会

議を開催し、児童発達支援計画の原案について意

見を求めるものとする。

６～１０ ［略］

 （運営規程）

第３８条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発

達支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営につ

いての重要事項に関する運営規程（第４４条第１

項において「運営規程」という。）を定めておか

なければならない。

 ～  ［略］

 （運営規程）

第３８条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発

達支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営につ

いての重要事項に関する運営規程（第４４条にお

いて「運営規程」という。）を定めておかなけれ

ばならない。

 ～  ［略］

 （勤務体制の確保等）

第３９条 ［略］

２・３ ［略］

４ 指定児童発達支援事業者は、適切な指定児童発

達支援の提供を確保する観点から、職場において

行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とし

た言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超え

たものにより従業者の就業環境が害されることを

防止するための方針の明確化等の必要な措置を講

じなければならない。

 （勤務体制の確保等）

第３９条 ［略］

２・３ ［略］

 （業務継続計画の策定等）

第３９条の２ 指定児童発達支援事業者は、感染症

や非常災害の発生時において、利用者に対する指

定児童発達支援の提供を継続的に実施するための、

及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための

計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、

当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなけれ

ばならない。

２ 指定児童発達支援事業者は、従業者に対し、業

務継続計画について周知するとともに、必要な研

修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

３ 指定児童発達支援事業者は、定期的に業務継続

計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画

の変更を行うものとする。

 （非常災害対策）

第４１条 ［略］

２ ［略］

３ 指定児童発達支援事業者は、前項に規定する訓

練の実施に当たって、地域住民の参加が得られる

よう連携に努めなければならない。

 （非常災害対策）

第４１条 ［略］

２ ［略］

 （衛生管理等）  （衛生管理等）



第４２条 ［略］

２ 指定児童発達支援事業者は、当該指定児童発達

支援事業所において感染症又は食中毒が発生し、

又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じ

なければならない。

 当該指定児童発達支援事業所における感染症

及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対

策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用

して行うことができるものとする。）を定期的

に開催するとともに、その結果について、従業

者に周知徹底を図ること。

 当該指定児童発達支援事業所における感染症

及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指

針を整備すること。

 当該指定児童発達支援事業所において、従業

者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延

の防止のための研修並びに感染症の予防及びま

ん延の防止のための訓練を定期的に実施するこ

と。

第４２条 ［略］

２ 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援

事業所において感染症又は食中毒が発生し、又は

まん延しないように必要な措置を講じるよう努め

なければならない。

 （掲示）

第４４条 ［略］

２ 指定児童発達支援事業者は、前項に規定する事

項を記載した書面を当該指定児童発達支援事業所

に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由

に閲覧させることにより、同項の規定による掲示

に代えることができる。

 （掲示）

第４４条 ［略］

 （身体拘束等の禁止）

第４５条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発

達支援の提供に当たっては、障害児又は他の障害

児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得な

い場合を除き、身体的拘束その他障害児の行動を

制限する行為（以下この条において「身体拘束等

」という。）を行ってはならない。

２ ［略］

３ 指定児童発達支援事業者は、身体拘束等の適正

化を図るため、次に掲げる措置を講じなければな

らない。

 身体拘束等の適正化のための対策を検討する

委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。）を定期的に開催すると

ともに、その結果について、従業者に周知徹底

を図ること。

 身体拘束等の適正化のための指針を整備する

こと。

 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための

研修を定期的に実施すること。

 （身体拘束等の禁止）

第４５条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発

達支援の提供に当たっては、障害児又は他の障害

児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得な

い場合を除き、身体的拘束その他障害児の行動を

制限する行為（次項において「身体拘束等」とい

う。）を行ってはならない。

２ ［略］

 （虐待等の禁止）  （虐待等の禁止）



第４６条 ［略］

２ 指定児童発達支援事業者は、虐待の発生又はそ

の再発を防止するため、次に掲げる措置を講じな

ければならない。

 当該指定児童発達支援事業所における虐待の

防止のための対策を検討する委員会（テレビ電

話装置等を活用して行うことができるものとす

る。）を定期的に開催するとともに、その結果

について、従業者に周知徹底を図ること。

 当該指定児童発達支援事業所において、従業

者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に

実施すること。

 前２号に掲げる措置を適切に実施するための

担当者を置くこと。

第４６条 ［略］

（地域との連携等）

第５２条 ［略］

２ 指定児童発達支援事業者（児童発達支援センタ

ーである児童発達支援事業所において、指定児童

発達支援の事業を行うものに限る。）は、通常の

事業の実施地域の障害児の福祉に関し、障害児若

しくはその家庭又は当該障害児が通い、在学し、

若しくは在籍する保育所、学校教育法（昭和２２

年法律第２６号）に規定する幼稚園、小学校（義

務教育学校の前期課程を含む。）若しくは特別支

援学校若しくは就学前の子どもに関する教育、保

育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１

８年法律第７７号）第２条第６項に規定する認定

子ども園その他児童が集団生活を営む施設からの

相談に応じ、助言その他の必要な援助を行うよう

努めなければならない。

 （地域との連携等）

第５２条 ［略］

２ 指定児童発達支援事業者（児童発達支援センタ

ーである児童発達支援事業所において、指定児童

発達支援の事業を行うものに限る。）は、通常の

事業の実施地域の障害児の福祉に関し、障害児若

しくはその家庭又は当該障害児が通い、在学し、

若しくは在籍する保育所、学校教育法に規定する

幼稚園、小学校（義務教育学校の前期課程を含む。

）若しくは特別支援学校若しくは就学前の子ども

に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関

する法律（平成１８年法律第７７号）第２条第６

項に規定する認定子ども園その他児童が集団生活

を営む施設からの相談に応じ、助言その他の必要

な援助を行うよう努めなければならない。

 （従業者の員数）

第５６条 児童発達支援に係る基準該当通所支援（

以下「基準該当児童発達支援」という。）の事業

を行う者（以下「基準該当児童発達支援事業者」

という。）が当該事業を行う事業所（以下「基準

該当児童発達支援事業所」という。）に置くべき

従業者及びその員数は、次のとおりとする。

 児童指導員又は保育士 基準該当児童発達支

援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて

専ら当該基準該当児童発達支援の提供に当たる

児童指導員又は保育士の合計数が、ア又はイに

掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれア又

はイに定める数以上

ア・イ ［略］

 ［略］

２ ［略］

 （従業者の員数）

第５６条 児童発達支援に係る基準該当通所支援（

以下「基準該当児童発達支援」という。）の事業

を行う者（以下「基準該当児童発達支援事業者」

という。）が当該事業を行う事業所（以下「基準

該当児童発達支援事業所」という。）に置くべき

従業者及びその員数は、次のとおりとする。

 児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経

験者 基準該当児童発達支援の単位ごとにその

提供を行う時間帯を通じて専ら当該基準該当児

童発達支援の提供に当たる児童指導員、保育士

又は障害福祉サービス経験者の合計数が、ア又

はイに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞ

れア又はイに定める数以上

ア・イ ［略］

 ［略］

２ ［略］

３ 第１項第１号の児童指導員、保育士及び障害福



祉サービス経験者の半数以上は、児童指導員又は

保育士でなければならない。

 （準用）

第７１条 第１３条から第２３条まで、第２５条、

第２７条（第４項及び第５項を除く。）から第３

５条まで、第３７条、第３９条から第４２条まで、

第４４条から第４８条まで、第５０条から第５３

条まで及び第５５条の規定は、指定医療型児童発

達支援の事業について準用する。この場合におい

て、第１３条第１項中「第３８条」とあるのは「

第７０条」と、第１６条中「第５０条第１項」と

あるのは「第７１条において準用する第５０条第

１項」と、第１７条中「第３８条第６号及び」と

あるのは「第７１条において準用する」と、第２

３条第２項中「次条第１項」とあるのは「第６７

条第１項」と、第２７条第１項中「次条第１項に

規定する児童発達支援計画」とあるのは「第７１

条において読み替えて準用する次条第１項に規定

する医療型児童発達支援計画」と、第２８条第１

項中「第５５条第２項第２号において「児童発達

支援計画」という」とあるのは「第７１条におい

て準用する第５５条第２項第２号において「医療

型児童発達支援計画」という」と、同条第２項、

第４項から第８項まで及び第１０項中「児童発達

支援計画」とあるのは「医療型児童発達支援計画

」と、第２９条中「前条」とあるのは「第７１条

において準用する前条」と、同条第１号中「次条

」とあるのは「第７１条において準用する次条」

と、第３５条中「医療機関」とあるのは「他の専

門医療機関」と、第４４条第１項中「従業者の勤

務の体制、前条の協力医療機関」とあるのは「従

業者の勤務の体制」と、第５５条第２項第１号中

「第２２条第１項」とあるのは「第７１条におい

て準用する第２２条第１項」と、同項第２号中「

児童発達支援計画」とあるのは「医療型児童発達

支援計画」と、同項第３号中「第３６条」とある

のは「第６９条」と、同項第４号中「第４５条第

２項」とあるのは「第７１条において準用する第

４５条第２項」と、同項第５号中「第５１条第２

項」とあるのは「第７１条において準用する第５

１条第２項」と、同項第６号中「第５３条第２項

」とあるのは「第７１条において準用する第５３

条第２項」と読み替えるものとする。

 （準用）

第７１条 第１３条から第２３条まで、第２５条、

第２７条（第４項及び第５項を除く。）から第３

５条まで、第３７条、第３９条から第４２条まで、

第４４条から第４８条まで、第５０条から第５３

条まで及び第５５条の規定は、指定医療型児童発

達支援の事業について準用する。この場合におい

て、第１３条第１項中「第３８条」とあるのは「

第７０条」と、第１６条中「第５０条第１項」と

あるのは「第７１条において準用する第５０条第

１項」と、第１７条中「第３８条第６号及び」と

あるのは「第７１条において準用する」と、第２

３条第２項中「次条第１項」とあるのは「第６７

条第１項」と、第２７条第１項中「次条第１項に

規定する児童発達支援計画」とあるのは「第７１

条において読み替えて準用する次条第１項に規定

する医療型児童発達支援計画」と、第２８条第１

項中「第５５条第２項第２号において「児童発達

支援計画」という」とあるのは「第７１条におい

て準用する第５５条第２項第２号において「医療

型児童発達支援計画」という」と、同条第２項、

第４項から第８項まで及び第１０項中「児童発達

支援計画」とあるのは「医療型児童発達支援計画

」と、第２９条中「前条」とあるのは「第７１条

において準用する前条」と、同条第１号中「次条

」とあるのは「第７１条において準用する次条」

と、第３５条中「医療機関」とあるのは「他の専

門医療機関」と、第４４条中「従業者の勤務の体

制、前条の協力医療機関」とあるのは「従業者の

勤務の体制」と、第５５条第２項第１号中「第２

２条第１項」とあるのは「第７１条において準用

する第２２条第１項」と、同項第２号中「児童発

達支援計画」とあるのは「医療型児童発達支援計

画」と、同項第３号中「第３６条」とあるのは「

第６９条」と、同項第４号中「第４５条第２項」

とあるのは「第７１条において準用する第４５条

第２項」と、同項第５号中「第５１条第２項」と

あるのは「第７１条において準用する第５１条第

２項」と、同項第６号中「第５３条第２項」とあ

るのは「第７１条において準用する第５３条第２

項」と読み替えるものとする。

 （従業者の員数）

第７３条 指定放課後等デイサービスの事業を行う

者（以下「指定放課後等デイサービス事業者」と

いう。）が当該事業を行う事業所（以下「指定放

課後等デイサービス事業所」という。）に置くべ

 （従業者の員数）

第７３条 指定放課後等デイサービスの事業を行う

者（以下「指定放課後等デイサービス事業者」と

いう。）が当該事業を行う事業所（以下「指定放

課後等デイサービス事業所」という。）に置くべ



き従業者及びその員数は、次のとおりとする。

 児童指導員又は保育士 指定放課後等デイサ

ービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通

じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供

に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、ア

又はイに掲げる障害児の数の区分に応じ、それ

ぞれア又はイに定める数以上

ア・イ ［略］

 ［略］

２ 前項各号に掲げる従業者のほか、指定放課後等

デイサービス事業所において、日常生活を営むの

に必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職

員を、日常生活及び社会生活を営むために医療的

ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児

に医療的ケアを行う場合には看護職員を、それぞ

れ置かなければならない。ただし、次の各号のい

ずれかに該当する場合には、看護職員を置かない

ことができる。

 医療機関等との連携により、看護職員を指定

放課後等デイサービス事業所に訪問させ、当該

看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場

合

 当該指定放課後等デイサービス事業所（社会

福祉士及び介護福祉士法第４８条の３第１項の

登録に係る事業所である場合に限る。）におい

て、医療的ケアのうち喀痰吸引等のみを必要と

する障害児に対し、当該登録を受けた者が自ら

の事業又はその一環として喀痰吸引等業務を行

う場合

 当該指定放課後等デイサービス事業所（社会

福祉士及び介護福祉士法附則第２０条第１項の

登録に係る事業所である場合に限る。）におい

て、医療的ケアのうち特定行為のみを必要とす

る障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの

事業又はその一環として特定行為業務を行う場

合

３ 前項の規定により、機能訓練担当職員等を置い

た場合において、当該機能訓練担当職員等が指定

放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行

う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサー

ビスの提供に当たる場合には、当該機能訓練担当

職員等の数を児童指導員又は保育士の合計数に含

めることができる。

４ 前３項の規定にかかわらず、主として重症心身

障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業

所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおり

とする。ただし、指定放課後等デイサービスの単

位ごとにその提供を行う時間帯のうち日常生活を

き従業者及びその員数は、次のとおりとする。

 児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経

験者 指定放課後等デイサービスの単位ごとに

その提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放

課後等デイサービスの提供に当たる児童指導員、

保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数が、

ア又はイに掲げる障害児の数の区分に応じ、そ

れぞれア又はイに定める数以上

ア・イ ［略］

 ［略］

２ 前項各号に掲げる従業者のほか、指定放課後等

デイサービス事業所において日常生活を営むのに

必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職

員を置かなければならない。この場合において、

当該機能訓練担当職員が指定放課後等デイサービ

スの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専

ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる

場合には、当該機能訓練担当職員の数を児童指導

員、保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数

に含めることができる。

３ 前２項の規定にかかわらず、主として重症心身

障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業

所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおり

とする。ただし、指定放課後等デイサービスの単

位ごとにその提供を行う時間帯のうち日常生活を



営むのに必要な機能訓練を行わない時間帯につい

ては、第４号の機能訓練担当職員を置かないこと

ができる。

 ～  ［略］

５ ［略］

６ 第１項第１号の児童指導員又は保育士のうち、

１人以上は、常勤でなければならない。

７ 第３項の規定により機能訓練担当職員等の数を

含める場合における第１項第１号の児童指導員又

は保育士の合計数の半数以上は、児童指導員又は

保育士でなければならない。

８ ［略］

営むのに必要な機能訓練を行わない時間帯につい

ては、第４号の機能訓練担当職員を置かないこと

ができる。

 ～  ［略］

４ ［略］

５ 第１項第１号の児童指導員、保育士又は障害福

祉サービス経験者のうち、１人以上は、常勤でな

ければならない。

６ 第１項第１号の児童指導員、保育士及び障害福

祉サービス経験者の半数以上は、児童指導員又は

保育士でなければならない。

７ ［略］

 （従業者の員数）

第７９条 放課後等デイサービスに係る基準該当通

所支援（以下「基準該当放課後等デイサービス」

という。）の事業を行う者（以下「基準該当放課

後等デイサービス事業者」という。）が当該事業

を行う事業所（以下「基準該当放課後等デイサー

ビス事業所」という。）に置くべき従業者及びそ

の員数は、次のとおりとする。

 児童指導員又は保育士 基準該当放課後等デ

イサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯

を通じて専ら当該基準該当放課後等デイサービ

スの提供に当たる児童指導員又は保育士の合計

数が、ア又はイに掲げる障害児の数の区分に応

じ、それぞれア又はイに定める数以上

ア・イ ［略］

 ［略］

２ ［略］

 （従業者の員数）

第７９条 放課後等デイサービスに係る基準該当通

所支援（以下「基準該当放課後等デイサービス」

という。）の事業を行う者（以下「基準該当放課

後等デイサービス事業者」という。）が当該事業

を行う事業所（以下「基準該当放課後等デイサー

ビス事業所」という。）に置くべき従業者及びそ

の員数は、次のとおりとする。

 児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経

験者 基準該当放課後等デイサービスの単位ご

とにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該基

準該当放課後等デイサービスの提供に当たる児

童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者

の合計数が、ア又はイに掲げる障害児の数の区

分に応じ、それぞれア又はイに定める数以上

ア・イ ［略］

 ［略］

２ ［略］

３ 第１項第１号の児童指導員、保育士及び障害福

祉サービス経験者の半数以上は、児童指導員又は

保育士でなければならない。

 （従業者の員数）

第８１条の３ ［略］

２ 前項第１号に掲げる訪問支援員は、理学療法士、

作業療法士、言語聴覚士、看護職員若しくは保育

士の資格を取得後又は児童指導員若しくは心理指

導担当職員（学校教育法の規定による大学（短期

大学を除く。）若しくは大学院において、心理学

を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する

課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団

心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上

の能力を有すると認められる者をいう。）として

配置された日以後、障害児について、入浴、排せ

つ、食事その他の介護を行い、及び当該障害児の

介護を行う者に対して介護に関する指導を行う業

 （従業者の員数）

第８１条の３ ［略］

２ 前項第１号に掲げる訪問支援員は、理学療法士、

作業療法士、言語聴覚士、看護職員若しくは保育

士の資格を取得後又は児童指導員若しくは心理指

導担当職員（学校教育法の規定による大学の学部

で、心理学を専修する学科若しくはこれに相当す

る課程を修めて卒業した者であって、個人及び集

団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以

上の能力を有すると認められる者をいう。）とし

て配置された日以後、障害児について、入浴、排

せつ、食事その他の介護を行い、及び当該障害児

の介護を行う者に対して介護に関する指導を行う

業務又は日常生活における基本的な動作の指導、



務又は日常生活における基本的な動作の指導、知

識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓

練その他の支援（以下「訓練等」という。）を行

い、及び当該障害児の訓練等を行う者に対して訓

練等に関する指導を行う業務その他職業訓練又は

職業教育に係る業務に３年以上従事した者でなけ

ればならない。

３ ［略］

知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な

訓練その他の支援（以下「訓練等」という。）を

行い、及び当該障害児の訓練等を行う者に対して

訓練等に関する指導を行う業務その他職業訓練又

は職業教育に係る業務に３年以上従事した者でな

ければならない。

３ ［略］

 （準用）

第８１条の９ 第１３条から第２３条まで、第２５

条、第２６条、第２７条（第４項及び第５項を除

く。）、第２８条から第３１条まで、第３３条、

第３５条から第３７条まで、第３９条、第３９条

の２、第４２条から第４６条まで、第４８条、第

５０条、第５１条、第５２条第１項、第５３条か

ら第５５条まで及び第７０条の２の規定は、指定

居宅訪問型児童発達支援の事業について準用する。

この場合において、第１３条第１項中「第３８条

」とあるのは「第８１条の８」と、第１７条中「

いう。第３８条第６号及び第５２条第２項におい

て同じ。」とあるのは「いう。」と、第２３条第

２項中「次条」とあるのは「第８１条の７」と、

第２６条第２項中「第２４条第２項」とあるのは

「第８１条の７第２項」と、第２７条第１項、第

２８条及び第５５条第２項第２号中「児童発達支

援計画」とあるのは「居宅訪問型児童発達支援計

画」と読み替えるものとする。

 （準用）

第８１条の９ 第１３条から第２３条まで、第２５

条、第２６条、第２７条（第４項及び第５項を除

く。）、第２８条から第３１条まで、第３３条、

第３５条から第３７条まで、第３９条、第４２条

から第４６条まで、第４８条、第５０条、第５１

条、第５２条第１項、第５３条から第５５条まで

及び第７０条の２の規定は、指定居宅訪問型児童

発達支援の事業について準用する。この場合にお

いて、第１３条第１項中「第３８条」とあるのは

「第８１条の８」と、第１７条中「いう。第３８

条第６号及び第５２条第２項において同じ。」と

あるのは「いう。」と、第２３条第２項中「次条

」とあるのは「第８１条の７」と、第２６条第２

項中「第２４条第２項」とあるのは「第８１条の

７第２項」と、第２７条第１項、第２８条及び第

５５条第２項第２号中「児童発達支援計画」とあ

るのは「居宅訪問型児童発達支援計画」と読み替

えるものとする。

 （準用）

第８９条 第１３条から第２３条まで、第２５条、

第２６条、第２７条（第４項及び第５項を除く。

）、第２８条から第３１条まで、第３３条、第３

５条から第３７条まで、第３９条、第３９条の２、

第４２条、第４４条から第４６条まで、第４８条、

第５０条、第５１条、第５２条第１項、第５３条

から第５５条まで、第７０条の２及び第８１条の

６から第８１条の８までの規定は、指定保育所等

訪問支援の事業について準用する。この場合にお

いて、第１３条第１項中「第３８条」とあるのは

「第８９条において準用する第８１条の８」と、

第１６条中「第５０条第１項」とあるのは「第８

９条において準用する第５０条第１項」と、第１

７条中「いう。第３８条第６号及び第５２条第２

項において同じ。」とあるのは「いう。」と、第

２３条第２項中「次条」とあるのは「第８９条に

おいて準用する第８１条の７」と、第２６条第２

項中「第２４条第２項」とあるのは「第８９条に

おいて準用する第８１条の７第２項」と、第２７

条第１項中「次条第１項に規定する児童発達支援

 （準用）

第８９条 第１３条から第２３条まで、第２５条、

第２６条、第２７条（第４項及び第５項を除く。

）、第２８条から第３１条まで、第３３条、第３

５条から第３７条まで、第３９条、第４２条、第

４４条から第４６条まで、第４８条、第５０条、

第５１条、第５２条第１項、第５３条から第５５

条まで、第７０条の２及び第８１条の６から第８

１条の８までの規定は、指定保育所等訪問支援の

事業について準用する。この場合において、第１

３条第１項中「第３８条」とあるのは「第８９条

において準用する第８１条の８」と、第１６条中

「第５０条第１項」とあるのは「第８９条におい

て準用する第５０条第１項」と、第１７条中「い

う。第３８条第６号及び第５２条第２項において

同じ。」とあるのは「いう。」と、第２３条第２

項中「次条」とあるのは「第８９条において準用

する第８１条の７」と、第２６条第２項中「第２

４条第２項」とあるのは「第８９条において準用

する第８１条の７第２項」と、第２７条第１項中

「次条第１項に規定する児童発達支援計画」とあ



計画」とあるのは「第８９条において読み替えて

準用する次条第１項に規定する保育所等訪問支援

計画」と、第２８条第１項中「第５５条第２項第

２号において「児童発達支援計画」という」とあ

るのは「第８９条において準用する第５５条第２

項第２号において「保育所等訪問支援計画」とい

う」と、同条第２項、第４項から第８項まで及び

第１０項中「児童発達支援計画」とあるのは「保

育所等訪問支援計画」と、第２９条中「前条」と

あるのは「第８９条において準用する前条」と、

同条第１号中「次条」とあるのは「第８９条にお

いて準用する次条」と、第４４条第１項中「従業

者の勤務の体制、前条の協力医療機関」とあるの

は「従業者の勤務の体制」と、第５５条第２項第

１号中「第２２条第１項」とあるのは「第８９条

において準用する第２２条第１項」と、同項第２

号中「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等

訪問支援計画」と、同項第３号中「第３６条」と

あるのは「第８９条において準用する第３６条」

と、同項第４号中「第４５条第２項」とあるのは

「第８９条において準用する第４５条第２項」と、

同項第５号中「第５１条第２項」とあるのは「第

８９条において準用する第５１条第２項」と、同

項第６号中「第５３条第２項」とあるのは「第８

９条において準用する第５３条第２項」と読み替

えるものとする。

るのは「第８９条において読み替えて準用する次

条第１項に規定する保育所等訪問支援計画」と、

第２８条第１項中「第５５条第２項第２号におい

て「児童発達支援計画」という」とあるのは「第

８９条において準用する第５５条第２項第２号に

おいて「保育所等訪問支援計画」という」と、同

条第２項、第４項から第８項まで及び第１０項中

「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪問

支援計画」と、第２９条中「前条」とあるのは「

第８９条において準用する前条」と、同条第１号

中「次条」とあるのは「第８９条において準用す

る次条」と、第４４条中「従業者の勤務の体制、

前条の協力医療機関」とあるのは「従業者の勤務

の体制」と、第５５条第２項第１号中「第２２条

第１項」とあるのは「第８９条において準用する

第２２条第１項」と、同項第２号中「児童発達支

援計画」とあるのは「保育所等訪問支援計画」と、

同項第３号中「第３６条」とあるのは「第８９条

において準用する第３６条」と、同項第４号中「

第４５条第２項」とあるのは「第８９条において

準用する第４５条第２項」と、同項第５号中「第

５１条第２項」とあるのは「第８９条において準

用する第５１条第２項」と、同項第６号中「第５

３条第２項」とあるのは「第８９条において準用

する第５３条第２項」と読み替えるものとする。

 （従業者の員数に関する特例）

第９０条 多機能型事業所（この条例に規定する事

業のみを行う多機能型事業所に限る。）に係る事

業を行う者に対する第６条第１項から第３項まで

及び第５項、第７条（第３項及び第６項を除く。

）、第６３条、第７３条第１項から第３項まで及

び第５項、第８１条の３第１項並びに第８３条第

１項の規定の適用については、第６条第１項中「

事業所（以下「指定児童発達支援事業所」という。

）」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第１

号中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所

支援」と、同条第２項中「指定児童発達支援事業

所」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第３

項及び第５項中「指定児童発達支援」とあるのは

「指定通所支援」と、第７条第１項中「指定児童

発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」

と、同項第２号ア中「指定児童発達支援」とある

のは「指定通所支援」と、同条第２項及び第４項

中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機

能型事業所」と、同項第１号中「指定児童発達支

援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第５項

中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機

能型事業所」と、同条第７項中「指定児童発達支

 （従業者の員数に関する特例）

第９０条 多機能型事業所（この条例に規定する事

業のみを行う多機能型事業所に限る。）に係る事

業を行う者に対する第６条第１項、第２項及び第

４項、第７条、第６３条、第７３条第１項、第２

項及び第４項、第８１条の３第１項並びに第８３

条第１項の規定の適用については、第６条第１項

中「事業所（以下「指定児童発達支援事業所」と

いう。）」とあるのは「多機能型事業所」と、同

項第１号中「指定児童発達支援」とあるのは「指

定通所支援」と、同条第２項中「指定児童発達支

援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、「

指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」

と、同条第４項中「指定児童発達支援」とあるの

は「指定通所支援」と、第７条第１項中「指定児

童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所

」と、同項第２号ア中「指定児童発達支援」とあ

るのは「指定通所支援」と、同条第２項及び第３

項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多

機能型事業所」と、同項第１号中「指定児童発達

支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第４

項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多

機能型事業所」と、同条第５項中「指定児童発達



援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第８項

中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機

能型事業所」と、「指定児童発達支援の」とある

のは「指定通所支援の」と、第６３条第１項中「

事業所（以下「指定医療型児童発達支援事業所」

という。）」とあり、並びに同条第２項及び第３

項中「指定医療型児童発達支援事業所」とあるの

は「多機能型事業所」と、第７３条第１項中「事

業所（以下「指定放課後等デイサービス事業所」

という。）」とあるのは「多機能型事業所」と、

同項第１号中「指定放課後等デイサービス」とあ

るのは「指定通所支援」と、同条第２項中「指定

放課後等デイサービス事業所」とあるのは「多機

能型事業所」と、同条第３項及び第５項中「指定

放課後等デイサービス」とあるのは「指定通所支

援」と、第８１条の３第１項中「事業所（以下「

指定居宅訪問型児童発達支援事業所」という。）

」とあるのは「多機能型事業所」と、第８３条第

１項中「事業所（以下「指定保育所等訪問支援事

業所」という。）」とあるのは「多機能型事業所

」とする。

２ 利用定員の合計が２０人未満である多機能型事

業所（この条例に規定する事業のみを行う多機能

型事業所を除く。）は、第６条第６項及び第７３

条第６項の規定にかかわらず、当該多機能型事業

所に置くべき従業者（児童発達支援管理責任者、

嘱託医及び管理者を除く。）のうち、１人以上は、

常勤でなければならないとすることができる。

支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第６

項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多

機能型事業所」と、「指定児童発達支援の」とあ

るのは「指定通所支援の」と、第６３条第１項中

「事業所（以下「指定医療型児童発達支援事業所

」という。）」とあり、並びに同条第２項及び第

３項中「指定医療型児童発達支援事業所」とある

のは「多機能型事業所」と、第７３条第１項中「

事業所（以下「指定放課後等デイサービス事業所

」という。）」とあるのは「多機能型事業所」と、

同項第１号中「指定放課後等デイサービス」とあ

るのは「指定通所支援」と、同条第２項中「指定

放課後等デイサービス事業所」とあるのは「多機

能型事業所」と、「指定放課後等デイサービスの

」とあるのは「指定通所支援の」と、同条第４項

中「指定放課後等デイサービス」とあるのは「指

定通所支援」と、第８１条の３第１項中「事業所

（以下「指定居宅訪問型児童発達支援事業所」と

いう。）」とあるのは「多機能型事業所」と、第

８３条第１項中「事業所（以下「指定保育所等訪

問支援事業所」という。）」とあるのは「多機能

型事業所」とする。

２ 利用定員の合計が２０人未満である多機能型事

業所（この条例に規定する事業のみを行う多機能

型事業所を除く。）は、第６条第５項及び第７３

条第５項の規定にかかわらず、当該多機能型事業

所に置くべき従業者（児童発達支援管理責任者、

嘱託医及び管理者を除く。）のうち、１人以上は、

常勤でなければならないとすることができる。

（さいたま市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の

一部改正）

第８条 さいたま市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条

例（平成２４年さいたま市条例第６５号）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （指定障害児入所施設等の一般原則）  （指定障害児入所施設等の一般原則）



第３条 ［略］

２・３ ［略］

４ 指定障害児入所施設等は、当該指定障害児入所

施設等を利用する障害児の人権の擁護、虐待の防

止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、

その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講

じなければならない。

第３条 ［略］

２・３ ［略］

４ 指定障害児入所施設等は、当該指定障害児入所

施設等を利用する障害児の人権の擁護、虐待の防

止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整

備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実

施する等の措置を講じるよう努めなければならな

い。

 （従業者の員数）

第５条 指定福祉型障害児入所施設に置くべき従業

者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、

４０人以下の障害児を入所させる指定福祉型障害

児入所施設にあっては第４号の栄養士を、調理業

務の全部を委託する指定福祉型障害児入所施設に

あっては第５号の調理員を置かないことができる。

 ・  ［略］

 児童指導員（さいたま市児童福祉施設の設備

及び運営の基準に関する条例（平成２４年さい

たま市条例第６６号）第２７条第６項に規定す

る児童指導員をいう。以下同じ。）及び保育士

ア 児童指導員及び保育士の総数 （ア）から（ウ）ま

でに掲げる指定福祉型障害児入所施設の区分

に応じ、それぞれ（ア）から（ウ）までに定める数

（ア） 主として知的障害のある児童を入所させ

    る指定福祉型障害児入所施設 通じておお

    むね障害児の数を４で除して得た数以上（

３０人以下の障害児を入所させる指定福祉

型障害児入所施設にあっては、当該数に１

を加えた数以上）

（イ） 主として盲児（強度の弱視児を含む。次

条第２項第２号及び第４項において同じ。

）又はろうあ児（強度の難聴児を含む。次

条第２項第３号において同じ。）（次条第

１項において「盲ろうあ児」という。）を

入所させる指定福祉型障害児入所施設 通

じておおむね障害児の数を４で除して得た

数以上（３５人以下の障害児を入所させる

指定福祉型障害児入所施設にあっては、当

該数に１を加えた数以上）

（ウ） ［略］

  イ・ウ ［略］

  ～  ［略］

２ ［略］

３ 前項に規定する心理指導担当職員は、学校教育

法の規定による大学（短期大学を除く。）若しく

 （従業者の員数）

第５条 指定福祉型障害児入所施設に置くべき従業

者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、

４０人以下の障害児を入所させる指定福祉型障害

児入所施設にあっては第４号の栄養士を、調理業

務の全部を委託する指定福祉型障害児入所施設に

あっては第５号の調理員を置かないことができる。

 ・  ［略］

 児童指導員（さいたま市児童福祉施設の設備

及び運営の基準に関する条例（平成２４年さい

たま市条例第６６号）第２７第６項に規定する

児童指導員をいう。以下同じ。）及び保育士

ア 児童指導員及び保育士の総数 （ア）から（ウ）ま

でに掲げる指定福祉型障害児入所施設の区分

に応じ、それぞれ（ア）から（ウ）までに定める数

（ア） 主として知的障害のある児童を入所させ

    る指定福祉型障害児入所施設 通じておお

    むね障害児の数を４．３で除して得た数以

    上（３０人以下の障害児を入所させる指定

    福祉型障害児入所施設にあっては、当該数

    に１を加えた数以上）

（イ） 主として盲児（強度の弱視児を含む。次

条第２項第２号及び第４項において同じ。

）又はろうあ児（強度の難聴児を含む。次

条第２項第３号において同じ。）（次条第

１項において「盲ろうあ児」という。）を

入所させる指定福祉型障害児入所施設 通

じておおむね障害児である乳児又は幼児（

次条第３項第３号及び第５３条第１項第２

号において「乳幼児」という。）の数を４

で除して得た数及び障害児である少年の数

を５で除して得た数の合計数以上（３５人

以下の障害児を入所させる指定福祉型障害

児入所施設にあっては、当該合計数に１を

加えた数以上）

（ウ） ［略］

  イ・ウ ［略］

  ～  ［略］

２ ［略］



は大学院において、心理学を専修する学科、研究

科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した

者であって、個人及び集団心理療法の技術を有す

るもの又はこれと同等以上の能力を有すると認め

られる者でなければならない。

４ 第１項各号（第１号を除く。）及び第２項に規

定する従業者は、専ら当該指定福祉型障害児入所

施設の職務に従事する者でなければならない。た

だし、障害児の支援に支障がない場合は、第１項

第４号の栄養士及び同項第５号の調理員について

は、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従

事させることができる。

３ 第１項各号（第１号を除く。）及び前項に規定

する従業者は、専ら当該指定福祉型障害児入所施

設の職務に従事する者でなければならない。ただ

し、障害児の支援に支障がない場合は、第１項第

４号の栄養士及び同項第５号の調理員については、

併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事さ

せることができる。

 （設備）

第６条 ［略］

２ ［略］

３ 第１項の居室の基準は、次のとおりとする。

 ・  ［略］

 前２号の規定にかかわらず、乳児又は幼児（

第５３条第１項第２号において「乳幼児」とい

う。）のみの一の居室の定員は６人以下とし、

１人当たりの床面積は３．３平方メートル以上

とすること。

 ［略］

４・５ ［略］

 （設備）

第６条 ［略］

２ ［略］

３ 第１項の居室の基準は、次のとおりとする。

 ・  ［略］

 前２号の規定にかかわらず、乳幼児のみの一

の居室の定員は６人以下とし、１人当たりの床

面積は３．３平方メートル以上とすること。

 ［略］

４・５ ［略］

 （入所支援計画の作成等）

第２２条 ［略］

２～４ ［略］

５ 児童発達支援管理責任者は、入所支援計画の作

成に当たっては、障害児に対する指定入所支援の

提供に当たる担当者等を招集して行う会議（テレ

ビ電話装置その他の情報通信機器（以下「テレビ

電話装置等」という。）を活用して行うことがで

きるものとする。）を開催し、入所支援計画の原

案について意見を求めるものとする。

６～１０ ［略］

 （入所支援計画の作成等）

第２２条 ［略］

２～４ ［略］

５ 児童発達支援管理責任者は、入所支援計画の作

成に当たっては、障害児に対する指定入所支援の

提供に当たる担当者等を招集して行う会議を開催

し、入所支援計画の原案について意見を求めるも

のとする。

６～１０ ［略］

（運営規程）

第３５条 指定福祉型障害児入所施設は、次に掲げ

る施設の運営についての重要事項に関する運営規

程（第４１条第１項において「運営規程」という。

）を定めておかなければならない。

 ～  ［略］

（運営規程）

第３５条 指定福祉型障害児入所施設は、次に掲げ

る施設の運営についての重要事項に関する運営規

程（第４１条において「運営規程」という。）を

定めておかなければならない。

 ～  ［略］

 （勤務体制の確保等）

第３６条 ［略］

２・３ ［略］

４ 指定福祉型障害児入所施設は、適切な指定入所

支援の提供を確保する観点から、職場において行

 （勤務体制の確保等）

第３６条 ［略］

２・３ ［略］



われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした

言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えた

ものにより従業者の就業環境が害されることを防

止するための方針の明確化等の必要な措置を講じ

なければならない。

 （業務継続計画の策定等）

第３６条の２ 指定福祉型障害児入所施設は、感染

症や非常災害の発生時において、利用者に対する

指定入所支援の提供を継続的に実施するための、

及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための

計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、

当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなけれ

ばならない。

２ 指定福祉型障害児入所施設は、従業者に対し、

業務継続計画について周知するとともに、必要な

研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

３ 指定福祉型障害児入所施設は、定期的に業務継

続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計

画の変更を行うものとする。

 （非常災害対策）

第３８条 ［略］

２ ［略］

３ 指定福祉型障害児入所施設は、前項に規定する

訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られ

るよう連携に努めなければならない。

 （非常災害対策）

第３８条 ［略］

２ ［略］

 （衛生管理等）

第３９条 ［略］

２ 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型

障害児入所施設において感染症又は食中毒が発生

し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を

講じなければならない。

 当該指定福祉型障害児入所施設における感染

症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための

対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活

用して行うことができるものとする。）を定期

的に開催するとともに、その結果について、従

業者に周知徹底を図ること。

 当該指定福祉型障害児入所施設における感染

症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための

指針を整備すること。

 当該指定福祉型障害児入所施設において、従

業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん

延の防止のための研修並びに感染症の予防及び

まん延の防止のための訓練を定期的に実施する

こと。

３ ［略］

 （衛生管理等）

第３９条 ［略］

２ 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型

障害児入所施設において感染症又は食中毒が発生

し、又はまん延しないように必要な措置を講じる

よう努めなければならない。

３ ［略］



 （掲示）

第４１条 ［略］

２ 指定福祉型障害児入所施設は、前項に規定する

事項を記載した書面を当該指定福祉型障害児入所

施設に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に

自由に閲覧させることにより、同項の規定による

掲示に代えることができる。

 （掲示）

第４１条 ［略］

 （身体拘束等の禁止）

第４２条 指定福祉型障害児入所施設は、指定入所

支援の提供に当たっては、当該障害児又は他の障

害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得

ない場合を除き、身体的拘束その他障害児の行動

を制限する行為（以下この条において「身体拘束

等」という。）を行ってはならない。

２ ［略］

３ 指定福祉型障害児入所施設は、身体拘束等の適

正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければ

ならない。

 身体拘束等の適正化のための対策を検討する

委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。）を定期的に開催すると

ともに、その結果について、従業者に周知徹底

を図ること。

 身体拘束等の適正化のための指針を整備する

こと。

 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための

研修を定期的に実施すること。

 （身体拘束等の禁止）

第４２条 指定福祉型障害児入所施設は、指定入所

支援の提供に当たっては、当該障害児又は他の障

害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得

ない場合を除き、身体的拘束その他障害児の行動

を制限する行為（次項において「身体拘束等」と

いう。）を行ってはならない。

２ ［略］

 （虐待等の禁止）

第４３条 ［略］

２ 指定福祉型障害児入所施設は、虐待の発生又は

その再発を防止するため、次に掲げる措置を講じ

なければならない。

 当該指定福祉型障害児入所施設における虐待

の防止のための対策を検討する委員会（テレビ

電話装置等を活用して行うことができるものと

する。）を定期的に開催するとともに、その結

果について、従業者に周知徹底を図ること。

 当該指定福祉型障害児入所施設において、従

業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的

に実施すること。

 前２号に掲げる措置を適切に実施するための

担当者を置くこと。

 （虐待等の禁止）

第４３条 ［略］

（準用）

第５８条 第７条から第１７条まで、第１９条、第

２１条から第３９条まで、第４１条から第４５条

まで、第４６条第１項、第４７条から第５０条ま

で及び第５２条の規定は、指定医療型障害児入所

 （準用）

第５８条 第７条から第１７条まで、第１９条、第

２１条から第３９条まで、第４１条から第４５条

まで、第４６条第１項、第４７条から第５０条ま

で及び第５２条の規定は、指定医療型障害児入所



施設について準用する。この場合において、第７

条第１項中「第３５条」とあるのは「第５８条に

おいて準用する第３５条」と、第１７条第２項中

「次条」とあるのは「第５５条」と、第２３条中

「前条」とあるのは「第５８条において準用する

前条」と、同条第１号中「次条」とあるのは「第

５８条において準用する次条」と、「第２５条」

とあるのは「第５８条において準用する第２５条

」と、第３０条中「医療機関」とあるのは「他の

専門医療機関」と、第３３条中「障害児入所給付

費」とあるのは「障害児入所給付費及び障害児入

所医療費」と、第３５条中「第４１条」とあるの

は「第５８条において準用する第４１条」と、第

４１条第１項中「前条第１項の協力医療機関及び

同条第２項の協力歯科医療機関」とあるのは「第

５７条の協力歯科医療機関」と、第５２条第２項

第２号中「第１６条第１項」とあるのは「第５８

条において準用する第１６条第１項」と、同項第

３号中「第３３条」とあるのは「第５８条におい

て準用する第３３条」と、同項第４号中「第４２

条第２項」とあるのは「第５８条において準用す

る第４２条第２項」と、同項第５号中「第４８条

第２項」とあるのは「第５８条において準用する

第４８条第２項」と、同項第６号中「第５０条第

２項」とあるのは「第５８条において準用する第

５０条第２項」と読み替えるものとする。

施設について準用する。この場合において、第７

条第１項中「第３５条」とあるのは「第５８条に

おいて準用する第３５条」と、第１７条第２項中

「次条」とあるのは「第５５条」と、第２３条中

「前条」とあるのは「第５８条において準用する

前条」と、同条第１号中「次条」とあるのは「第

５８条において準用する次条」と、「第２５条」

とあるのは「第５８条において準用する第２５条

」と、第３０条中「医療機関」とあるのは「他の

専門医療機関」と、第３３条中「障害児入所給付

費」とあるのは「障害児入所給付費及び障害児入

所医療費」と、第３５条中「第４１条」とあるの

は「第５８条において準用する第４１条」と、第

４１条中「前条第１項の協力医療機関及び同条第

２項の協力歯科医療機関」とあるのは「第５７条

の協力歯科医療機関」と、第５２条第２項第２号

中「第１６条第１項」とあるのは「第５８条にお

いて準用する第１６条第１項」と、同項第３号中

「第３３条」とあるのは「第５８条において準用

する第３３条」と、同項第４号中「第４２条第２

項」とあるのは「第５８条において準用する第４

２条第２項」と、同項第５号中「第４８条第２項

」とあるのは「第５８条において準用する第４８

条第２項」と、同項第６号中「第５０条第２項」

とあるのは「第５８条において準用する第５０条

第２項」と読み替えるものとする。

（さいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正）

第９条 さいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例（平成２４年さ

いたま市条例第６６号）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （児童福祉施設と非常災害）

第６条 児童福祉施設（障害児入所施設及び児童発

達支援センター（次条、第１２条の２及び第１３

条第３項において「障害児入所施設等」という。

）を除く。第１３条第２項において同じ。）にお

いては、軽便消火器等の消火用具、非常口その他

 （児童福祉施設と非常災害）

第６条 児童福祉施設においては、軽便消火器等の

消火用具、非常口その他非常災害に際して必要な

設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的

計画を立て、これに対し不断の注意を払い、訓練

をするように努めなければならない。



非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、

非常災害に対する具体的計画を立て、これに対し

不断の注意を払い、訓練をするように努めなけれ

ばならない。

２ ［略］ ２ ［略］

 （非常災害対策）

第６条の２ 障害児入所施設等は、消火設備その他

非常災害の際に必要な設備を設けるとともに、非

常災害に対する具体的計画を立て、非常災害の発

生時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、

それらを定期的に職員に周知しなければならない。

２ 障害児入所施設等は、非常災害に備えるため、

避難及び消火に対する訓練にあっては毎月１回、

救出その他必要な訓練にあっては定期的に行わな

ければならない。

３ 障害児入所施設等は、前項に規定する訓練の実

施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連

携に努めなければならない。

 （業務継続計画の策定等）

第１２条の２ 障害児入所施設等は、感染症や非常

災害の発生時において、利用者に対する障害児入

所支援又は児童発達支援の提供を継続的に実施す

るための、及び非常時の体制で早期の業務再開を

図るための計画（以下「業務継続計画」という。

）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置

を講じなければならない。

２ 障害児入所施設等は、職員に対し、業務継続計

画について周知するとともに、必要な研修及び訓

練を定期的に実施しなければならない。

３ 障害児入所施設等は、定期的に業務継続計画の

見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更

を行うものとする。

 （衛生管理等）

第１３条 ［略］

２ ［略］

３ 障害児入所施設等は、当該障害児入所施設等に

おいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延し

ないように、次に掲げる措置を講じなければなら

ない。

 当該障害児入所施設等における感染症及び食

中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検

討する委員会（テレビ電話装置その他の情報通

信機器を活用して行うことができるものとする。

）を定期的に開催するとともに、その結果につ

いて、職員に周知徹底を図ること。

 当該障害児入所施設等における感染症及び食

中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整

 （衛生管理等）

第１３条 ［略］

２ ［略］



備すること。

当該障害児入所施設等において、職員に対し、

感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のた

めの研修並びに感染症の予防及びまん延の防止

のための訓練を定期的に実施すること。

４ ［略］

５ ［略］

３ ［略］

４ ［略］

（職員） （職員）

第２７条 ［略］ 第２７条 ［略］

２・３ ［略］ ２・３ ［略］

４ 心理療法担当職員は、大学（学校教育法（昭和

２２年法律第２６号）の規定による大学（短期大

学を除く。）をいう。第５２条第２項第６号、第

５８条第７号及び第１００条第６号を除き、以下

同じ。）若しくは大学院において、心理学を専修

する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を

修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療

法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力

を有すると認められる者でなければならない。

４ 心理療法担当職員は、大学（学校教育法（昭和

２２年法律第２６号）の規定による大学（短期大

学を除く。）をいう。第５２条第２項第６号、第

５８条第７号及び第１００条第６号を除き、以下

同じ。）において、心理学を専修する学科若しく

はこれに相当する課程を修めて卒業した者（第９

０条第３項において同じ。）であって、個人及び

集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等

以上の能力を有すると認められる者でなければな

らない。

 （職員）

第６６条 ［略］

２ ［略］

３ 主として知的障害のある児童を入所させる福祉

型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数

は、通じておおむね児童の数を４で除して得た数

以上とする。ただし、児童３０人以下を入所させ

る施設にあっては、更に１人以上を加えるものと

する。

４～１０ ［略］

１１ 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害

児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、通

じて、児童おおむね４人につき１人以上とする。

ただし、児童３５人以下を入所させる施設にあっ

ては、更に１人以上を加えるものとする。

１２～１５ ［略］

 （職員）

第６６条 ［略］

２ ［略］

３ 主として知的障害のある児童を入所させる福祉

型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数

は、通じておおむね児童の数を４．３で除して得

た数以上とする。ただし、児童３０人以下を入所

させる施設にあっては、更に１人以上を加えるも

のとする。

４～１０ ［略］

１１ 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害

児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、通

じて、乳幼児おおむね４人につき１人以上、少年

おおむね５人につき１人以上とする。ただし、児

童３５人以下を入所させる施設にあっては、更に

１人以上を加えるものとする。

１２～１５ ［略］

 （職員）

第８０条 福祉型児童発達支援センター（主として

難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センター及

び主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童

発達支援センターを除く。次項において同じ。）

には、嘱託医、児童指導員、保育士、栄養士、調

理員及び児童発達支援管理責任者のほか、日常生

活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能

訓練担当職員（日常生活を営むのに必要な機能訓

練を担当する職員をいう。以下同じ。）を、日常

 （職員）

第８０条 福祉型児童発達支援センター（主として

難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センター及

び主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童

発達支援センターを除く。次項において同じ。）

には、嘱託医、児童指導員、保育士、栄養士、調

理員及び児童発達支援管理責任者のほか、日常生

活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、機

能訓練担当職員（日常生活を営むのに必要な機能

訓練を担当する職員をいう。以下同じ。）を置か



生活及び社会生活を営むために医療的ケア（人工

呼吸器による呼吸管理、喀痰
かくたん

吸引その他厚生労働

大臣が定める医療行為をいう。以下同じ。）を恒

常的に受けることが不可欠である障害児に医療的

ケアを行う場合には看護職員を、それぞれ置かな

ければならない。ただし、次に掲げる施設及び場

合に応じ、それぞれ当該各号に定める職員を置か

ないことができる。

 児童４０人以下を通わせる施設 栄養士

 調理業務の全部を委託する施設 調理員

 医療機関等との連携により、看護職員を福祉

型児童発達支援センターに訪問させ、当該看護

職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合 

看護職員

 当該福祉型児童発達支援センター（社会福祉

士及び介護福祉士法（昭和６２年法律第３０号

）第４８条の３第１項の登録に係る事業所であ

る場合に限る。）において、医療的ケアのうち

喀痰吸引等（同法第２条第２項に規定する喀痰

吸引等をいう。）のみを必要とする障害児に対

し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその

一環として喀痰吸引等業務（同法第４８条の３

第１項に規定する喀痰吸引等業務をいう。）を

行う場合 看護職員

 当該福祉型児童発達支援センター（社会福祉

士及び介護福祉士法附則第２０条第１項の登録

に係る事業所である場合に限る。）において、

医療的ケアのうち特定行為（同法附則第３条第

１項に規定する特定行為をいう。）のみを必要

とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自

らの事業又はその一環として特定行為業務（同

法附則第２０条第１項に規定する特定行為業務

をいう。）を行う場合 看護職員

２ 福祉型児童発達支援センターの児童指導員、保

育士、機能訓練担当職員及び看護職員の総数は、

通じておおむね児童の数を４で除して得た数以上

とし、そのうち半数以上は児童指導員又は保育士

でなければならない。

３～５ ［略］

６ 主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援

センターの児童指導員、保育士、言語聴覚士、機

能訓練担当職員及び看護職員の総数は、通じてお

おむね児童の数を４で除して得た数以上とする。

ただし、言語聴覚士の数は、４人以上でなければ

ならない。

７ 主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童

発達支援センターには、嘱託医、児童指導員、保

育士、栄養士、調理員、児童発達支援管理責任者

及び看護職員のほか、日常生活を営むのに必要な

機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員を置

なければならない。ただし、児童４０人以下を通

わせる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部

を委託する施設にあっては調理員を置かないこと

ができる。

２ 福祉型児童発達支援センターの児童指導員、保

育士及び機能訓練担当職員の総数は、通じておお

むね児童の数を４で除して得た数以上とする。

３～５ ［略］

６ 主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援

センターの児童指導員、保育士、言語聴覚士及び

機能訓練担当職員の総数は、通じておおむね児童

の数を４で除して得た数以上とする。ただし、言

語聴覚士の数は、４人以上でなければならない。

７ 主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童

発達支援センターには、第１項に規定する職員及

び看護職員を置かなければならない。ただし、児

童４０人以下を通わせる施設にあっては栄養士を、

調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員



かなければならない。ただし、児童４０人以下を

通わせる施設にあっては栄養士を、調理業務の全

部を委託する施設にあっては調理員を置かないこ

とができる。

８・９ ［略］

を置かないことができる。

８・９ ［略］

（職員） （職員）

第９０条 ［略］ 第９０条 ［略］

２ ［略］ ２ ［略］

３ 心理療法担当職員は、大学若しくは大学院にお

いて、心理学を専修する学科、研究科若しくはこ

れに相当する課程を修めて卒業した者又は大学に

おいて、心理学に関する科目の単位を優秀な成績

で修得したことにより、学校教育法第１０２条第

２項の規定により大学院への入学を認められた者

であって、個人及び集団心理療法の技術を有し、

かつ、心理療法に関する１年以上の経験を有する

ものでなければならない。

３ 心理療法担当職員は、大学において、心理学を

専修する学科若しくはこれに相当する課程を修め

て卒業した者又は大学において、心理学に関する

科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、

学校教育法第１０２条第２項の規定により大学院

への入学を認められた者であって、個人及び集団

心理療法の技術を有し、かつ、心理療法に関する

１年以上の経験を有するものでなければならない。

４～６ ［略］ ４～６ ［略］

 （さいたま市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関す

る条例等の一部を改正する条例の一部改正）

第１０条 さいたま市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等

に関する条例等の一部を改正する条例（平成３０年さいたま市条例第１８号）の一

部を次のように改正する。

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

附 則

１ ［略］

（経過措置）

２ この条例の施行の際現に指定を受けている第３

条の規定による改正前のさいたま市指定障害者支

援施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条

例第６条及び第１０条に規定する指定障害者支援

施設等については、第３条の規定による改正後の

さいたま市指定障害者支援施設の人員、設備及び

附 則

１ ［略］

（経過措置）

２ この条例の施行の際現に指定を受けている第３

条の規定による改正前のさいたま市指定障害者支

援施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条

例第６条及び第１０条に規定する指定障害者支援

施設等については、第３条の規定による改正後の

さいたま市指定障害者支援施設の人員、設備及び



運営の基準等に関する条例第５条及び第９条の規

定にかかわらず、令和４年３月３１日までの間は、

なお従前の例による。

運営の基準等に関する条例第５条及び第９条の規

定にかかわらず、平成３３年３月３１日までの間

は、なお従前の例による。

（さいたま市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例等

の一部を改正する条例の一部改正）

第１１条 さいたま市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する

条例等の一部を改正する条例（平成３０年さいたま市条例第１９号）の一部を次の

ように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

附 則

１～３ ［略］

４ この条例の施行の際現に指定を受けている第２

条の規定による改正前のさいたま市指定障害児入

所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する

条例第５条第４項及び第６条第６項に規定する指

定福祉型障害児入所施設については、第２条の規

定による改正後のさいたま市指定障害児入所施設

等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第

５条及び第６条の規定にかかわらず、令和４年３

月３１日までの間は、なお従前の例による。

附 則

１～３ ［略］

４ この条例の施行の際現に指定を受けている第２

条の規定による改正前のさいたま市指定障害児入

所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する

条例第５条第４項及び第６条第６項に規定する指

定福祉型障害児入所施設については、第２条の規

定による改正後のさいたま市指定障害児入所施設

等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第

５条及び第６条の規定にかかわらず、平成３３年

３月３１日までの間は、なお従前の例による。

   附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。ただし、第１０条及び第１１条の

規定は、公布の日から施行する。 

 （虐待の防止に係る経過措置）

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から令和４年３月３１日までの

間、第１条の規定による改正後のさいたま市指定障害福祉サービスの事業等の人員、

設備及び運営の基準等に関する条例（以下「新指定障害福祉サービス条例」という。



）第３条第３項及び第４１条の２（新指定障害福祉サービス条例第４４条第１項及

び第２項、第４４条の４、第４９条第１項及び第２項、第７８条、第９５条、第９

５条の５、第１１０条、第１１０条の４、第１２３条、第１４９条、第１４９条の

４、第１５９条、第１５９条の４、第１７２条、第１８５条、第１９０条、第１９

４条、第１９４条の１２、第１９４条の２０、第２０１条、第２０１条の１１並び

に第２０１条の２２において準用する場合を含む。）、第２条の規定による改正後

のさいたま市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例（以

下「新指定障害者支援施設条例」という。）第３条第３項及び第５９条の２、第３

条の規定による改正後のさいたま市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に

関する条例（以下「新障害福祉サービス条例」という。）第３条第３項及び第３２

条の２（新障害福祉サービス条例第５０条、第５５条、第６０条、第６９条、第８

４条及び第８７条において準用する場合を含む。）、第４条の規定による改正後の

さいたま市地域活動支援センターの設備及び運営の基準に関する条例（以下「新地

域活動支援センター条例」という。）第２条第４項及び第１９条の２、第５条の規

定による改正後のさいたま市福祉ホームの設備及び運営の基準に関する条例（以下

「新福祉ホーム条例」という。）第２条第４項及び第１７条の２、第６条の規定に

よる改正後のさいたま市障害者支援施設の設備及び運営の基準に関する条例（以下

「新障害者支援施設条例」という。）第３条第３項及び第４５条の２、第７条の規

定による改正後のさいたま市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等

に関する条例（以下「新指定通所支援条例」という。）第３条第４項及び第４６条

第２項（新指定通所支援条例第５５条の５、第５９条、第７１条、第７８条、第７

８条の２、第８１条、第８１条の９及び第８９条において準用する場合を含む。）

並びに第８条の規定による改正後のさいたま市指定障害児入所施設等の人員、設備

及び運営の基準等に関する条例（以下「新指定入所施設条例」という。）第３条第

４項及び第４３条第２項（新指定入所施設条例第５８条において準用する場合を含

む。）の規定の適用については、これらの規定中「講じなければならない」とある

のは、「講じるよう努めなければならない」とする。

（業務継続計画の策定等に係る経過措置）

３ 施行日から令和６年３月３１日までの間、新指定障害福祉サービス条例第３４条



の２（新指定障害福祉サービス条例第４４条第１項及び第２項、第４４条の４、第

４９条第１項及び第２項、第７８条、第９５条、第９５条の５、第１１０条、第１

１０条の４、第１２３条、第１４９条、第１４９条の４、第１５９条、第１５９条

の４、第１７２条、第１８５条、第１９０条、第１９４条、第１９４条の１２、第

１９４条の２０、第２０１条、第２０１条の１１並びに第２０１条の２２において

準用する場合を含む。）、新指定障害者支援施設条例第４７条の２、新障害福祉サ

ービス条例第２５条の２（新障害福祉サービス条例第５０条、第５５条、第６０条、

第６９条、第８４条及び第８７条において準用する場合を含む。）、新地域活動支

援センター条例第１５条の２、新福祉ホーム条例第１３条の２、新障害者支援施設

条例第３７条の２、新指定通所支援条例第３９条の２（新指定通所支援条例第５５

条の５、第５９条、第７１条、第７８条、第７８条の２、第８１条、第８１条の９

及び第８９条において準用する場合を含む。）、新指定入所施設条例第３６条の２

（新指定入所施設条例第５８条において準用する場合を含む。）並びに第９条の規

定による改正後のさいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例（以

下「新設備運営条例」という。）第１２条の２の規定の適用については、これらの

規定中「講じなければならない」とあるのは「講じるよう努めなければならない」

と、「実施しなければならない」とあるのは「実施するよう努めなければならない

」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

（感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置）

４ 施行日から令和６年３月３１日までの間、新指定障害福祉サービス条例第３５条

第３項（新指定障害福祉サービス条例第４４条第１項及び第２項、第４４条の４、

第４９条第１項及び第２項、第１２３条、第１９４条の１２並びに第１９４条の２

０において準用する場合を含む。）、第７３条第２項及び第９２条第２項（新指定

障害福祉サービス条例第９５条の５、第１１０条、第１１０条の４、第１４９条、

第１４９条の４、第１５９条、第１５９条の４、第１７２条、第１８５条、第１９

０条、第１９４条、第２０１条、第２０１条の１１及び第２０１条の２２において

準用する場合を含む。）、新指定障害者支援施設条例第５０条第２項、新障害福祉

サービス条例第２７条第２項及び第４８条第２項（新障害福祉サービス条例第５５

条、第６０条、第６９条、第８４条及び第８７条において準用する場合を含む。）



、新地域活動支援センター条例第１６条第２項、新福祉ホーム条例第１４条第２項

、新障害者支援施設条例第３９条第２項、新指定通所支援条例第４２条第２項（新

指定通所支援条例第５５条の５、第５９条、第７１条、第７８条、第７８条の２、

第８１条、第８１条の９及び第８９条において準用する場合を含む。）、新指定入

所施設条例第３９条第２項（新指定入所施設条例第５８条において準用する場合を

含む。）並びに新設備運営条例第１３条第３項の規定の適用については、これらの

規定中「講じなければならない」とあるのは、「講じるよう努めなければならない

」とする。

（身体拘束等の禁止に係る経過措置）

５ 施行日から令和４年３月３１日までの間、新指定障害福祉サービス条例第３６条

の２第３項（新指定障害福祉サービス条例第４４条第１項及び第２項、第４４条の

４、第７８条、第９５条、第９５条の５、第１１０条、第１１０条の４、第１２３

条、第１４９条、第１４９条の４、第１５９条、第１５９条の４、第１７２条、第

１８５条、第１９０条、第１９４条、第２０１条、第２０１条の１１並びに第２０

１条の２２において準用する場合を含む。）、新指定障害者支援施設条例第５３条

第３項、新障害福祉サービス条例第２８条第３項（新障害福祉サービス条例第５０

条、第５５条、第６０条、第６９条、第８４条及び第８７条において準用する場合

を含む。）、新障害者支援施設条例第４１条第３項、新指定通所支援条例第４５条

第３項（新指定通所支援条例第５５条の５、第５９条、第７１条、第７８条、第７

８条の２、第８１条、第８１条の９及び第８９条において準用する場合を含む。）

及び新指定入所施設条例第４２条第３項（新指定入所施設条例第５８条において準

用する場合を含む。）の規定の適用については、これらの規定中「講じなければな

らない」とあるのは、「講じるよう努めなければならない」とする。

６ この条例の施行の際現に指定を受けている第７条の規定による改正前のさいたま

市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例（以下「旧指

定通所支援条例」という。）第６条第１項に規定する指定児童発達支援事業者（次

項及び附則第８項において「旧指定児童発達支援事業者」という。）については、

新指定通所支援条例第６条第１項及び第６項の規定にかかわらず、令和５年３月３

１日までの間は、なお従前の例による。



７ 旧指定児童発達支援事業者に対する新指定通所支援条例第６条第３項及び第７項

の規定の適用については、令和５年３月３１日までの間、同条第３項中「又は保育

士」とあるのは「、保育士又は学校教育法（昭和２２年法律第２６号）の規定によ

る高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第９０条第２項の規定により

大学への入学を認められた者、通常の課程による１２年の学校教育を修了した者（

通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。）若し

くは文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、２年以

上障害福祉サービスに係る業務に従事したもの（以下「障害福祉サービス経験者」

という。）」と、同条第７項中「又は保育士の合計数」とあるのは「、保育士又は

障害福祉サービス経験者の合計数（看護職員を除く。）」とする。

８ 旧指定児童発達支援事業者については、新指定通所支援条例第７条第６項の規定

にかかわらず、令和４年３月３１日までの間は、なお従前の例による。

９ この条例の施行の際現に旧指定通所支援条例第５６条第１項に規定する基準該当

児童発達支援に関する基準を満たしている基準該当児童発達支援事業者（次項にお

いて「旧基準該当児童発達支援事業者」という。）については、新指定通所支援条

例第５６条第１項の規定にかかわらず、令和５年３月３１日までの間は、なお従前

の例による。

１０ 旧基準該当児童発達支援事業者については、旧指定通所支援条例第５６条第３

項の規定は、令和５年３月３１日までの間、なおその効力を有する。

１１ この条例の施行の際現に指定を受けている旧指定通所支援条例第７３条第１項

に規定する指定放課後等デイサービス事業者（次項及び附則第１３項において「旧

指定放課後等デイサービス事業者」という。）については、新指定通所支援条例第

７３条第１項及び第６項の規定にかかわらず、令和５年３月３１日までの間は、な

お従前の例による。

１２ 旧指定放課後等デイサービス事業者に対する新指定通所支援条例第７３条第３

項の規定の適用については、令和５年３月３１日までの間、同項中「又は保育士」

とあるのは、「、保育士又は障害福祉サービス経験者」とする。

１３ 旧指定放課後等デイサービス事業者に対する新指定通所支援条例第７３条第７

項の規定の適用については、令和５年３月３１日までの間、同項中「又は保育士の



合計数」とあるのは、「、保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数（看護職員

を除く。）」とする。

１４ この条例の施行の際現に旧指定通所支援条例第７９条第１項に規定する基準該

当放課後等デイサービス支援に関する基準を満たしている基準該当放課後等デイサ

ービス事業者（次項において「旧基準該当放課後等デイサービス事業者」という。

）については、新指定通所支援条例第７９条第１項の規定にかかわらず、令和５年

３月３１日までの間は、なお従前の例による。

１５ 旧基準該当放課後等デイサービス事業者については、旧指定通所支援条例第７

９条第３項の規定は、令和５年３月３１日までの間、なおその効力を有する。

１６ この条例の施行の際現に指定を受けている第８条の規定による改正前のさいた

ま市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例（次項にお

いて「旧指定入所施設条例」という。）第５条第１項第３号ア（ア）に規定する主とし

て知的障害のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設については、新指定

入所施設条例第５条第１項第３号ア（ア）の規定にかかわらず、令和４年３月３１日ま

での間は、なお従前の例による。

１７ この条例の施行の際現に指定を受けている旧指定入所施設条例第５条第１項第

３号ア（イ）に規定する主として盲ろうあ児を入所させる指定福祉型障害児入所施設に

ついては、新指定入所施設条例第５条第１項第３号ア（イ）の規定にかかわらず、令和

４年３月３１日までの間は、なお従前の例による。

１８ この条例の施行の際現に存する第９条の規定による改正前のさいたま市児童福

祉施設の設備及び運営の基準に関する条例（次項及び附則第２０項において「旧設

備運営条例」という。）第６５条第１項第２号に規定する主として知的障害のある

児童を入所させる福祉型障害児入所施設については、新設備運営条例第６６条第３

項の規定にかかわらず、令和４年３月３１日までの間は、なお従前の例による。

１９ この条例の施行の際現に存する旧設備運営条例第６６条第９項に規定する主と

して盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設については、新設備運営条例第

６６条第１１項の規定にかかわらず、令和４年３月３１日までの間は、なお従前の

例による。

２０ この条例の施行の際現に存する旧設備運営条例第８０条第１項に規定する福祉



型児童発達支援センターに対する新設備運営条例第８０条第２項の規定の適用につ

いては、令和４年３月３１日までの間、同項中「し、そのうち半数以上は児童指導

員又は保育士でなければならない」とあるのは、「する」とする。



さいたま市条例第１９号 

   さいたま市議会基本条例の一部を改正する条例

さいたま市議会基本条例（平成２１年さいたま市条例第５５号）の一部を次のよう

に改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

目次 目次

 前文  前文

 第１章～第４章 ［略］  第１章～第４章 ［略］

 第５章 災害、感染症等への対応（第１７条）

 第６章 市民の議会（第１８条―第２２条）  第５章 市民の議会（第１７条―第２１条）

 第７章 市長等との関係（第２３条―第２７条）  第６章 市長等との関係（第２２条―第２６条）

 第８章 定数、議員報酬等及び政務活動費（第２

     ８条―第３０条）

 第７章 定数、議員報酬等及び政務活動費（第２

     ７条―第２９条）

 第９章 政治倫理（第３１条）  第８章 政治倫理（第３０条）

 第１０章 議会局等（第３２条・第３３条）  第９章 議会局等（第３１条・第３２条）

 第１１章 補則（第３４条―第３６条）  第１０章 補則（第３３条―第３５条）

 附則  附則

 （議会の活動）  （議会の活動）

第４条 議会は、次に掲げる原則に従い活動するも

のとする。

第４条 議会は、次に掲げる原則に従い活動するも

のとする。

 ［略］  ［略］

 市政に関する課題に的確かつ迅速に対応する

ため、活発な質疑及び質問並びに調査研究を通

じて市長等の事務（第２３条第２項に規定する

市長等の事務をいう。第１１条、第１９条及び

第２５条において同じ。）を監視し、政策の効

果を適切に評価すること。

 市政に関する課題に的確かつ迅速に対応する

ため、活発な質疑及び質問並びに調査研究を通

じて市長等の事務（第２２条第２項に規定する

市長等の事務をいう。第１１条、第１８条及び

第２４条において同じ。）を監視し、政策の効

果を適切に評価すること。

～  ［略］ ～  ［略］

 （本会議）  （本会議）

第７条 議会の意思は、議場に参集した全ての議員

による定例会又は臨時会の会議（以下「本会議」

という。）でこれを決定する。

第７条 議会の意思は、議場に参集したすべての議

員による定例会又は臨時会の会議（以下「本会議

」という。）でこれを決定する。

２・３ ［略］ ２・３ ［略］



 （委員会）  （委員会）

第８条 ［略］ 第８条 ［略］

２～５ ［略］ ２～５ ［略］

６ 委員会に、その効率的な運営を確保するため、

各会派（第１６条に規定する会派をいう。第１１

条及び第３０条において同じ。）を代表する者等

で構成する会議を置くことができる。

６ 委員会に、その効率的な運営を確保するため、

各会派（第１６条に規定する会派をいう。第１１

条及び第２９条において同じ。）を代表する者等

で構成する会議を置くことができる。

７ ［略］ ７ ［略］

 （質疑及び質問等）  （質疑及び質問等）

第１１条 ［略］ 第１１条 ［略］

２ 前項のほか、全ての議員は、本会議において議

長の許可を得て、質疑又は質問をすることができ

る。

２ 前項のほか、すべての議員は、本会議において

議長の許可を得て、質疑又は質問をすることがで

きる。

３～７ ［略］ ３～７ ［略］

   第５章 災害、感染症等への対応

第１７条 議会は、災害、感染症等による被害（以

下この条において単に「被害」という。）が発生

した場合においても、議決機関として的確かつ迅

速に政策の決定を図るとともに、災害対策、感染

症対策等に関する調査研究を行い、その結果に基

づいて、国、埼玉県又は市長等に対して政策の提

言を行う等、議会としての機能を果たすようにす

るものとする。

２ 議会は、あらかじめ、被害の発生に備え、議会

としての体制の整備その他被害の発生時において

議会が講ずべき措置を定めた基本的な指針を策定

しておかなければならない。

３ 議員は、災害対策、感染症対策等に関する研修

を受ける等その知識の習得に努めるとともに、被

害が発生したときは、その状況の把握のため必要

な情報収集に努め、必要に応じて議長に報告する

ものとする。

   第６章 ［略］    第５章 ［略］

第１８条 ［略］ 第１７条 ［略］

第１９条 ［略］ 第１８条 ［略］

第２０条 ［略］ 第１９条 ［略］

第２１条 ［略］ 第２０条 ［略］

第２２条 ［略］ 第２１条 ［略］



   第７章 ［略］    第６章 ［略］

 （市長等との関係）  （市長等との関係）

第２３条 ［略］ 第２２条 ［略］

２ 前項の市長等の事務は、地域における事務及び

その他の事務で法律又はこれに基づく政令により

処理することとされる事務（国の安全を害するお

それがあることその他の事由により議会の検査の

対象とすることが適当でないものとして地方自治

法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１２１条

の４第２項に規定する事務を除く。）のほか、市

の予算の適正な執行を確保するため、市が補助金、

 交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給そ

の他の財政的援助を与えているもの、市が資本金、

 基本金その他これらに準ずるものを出資している

もの、市が借入金の元金又は利子の支払を保証し

ているもの、市が受益権を有する不動産の信託の

受託者及び地方自治法（昭和２２年法律第６７号

）第２４４条の２第３項の規定に基づき公の施設

の管理を行わせているものの出納その他の事務で

当該財政的援助等に係るものを含めるものとする。

２ 前項の市長等の事務は、地域における事務及び

その他の事務で法律又はこれに基づく政令により

処理することとされる事務（国の安全を害するお

それがあることその他の事由により議会の検査の

対象とすることが適当でないものとして地方自治

法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１２１条

の３第２項に規定する事務を除く。）のほか、市

の予算の適正な執行を確保するため、市が補助金、

 交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給そ

の他の財政的援助を与えているもの、市が資本金、

 基本金その他これらに準ずるものを出資している

もの、市が借入金の元金又は利子の支払を保証し

ているもの、市が受益権を有する不動産の信託の

受託者及び地方自治法（昭和２２年法律第６７号

）第２４４条の２第３項の規定に基づき公の施設

の管理を行わせているものの出納その他の事務で

当該財政的援助等に係るものを含めるものとする。

第２４条 ［略］ 第２３条 ［略］

第２５条 ［略］ 第２４条 ［略］

第２６条 ［略］ 第２５条 ［略］

第２７条 ［略］ 第２６条 ［略］

   第８章 ［略］    第７章 ［略］

第２８条 ［略］ 第２７条 ［略］

第２９条 ［略］ 第２８条 ［略］

第３０条 ［略］ 第２９条 ［略］

   第９章 ［略］    第８章 ［略］

 （政治倫理）

第３１条 ［略］ 第３０条 ［略］

２ ［略］ ２ ［略］

   第１０章 ［略］    第９章 ［略］



第３２条 ［略］ 第３１条 ［略］

第３３条 ［略］ 第３２条 ［略］

   第１１章 ［略］    第１０章 ［略］

 （適用範囲）  （適用範囲）

第３４条 この条例は、議会及び議員がその職務を

行い、又はその権限に基づき活動するときに適用

する。ただし、第３１条の規定は、議員がその職

にある限り適用する。

第３３条 この条例は、議会及び議員がその職務を

行い、又はその権限に基づき活動するときに適用

する。ただし、第３０条の規定は、議員がその職

にある限り適用する。

第３５条 ［略］ 第３４条 ［略］

第３６条 ［略］ 第３５条 ［略］

附 則

 （施行期日）

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。

 （さいたま市議会の議決すべき事件等に関する条例の一部改正）

２ さいたま市議会の議決すべき事件等に関する条例（平成２２年さいたま市条例第

４９号）の一部を次のように改正する。

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （目的）  （目的） 

第１条 この条例は、さいたま市議会基本条例（平

成２１年さいたま市条例第５５号）第２６条の規

定の趣旨にのっとり、市行政における基本的な計

画の策定等を地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第９６条第２項の規定に基づく議会の議決す

べき事件等として定め、二元代表制の下に議会と

市長が等しく市民の負託に対する責務を果たすこ

とにより、市行政の総合的かつ計画的な推進に資

することを目的とする。 

第１条 この条例は、さいたま市議会基本条例（平

成２１年さいたま市条例第５５号）第２５条の規

定の趣旨にのっとり、市行政における基本的な計

画の策定等を地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第９６条第２項の規定に基づく議会の議決す

べき事件等として定め、二元代表制の下に議会と

市長が等しく市民の負託に対する責務を果たすこ

とにより、市行政の総合的かつ計画的な推進に資

することを目的とする。 



1 

さいたま市条例第２０号

   さいたま市市税条例の一部を改正する条例

 さいたま市市税条例（平成１３年さいたま市条例第６７号）の一部を次のように改

正する。

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族申告

書）

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族申告

書）

第２９条の２ ［略］ 第２９条の２ ［略］

２・３ ［略］ ２・３ ［略］

４ 給与所得者は、第１項及び第２項の規定による

申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が令第

４８条の９の７の２において準用する令第８条の

２の２に規定する要件を満たす場合には、施行規

則で定めるところにより、当該申告書の提出に代

えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載

すべき事項を電磁的方法（電子情報処理組織を使

用する方法その他の情報通信の技術を利用する方

法であって施行規則で定めるものをいう。次条第

４項及び第５７条第３項において同じ。）により

提供することができる。 

４ 給与所得者は、第１項及び第２項の規定による

申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が所得

税法第１９８条第２項に規定する納税地の所轄税

務署長の承認を受けている場合には、施行規則で

定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、

当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき

事項を電磁的方法（電子情報処理組織を使用する

方法その他の情報通信の技術を利用する方法であ

って施行規則で定めるものをいう。次条第４項に

おいて同じ。）により提供することができる。

５ ［略］ ５ ［略］

 （個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親

族申告書）

 （個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親

族申告書）

第２９条の３ ［略］ 第２９条の３ ［略］

２・３ ［略］ ２・３ ［略］

４ 公的年金等受給者は、第１項の規定による申告

書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が令

第４８条の９の７の３において準用する令第８条

の２の２に規定する要件を満たす場合には、施行

規則で定めるところにより、当該申告書の提出に

代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告

書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する

ことができる。

４ 公的年金等受給者は、第１項の規定による申告

書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が所

得税法第２０３条の６第６項に規定する納税地の

所轄税務署長の承認を受けている場合には、施行

規則で定めるところにより、当該申告書の提出に

代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告

書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する

ことができる。

５ ［略］ ５ ［略］
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（特別徴収税額） （特別徴収税額）

第５６条 第５４条の規定により徴収すべき分離課

税に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の

区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。

第５６条 第５４条の規定により徴収すべき分離課

税に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の

区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。

 退職手当等の支払を受ける者が提出した次条

第１項の規定による申告書（以下この条、次条

第２項及び第３項並びに第５８条第１項におい

て「退職所得申告書」という。）に、その支払

うべきことが確定した年において支払うべきこ

とが確定した他の退職手当等で既に支払がされ

たもの（次号及び次条第１項において「支払済

みの他の退職手当等」という。）がない旨の記

載がある場合 その支払う退職手当等の金額に

ついて第５０条及び第５１条の規定を適用して

計算した税額

 退職手当等の支払を受ける者が提出した次条

第１項の規定による申告書（以下この条、次条

第２項及び第５８条第１項において「退職所得

申告書」という。）に、その支払うべきことが

確定した年において支払うべきことが確定した

他の退職手当等で既に支払がされたもの（次号

及び次条第１項において「支払済みの他の退職

手当等」という。）がない旨の記載がある場合

 その支払う退職手当等の金額について第５０

条及び第５１条の規定を適用して計算した税額

 ［略］  ［略］

２ ［略］ ２ ［略］

（退職所得申告書） （退職所得申告書）

第５７条 ［略］ 第５７条 ［略］

２ ［略］ ２ ［略］

３ 第１項の退職手当等の支払を受ける者は、退職

所得申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の

支払をする者が令第４８条の１８において準用す

る令第８条の２の２に規定する要件を満たす場合

には、施行規則で定めるところにより、当該退職

所得申告書の提出に代えて、当該退職手当等の支

払をする者に対し、当該退職所得申告書に記載す

べき事項を電磁的方法により提供することができ

る。

４ 前項の規定の適用がある場合における第２項の

規定の適用については、同項中「退職所得申告書

が」とあるのは「退職所得申告書に記載すべき事

項を」と、「支払をする者に受理されたとき」と

あるのは「支払をする者が提供を受けたとき」と、

「受理された時」とあるのは「提供を受けた時」

とする。

（環境性能割の税率） （環境性能割の税率）

第９０条の３ 次の各号に掲げる３輪以上の軽自動

車に対して課する環境性能割の税率は、当該各号

に定める率とする。

 法第４５１条第１項（同条第４項又は第５項

において準用する場合を含む。）の規定の適用

を受けるもの １００分の１

 法第４５１条第２項（同条第４項又は第５項

において準用する場合を含む。）の規定の適用

を受けるもの １００分の２

 ［略］

第９０条の３ 次の各号に掲げる３輪以上の軽自動

車に対して課する環境性能割の税率は、当該各号

に定める率とする。

 法第４５１条第１項（同条第４項において準

用する場合を含む。）の規定の適用を受けるも

の １００分の１

 法第４５１条第２項（同条第４項において準

用する場合を含む。）の規定の適用を受けるも

の １００分の２

 ［略］
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   附 則    附 則

（土地に対して課する令和３年度から令和５年度

までの各年度分の固定資産税の特例に関する用語

の意義）

（土地に対して課する平成３０年度から平成３２

年度までの各年度分の固定資産税の特例に関する

用語の意義）

第２１条 次条から附則第３２条までにおいて、次

の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げる

規定に定めるところによる。

第２１条 次条から附則第３２条までにおいて、次

の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げる

規定に定めるところによる。

  ～  ［略］   ～  ［略］

 平成５年度適用市街化区域農地 法附則第１

９条の３第５項

 平成５年度適用市街化区域農地 法附則第１

９条の３第４項

（令和４年度又は令和５年度における土地の価格

の特例）

（平成３１年度又は平成３２年度における土地の

価格の特例）

第２２条 市内の自然的及び社会的条件からみて類

似の利用価値を有すると認められる地域において

地価が下落し、かつ、市長が土地の修正前の価格

（法附則第１７条の２第１項に規定する修正前の

価格をいう。）を当該年度分の固定資産税の課税

標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡

を失すると認める場合における当該土地に対して

課する固定資産税の課税標準は、第６８条の規定

にかかわらず、令和４年度分又は令和５年度分の

固定資産税に限り、当該土地の修正価格（法附則

第１７条の２第１項に規定する修正価格をいう。

）で土地課税台帳等に登録されたものとする。

第２２条 市内の自然的及び社会的条件からみて類

似の利用価値を有すると認められる地域において

地価が下落し、かつ、市長が土地の修正前の価格

（法附則第１７条の２第１項に規定する修正前の

価格をいう。）を当該年度分の固定資産税の課税

標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡

を失すると認める場合における当該土地に対して

課する固定資産税の課税標準は、第６８条の規定

にかかわらず、平成３１年度分又は平成３２年度

分の固定資産税に限り、当該土地の修正価格（法

附則第１７条の２第１項に規定する修正価格をい

う。）で土地課税台帳等に登録されたものとする。

２ 法附則第１７条の２第２項に規定する令和４年

度適用土地又は令和４年度類似適用土地であって、

令和５年度分の固定資産税について前項の規定の

適用を受けないこととなるものに対して課する同

年度分の固定資産税の課税標準は、第６８条の規

定にかかわらず、修正された価格（法附則第１７

条の２第２項に規定する修正された価格をいう。

）で土地課税台帳等に登録されたものとする。

２ 法附則第１７条の２第２項に規定する平成３１

年度適用土地又は平成３１年度類似適用土地であ

って、平成３２年度分の固定資産税について前項

の規定の適用を受けないこととなるものに対して

課する同年度分の固定資産税の課税標準は、第６

８条の規定にかかわらず、修正された価格（法附

則第１７条の２第２項に規定する修正された価格

をいう。）で土地課税台帳等に登録されたものと

する。

（宅地等に対して課する令和３年度から令和５年

度までの各年度分の固定資産税の特例）

（宅地等に対して課する平成３０年度から令和２

年度までの各年度分の固定資産税の特例）

第２３条 宅地等に係る令和３年度から令和５年度

までの各年度分の固定資産税の額は、当該宅地等

に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地等

の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定

資産税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年

度分の固定資産税の課税標準となるべき価格（当

該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第

３４９条の３の２の規定の適用を受ける宅地等で

あるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて

得た額。以下この条において同じ。）に１００分

の５を乗じて得た額を加算した額（令和３年度分

第２３条 宅地等に係る平成３０年度から令和２年

度までの各年度分の固定資産税の額は、当該宅地

等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地

等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固

定資産税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該

年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格（

当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法

第３４９条の３の２の規定の適用を受ける宅地等

であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じ

て得た額。以下この条において同じ。）に１００

分の５を乗じて得た額を加算した額（当該宅地等
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の固定資産税にあっては、前年度分の固定資産税

の課税標準額）（当該宅地等が当該年度分の固定

資産税について法第３４９条の３又は附則第１５

条から第１５条の３までの規定の適用を受ける宅

地等であるときは、当該額にこれらの規定に定め

る率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年

度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした

場合における固定資産税額（以下「宅地等調整固

定資産税額」という。）を超える場合には、当該

宅地等調整固定資産税額とする。

が当該年度分の固定資産税について法第３４９条

の３又は附則第１５条から第１５条の３までの規

定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額に

これらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該

宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準

となるべき額とした場合における固定資産税額（

以下「宅地等調整固定資産税額」という。）を超

える場合には、当該宅地等調整固定資産税額とす

る。

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和

４年度分及び令和５年度分の宅地等調整固定資産

税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該商

業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準

となるべき価格に１０分の６を乗じて得た額（当

該商業地等が当該年度分の固定資産税について法

第３４９条の３又は附則第１５条から第１５条の

３までの規定の適用を受ける商業地等であるとき

は、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得

た額）を当該商業地等に係る当該年度分の固定資

産税の課税標準となるべき額とした場合における

固定資産税額を超える場合には、同項の規定にか

かわらず、当該固定資産税額とする。

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る平成

３０年度から令和２年度までの各年度分の宅地等

調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税

額が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産

税の課税標準となるべき価格に１０分の６を乗じ

て得た額（当該商業地等が当該年度分の固定資産

税について法第３４９条の３又は附則第１５条か

ら第１５条の３までの規定の適用を受ける商業地

等であるときは、当該額にこれらの規定に定める

率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年

度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした

場合における固定資産税額を超える場合には、同

項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和

４年度分及び令和５年度分の宅地等調整固定資産

税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該宅

地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準と

なるべき価格に１０分の２を乗じて得た額（当該

宅地等が当該年度分の固定資産税について法第３

４９条の３又は附則第１５条から第１５条の３ま

での規定の適用を受ける宅地等であるときは、当

該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）

を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課

税標準となるべき額とした場合における固定資産

税額に満たない場合には、同項の規定にかかわら

ず、当該固定資産税額とする。

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成

３０年度から令和２年度までの各年度分の宅地等

調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税

額が、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税

の課税標準となるべき価格に１０分の２を乗じて

得た額（当該宅地等が当該年度分の固定資産税に

ついて法第３４９条の３又は附則第１５条から第

１５条の３までの規定の適用を受ける宅地等であ

るときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗

じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の固

定資産税の課税標準となるべき額とした場合にお

ける固定資産税額に満たない場合には、同項の規

定にかかわらず、当該固定資産税額とする。

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担

水準が０．６以上０．７以下のものに係る令和３

年度から令和５年度までの各年度分の固定資産税

の額は、第１項の規定にかかわらず、当該商業地

等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固

定資産税の課税標準額（当該商業地等が当該年度

分の固定資産税について法第３４９条の３又は附

則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を

受ける商業地等であるときは、前年度分の固定資

産税の課税標準額にこれらの規定に定める率を乗

じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の

固定資産税の課税標準となるべき額とした場合に

おける固定資産税額とする。

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担

水準が０．６以上０．７以下のものに係る平成３

０年度から令和２年度までの各年度分の固定資産

税の額は、第１項の規定にかかわらず、当該商業

地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の

固定資産税の課税標準額（当該商業地等が当該年

度分の固定資産税について法第３４９条の３又は

附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用

を受ける商業地等であるときは、前年度分の固定

資産税の課税標準額にこれらの規定に定める率を

乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分

の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合

における固定資産税額とする。

５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担 ５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担
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水準が０．７を超えるものに係る令和３年度から

令和５年度までの各年度分の固定資産税の額は、

第１項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る

当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価

格に１０分の７を乗じて得た額（当該商業地等が

当該年度分の固定資産税について法第３４９条の

３又は附則第１５条から第１５条の３までの規定

の適用を受ける商業地等であるときは、当該額に

これらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該

商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標

準となるべき額とした場合における固定資産税額

とする。

水準が０．７を超えるものに係る平成３０年度か

ら令和２年度までの各年度分の固定資産税の額は、

第１項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る

当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価

格に１０分の７を乗じて得た額（当該商業地等が

当該年度分の固定資産税について法第３４９条の

３又は附則第１５条から第１５条の３までの規定

の適用を受ける商業地等であるときは、当該額に

これらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該

商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標

準となるべき額とした場合における固定資産税額

とする。

第２５条 地方税法等の一部を改正する法律（令和

３年法律第７号。附則第４６条において「改正法

」という。）附則第１４条第１項の規定に基づき、

令和３年度から令和５年度までの各年度分の固定

資産税については、法附則第１８条の３の規定を

適用しないこととする。

第２５条 地方税法等の一部を改正する法律（平成

３０年法律第３号。附則第４６条において「改正

法」という。）附則第２２条第１項の規定に基づ

き、平成３０年度から平成３２年度までの各年度

分の固定資産税については、法附則第１８条の３

の規定を適用しないこととする。

（農地に対して課する令和３年度から令和５年度

までの各年度分の固定資産税の特例）

（農地に対して課する平成３０年度から令和２年

度までの各年度分の固定資産税の特例）

第２６条 農地に係る令和３年度から令和５年度ま

での各年度分の固定資産税の額は、当該農地に係

る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に係る

当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資

産税の課税標準額（当該農地が当該年度分の固定

資産税について法第３４９条の３又は附則第１５

条から第１５条の３までの規定の適用を受ける農

地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定

に定める率を乗じて得た額。以下この条において

同じ。）に、当該農地の当該年度の次の表の左欄

に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲

げる負担調整率を乗じて得た額（令和３年度分の

固定資産税にあっては、前年度分の固定資産税の

課税標準額）を当該農地に係る当該年度分の固定

資産税の課税標準となるべき額とした場合におけ

る固定資産税額（以下「農地調整固定資産税額」

という。）を超える場合には、当該農地調整固定

資産税額とする。

第２６条 農地に係る平成３０年度から令和２年度

までの各年度分の固定資産税の額は、当該農地に

係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に係

る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定

資産税の課税標準額（当該農地が当該年度分の固

定資産税について法第３４９条の３又は附則第１

５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける

農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規

定に定める率を乗じて得た額）に、当該農地の当

該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に

応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得

た額を当該農地に係る当該年度分の固定資産税の

課税標準となるべき額とした場合における固定資

産税額（以下「農地調整固定資産税額」という。

）を超える場合には、当該農地調整固定資産税額

とする。

 ［略］  ［略］ 

（市街化区域農地に対して課する平成６年度以後

の各年度分の固定資産税の特例）

（市街化区域農地に対して課する平成６年度以後

の各年度分の固定資産税の特例）

第２７条 市街化区域農地に係る平成６年度以後の

各年度分の固定資産税に限り、平成５年度に係る

賦課期日に所在する市街化区域農地に対して課す

る固定資産税の額は、前条の規定にかかわらず、

当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準とな

第２７条 市街化区域農地に係る平成６年度以後の

各年度分の固定資産税に限り、平成５年度に係る

賦課期日に所在する市街化区域農地に対して課す

る固定資産税の額は、前条の規定にかかわらず、

当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準とな
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るべき価格の３分の１の額を課税標準となるべき

額とした場合における税額とする。ただし、当該

市街化区域農地のうち平成５年度適用市街化区域

農地以外の市街化区域農地に対して課する次の表

の左欄に掲げる各年度分の固定資産税の額は、当

該市街化区域農地の当該各年度分の固定資産税の

課税標準となるべき価格の３分の１の額に同表の

右欄に掲げる率を乗じて得た額を課税標準となる

べき額とした場合における税額とする。

るべき価格の３分の１の額を課税標準となるべき

額とした場合における税額とする。ただし、当該

市街化区域農地のうち平成５年度適用市街化区域

農地以外の市街化区域農地に対して課する次の表

の左欄に掲げる各年度分の固定資産税の額は、当

該市街化区域農地の当該各年度分の固定資産税の

課税標準となるべき価格の３分の１の額に同表の

右欄に掲げる率を乗じて得た額を課税標準となる

べき額とした場合の税額とする。

 ［略］  ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］

４ 令和２年度分の固定資産税についてさいたま市

市税条例の一部を改正する条例（令和３年さいた

ま市条例第２０号）による改正前のさいたま市市

税条例（以下「令和３年改正前の条例」という。

）附則第２７条第３項において準用する同条第１

項ただし書の規定の適用を受けた市街化区域農地

に対して課する令和３年度分の固定資産税の額は、

前項の規定により算定した当該市街化区域農地に

係る令和３年度分の固定資産税額が、当該市街化

区域農地に係る令和２年度分の固定資産税に係る

令和３年改正前の条例附則第２７条第３項におい

て準用する同条第１項ただし書に規定する固定資

産税の課税標準となるべき額を当該市街化区域農

地に係る令和３年度分の固定資産税の課税標準と

なるべき額とした場合における固定資産税額を超

える場合には、当該固定資産税額とする。

第２８条 市街化区域農地に係る令和３年度から令

和５年度までの各年度分の固定資産税の額は、前

条の規定により算定した当該市街化区域農地に係

る当該年度分の固定資産税額が、当該市街化区域

農地の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の

固定資産税の課税標準額に、当該市街化区域農地

に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となる

べき価格の３分の１の額に１００分の５を乗じて

得た額を加算した額（令和３年度分の固定資産税

にあっては、前年度分の固定資産税の課税標準額

）（当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産

税について法第３４９条の３又は附則第１５条か

ら第１５条の３までの規定の適用を受ける市街化

区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に

定める率を乗じて得た額）を当該市街化区域農地

に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となる

べき額とした場合における固定資産税額（以下「

市街化区域農地調整固定資産税額」という。）を

超える場合には、当該市街化区域農地調整固定資

産税額とする。

第２８条 市街化区域農地に係る平成３０年度から

令和２年度までの各年度分の固定資産税の額は、

前条の規定により算定した当該市街化区域農地に

係る当該年度分の固定資産税額が、当該市街化区

域農地の当該年度分の固定資産税に係る前年度分

の固定資産税の課税標準額に、当該市街化区域農

地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準とな

るべき価格の３分の１の額に１００分の５を乗じ

て得た額を加算した額（当該市街化区域農地が当

該年度分の固定資産税について法第３４９条の３

又は附則第１５条から第１５条の３までの規定の

適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該

額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を

当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産

税の課税標準となるべき額とした場合における固

定資産税額（以下「市街化区域農地調整固定資産

税額」という。）を超える場合には、当該市街化

区域農地調整固定資産税額とする。

２ 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係

る令和４年度分及び令和５年度分の市街化区域農

２ 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係

る平成３０年度から令和２年度までの各年度分の
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地調整固定資産税額は、当該市街化区域農地調整

固定資産税額が、当該市街化区域農地に係る当該

年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の

３分の１の額に１０分の２を乗じて得た額（当該

市街化区域農地が当該年度分の固定資産税につい

て法第３４９条の３又は附則第１５条から第１５

条の３までの規定の適用を受ける市街化区域農地

であるときは、当該額にこれらの規定に定める率

を乗じて得た額）を当該市街化区域農地に係る当

該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額と

した場合における固定資産税額に満たない場合に

は、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額

とする。

市街化区域農地調整固定資産税額は、当該市街化

区域農地調整固定資産税額が、当該市街化区域農

地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準とな

るべき価格の３分の１の額に１０分の２を乗じて

得た額（当該市街化区域農地が当該年度分の固定

資産税について法第３４９条の３又は附則第１５

条から第１５条の３までの規定の適用を受ける市

街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規

定に定める率を乗じて得た額）を当該市街化区域

農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準と

なるべき額とした場合における固定資産税額に満

たない場合には、同項の規定にかかわらず、当該

固定資産税額とする。

（免税点の適用に関する特例） （免税点の適用に関する特例）

第３１条 附則第２３条、第２６条、第２７条又は

第２８条の規定の適用がある各年度分の固定資産

税に限り、第７０条に規定する固定資産税の課税

標準となるべき額は、附則第２３条、第２６条又

は第２８条の規定の適用を受ける宅地等、農地又

は市街化区域農地についてはこれらの規定に規定

する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべ

き額によるものとし、附則第２７条の規定の適用

を受ける市街化区域農地（附則第２８条の規定の

適用を受ける市街化区域農地を除く。）について

は附則第２７条第１項（同条第３項において準用

する場合を含む。）又は第４項に規定するその年

度分の課税標準となるべき額によるものとする。

第３１条 附則第２３条、第２６条、第２７条又は

第２８条の規定の適用がある各年度分の固定資産

税に限り、第７０条に規定する固定資産税の課税

標準となるべき額は、附則第２３条、第２６条又

は第２８条の規定の適用を受ける宅地等、農地又

は市街化区域農地についてはこれらの規定に規定

する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべ

き額によるものとし、附則第２７条の規定の適用

を受ける市街化区域農地（附則第２８条の規定の

適用を受ける市街化区域農地を除く。）について

は同条第１項に規定するその年度分の課税標準と

なるべき額によるものとする。

（軽自動車税の環境性能割の非課税） （軽自動車税の環境性能割の非課税）

第３１条の２ 法第４５１条第１項第１号（同条第

４項又は第５項において準用する場合を含む。）

に掲げる３輪以上の軽自動車（自家用のものに限

る。以下この条において同じ。）に対しては、当

該３輪以上の軽自動車の取得が令和元年１０月１

日から令和３年１２月３１日までの間（附則第３

１条の６第３項において「特定期間」という。）

に行われたときに限り、第８８条第１項の規定に

かかわらず、軽自動車税の環境性能割を課さない。

第３１条の２ 法第４５１条第１項第１号（同条第

４項において準用する場合を含む。）に掲げる３

輪以上の軽自動車（自家用のものに限る。以下こ

の条において同じ。）に対しては、当該３輪以上

の軽自動車の取得が令和元年１０月１日から令和

３年３月３１日までの間（附則第３１条の６第３

項において「特定期間」という。）に行われたと

きに限り、第８８条第１項の規定にかかわらず、

軽自動車税の環境性能割を課さない。

（特別土地保有税の課税の特例） （特別土地保有税の課税の特例）

第３４条 附則第２３条第１項から第５項までの規

定の適用がある宅地等（附則第２１条第２号に掲

げる宅地等をいうものとし、法第３４９条の３、

第３４９条の３の２又は附則第１５条から第１５

条の３までの規定の適用がある宅地等を除く。）

に対して課する令和３年度から令和５年度までの

各年度分の特別土地保有税については、第１１７

条第１号及び第１２５条中「当該年度分の固定資

産税の課税標準となるべき価格」とあるのは、「

第３４条 附則第２３条第１項から第５項までの規

定の適用がある宅地等（附則第２１条第２号に掲

げる宅地等をいうものとし、法第３４９条の３、

第３４９条の３の２又は附則第１５条から第１５

条の３までの規定の適用がある宅地等を除く。）

に対して課する平成３０年度から令和２年度まで

の各年度分の特別土地保有税については、第１１

７条第１号及び第１２５条中「当該年度分の固定

資産税の課税標準となるべき価格」とあるのは、
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当該年度分の固定資産税に係る附則第２３条第１

項から第５項までに規定する課税標準となるべき

額」とする。

「当該年度分の固定資産税に係る附則第２３条第

１項から第５項までに規定する課税標準となるべ

き額」とする。

２ 法附則第１１条の５第１項に規定する宅地評価

土地の取得のうち平成１８年１月１日から令和６

年３月３１日までの間にされたものに対して課す

る特別土地保有税については、第１１７条第２号

中「不動産取得税の課税標準となるべき価格」と

あるのは「不動産取得税の課税標準となるべき価

格（法附則第１１条の５第１項の規定の適用がな

いものとした場合における課税標準となるべき価

格をいう。）に２分の１を乗じて得た額」とし、

「令第５４条の３８第１項に規定する価格」とあ

るのは「令第５４条の３８第１項に規定する価格

（法附則第１１条の５第１項の規定の適用がない

ものとした場合における価格をいう。）に２分の

１を乗じて得た額」とする。

２ 法附則第１１条の５第１項に規定する宅地評価

土地の取得のうち平成１８年１月１日から令和３

年３月３１日までの間にされたものに対して課す

る特別土地保有税については、第１１７条第２号

中「不動産取得税の課税標準となるべき価格」と

あるのは「不動産取得税の課税標準となるべき価

格（法附則第１１条の５第１項の規定の適用がな

いものとした場合における課税標準となるべき価

格をいう。）に２分の１を乗じて得た額」とし、

「令第５４条の３８第１項に規定する価格」とあ

るのは「令第５４条の３８第１項に規定する価格

（法附則第１１条の５第１項の規定の適用がない

ものとした場合における価格をいう。）に２分の

１を乗じて得た額」とする。

３ 当分の間、土地の取得の日の属する年の翌々年

（当該土地の取得の日が１月１日である場合には、

同日の属する年の翌年）の末日の属する年度以後

の年度における当該土地に対して課する特別土地

保有税の課税標準は、第１１４条第１項の土地の

取得価額又は修正取得価額のいずれか低い金額と

する。

３ 当分の間、土地の取得の日の属する年の翌々年

（当該土地の取得の日が１月１日である場合にあ

っては、同日の属する年の翌年）の末日の属する

年度以後の年度における当該土地に対して課する

特別土地保有税の課税標準は、第１１４条第１項

の土地の取得価額又は修正取得価額のいずれか低

い金額とする。

４ 前項の「修正取得価額」とは、施行規則附則第

８条の５第１項に規定する額（当該額が、次の各

号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める

額を超えない場合には、当該各号に掲げる金額）

をいう。

４ 前項の「修正取得価額」とは、施行規則附則第

８条の５第１項に規定する額（当該額が、次の各

号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める

額を超えない場合にあっては、当該各号に掲げる

金額）をいう。

  ・  ［略］   ・  ［略］

５ ［略］ ５ ［略］

（宅地等に対して課する令和３年度から令和５年

度までの各年度分の都市計画税の特例）

（宅地等に対して課する平成３０年度から令和２

年度までの各年度分の都市計画税の特例）

第４５条 宅地等に係る令和３年度から令和５年度

までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等

に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等

の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市

計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年

度分の都市計画税の課税標準となるべき価格（当

該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第

７０２条の３の規定の適用を受ける宅地等である

ときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た

額。以下この条において同じ。）に１００分の５

を乗じて得た額を加算した額（令和３年度分の都

市計画税にあっては、前年度分の都市計画税の課

税標準額）（当該宅地等が当該年度分の固定資産

税について法第３４９条の３（第１８項を除く。

）又は附則第１５条から第１５条の３までの規定

の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこ

第４５条 宅地等に係る平成３０年度から令和２年

度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地

等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地

等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都

市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該

年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格（

当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法

第７０２条の３の規定の適用を受ける宅地等であ

るときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得

た額。以下この条において同じ。）に１００分の

５を乗じて得た額を加算した額（当該宅地等が当

該年度分の固定資産税について法第３４９条の３

（第１８項を除く。）又は附則第１５条から第１

５条の３までの規定の適用を受ける宅地等である

ときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じ

て得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の都市
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れらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅

地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準と

なるべき額とした場合における都市計画税額（以

下「宅地等調整都市計画税額」という。）を超え

る場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。

計画税の課税標準となるべき額とした場合におけ

る都市計画税額（以下「宅地等調整都市計画税額

」という。）を超える場合には、当該宅地等調整

都市計画税額とする。

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和

４年度分及び令和５年度分の宅地等調整都市計画

税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該商

業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準

となるべき価格に１０分の６を乗じて得た額（当

該商業地等が当該年度分の固定資産税について法

第３４９条の３（第１８項を除く。）又は附則第

１５条から第１５条の３までの規定の適用を受け

る商業地等であるときは、当該額にこれらの規定

に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係

る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき

額とした場合における都市計画税額を超える場合

には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税

額とする。

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る平成

３０年度から令和２年度までの各年度分の宅地等

調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税

額が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画

税の課税標準となるべき価格に１０分の６を乗じ

て得た額（当該商業地等が当該年度分の固定資産

税について法第３４９条の３（第１８項を除く。

）又は附則第１５条から第１５条の３までの規定

の適用を受ける商業地等であるときは、当該額に

これらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該

商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標

準となるべき額とした場合における都市計画税額

を超える場合には、前項の規定にかかわらず、当

該都市計画税額とする。

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和

４年度分及び令和５年度分の宅地等調整都市計画

税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅

地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準と

なるべき価格に１０分の２を乗じて得た額（当該

宅地等が当該年度分の固定資産税について法第３

４９条の３（第１８項を除く。）又は附則第１５

条から第１５条の３までの規定の適用を受ける宅

地等であるときは、当該額にこれらの規定に定め

る率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年

度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした

場合における都市計画税額に満たない場合には、

第１項の規定にかかわらず、当該都市計画税額と

する。

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成

３０年度から令和２年度までの各年度分の宅地等

調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税

額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税

の課税標準となるべき価格に１０分の２を乗じて

得た額（当該宅地等が当該年度分の固定資産税に

ついて法第３４９条の３（第１８項を除く。）又

は附則第１５条から第１５条の３までの規定の適

用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれら

の規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等

に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となる

べき額とした場合における都市計画税額に満たな

い場合には、第１項の規定にかかわらず、当該都

市計画税額とする。

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担

水準が０．６以上０．７以下のものに係る令和３

年度から令和５年度までの各年度分の都市計画税

の額は、第１項の規定にかかわらず、当該商業地

等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都

市計画税の課税標準額（当該商業地等が当該年度

分の固定資産税について法第３４９条の３（第１

８項を除く。）又は附則第１５条から第１５条の

３までの規定の適用を受ける商業地等であるとき

は、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を

乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分

の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合

における都市計画税額とする。

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担

水準が０．６以上０．７以下のものに係る平成３

０年度から令和２年度までの各年度分の都市計画

税の額は、第１項の規定にかかわらず、当該商業

地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の

都市計画税の課税標準額（当該商業地等が当該年

度分の固定資産税について法第３４９条の３（第

１８項を除く。）又は附則第１５条から第１５条

の３までの規定の適用を受ける商業地等であると

きは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率

を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度

分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場

合における都市計画税額とする。

５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担

水準が０．７を超えるものに係る令和３年度から

令和５年度までの各年度分の都市計画税の額は、

第１項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る

５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担

水準が０．７を超えるものに係る平成３０年度か

ら令和２年度までの各年度分の都市計画税の額は、

第１項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る
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当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価

格に１０分の７を乗じて得た額（当該商業地等が

当該年度分の固定資産税について法第３４９条の

３（第１８項を除く。）又は附則第１５条から第

１５条の３までの規定の適用を受ける商業地等で

あるときは、当該額にこれらの規定に定める率を

乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分

の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合

における都市計画税額とする。

当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価

格に１０分の７を乗じて得た額（当該商業地等が

当該年度分の固定資産税について法第３４９条の

３（第１８項を除く。）又は附則第１５条から第

１５条の３までの規定の適用を受ける商業地等で

あるときは、当該額にこれらの規定に定める率を

乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分

の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合

における都市計画税額とする。

第４６条 改正法附則第１４条第１項の規定に基づ

き、令和３年度から令和５年度までの各年度分の

都市計画税については、法附則第２５条の３の規

定を適用しないこととする。

第４６条 改正法附則第２２条第１項の規定に基づ

き、平成３０年度から平成３２年度までの各年度

分の都市計画税については、法附則第２５条の３

の規定を適用しないこととする。

（農地に対して課する令和３年度から令和５年度

までの各年度分の都市計画税の特例）

（農地に対して課する平成３０年度から令和２年

度までの各年度分の都市計画税の特例）

第４７条 農地に係る令和３年度から令和５年度ま

での各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係

る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る

当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計

画税の課税標準額（当該農地が当該年度分の固定

資産税について法第３４９条の３（第１８項を除

く。）又は附則第１５条から第１５条の３までの

規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税

標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額。

以下この条において同じ。）に、当該農地の当該

年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応

じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た

額（令和３年度分の都市計画税にあっては、前年

度分の都市計画税の課税標準額）を当該農地に係

る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき

額とした場合における都市計画税額（以下「農地

調整都市計画税額」という。）を超える場合には、

当該農地調整都市計画税額とする。

第４７条 農地に係る平成３０年度から令和２年度

までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に

係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係

る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市

計画税の課税標準額（当該農地が当該年度分の固

定資産税について法第３４９条の３（第１８項を

除く。）又は附則第１５条から第１５条の３まで

の規定の適用を受ける農地であるときは、当該課

税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額）に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲

げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる

負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該

年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とし

た場合における都市計画税額（以下「農地調整都

市計画税額」という。）を超える場合には、当該

農地調整都市計画税額とする。

 ［略］  ［略］ 

第４９条 市街化区域農地に係る令和３年度から令

和５年度までの各年度分の都市計画税の額は、前

条の規定により附則第２７条の規定の例により算

定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の都

市計画税額が、当該市街化区域農地の当該年度分

の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税

標準額に、当該市街化区域農地に係る当該年度分

の都市計画税の課税標準となるべき価格の３分の

２の額に１００分の５を乗じて得た額を加算した

額（令和３年度分の都市計画税にあっては、前年

度分の都市計画税の課税標準額）（当該市街化区

域農地が当該年度分の固定資産税について法第３

４９条の３（第１８項を除く。）又は附則第１５

第４９条 市街化区域農地に係る平成３０年度から

令和２年度までの各年度分の都市計画税の額は、

前条の規定により附則第２７条の規定の例により

算定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の

都市計画税額が、当該市街化区域農地の当該年度

分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課

税標準額に、当該市街化区域農地に係る当該年度

分の都市計画税の課税標準となるべき価格の３分

の２の額に１００分の５を乗じて得た額を加算し

た額（当該市街化区域農地が当該年度分の固定資

産税について法第３４９条の３（第１８項を除く。

）又は附則第１５条から第１５条の３までの規定

の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当
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条から第１５条の３までの規定の適用を受ける市

街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規

定に定める率を乗じて得た額）を当該市街化区域

農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準と

なるべき額とした場合における都市計画税額（以

下「市街化区域農地調整都市計画税額」という。

）を超える場合には、当該市街化区域農地調整都

市計画税額とする。

該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）

を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計

画税の課税標準となるべき額とした場合における

都市計画税額（以下「市街化区域農地調整都市計

画税額」という。）を超える場合には、当該市街

化区域農地調整都市計画税額とする。

２ 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係

る令和４年度分及び令和５年度分の市街化区域農

地調整都市計画税額は、当該市街化区域農地調整

都市計画税額が、当該市街化区域農地に係る当該

年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の

３分の２の額に１０分の２を乗じて得た額（当該

市街化区域農地が当該年度分の固定資産税につい

て法第３４９条の３（第１８項を除く。）又は附

則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を

受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこ

れらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該市

街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課

税標準となるべき額とした場合における都市計画

税額に満たない場合には、前項の規定にかかわら

ず、当該都市計画税額とする。

２ 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係

る平成３０年度から令和２年度までの各年度分の

市街化区域農地調整都市計画税額は、当該市街化

区域農地調整都市計画税額が、当該市街化区域農

地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準とな

るべき価格の３分の２の額に１０分の２を乗じて

得た額（当該市街化区域農地が当該年度分の固定

資産税について法第３４９条の３（第１８項を除

く。）又は附則第１５条から第１５条の３までの

規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、

当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額

）を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市

計画税の課税標準となるべき額とした場合におけ

る都市計画税額に満たない場合には、前項の規定

にかかわらず、当該都市計画税額とする。

（土地に対して課する令和３年度から令和５年度

までの各年度分の都市計画税の特例に関する用語

の意義）

（土地に対して課する平成３０年度から平成３２

年度までの各年度分の都市計画税の特例に関する

用語の意義）

第５３条 ［略］ 第５３条 ［略］

附 則

 （施行期日）

第１条 この条例は、令和３年４月１日から施行する。

 （市民税に関する経過措置）

第２条 この条例による改正後のさいたま市市税条例（以下「新条例」という。）第２

９条の２第４項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に行

う同項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供に

ついて適用し、施行日前に行ったこの条例による改正前のさいたま市市税条例（以下

「旧条例」という。）第２９条の２第４項に規定する電磁的方法による同項に規定す

る申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。

２ 新条例第２９条の３第４項の規定は、施行日以後に行う新条例第２９条の２第４項

に規定する電磁的方法による新条例第２９条の３第４項に規定する申告書に記載すべ
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き事項の提供について適用し、施行日前に行った旧条例第２９条の２第４項に規定す

る電磁的方法による旧条例第２９条の３第４項に規定する申告書に記載すべき事項の

提供については、なお従前の例による。

（固定資産税に関する経過措置）

第３条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和３年度以後の年度分の固定

資産税について適用し、令和２年度分までの固定資産税については、なお従前の例

による。

（軽自動車税に関する経過措置）

第４条 新条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得

された３輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用

し、施行日前に取得された３輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性

能割については、なお従前の例による。

（都市計画税に関する経過措置）

第５条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、令和３年度以後の年度分の都市

計画税について適用し、令和２年度分までの都市計画税については、なお従前の例

による。


